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「野生動物に何が起こっているのか？」 

－県北地域の野生生物の現状について－ 

 

             講師：ＮＰＯ法人ふくしまワイルドライフ市民＆科学者フォーラム 

                    野生動物レスキュー隊隊長 今野 文治 氏 

 

【講演内容】 

 皆さん、こんにちわ。ただいまご紹介いただきましたＮＰＯ法人ふくしまワイルドライ

フ市民＆科学者フォーラムの今野と申します。本日は、どうぞよろしくお願いいたします。  
また、行政の皆様にはですね、日頃から多大なる御協力をいただいておりますことをこの

場をお借りしまして厚く御礼を申し上げます。  

  私の方からはですね、県北地域における野生動物の現状について話しさせていただきま

すけれども、実際には私の方は、動物の調査をしながらですね、本来は、農作物の被害の

ですね、防除関係を中心にやっております。ただ、今日は、防除関係の話ではなくて、あ

る意味総論的な、ある意味どのような野生動物たちから軋轢を受けているのか、という話

をさせていただきたいと思います。 

 非常に長い時間を頂戴しております。出来ればですね、私の説明中、構いませんので、

どこで区切ってもらっても構いませんので、御質問とがあればですね、どんどん御質問い

ただければ、皆さんも眠くならずにいいのかなというふうに思いますので、御協力の程よ

ろしくお願いします。 

 それでは、座って説明させていただきます。  
 

Ⅰ 野生動物に関わる法律 

 自然保護Gの佐藤さんからもお話しがあったとおりですね、有害捕獲に関しては、「鳥

獣保護法」というので実施されておりまして、それと「種の保存法」、それから「外来生

物法」、だいたい３つが、大きな野生動物に関わる主な法律なのかなというふうに、私は

思っております。 

 で、外来生物法については、皆さんご記憶に新しいのは、カミツキガメ。と言うのは、

私あの、都市部でもちょくちょく何度か捕まえまして、マイクロチップを埋めるとかです

ね、そういった話でまとまってきておりますけども、福島では、ハクビシンはそれには指

定されてませんが、実際には外来種だろうというふうに言われております。 

 鳥獣保護法なんですけども、目的というのは、第１条にありまして、鳥獣の保護を図る

ための事業の実施、それから農林水産の中の生態系にかかる被害の防止、生物の多様性の

確保、で、国民の生活の確保及び地域社会の健全な発展に資することを目的としておりま

して、今言われている狩猟と有害鳥獣というのはこの法律。で、かつ狩猟鳥獣というのが

ありまして、ゴイサギから始まって、ハシブトガラスまで２９種類。それから、獣類に関

しては、野ウサギからシカまで１８種類がございます。これ以外に狩猟で捕ることは出来

ません。 
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 で、特にクマなんて言うのは、西日本地域のですね、山陰地方においては、もう絶滅さ

れる種ということで、福島県では狩猟出来ますけど、あちらでは狩猟出来ませんという県

が出始っているのが現状でございます。 

 で、有害捕獲というのは、まあこれ以外にかかっているもので、後段にあります種の保

存法とかですね、あとは環境大臣が指定するもの、文化財保護法などの枠の外にいるもの

であれば有害捕獲が可能であると。で、狩猟というのは、２月の１５日、皆さんご存じの

とおり、１１月１５日から２月１５日までの３か月間、狩猟期というふうになってます。

で、昔は、４月の１５日頃まで、まあ１０月からですね、４月位まで、ここ数年までその

位で推移をしております。種の保存法に関してはですね、国内希少野生動物、当然これは

捕ってダメですよっていうもので、鳥類で３９種、ほ乳類が２種あります。ツシマヤマネ

コとイリオモテヤマネコ。それ以外に、爬虫類、両生類、魚類、昆虫類、植物ということ

で指定がされておりまして、これらも文化的な生活の確保に当然必要なものだということ

で、絶滅をさせてはいけませんよという形になっております。 

 

Ⅱ 野生動物とは 

 で、ここに簡単な質問事項なんですが。野生動物は、いったい何でしょうという。まず

は定義がないと野生動物といえないですよね。小学生に質問するとすごい答えがいっぱい

返ってくるんですけど、まあ、ちょうど皆さん、随分小学校を前に卒業された方ばっかり

ですから、あれですけども、何かないですかね？こんなのがあるというのは、どうですか。

（人間が飼っていないと概念はどうでしょうか。）はい、そうですね。で、まあ、４つ、

簡単です。本当に、小学生でも答えられる問題で、ペットではない動物、家畜ではない動

物、動物園とかで飼育されていない動物、実験用以外の動物。まあこれらを野生動物だと

考えた場合に、何かといえば、「人間に依存していない動物。または、依存していたとし

ても、野生性を失っていない動物」。これだろうというふうに言うことが出来ると思いま

すます。で、なぜ、依存していたとしても、という言葉をつけるかと言えば、例えばカラ

ス、生ゴミをあさりますよね、家庭の。これ、野生じゃないのって答えられちゃうと、実

際まだ、野生化がされている。人間が近づけば逃げる。そういったものが、多分野生動物

だろうというふうに考えております。 

 じゃ、人間と野生動物との違いは、ということなんですが、一体何が違う。これ沢山あ

ると思うんですよ。何か、イメージ的に持たれますかね。あの今日、研究会ですけども、

野生動物との軋轢を防ぐためには、今お話ししているその野生動物とは何か。私は、多分

人間との違いが話すことが出来ないと、みんなにアプローチしづらいかと思うので、わざ

と今日、こういう子供じみた、ちょっと嫌らしい説明をさしてもらっているんですが。 

 例えば、クマでいうと、人と野生動物の違いを見てみた場合に、上からホッキョクグマ、

中段がヒグマ、で一番下、これツキノワグマじゃなくてマレーグマです。で、彼らの違い

は、簡単に色ですよね。簡単に、白ですよ、黒ですよ、茶ですよ。大きさは当然違います。

住んでいる場所も違います。で、人間と考えてみてください。白人、黄色人種、私たちで

すね、黒人、それぞれいるわけですね。住んでいる場所は、それぞれも昔は違ったわけで

す。ところが、今もう、ごじゃごじゃに世界どこ行っても、白人もいれば、黒人もいれば、

黄色人種もですね、どこ行ってもいるんですけれども、例えば、ホッキョクグマとマレー
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グマがですね、住む所を変えた場合、ホッキョクグマが、マレーグマというのはあの赤道

直下マレー市だとかそういう所にいるわけなんですが、移動し棲処を変えた場合どうなる

んだろう。果たして、まあ獣医さんがいらっしゃるから獣医さんには簡単すぎると思うん

ですが、体重８００キロのシロクマがですね、赤道直下に行って、色が白い、当然色が白

いと言うことは紫外線、多く当たりますね。で、日射病を起こします。当然皮膚障害を起

こしますので、おそらく１日、生きていくことも出来ません。身体が大きいということは、

基本的にそれだけ熱の代謝も悪いですから、熱を蓄積してしまって、恐らく一日も生きて

いけないことになってしまいます。それが、マレーグマというのは、北極に行ってもです

ね、おそらく数日は生きていけると思うんですが、まず、身体が小さいので体温の低下が

非常に激しい。マレーグマ、冬眠をしませんので、まず冬の雪、雪の降っているですね、

寒い北極を生きていくことはまず不可能。数日経てば、命をですね途絶えてしまうことに

なると思います。 

 まず、野生動物たちというのは、生息地をですね、まず変化させることが出来ない。そ

れから、私たち、黒人と白人が子供を産むことが可能ですよね。ところが、ホッキョクグ

マとマレーグマが交尾をしてですね、子供が生まれるか、多分生まれません。絶対子供は

生まれません。そのままのものでしか、同一種ですね、クマ類という中の亜種でなければ、

子供を生むことは出来ない。子孫繁栄はあり得ない。 

 私たちは、世界中飛行機でどこへでも行って、寒ければジャンパーを着る、熱ければエ

アコンを入れる。しかも、冷蔵庫もどこにでもある。こういう文化的な生活を送っていな

がら、自由にですね、自分のライフスタイルをですね、変化させて、世界中どこでも生き

ていけることが出来るのですが、野生動物たちというのは、その場所でしかですね、生息

をですね、行って子孫を残すことが出来ないというのが、まあ現状です。ただ、外来種と

いうようにですね、非常に多様性のある動物たちもいますけでも、数多くの動物たちは、

ライフスタイルをですね、自分勝手に変えることは出来ないというのが、野生動物だとい

う意味合いだと思います。 

 あと、生物多様性という言葉を先ほど使わせていただきましたが、生物多様性条約が結

ばれておりまして、日本もきちんと参画をしております。その中で、新多様性国家戦略と

いうのがございまして、当然それが元となりまして鳥獣保護法や種の保存法などに結びつ

いていくわけなんですけども、３つの柱がございます。様々な生物の相互作用から構成さ

れる様々な生態系の存在。これを生態の多様性。それから、種ですね、生物種が存在する

こと。これが種の多様性。遺伝的に異なる、遺伝的多様性です。 

 皆さんもあの、私より知識は上だと思いますけども、一つの本当にバクテリアみたいな

ものからですね、人類とか、いろんな繁栄を遂げて、まあ地球の歴史の中で繁栄を遂げて

きたわけなんですが、一つとして無駄になったものは存在しないだろうと。そっから色々

枝分かれしてってですね、生物の多様性というものがあって、私達人類も今ここで生活出

来るスペースを頂戴しているというのが、まあ根源でございまして、もし、この生物多様

性がですね、失われていけば、自然界が崩壊をして、一番弱い立場にいるのが人間だとい

うふうに言われています。 

 まあ、ライフスタイルを自由に変化させることは出来ないのですが、空気を無くしちゃ

いけないよとか、他に、おかげで空気を吸えるのは自然があるからですよと言う。そうい
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う意味からすればですね、じゃ、森林をつくっているのは、森をつくっているのは、虫が

やっぱり運んで行って食べて、実を食べて種を落とすことによって、森が増えるとかです

ね、そういう時代があったわけですね。今も、やっぱりそういう活動は、どうしても地道

に起こるというよりは、そういうことをやりながら自分たちの生活をですね、しているん

ですけども。これが一旦どっかでなくなってしまう場合、当然一番最初に死滅するのは私

たち人間だろうというふうに、今言われております。 

 

Ⅲ 動物達の多様な生態 

＜ニホンザル＞  

 動物達の多様な生態ということで、今日は、サル、クマと、イノシシと、ハクビシン、

生態に関して、お話をさせていただきますけども、まず、ニホンザルでありまして、交尾

期というのは、ちょうど今です。１０月ぐらいから１月位、１月の上旬位でございます。

左上の写真があるとおりですね、こんな感じで交尾をします。で、射精をする際にですね、

必ずっていいほどオスの顔をメスが見ます。非常に、あのいい顔をしいます。まあ、皆さ

んも機会があればですけども、私もサルで１０年ぐらいやってますが、こんな姿を拝めた

のは、本当に数回ぐらいしか拝めないので、なかなか見せてくれることが出来ません。こ

の辺ではですね。で、出産期と言うのは、大体４月～６月位まで、１８０日前後で出産を

いたします。半年なりますね。 

 で、出産に関しては毎年生まれるだろう。よく生態的には、こういうこと、夏場もよく

します。これ、マウンティングという作業で、順位ですね、ボスザルというのは自然界に

存在しません。メス中心のグループでありますので、ボスザルというのは存在しないんで

すけども、その中で、オスの№１、メスの№１と、ずーと群れによって番号が、個体には

ずっと番号が、というか順位がついています。で、それをを確認するために、こういうふ

うにマウンティングという作業を１年中やるわけなんですけども、それでも交尾期という

のはこの時期だけで、１年中交尾をしませんので、基本的に出産は２年ないし３年に１頭、

２頭生まれることはほとんどありません。１頭しか生まれません。ですから、爆発的に増

えるという話は、実際には眉唾です。大体福島ですと、年に１０％程度のものしか増えな

いというのが現状でございます。 

 で、初産年齢はと言うのは、自然界ですと、６、７歳と言われているんですが、ここら

辺のサルですと、植生が豊かですので、５歳位から出産を始めるものもいるだろうという

ふうにも思われています。 

 それから、寿命は、２０年から３０年、かなり、１０年の幅があるんですが、これだよ

というのがなくて、３０年前後、実際生きているものもいますし、まあ２０年生きられな

いものもいる。かなり幅があります。で特に、ニホンザル社会に関しては、群れで行動す

るということで、たくさんのですね、サルで群れを作っておりまして、この群れは１８０

頭いる群れです。ちょっと、斜面ですけども、この橋の上からずっーとこの沢の中までず

っーとサルがいます。 

 メスグループの集団と言うことを話したんですが、サルは母系社会でありまして、おば

あちゃん、おかあさん、子供、孫という順序でなっています。で、メスのグループですね、

母集団、いくつも集まって一つの群れを形成しています。全部が血縁と言うこと、ありえ



 
 
2006/11/30 第 1回野生動物との共生に関する研究会 

 5 

ません。なぜかといえば、ここにもありますけども、オスは成長とともに、大体早いもの

ですと、２歳ぐらいでいったん群れを離れて、自分で生活するか、オスの集団、今、前見

ているものだと１１頭位のものでありますけれども、１１頭というのが最高でありますけ

れど、１１頭でオスの集団をですね、作って生活をしていきます。なので、母系社会で交

尾するオスをですね、誰が決めるのかと言うとメスしか決められません。オスはあんたい

やだよと言われたら他のメスに行くしかないので、非常にメスの力がですね、莫大です。

恐らく、私の家も奥さんが強いかなと思うんですが、人間社会とこの辺似てきたのかも知

れません。で、冬場もですね、群れで行動しておりまして、赤ちゃんがお尻に付いている。

これはもう赤ちゃんなんですけども、自分で歩っている。で、こういう形で、冬も一生懸

命もう動きまして。ここのサルはですね、まあグルーミングと言うことで、梳るようにし

ているんですが、このように木の皮をかじりながらですね、冬は何とか過ごしているとい

うのがサルの本当の姿でございます。 

＜ツキノワグマ＞ 

 続いて、ツキノワグマでありますけども、ヒグマとツキノワグマ、それぞれ日本にいま

す。ヒグマは北海道しかいなくてですね、非常に良かったなと思っているんですが、もし

本州にもいたら、多分皆さんこんなことをやっている場合じゃない。ヒグマは、２００～

３００キロと上がってきますんで、とてもとてもツキノワグマとは違うものとなってます

から、人的被害なんていうのは、今以上のその恐怖感が起こるんだろうと思います。で、

先ほど言いましたけれども、広島近辺になりますけれども、ツキノワグマが若干いるとい

うことで、もうこの中間地域にはいないだろうと、で、四国のですね、こことこの位しか

いない、剣山と言うのがあるんですが、そこでしかもう見受けられないという現状で、福

島県この位ですので、東北地方は、非常にですね、たくさんツキノワグマが生息出来る最

後の砦だろうというふうに言われております。  
 で、ツキノワグマの交尾期というのは、大体６月から７月です。で、出産期は２月、越

冬中ですね。越冬中に子供を出産して、母乳を与えて、大体５月の連休ぐらいから出てき

ます。 

 出産は、大体３年から４年に１頭。というのは、今年生まれた子がですね、一緒に、今

年の子は必ず一緒にお母さんともう一度越冬します。まあ、なんて言うんでしょうね、放

たれたるまではもう一年お母さんについて越冬する子がいるので、お母さん、大体３年か

ら４年に１頭、ないし２頭程度出産いたします。で、去年、非常に柿の実りが良かったの

で、今年は本当に現場で見ていても、２頭連れているお母さんを沢山見たという感じは持

ってます。 

 で、出産年齢は、大体３歳を過ぎた位。大体５歳前後にはもうほとんどのクマが出産し

ているじゃないかというふうに思います。 

 で、寿命は大体２０年前後。多分、佐々木さんも、地方振興局の方、非常におもしろい

と思うのは、３０歳とかですね、３００キログラムとかと言うクマを平気で書いてくる方

いっらっしゃるんですが、そんなクマは日本には存在しません。長くてもやっぱり２０年、

体重でいけばですね、今年多分大きくて１６０とか１７０というやつが出たと思うんです

が、それがほぼマックスです。それ以上になるものはなかなか日本にはいないというふう

に思っていただいた方が良いと思います。 
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 クマの妊娠期間というのは、実際３か月程度でございまして、合わないですね足し算、

６月、７月頃で、３か月で生まれたら、９～１０月頃生まれんじゃないの。実はですね、

非常にクマは優秀な生命装置を持っていまして、秋の実りが良くないと着床させない、受

精させてもそれを排卵してしまうという行動をとります。ですから、夏とかの間ずーと浮

遊しておりまして、それが秋口、栄養状態、自分の栄養状態良ければ着床するんですが、

着床しない。着床遅延という行動をとります。今年は恐らく秋の実りが悪いので、来年の

出産率は非常に低いのかなということで、多分県の方の方もですね、非常に今年クマは捕

れておりますので、それが心配されるところというふうに思ってますけれども、かなり危

険な状態にクマはあるだろうと思います。 

 で、皆さん、実際にはなかなか見れないと思んですけれども、クマの牙、これ、４歳の

子です。４歳のメス牙なんですけれども、これはですね、檻で折っちゃいまして、下の牙

だけしか残ってないんですが、大体長いものですと３センチぐらい。４センチも、５セン

チもクマの牙はございません。それから、手ですけれども、非常に爪が長くてですね、比

較対象物がないんですけども、大体１センチか２センチ位指先から出ます。で、どっちが

恐いかというと、爪の方がですね、恐いです。非常に直りが悪いです。縫ったぐらいでは、

１か月位治らない可能性があるので、危険なのはどちらかと言ったら、爪の方だと思いま

す。で、非常に木登りが得意で、爪痕がこのように、ポンポンポンとつきます。で、クマ

棚ということで、クマ、木に登るんですね。これ、栗の木ですけども。このように枝をど

んどん自分の周りに寄せてですね、食べていきます。で、これ、寝る場所でも座った場所

でもないです。集めた場所というふうに思っていただきたいと思うんですが。後は、ウン

チで、こんな感じ。例えば、山に行って、サンダルで行くバカもいるんですけども、こん

な感じで大体サンダル位の大きさ。で、これがサルのウンコですので、全然大きさ、形も

違います。 
 良く聞かれるのはですね、クマと出会ったらどうすればいいですか、って、いうふうな

質問されるんですけども、遭いたくなかったら山に行かないでください。今年、全国で言

われているのが、ラジオとですね、クマ鈴を付けて行ったのに襲われたというのが数例ご

ざいます。やはりあの、多分クマと出会ってしまって被害に遭われる背景というのは、非

常に急接近してしまった。お互いに気がつかなくてですね、ばったり鉢合わせということ

がですね、多いことだと思うんですけども、やっぱり皆さん山には入る際には、何かしら

痕跡があります。糞だったり、さっき言った爪痕だったり、食べた食べ残しであったり、

そういうものをキチンと見ながら、ここにはクマがいるかどうかですね、サルがいるか、

どんな動物がいて、自分に危害があるかないかぐらいの判断が出来ないのに山に入ってし

まうのは、それはナンセンスだろうというふうに思いますので、こういったものをですね、

やっぱり確認しながら山に入っていただいて、楽しい一日を過ごしていただければいいか

なというふうに思います。 
＜イノシシ＞ 

 それから、イノシシでありますけれども、阿武隈山系に多いわけなんですけども、大体

交尾期は１０月から２か月程度。出産期は春になります。で、出産は年に１回以内、生ま

ないやつもいるので１回以内という表現をしましたが、大体幅があって３頭から８頭の間

で生みます。寿命が非常に他のものと違って短くですね、１０年以内、１０年超えるもの
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はほとんどいないだろうと思います。大体もう、７、８年で亡くなっているだろうという

ふうに思いますが、偶蹄目であります。大体、シカとかカモシカと一緒なわけです。で、

本来は日中行動するんです。昼間動く動物なんですけども、非常に臆病でですね、これが

災いしましてですね、夜、行動します。よく夜行性、夜行性と言われているんですけれど

も、実際にはイノシシとかクマはですね、ほとんど目が見えません。鼻で匂いを嗅ぎなが

らやってますんで、ばったり遭ってしまう。匂いだけならいいんですけども、匂いはです

ね、風下から人間の匂い飛んで来ませんから、そういったために、人的被害が出るのでし

ょう。同じようにイノシシもですね、匂いで行動しております。 

 で、垂直ジャンプで１メーター位ジャンプ、大人の奴ですと出来ます。体重はやっぱり

大きくなると１５０キロ位になりますので、猪突猛進という言葉がありますが、非常に、

本当にぶつかってきた場合にはですね、十分人間を殺す能力を、イノシシは持っています。  
 で、これがまあ糞でありまして、ちょっとあのクマとは違いますけれども、少しコロコ

ロした感じで、以外とでかい、沢山します。で、冬場なのでコロコロしてますけども、夏

場はもう少し柔らかいものになります。 

 で、イノシシの足跡ですけども、シカはここまでしかないんですね。で、カモシカも同

じようなんですけども、副蹄と言うものが必ずイノシシにはありますので、これがイノシ

シかどうかを見分けるためのサインです。 

＜ハクビシン＞ 

 で、もう一つ、ハクビシンになりますけども、ハクビシンは、さっきあの、外来種じゃ

ないですかというふうに言われているんですけども、実際にはですね、古くからいたんじ

ゃないのという話を言われています。本当は、中国では肉を食べられている奴でありまし

て、毛皮とか、肉ですね、肉を食べるために、戦後日本では輸入したとも言われています。  

 で、非常に繁殖率が高い、猫と同じ科ですけども、一年中交尾をしますけど、まあ、よ

く春子、夏子、秋子などと言いますが、大体２回位産みますので、１頭から４頭位で、非

常に繁殖率が高いということで、爆発的に増えてしまったために、その飼育業者が手に負

えなくなってしまって、開けてはいけない扉を開けてしまったら、一斉に散らばったとい

うふうに言われているものでもございます。 

 で、雑食性で何でも食べます。木登りもすごい得意でですね、よく人家の屋根裏に上が

って、カツカツ音するなと言っていたら、いつの間にか屋根が抜けてですね、落っこって

きたのはハクビシンの子供達と糞、ということが沢山あるんですけども、お寺の屋根裏や

下ですね、軒下や人家の屋根、非常にそう狭いスペースで自分たちの生活空間を持てる奴

らなので、非常に困った奴らだと思います。 

 で、多分、今よく言われているのが、サルが一番ひどい、いや、クマが一番ひどい、い

や、イノシシだと言われてますけれども、次いで、多分これからひどくなってくるのは、

ハクビシン。で、人家付近で生息することが可能な動物でありますことから、これがやっ

ぱり非常に、こう、頭を悩ませる材料になってくるんだろうというふうに思っております。  

 で、ハクビシンは標高の高いところではなかなか生きてはいけないだろうと言われてた

んですけども、猟師たちの話を聞くとですね、どうもクマ同様に、穴の中で数頭ですね、

入って、冬ごもりしている奴らがいるようだという話が出ておりまして、非常にまだ日本

に入ってきて４０年、５０年足らずの動物なんですけども、自分たちのですね、生態を、
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ライフスタイルをですね、変えて、標高の高い場所でも生きていく知恵を身につけたよう

です。この辺が、今ハクビシンのすごいところなんだろうなというふうに思います。 

 

Ⅳ  なぜ、里山に降りてきたのか 

 で、これからがまあ今日のですね、本題に入っていくわけなんですけども、まあ何故、

里に下りてきたのかどうかという話をですね、させていただければと思います。で、これ

はまあ、あの、先日福島民報社さんの方で、トップに、一面に出ましたツキノワグマが柿

を食っている写真が左側。で、これがまあ大体、もう終わりかなとは思うんですけども、

１１月から１２月にかけてよく見られるサルの柿の捕食風景です。まあ、これらが基にな

って有害捕獲ということがありますし、ツキノワグマに関しては、もう人的被害というこ

とが起こっていくんですけども、１つ、２つの要因でこのようなことが起こっているわけ

ではないというのが現状でございます。 

＜生息環境の変化＞ 

 で、一つの要因としては、環境の変化というものになるんですけども、これは福島県の

植生図です。非常に見づらいんですけども、市町村別の境界線をちょっと入れてみると、

こんな感じになります。で、黄色くした部分、これがですね、コナラとかミズナラとかブ

ナとかですね。通常、野生動物が使うというふうに言われているものだけ黄色くしました。

それ以外の色はですね、杉とか針葉樹であったり、あるいは果樹園であったり、水田だと

いうのが他の色だというふうに見てもらって、これだと何か、近年、大した良くないじゃ

ないのというふうになるんですが、ちょっと、南会津、よくあのクマがいっぱい、沢山い

る場所をズームアップしてみますと、非常にこう黄色い場所が沢山ありますので、県境付

近にもポツラポツラというふうに沢山います。まあ、こういうふうに見ると、環境良いね

ということになるんですけども、じゃ県北地域は、ということになって、この赤い線の中

が県北地域ですけど、まあ非常に福島市を中心に、非常に植生が、野生動物にとっては良

い状態を表しています。 

 で、ちょっと見づらいと思うんですが、このデータを作っているのはですね、環境省で

やっている自然環境基礎調査というのがあってですね、これは第５回のその数字を出して

おります。第５回は、平成１２年、３年でしたっけ、１２年の頃のもので、その後、第６

回というのがあるんですけれど、まだデータが公表されておりません。で、福島市だけの

部分をですね、取ってみた場合、ここにあるとおり、赤松群というのが２番目にありまし

て、そっからまあ桑園なんかですね、あとは住宅地とか、市街地とかに分かれているんで

すけども、住みやすい環境、住みにくい環境ということで比較してみた場合に、住みやす

い環境というものがですね、３０％位、結局その福島市全体の野生動物が住めるよという

環境が３割ぐらいあって、まああとの７割は、住みづらい場所という形になるんですけれ

ども、非常にまあ、他の地域から、さっきの他の市町村から見ても、非常にこう植生は福

島市は豊かだなというふうなことがおわかりいただけるかなと思います。だからと言って、

他の地域が、野生動物が生息出来ないかという、そういう問題ではないんですけれども、

これが植生データから見ることが出来ます。 

 ちょっとズームアップをしてみますと、これが東北新幹線、で１３号線が走っていて、

国道４号線、これが高速道路になりまして、阿武隈川であったり、走っているんですけど
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も、非常にこう福島市の中心部、私たちの今居る所をちょっと外れればですね、野生動物

たちの餌になるものが非常に沢山あるというのが福島県だというふうに思っていただけれ

ばと思います。 

 で、ちょっとこれはですね、色付けをしてみたんですけども、この緑はですね水田であ

ったり、落葉樹、果樹園であったり、通常ですね、野生動物たちとはあまり関係ない場所

なんですけども、実際見ていただきますと、もう本当に、その周辺、棲処と考えられる場

所が周りに、果樹園の周りには野生動物の棲処が点在している状況でございます。で、先

に進めて、ちょっとこれ上に上げますね。北の方に上がって摺上川沿いを見てみると、こ

れが山間部までですね、果樹園であったり、水田が発生していると。これちょっと、これ

普通の、今私たち生きているような普通の風景かも知れないんですけれども、実際に、こ

んな所に、１００年前にあったかどうかという話になれば、それは当然、開拓をせざるを

えなかっただろうと思うので、まず一つ目は、森林開発というキーワードが、野生動物の

出没背景にはございます。 

 で、明治３７年から、まあつい最近までの農耕地面積の推移を、全国規模で見てますけ

ども、単位は千ヘクタールです。で、ここが第２次世界大戦。で、この辺が第１次大戦に

なりますけども、ちょっとここで見ていただきたいんですけども、大戦後ですね、ぽっと

伸びるんですね。で、まあ当然、これはというのは、食糧難、あるいは人口増加というの

が非常に大きく関わってまして、伸びる傾向があります。それで、あのピークは既に終わ

っておりまして、徐々に下がっている。下がっているというよりも、農耕地だけで下がっ

ているんですが、実態は、住宅地へ転換されたりですね、そういったものなどで下がって

いるというふうに聞いていただいた方がいいと思います。更に、これには減反政策という

ものがございまして、果樹園がですね、減反政策によって若干伸びを示します。で、ただ

それでもですね、農業の衰退と言うのは、当然ながら皆さん分かっているとおりでござい

まして、徐々にですね、農耕地の面積が減っている。全国的に減っている。福島県は多分、

１年間に１００位、１００位減ってんでしたっけ？相当面積、減ってたと思うんですけど

も、１００ヘクタールぐらい減ってます。 

 これが、その当時、昭和５０年のその当時の航空写真でございまして、これ国道１３号

線になります。で、中野不動尊ですね、この辺にあります。で、これオキの山と言う山間

部をですね、きれいに木が並べて植えられたことを現しています。で、当然こんな所です

ね、これが道路側の斜面でありまして、こんな所に果樹園が昔からあった。江戸時代から

あった。そんなわけはありませんので、当然、その当時ですね、やっぱりその果樹が、福

島果樹の産地になった由縁がこういう山間部の開発になってますけども、所々で山間部の

開発が行われたということで、本当はここに動物たちの棲処があったんですけども、当然、

果樹園が出来たりですね、人間がいっぱい入ってきて、うちら、ちょっといづらいなとい

うことで奥山に下がって行ったというのが現状かと思います。 
 それと、森林伐採面積と国内の需要、国内向けの需要なんですけども、ここがちょうど

第２次世界大戦で伐採面積が伸びています。これは当然燃料にしたのが実際でありまして、

こちらもちょうど伸びてるんです。これも大体第１次世界大戦ですけども、こうです。で、

こんな感じで森林がですね、大きく伐採されるようになりますと、こんな感じになりまし

て、これも当時昭和５０年代の写真でありますけども、ちょうどですね、こっちに桑折町
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がありまして、大体穴原温泉がこの辺にございます。そんな地域のちょうど山間部でです

ね、国有林になりますけど、大きな伐採がございました。まあ今はもう回復しております

けども、こんな感じで伐採はされてるんですけども、２０年、２５年位ですね、昭和２５

年位に、もうほぼ伐採面積が収斂されまして、国内の木の需要もですね、こんな感じで徐々

に下がっていっております。まあ今だったら外材の方がですね、多く取り入れられて、住

宅等ですね、建設されていると思うんですけども、森林伐採というものが、大きく野生動

物たちの背景に関わってきたと言われています。 

 それから、ダムの建設ということで、これは摺上川ダムのですね、昨年あの満水になり

まして、水をいったん落としたんですけども、まあその時の写真です。これが、まあ満水

時のダムの写真でありまして、まあ十何年かかってダムが建設されまして、当然ここには、

さっき皆さん見ていただいたとおり果樹園等があったんですけども、一切今はもうなくな

りました。これをぱっと見るとですね、緑一杯ですよね。何ら問題ないんじゃない。野生

動物たち生きていけるじゃない。で、ここで、環境的に問題なのは、こういうところの枝

分かれした水路です。沢山こう枝分かれした水路がありますけれども、本来動物たちは、

ここは昔川があったんですけども、そんな渡れる程度の川でしたから、とんとんとんとん

と来て、こっち側に行って、また戻れる。まあ、こういうことやっていました。また、奥

側から手前側にという、そういう移動をですね、わりかし簡単に出来たんですけど、こう

なっちゃうとですね、クマが泳いで渡れるかというと、ちょっと渡るには遠い距離になっ

てしまいます。で、サルが渡れるかというと、サルもちょっと遠すぎてですね、渡れない

くらいの距離がございまして、動物たちが簡単に行き来出来ないんですね。行き来出来な

いとということになると、一生懸命メスを探す時期に、ここにメスがいるとしたら、ここ

でオスはこう行くか、それともこう来るか、どっちかをやらなくちゃいけない。そうする

と、こう来た場合は、ここに集落がありますから、当然そこで目撃事例が多発する。今ま

で行かなかった所にですね、彼らは場所に行かないと、行き来出来ない。じゃ、お前ら此

処だけで生活してればいいじゃないという話になるんですけども、なかなか、さっき言っ

たようにライフスタイルをですね、簡単に変えれる奴ってそんなに野生動物いませんので、

やっぱり自分たちのエリアだった所を使いたいというのが、野生動物たちの実際のところ

でございまして、森林環境、森林植生は非常に豊かで、広葉樹も沢山ある地域なんですけ

ども、分断化と言うことがですね、実際に、こういったものを建設する上で、起こってし

まっているというのが現状で、野生動物たちがですね、人里に現れるきっかけも多少なり

ともこういうものがあるだろうというふうに考えられております。 

 で、先ほどから言っておりますが、木を切ったりして、伐採を繰り返したりして材木と

して利用したり、あるいは、果樹園に転換してきたわけなんですけども、これ福島市佐原

でございます。この辺に吾妻総合運動公園がございます。その上の部分が、吾妻開発パイ

ロットというふうに言われている地域でございますが、こんな感じで果樹が植えられてい

る。ここはもう林檎の団地だったわけなんですけども、実際には林檎の団地どうなったか

と言うと、こうなりました。開発パイロットでですね、多分国の事業取り入れられて、生

産性を上げるために共同で施行したんですけども、まあ原因は何か。高齢化であったりで

すね、後継者不足であったり、あるいはもしかすると野生動物の被害と言う問題もあった

んでしょうが、今はもう廃園です。昔、ここに、こうちょっと黒いやつがあると思うんで
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すが、多分これ暴風ネットでございまして、異常に風が強い地域なので、林檎がですね、

風で落ちないように守っていた地域だったんですけども、今はもう使われなくなってしま

いました。で、使われなくなった所はですね、こういう風に今、もうススキが沢山植わっ

てまして、で土地を放っておくと、赤松が植え始まりました。赤松が出るというのはです

ね、大体１０年位放っておくと赤松が生え出します。まあ、森林の再生が行われている地

域なのですね。で、森林の再生が行われているんですけども、そうすると何がどうかとい

うと、一旦伐採されてですね、さっき言ったようにこういう風に伐採されて、野生動物た

ちは、こういう広々とした空間をですね、自由に歩こうとは思わないです。隠れる場所が

ないので、やっぱり何がおっかないかと言うと、人間が一番おっかないですから、この周

りをこう歩くというようになるんですけども、こういった森林が再生されますと、非常に

こう自分の背丈よりも高い草たちが生い始まれば、そこは移動ルートに変わります。そう

なっちゃうと、今までバリアーがそこに存在していたんですけども、非常にこう移動ルー

トが確立してきますので、里山に下りてくることが出来るようになるということです。 

 で、ちょっと、もう一度おさらいをさせていただきますけど、山があって、で山の木を

切って、開拓をして、家を建てたり、野菜や果物を作ったりするわけなんですけども、徐々

に森林が回復をしていきます。で、回復をしたというよりは、手入れをしなくなったとい

うのが現状でありまして、里山と言うのは、昔炭焼きで使ったり、あるいは人間たちが本

当にこう山菜を採ったりという状態だったんですけども、そんな里山を手入れする人が今

いませんし、杉林だったら、間伐をしてですね、良い杉の木を育てて売ろうという時代が

あったんですけども、そんな時代はとうに過ぎた時代になりましたので、今もうそんな手

入れをですね、してくれる人も徐々に居なくなってしまったということで、里山は今荒れ

放題でございます。 

 まあ、そうすると当然、この集落、当時は若い世代がですね、入っていろんなことをや

ってくれるんですが、今、今度は、ここで生活をするため息子達は都会へ出てって、おじ

いちゃん、おばあちゃんだけ、おじいちゃん、おばあちゃん達が居なくなったら廃屋にな

るという悪循環を、今山間地の集落では繰り返しておりまして、そこに出てくるのが、ク

マやサル、野生動物たちというふうにいえることが出来るだろうと思います。 

 で、今まではやっぱり、当然のようですが、人が居れば何らかのプレッシャーをですね、

そこにはあったわけなんですけども、おじいちゃん、おばあちゃん達だけしか居なくなる、

若い世代も居なくなる。おじいちゃん、おばあちゃん、亡くなっていきますと、そこに本

当、人口減少していきます。今も、山間部、完全に悪循環の繰り返しです。で、動物たち

が出てきて被害を起こす。被害を起こすので、農業で食っていけないよ。じゃ、息子達は

やっぱり町に出て仕事をせざるを得ない。日中は、おじいちゃん、おばあちゃんだけ。と

ころが、息子たちは町場に土地を買って、こんな不便なセブンイレブン無いような所に居

たくないよ、町場に土地を買って新しい家を建てる。昔の家、要らなくなったので、おじ

いちゃん、おばあちゃんが居なくなったら家を取り壊し、あるいは、おじいちゃん、おば

あちゃんを引き取っちゃって、都会で暮らす。まあ、都会と言うよりも町場で暮らすとい

うようなことをしますから、山間部がどんどん減少していきます。 

 で、野生動物はそんなこと知らないわけで、人が居なくなったんですごく棲みやすくな

ったねということで、どんどん出てくる。で、集落、山間部の集落がどんどん崩壊してい
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けば、当然市街地にどんどん押し寄せてくるという環境の繰り返しをしているのが、今の

環境の変化というよりも、私たち人間がそうしてしまったというのが、現実問題でありま

して、皆さんの資料にも書いておったんですが、昔はいなかったんだとよく言います、被

害地の人たちは。昔っていつだろう。動物たちは多分、私たちが住む以前にですね、もっ

と以前から棲んでいたわけで、ただ単に昔いた場所に戻ってきただけで、昔はいなかった

と、ここ２０、３０年位前はいなかっただけの話でありますので、まあ、今の世代にして

みればそういう話をするのも当然なんですけども、そうではない。要は、本当は実際はそ

ういうことだということをですね、覚えていただければいいのかなと思います。 

＜狩猟圧の減少＞ 

 で、もう一つの要因としてはですね、狩猟圧という話でございまして、これは山陰地方

で撮られたサルたちの狩猟風景です。で、これの写真はですね、沢山いますが、サルって

美味しいの？うわー、馬鹿だなこいつら、サル食ってという話なんですけれども、皆さん

は多分そうなんですけれども、多分山に住んでいた方で、私の祖先も山に居まして、昔は

食べたって言ってました。美味しかったっても聞いています。で、私、未だ食べたことが

ないですけども、何人か食べた奴から聞くとすごい美味しいという話をしている位なので、

非常に高価な肉だったと思います。サルでもそうなんですけれども、干支に挙がっている

ものって、神様に近いものですよね。サルも干支に挙がってます。彼らのサル信仰があり

まして、厩猿と言うのがあるんですけれども、馬の小屋にですね、サルの頭蓋骨やあるい

は手を飾っておくと病気から守ってくれたという神話もあるみたいですね。昔は、そうい

った、その信仰的なものでサルを捕まえたり、三光丸と言う薬ですね、今薬事法でそんな

ことはあり得ませんけども、サルだったりタヌキだったりキツネだったり、一緒にその肉

とかですね、肝とかを混ぜてやると薬になるんだという時代があって、そういうために捕

食活動を行っていました。 
 で、これがまあクマの写真なんですけども、これどこかといいますと棚倉町です。棚倉

町、今クマいないとされていますけども、実際昔はですね、棚倉町にもクマがいまして、

昭和２９年の写真で、８０キロぐらいあったメスだというふうに聞いておりますけれど、

非常にこう昔は狩猟圧というものがございました。今は、あの、佐藤さんからあったよう

に、狩猟人口が徐々に減っておりますので、全然ですね、狩猟圧と言うものが、まあ本当

に存在してんのかということはなかなか分からないですけれども、よく言われてるのは、

村田銃と言うものです。で、大正１３年頃、この村田銃というのは、陸軍の村田さんとい

う方が考案していきます。これ、ライフル銃です。で、やっぱりあの火縄銃の時代ですね、

種子島銃なんていうものありますけれども、その銃たちよりも非常に命中率がですね、高

かったというふうに言われてまして、捕獲数の増加に繋がっていきます。やっぱり、鉄砲

良いの持ってますと、沢山獲物も捕れる。そういう時代でしたよね、大正、それから昭和

の戦前というのは、当然そういう時代でしたので、命中率が上がれば上がるほど、狩猟者

の皆さんこぞってその銃を手に入れて、狩猟を行っていた。 

 もう一つは、国策として狩猟を推進しました。今、大日本猟友会というのがありますけ

ども、これはもう国が作った機関といっておかしくない、国がですね、推進をして作って

いきます。で、当時はですね、割当なんていうものございまして、ウサギ１００羽捕って

来いとかですね、軍で作ってもらった銃なんですけども、過剰生産されましたので、狩猟
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者に対して払下げが行われました。当然、払下げが行われると、同じようにサルを１００

頭捕って来いということで、どんどんどんどんそういう狩猟のですね、規制が、まあ、掛

からない状態でどんどん推移をしていきます。まあ、こういった現象があって、個体数の

減少があって、一部には絶滅ということで、オオカミとかですね、日本カワウソが絶滅を

していくんですが、ニホンザルもですね、同じような状態になったのが実際でありまして、

これ昭和２３年ですね、おおよそ村田銃が出来上がった頃の図面なんですけども、これは

１９７８年、東北地域はここを見ていただけば分かるとおり、ぽつぽつとサルがいたんで

すけども、もう、いる場所にしかもういなくなったということで、非常に取り尽くされて

しまって、まあサルというのはレッドデータブックにも記載されていますけども、絶滅の

おそれがある種というふうにされているぐらい、ここで完全に狩猟圧という問題でござい

ます。 
 で、さっき言った狩猟者登録数の推移なんですけども、昔は乙種とか、甲種とか、丙種

とかがあったんですが、今は網罠猟、第一種銃猟、第一種銃猟というのが猟銃で、第二種

銃猟はですね、空気銃になりますけども、ピークだったのが１９７０年代になりますかね、

この辺がまあピークになるわけなんですけども、徐々に減少していきまして、非常に狩猟

者の皆さん高齢化をされています。で、県の方も多分分かっている、直接税を取っていま

すので、良い財源になっているんですけれども、なかなか狩猟登録者数がですね、減って

いるということで、まあ税金の問題になっている部分もあるかと思うんですが、非常に減

少しています。 

 で、やっぱり当時ですね、この当時っていうのは、増える。このすごい角度で増えてい

る時期、これはやっぱり動物たちにとってですが、すごいプレッシャーになっていたはず

なんですけども、逆にどんどん減少していきます。で、若い世代のハンターがいません。

で、今やはり年配の方、なかなか山に入ってですね、やられるという方もいらっしゃいま

せんし、昔は、狩猟期間が長かったという話を聞きました。１０月から４月まで、半年間

もあった狩猟期間ですからね、当然野生動物たち沢山捕られましたし、それだけハンター

をですね、警戒をしたという時代もあったんですけども、今なんかそうではないですね。

で、皆さんそうだと思うんですけども、クマの肉ポンと出されて美味しそうだと思う人は、

多分こん中に少ないでしょうから、やっぱりそういうそのニーズ的な問題もあって、なか

なかハンターの数が上がらないということで、警戒心が欠如していきます。昔は山間部で

ですね、ハンターたちが沢山撃ってたんですけども、森林が、まあ里山があまり良くない

ような状態で年数が経過していくと、お年寄りもだんだんだんだんあまり山には入らなく

なってきますので、ハンターもあまり山に入らなくなってきますので、動物たちも徐々に

里山に降りてきたというのが現状であるというふうに考える。で、狩猟圧という話で、２

つ目の要因が出て来るわけなんですけども、恐らく大きな要因はこの２つ、環境要因と狩

猟圧という問題なんですけども。 
＜人慣れ＞ 

 ちょっと整理をしますと、生息環境の悪化から個体数の減少、あるいは狩猟の悪化から

個体数の減少があるわけなんですが、一旦減少はするんですが、狩猟圧が無くなったりし

て、あるいは環境が悪化したというのも、その森林再生とか行われていく中で、個体数が

徐々に増加していきます。で、そうなると、さっき言ったように、元々いた地域に再分布
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が始まるんですけれども、その中で気をつけていかなければならないのは、人慣れという

のが発生していくんですね。お手元の資料にも書いておいたんですけども、何故人慣れが

発生するかというと、里山が荒れていきます。ちょっとや、そっとじゃ野生動物は見つけ

ることは出来ない。本当は、あのすぐ裏の林に行けばですね、野生動物たちは自由にいる

わけなんですけども、人間はそんなこと知らないまま生活をしています。ところが、動物

たちは自分たちのことよく見ているんですね。そうすると、何だ人間は近くにいても恐く

ないじゃん、別に撃ってくるわけでもないし、追っ払うわけでもない。別にうちら人間の

こと恐くなくなってきたぞという思い違いをですね、動物たちがしているわけですね。で、

学習は必ずしていきます。で、私たちと違うのは、算数、国語、英語はやりません。動物

たちは、食べること、交尾をすること、生きていくこと、これだけを自分のものにしてい

きますので、人間は恐くないというふうに学習することは当たり前で、そんなに難しいこ

とではないというのが現状であります。 

 それからですね、私たち、今、多分皆さんも行くと思うんですけども、山菜採りによく

行かれる方がいらっしゃいます。で、昔、じゃあコシアブラ食べましたか、タラの芽をそ

んなに食べましたか、多分、５０年前にコシアブラ食べてた人、そんなにいないと思んで

すね。ここ本当１０年位の話です。で、われ先にこぞってですね、春山、秋山に、キノコ

採りだ、あるいはワラビ採りだ、山菜採りだというふうに出かける方沢山います。で、私

も山の方に住んでいた時がありましたけれども、私の家の周りでも沢山山菜が採れるんで

すが、昔はですね、家の周りに車が止まってそういう人たちが山に入っているなどという

ことは小学生時代全然ありませんでした。ここつい最近、５年、６年の話で、車が１０台

ぐらい家の周りに止まっている、朝起きたらですね。ああ、すごいなというのが、実家に

なんか泊まりに行ったときにあります。何の気なしに野生動物と交わる機会を人間は持っ

ているわけですね。ところが、そんなことをやってもですね、山菜採りの人、さっき言っ

たとおり、ばったり出くわして、ああびっくりしたというのが現状ですから、山菜にばか

り目がいって、野生動物たちに目がいっていませんから、野生動物たち、普通に人間が脇

通っても、ああまた通って行ったぐらいの感じで、人慣れがですね、非常に激しくなる。 

 あるいは、車の問題でしょう。四駆の車が沢山出ています。多分、皆さんもほとんど四

駆の車だ、当然、雪国の人は当然四駆の車に乗る人が多いと思うんですが、林道が整備さ

れて、関係ない場所まで舗装をします。そうすると、どんどん奥山まで入っていくことが

可能になりますので、人間は本当は奥山に行く必要がないのに、エコライフなんていうこ

とをですね、行って、森林浴やマイナスイオンなどの言葉がよく使われる時代になってし

まいましたので、奥山に行ってピクニックをする、あるいはバーベキューをするなんてい

う時代になります。そうすると、本当は見なかったはずなのに、動物は私達に対して警戒

心を持たなくなる。あるいは、ごみを持ち帰らずに山に捨ててくる。今まで食べたことの

ない缶詰をクマが食べる。サルが食べる。甘いジュースを飲んでしまう。そういった奴ら

がですね、非常に増えてきますと、当然警戒心がないような動物ですね、非常に増えて来

るというのが実際の話だと思います。 

 で、よく見かける風景ですね。秋の風景で、柿が沢山なってます。いつまで経っても収

穫されない柿が沢山あるのです。で、ところがですね、絶好の餌場となります。後ろに森

林があって、手前に採らない柿で、民家がこの付近に存在しないとなれば、当然クマたち
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が夜やってきてですね、柿を食べるようになります。で、これは、投棄された林檎で、さ

っきお話しした佐原のですね、山間部、多分、昔は林檎畑だったと思うんですが、今は１

本もありませんので、多分この園地の持ち主の方がですね、捨てているんじゃないかなと

と思いますが、私たちが見ている中で、４回目です。４回目で、毎回クマですね、こうや

って食べに夜来ます。で、ここには林檎の木はないわけですよ。ところが、クマは食べに

来る。で、林檎の味を覚えるというのはいけないはずなのに、味を覚えて、この子たちで

すね、ここにいる子グマ２頭これ連れてますけど、今年のクマですね。この子たち、山ん

中で林檎食えるはずがないのに、食っているわけですよね。そうすると、林檎の匂いにつ

られて林檎畑の下に出て来る。これ、当然の結果であります。 

 で、福島市さんの方で、餌付け禁止条例出されてますけど、やっぱりあのこういった不

法投棄という呼び名にならないと聞いておりますけども、やっぱりこういったモラルのな

さですね、農家の人に強く言ってあげたいと思うんですけども、被害が出るから檻かけて

くれと言う、クマの被害申請をする、林檎畑で、でも、心ない全然関係ない人が山に林檎

を捨てに入る。当然クマたちは、今まで食べたことのない林檎なのに食べてしまえば、そ

の味につられて林檎畑に出て行ってしまう。そういう悪循環が繰り返されています。 

 で、これは、サルにやられた被害でありまして、まあサルというのは特殊、ちょっとク

マとかも特殊性があるかもしれないんですけれども、非常にサルに関しては、行動域をで

すね拡大させて、今まで食べなかったものとかをですね、食べます。で、私たち、あの発

信器を着けるために、ちょっと奥山の方に行って、こいつら絶対食べたことがないだろう

と思う桃や林檎などを使って捕まえることがたまにあるんですけども、食べたことがない

はずなのに、必ずヒットします。で、非常に動物たちというのは、感覚的なものが優れて

いて、自分が食べられるか食べられないかというのを、何か瞬時に判断をする能力を持っ

ていまして、非常にあの、そういった食べ物をですね、１回食べると執着心というのが非

常に強くて、２回目以降は関係なしに食べてくれるというような、パイオニア精神がです

ね、強いこととですね、自分の中に取り入れると能力というのが非常に強いのが特徴だと

思ってます。 

 で、今ちょっと環境の要因があって、私達が一旦野生動物たちの生息域を減少させて、

そこに恐いという習性を植え付けさせてきたんですが、それが徐々に、野生動物たちと距

離感が悪くなってきて、人里に降りて、さらにそこに私達のエゴイズム的なものが入って

ですね、なぜか知らないうちにどんどん私たちと野生動物の距離を縮めているというのが

現状であります。 

 で、ちょっとまあ、模式的になりますけども、山村の集落というのが、昔はバリアの役

割をしていてですね、お互いにこう野生動物と人間の圧がですね、非常にうまい状態にあ

った。どちらかといえば、人間側の圧力が大きかった時代があったと思うんですけども、

そういうことでうまく、こう里山を中心にして障壁があったわけですね。それが今の時代

というのは、山村も弱体化してきて、どうもその圧力というのが山村では防ぎきれないよ

うな状態になっている。で、当然山村の方にも出てくるんですけども、全然山村が、集落

が無くなった地域では、市街地にまで野生動物たちが押し寄せてきているというのが、ま

あ、今現在の現状だろうというふうに考えております。 

 で、イノシシ、多分、阿武隈山系にしかいなかったイノシシなんですけども、もしかす
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るとドーナツ化現象が起きていて、昔、普段、お話聞いたら難しいのかなと思うんですが、

狩猟者の話を聞いたら、俺ん所でもイノシシを撃ちたいんで、犬とですね鉄砲を使って俺

の所に来るようにぶぐってきたと聞いたことがあります。やっぱりあの、そういったこと

がですね、狩猟という中で、本来生息地環境を変えてはならないはずなんですけども、や

っぱり、わざわざ原町や相馬に行ってまでイノシシは捕りたくないよと、福島市あるいは

伊達町で捕りたいよとなると、そこまでイノシシをですね、追って、追って、追ってくる。

一週間も追えば奴ら来ますので、そういう作業を繰り返しますと、一旦彼らですね、追わ

れるんですが、その新しい地域で適応能力がありますので、生きていける奴はすぐ適応し

てしまうという、そういう背景もあるんじゃないかというふうに思います。 

 ま、ただ、あのサルにしても、イノシシにしても、シカにしても、ハクビシンにしても、

ある程度捕られた分、自分たちの捕殺された分を回復出来る能力はですね、まだまだ福島

には残っていますので、ちょっとやそっと捕獲したぐらいでは、密度を下げるための条件

にはなりませんので、やっぱり増えているという現状があると思いますし、野生動物達特

有の特徴かも知れませんが、捕殺された倍位増えるという、子孫繁栄、個体数がというよ

りも、サルの例を見てみると、それら客観的な問題ではありませんけども、昔１００頭い

たのがですね、分裂しますと、１００頭に戻るまでに非常に短い時間で何か推移をするよ

うなそんな感じもあります。 

 で、実は非常にこう増える能力がある動物たちは、非常に増えやすい状態を、今作って

しまっているというのも、私たち人間の責任がそこにあるというふうに思っております。 

 

Ｖ 共生出来る社会に向けて 

 で、最後にですね、共生は出来るのかという話なんですけれども、イエスかノーかどっ

ちか答えなさいって言われましたら、正直こんな感じです。ノーでも無いけど、はっきり

イエスとも言えない。ただ、イエスの方に近いかなというようなイメージを、今私は持っ

てます。で、まあ軋轢を減少させるには、ですから、まあ人的被害や農作物被害、農村部

の人たちが不信に思っていること、違和感に思っていることを感じていくためにはという

ことで、ただ、４つ方法があります。 

＜正しい知識の習得＞ 

 ペーパーにも落としておりますけれども、正しい知識の習得ということで、本来の生態

的特性をですね、学習しようとせずに、有害捕獲をやってます。あるいは被害防除をやっ

てます。これって多分有り得ないことと思うんですね。で、何故かといったら、きちんと

習性を身につけて、それに合うように被害防除なり、人的の防除を確立していかないと、

当然意味がないことです。無駄金を使う。そんなことをいつまでも繰り返していても、軋

轢を減少させることは出来ませんので、で、当然ここ市町村の皆さん、行政担当者の皆さ

んですけども、被害者側にですね、どれだけそういう知識をですね、植え付けることが出

来るかというのが一つだろうと思います。 

  それから、さっき言いましたけれども、山に入ったら、やっぱり動物たち、どんなのが

いるか見てください、多分ね、松茸採りに行く人にラジオ付けてください。熊鈴付けてく

ださい。そんなこと言ってもですね、お前他の奴らに採る場所教えるわけいかないだろう

と絶対言われます。そんなこと言わないで、付けてくれっていうのはナンセンスな話しで
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ありますので、もうその人がですね、自主防衛として出来ること、クマ糞があったら非常

に気を付けるとかですね、クマ棚があったら気を付ける。そういう作業をキチッと知らせ

ること。まあそういった被害を軽減するために、動物に気を付けてくださいといっても難

しいですから、私たち人間が気を付けられるもの、そういったものをですね、キチンとや

っぱり啓発活動を積極的に行うべきだろうというふうに思います。 

  それから、人慣れをさせないための教育ということになっていくんですけども、餌付け

禁止条例、福島市さんの方でやられましたけども、やっぱり簡単に餌付けをしてしまう。

そういった部分、これに関してはですね、きちんとした整理をして、小さいうちからです

ね、学習させる必要性があるだろうというふうに思います。 

 で、ここでまあ、もうちょっと知識を向上させると言うか、ニホンザルの話ですけれど

も、ニホンザルはですね、人間に積極的に攻撃をするかというと、これはノーです。９９

パーセントありません。残りの１パーセント、これは距離感の問題で、私たちが子供に近

付いて行ったとかですね、野生動物の世界へですね、そうすれば当然奴らやっぱり自分た

ちを守ることになりますから、オスのですね、でかいやつがポンと出てきてですね、牙を

見せて威嚇するということがあります。よく、あの小学校さん、中学校さんでですね、出

ました、危ないですよ、気を付けてください、襲われるかも知れない。その襲われるかも

知れないという言葉の使い方には十分注意する必要があるだろうと思いますね。サルを見

たら襲われる。クマを見たら襲われる。そんなことではないわけですよね。よりよい環境

を築かなくちゃいけないのに、ここで野生動物は恐いですよというものをですね、植え付

けて、逆にですね、石を投げるとかですね、そういった、今、子供達だっているわけです

ね。石を投げつけたら、サルはやっぱり石を投げつけるって学習します。クマだって何も

する気ないのに石投げたら、興奮をして襲われる危険性だってあります。ですから、そう

いった履き違えるような指導はやっぱりしないこと。適切なやっぱり情報をですね、与え

ることが必要なんだろうなというふうに思っております。 

＜地域の連携＞ 

 それからまあ、地域の連携という話になりますけれども、集落や園地という地域という

ものに、まあ野生動物が出てしまうのはですね、今の現状では致し方ない。里山綺麗にし

ましょうよと言っても、そんなに力がある集落がですね、全国に存在するかっていったら、

なかなか存在しないわけですね。で、これを直そうと思ったら、行政の皆さん積極的にや

らなくちゃいけない。そこには税金が投入される。で、非常に多くのお金が投入されるん

ですけども、まあそこをですね、もうちょとやっていくためには、家庭廃棄物、生ゴミを

捨てないとかですね、農作物の投棄をしない、あるいは、未収穫農作物は完全に除去する。

採らない柿は切りましょう。まあ、そういったことをですね、重点的にやっぱり、集落の

再編、定着しにくい集落を作る体制を作っていってはどうですか。 あるいは、地域とし

ての防除体制の確立ですね。佐原地区のサルを見てますと、誰もですね、サルを見ても追

っ払いもしません。サルも、わんさといるんだ。で、たまにですね、自分の家の野菜やら

れると大騒ぎです。何でその出てきた時に追わないのか、被害を出さないから追わないん

じゃなくて、地域に、住宅付近に出てきたサルはですね、人間が恐いということを示すた

めに追っ払うと言う作業をしなければ、当然サル、出てきますね。また、出てきます。こ

こに、その地域的な学習と言うのも、生態的な学習というのも、あると思うんですけど。
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 あとは、年配者だと思う。で、あそこ、おじいちゃん、おばあちゃんしかいないから大

変なんだ。だったら、悪いけど、そのわきに住んでいるお母さん、まだ５０代だったら、

ちょっと協力して追っ払い作業出来ませんか。まあ、こういう話もせざるを得ない。で、

出来ないんだったら、かなりその集落として、里山に出てきた野生動物と共生していこう

なんていう地域にはまずならないというふうに思っております。 

＜行政の支援＞ 

 で、これを総括的に支援していくのが行政の皆さんだろうというふうに思います。 

  で、山村部はもう何回も言いますけども、弱体化しています。これをですね、取り戻そ

うと思っても、もう悪循環の繰り返し。今の日本のこれからの流れで、歯止めをかけると

いうのは非常に難しいわけですね。しかし、何らかの支援をやらない限り、そこで歯止め

を作っていかない限り、ますます動物たちは出てきます。今年の１月にも、県庁の裏の阿

武隈川にシカが出てきたと。当然、そんなのは普通です。多分、クマが出てきたっておか

しくないような状態にすぐなります。ですから、防除壁をどこで設けるか。そういうよう

な問題もですね、議論していかなくちゃいけないだろうと思います。それからやっぱり、

資金体制の援助であったり、助言指導というのは、もう当然行政側の仕事。で、環境改善、

もし出来るんであれば、奥山の、当然林野庁が大きな問題で、どうしても針葉樹がですね、

植えやすいので、広葉樹を植えてくださいというと、また２０年、３０年、野生動物の環

境が出来る良い森と言うのは５０年位かからないと出来ないというのが実際でありますの

で、なかなか難しいとは思うのですが、里山を含めて、奥山の再編というのを総合的に見

直す必要があるだろう。 

＜専任者の育成＞ 

 で、４番目になりますけど、専任者の育成でしょうと。まあ、行政の皆さんもそうでし

ょう、地域の方もそうでしょう。で、地域の方もやっぱりそれなりの知識がある方で、地

域を引っ張っていける方、こういう方々をですね、地域にきちんと作っていくこと。行政

の皆さんではないですよ。とりあえず、住民の方になると思うんですけど、こういった方

をですね、やっぱり見つけていって、育て上げるということ、こういうことがですね、行

政の役目でしょうし、そういう方がいない限り、なかなかその集落としてのまとまりとか

ですね、防除体制の確立にはなかなか難しいだろうと思います。 

 

Ⅵ 結び 

 今回は、皆さん、非常にこの研究会に御賛同いただいたということでございますので、

やっぱり各機関がですね、今まで縦割り行政、今の県が縦割りじゃないかといったら、ハ

ッキリ言って縦割りだと思います。やっぱり、もっと連携出来るシステム、市町村の皆さ

んを含めて連携出来るシステム、で、例えば地域連携室というのがありますね、そこが中

核となって、本当に、あのより良いことをどんどん積極的に展開していく。で、多分、担

当になられた方は非常に御苦労なされると思います。バイタリティも欲しいでしょうし、

現場にも出なくちゃいけないでしょうし。それがやっぱり、そういうことがですね、専任

担当者に多分求められていくものだろうというふうに考えております。 

  で、最後に、苦言ですけども、阿武隈親水公園、白鳥に餌をやってますよね。これ、Ｏ

Ｋですか、ＮＯですかという話しになると思います。この前も新聞に出ますけども、岡山
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の幼稚園の方々が来るとかね、小学校の方が来てる。で、サルには被害を出すから餌をや

っちゃいけません。白鳥は綺麗で被害も出さないから餌付けをしてもＯＫですか、私は、

非常に考え方としては矛盾すると思うんですね。子供にそんなことが、幼稚園の子供に理

解出来るのかという話しです。やっぱり、本来の姿というのは、餌を探して、こうやって

一生懸命白鳥、汚ないながらも茶色に体をしながら、餌を取っているというのが本来の白

鳥の日本で過ごしている姿です。 

 まあ、最後にちょっと自分の考えをですね、言ってしまったんですけども、まあより良

い環境を築くためには、私がお話しさせてもらったのは総論的なもので、これからの研究

会では、どんどんその被害防除の部分とかですね、人的被害の軽減の方法とかっていうの

は、専門家からの皆さんから御講義が、まああるかと思いますので、私は、今現在の概略

という話で、お聞きいただければいいのかなというふうに思います。 
 これで終了させていただきます。どうも、ありがとうございました。 
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「マタギ文化を援用した保全型狩猟の可能性」 
 

講師：東北芸術工科大学芸術学部歴史遺産学科  
                      教授 田口 洋美 氏 
 
【講演内容】 
マタギ文化を援用した保全型狩猟の可能性というタイトルでお話しします。この 11 月

に環境省が発表した今年度のツキノワグマに関する有害捕獲数ですが、マタギの研究を始

めて 25 年あまりになりますけれども、例年 1,000 頭前後のオーダーで推移してきた捕獲
数が今年度は 4,700 頭あまり、こういう数字は見たことがない。どうしてこういう結果が
出たのか、その要因についてブナ科の堅果類、この結実不良が主因として語られておりま

す。しかし、木の実がならないという事例は今に始まったことではない。昔から結実不良

という現象は起きていた筈です。また今年度のクマによる人身事故の死傷者数は 147 名と
なっていますが、これも今に始まったことではありません。つまり、今目の前で生じてい

る現象だけに囚われていたのでは問題の本質は語れないということです。現在生じている

問題は歴史的な蓄積の上に生じている様々な因子が絡み合って起きている重層的できわめ

て複雑な問題である。これが重要だと思われます。 
 

◇ 近世弘前藩におけるクマによる人身被害 
人身事故に関して、これは近世の『弘前藩国日記』に記載されたものです。文部科学省

の科学研究費補助金の一部で、近世の狩猟を紐解く作業を続けております。弘前藩、元禄

9 年から享保にかけての記録なのですが、元禄 9 年に女性 3 人が蕗を採りに出かけ 1 人が
クマに連れ去られた。村中の人間が現場に駆けつけると、女性の死体があってクマが食べ

ていた、それを追い払ったという記載があります。あるいは、深浦、薪を取りにいった者

が帰らないので家族で探しに行ったら、クマに食われていたと。また、娘 18 歳が、カテ
草、雑炊などに炊き込む山菜、を採りに行ってクマに食い殺されてしまったと。腹を食い

破られて、首から頭にかけて皮がむけていた。あるいは、21 歳の娘が食い殺された。肩か
ら肘と、股の肉が食われていたと、こういった記載が次々に見られるわけです。この弘前

藩の国日記の中の元禄 8 年から享保 5 年にかけての 25 年の間に、死傷者は 39 人、死亡者
は 16 名という人身被害が起こっている。その被害の多くが、蕗やカテ、青物などの山菜
を採りに行って、または薪を採りに行ったり、マダとかウマダとか言われるシナノキの樹

皮ですね、これらの採取に出かけた際に、クマと遭遇して事故に遭っていることが分かり

ます。この事故の状況は現在起こっている人身事故とさして変わらないシチュエーション

と思われる。つまり現代と同じような事故が繰り返し近世を通じて続いてきているのだと

いうことがこのような資料から分かるかと思います。 
 

◇ 弘前藩におけるクマの駆除→アイヌやマタギの活用 
我々は 21 世紀の現代社会を生きているわけですが、近世の弘前藩はこれに対してどう

いう対処をしていたかというと、人身被害に対してはアイヌの人々、ここでいうアイヌは
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津軽アイヌ、要するに中世の末期に集団的に津軽に留まったアイヌの人々ですが。それか

らマタギと呼ばれる集団に駆除にあたらせていた。マタギに 10 件ぐらい派遣命令が出て
いる。それから藩士、鉄砲足軽を使って 7 件の出頭命令が出ている。現場を調査して報告
を上げろと、害を加えたクマを駆除しろという命令です。アイヌの人々が依頼されたのは

2 件。鉄砲打ちの同心や村足軽、アイヌやマタギの人たちが総動員で現場に派遣されたの
が 4 件記録されています。このように近世前半から、クマによる人身被害は起きていた。
それに対して、領主、権力は、マタギという伝統的な狩猟技術を持った集団やアイヌの集

団を使ってこれにあたらせていたということが分かるわけです。 
 

◇ 近世における農耕化のプロセスによる人身被害 
① 農耕化により野生動物と敵対関係になった。 
お手元のレジュメに『列島の狩猟史』という年表があります。詳細を説明している時間

はありませんが、あらすじを申し上げたい。つまり、近世の段階で生じていた人身事故の

背景は何か、それは農耕化プロセスにあると考えられます。我々の先祖たちは、縄文の狩

猟採集段階の後、弥生時代を経て、古墳時代、中世、近世と、何を基軸に生きてきたか、

それは農耕化をしてきたということが大きな柱としてあります。つまり、自然の状態をそ

のまま生かすのではなく、自然を一度壊して、そこに地面をむき出しにして田や畑を作る。

集約的に我々が必要とする食糧やその他の資源を生産するという形態です。その形態を発

展拡大し持続させるということはどういうことかというと、ここに「クマと人をめぐる歴

史社会的構造」とありますが、農耕という生き方は必ずしも野生動物と共存できない。こ

れは宿命的にそうのであり世界的に見てもこの傾向は認められます。要するに人間が集約

的に食糧を栽培する場所を拓いていきますから、当然拓いていくときに野生動物をその場

から追い出すことになる。追い出すのですが、農作物は野生動物から見れば単なる餌でし

かありません。ですから農業をするということは、ある意味、農地の周辺に野生の動物や

鳥類を養い、飼ってしまうことになる。すると、周辺にいる野生動物と農民は農地と作物

を挟んで敵対関係に入ってしまう。これは農民にとって死活問題です。 
 
② 狩猟採集文化は自然と敵対しない。 
しかしこれとは異なり、狩猟採集民の生き方というのは、自然に依存している。自然と

いっても常習的に利用し手を加え続けることで多少の人為的改変も起こっている自然の姿

に近いかたちを保っている状態です。自然があることによって、そこに野生の動物や鳥類

が繁殖できる。これらを生活のために糧として持続的に獲ってゆく。資源を獲り尽くして

しまえば当然のこととして枯渇して子孫は食べてゆけなくなるわけです。ですから狩猟採

集民の生き方は自然と敵対しない。いわゆる関係の連続性を持つということです。つまり

自然が痩せれば自分たちも痩せる。自然が太れば自分たちも太ることができる。本来の狩

猟という文化は、このような自然との連続性のなかで持続されて来たわけです。自然とい

う名の器の中で、資源を最大限に活用して生きてゆこうとする生き方ですから野生動物や

鳥類を枯渇させることなく、いわゆる資源管理を伴う生き方ということになります。人口

が増えれば資源管理は極めて重要なテーマとなりますが。 
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③ 中世から近世にかけての狩猟と農耕は相補的関係にあった。 
日本では、ともすると農耕と狩猟はまるで別だと、相反するものだと、日本は農耕を基

盤に発展してきた社会であるから、狩猟というのはあくまでも特殊な特異な人々がやる趣

味に過ぎないという解釈が結構あります。ところが、実際に狩猟と農耕の関係を考えてみ

ますと、これはお互いに相補的な関係になりうる。何故かというと、先にも話したように

農業は野生鳥獣と敵対します。ですから鳥獣にいて欲しくないわけですが、狩猟者はいて

欲しいのです。そうすると農業と自然との敵対関係の間に、狩猟者が入り込む隙間ができ

ます。つまり農民からすれば、定期的に鳥獣を獲ってくれる狩猟者がいるということはあ

りがたい。むしろ自分たちも肉や毛皮などの鳥獣資源を利用したい。そうすると農耕者も

必ず狩猟そのものではないが狩猟に近いかたちで、かかしや嗅がし、鳴子などの追い払い

の工夫と共に罠を仕掛けたり、捕獲するという行為に手を伸ばしていくわけです。単に排

除し追い払うだけではなく、積極的に資源として利用もしたい。つまり自分たちの生活行

為として資源獲得手段として狩猟的要素は必要なものとなります。ですからこういう農民

の論理と、狩猟者の論理とが、田や畑の周辺の山々で結びつくわけです。農民の傍らにい

る狩猟者は、農民がいる周辺の猟場を自分のものとすることが可能になります。猟場が保

証されるという利点があるわけです。農民の側からすれば、自分たちの周辺の空間を鳥獣

の被害から守ってもらえる。この二つの論理が互いに結びつき重なり合う。自然と敵対す

る農耕の論理と自然と連続する狩猟の論理が矛盾せず、お互いを補い合う、助け合う論理

が農耕地周辺の空間に成立するのです。こういう狩猟と農耕の相補的関係というものが、

歴史を紐解いていくと、中世後半から近世にかけて顕在化していったということが見えて

くるわけです。 
 
④ 近世日本の狩猟は、農耕とリンクしていた。 
現代日本では、狩猟は駆除と混同されています。本来は別物です。ただ、駆除であろう

と狩猟であろうと、結果的には鳥獣を殺傷するので、同じような行為に見えるわけです。

しかし、実際にその行動的な位置づけは全く別になる。農作物や人身事故が起こった際に

行う狩猟的な行為は駆除行為であって、狩猟ではない。狩猟というのは持続的に行うこと

によって、自分たちの生活を維持させる生存戦略、あるいはロイヤルハンティングや皇族

が行った狩猟などの場合は、あくまでも鳥獣が持っている資源性に目を付けているわけで

す。資源性に目を付けて動物を捕獲することによって利点を得ようとする。例えば、古事

記に記載されているのは薬猟という。為政者にとっては鹿の角とか、漢方で非常に重要で

す。ですからこの鹿の角が欲しい、毛皮は武具や馬具に使える。そういうものを自分たち

で積極的に入手したい。その動きがあります。民間の狩猟はこのロイヤルハンティングと

はちょっと異なり、為政者は民間における狩猟をどちらかというとあまり認めていない。

それは民間が武装できないようにする。どちらかというと最低限度の武装、抑止力として

の駆除狩猟は認めてきた。つまり日本で展開されてきた狩猟というのは、農耕の農作物あ

るいは林業を野生鳥獣害から守る抑止力として位置付けられてきたと考えられるわけです。

日本の狩猟は欧米のハンティングとは違って深く農耕とリンクしている。そのプロセスが

この年表の中に書かれています。しかし、農耕とリンクする中で、狩猟が特化してくる顕

在化してくる時期があります。それが近世社会であると私は考えているのです。 
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⑤ 稲作中心主義の農業観が、狩猟を排除し、過剰な保護を生んだ。 
先程の話に戻りますが、私たちの社会は近世以来の狩猟と農耕とが作り出す相補的な重

層構造の延長にあったはずなのですが、近代以来我々はこの構造を意識しない、いや忘れ

てしまったように思われます。いつでも野生動物が沢山獲られると、狩猟は駄目だ、狩猟

という行為は冗談じゃない、止めさせなければならないという動きに転じます。そこには

古代に渡来した仏教の自然観、殺生禁断という考え方があるといわれます。確かに日本に

おいて全ての狩猟行為が農耕上の抑止力として機能してきたとは言いませんが、ある部分

では、狩猟というものを、狩猟圧という言葉を使って排除した。つまり勧善懲悪ドラマの

ように狩猟を悪役に見立てた。この排除の裏側には、日本人は農耕民族であるという皇国

史観にもつながる明治期以来の稲作中心史観ですが、無意識のうちに我々はそれを受け継

いでいる姿が見えます。その考え方の延長線上で、狩猟というものは我々の民族、日本人

という集団には相応しくない文化なのだと思い込まされている。すなわち、狩猟と農耕は

別物であり、狩猟などは日本人には関係のないものだと、あれは欧米の文化だと、動物を

食べるなんて文化は日本にはなかったと、そのように考えてしまう。しかし、現実には日

本人は野生動物を食べてきている。四足動物を食べちゃいけないと言ったのは、日本書紀

や古事記から延々と言われているものは、家畜に対する禁忌です。農耕に使役する家畜に

対しての殺生禁断なのです。つまり牛馬を食べてはならない。なぜならば、今でいえばベ

ンツを壊すようなものだからです。あるいは、何千万もするトラクターを壊しにかかるよ

うな行為だからです。牛馬というのは、当時の人々にとっては農耕上重要なパートナーで

すから、非常に大切に扱う。しかし、野生鳥獣に対しては禁忌などはない。禁止もされて

いない。禁止されてくるのは、むしろ近世に入ってから。領主権力がシカを獲りたいとか、

白鳥を領主だけが食べるとか、封建的支配が確立して行く過程で出てくるのであって、古

代日本では、野生鳥獣を食べてはいけないなどという禁忌はない。すなわち狩猟と農耕は

別物で関係がないという捉え方は近代に創られた物語であると考えられるわけです。それ

ばかりか狩猟は我々にとって意味がないのだという現実を無視したイメージばかりを先行

させ、過剰な鳥獣観、保護的な思考を人々に植え付けてきたのではないかと考えられるの

です。その背景に近代の稲作中心主義、稲作中心史観というものが見えるわけです。 
 
⑥ 過剰な保護が過剰な駆除を引き起こし、人との軋轢を生んだ。 
ここでむしろ問題になるのは、マタギ達から教わったことですが、マタギ達はこんな風

にいいます。「山には按配というものがある。森にはそれぞれ器がある。器を超えて動物を

保護すれば、器の中に食い物がなければ、里まで出てくる。その時は、オーバーした分だ

け出てくるのではない。全部が出てくるのだ」と。10 頭しか養えない元々の森に、20 頭
増やしてしまう。もともと 10 頭しか食べられない容量しかないものを、あるいは今年の
ように、木の実の成りが極端に悪い、そういう時には、10 頭さえも養えない森になってし
まっているのです。そうすると、10 頭も養えない容量の中にある 20 頭のクマたちは全部
が里に下りてくる。当然そうなる。それが恐いぞというのです。20 年も前からマタギ達か
らそういう話を聞いていました。当時はそんなものかなと思うぐらいでしたが、この 10
年あまりで、どんどん現実味を増してきて、そして、環境省の出した地図ですが、つまり、



 

 

2006/12/22 第２回野生動物との共生に関する研究会 

 24 

今起こっている現象というのは、近世以来ずっと続いてきた人間と動物の関係の蓄積があ

るのですが、過剰な保護が過剰な駆除を招いている現実があるのではないか。保護の成果

として人とクマの軋轢を生んでいるのではないか。ある意味では極端に言えば、保護した

ことで殺さなければならない命を増やしたに過ぎないのではないか。断言はしませんが、

その可能性も視野に入れて考え直すべきだと私は考えているのです。 
 
⑦ 農耕化プロセスがこれまで野生動物を押し上げていた。 
今、我々が見ているのは撤退の風景なのです。少子高齢化の時代を迎えたということは、

人為的な圧力の低下、後退を意味しています。私たちは山を使わなくなった。この年表『列

島の狩猟史』と書いてありますが、実際には開拓史なのです。『日本列島開拓史』、要する

に日本列島の農耕化プロセスです。近世の後半からは市場化プロセスに漸次変化しますが、

農耕化プロセスということは、我々がどんどん右肩上がりで、どんどん土地を拓いて、沢

山の収穫をあげる。その延長に我々の幸せがあるのだ。先輩たちはそれを願っていた。土

地を拓いていく、平野部から丘陵部へとジワジワと人が耕地を拓いてゆく。すると平野部

を生息地繁殖地として利用していたはずの野生動物が、どんどん標高の高い所へと押し上

げられてゆきます。人間の開拓圧、居住圧によって大地は人間化され、野生動物は内陸へ、

より標高の高い山地帯へと追われて行きます。本来はシカもクマも低地部に生息していた。

アラスカやロシアに行けば、クマが山岳地帯にいるなどということはまずあり得ません。

クマ類というのは草原帯や森林帯の中に、特に河岸段丘のような台地の上、緩やかな丘陵

部にいる。河川が近い周辺の森林草地です。それが今は山地帯にしかいない。私たちはク

マは山にいるものだと疑わない。もともと山地帯を好んでいるのだと思い込んでいます。

シカにしてもそうですね。もともと山地帯や山岳にいたのはカモシカなどでして、クマも

まばらにはいましたが、今のような密度ではいないのです。平野部や丘陵部を我々が農地

化してきた。耕地化して彼らを排除して、標高の高いところに押し上げたのです。シカも

クマも標高の高いところに登って行ってそこに適応して繁殖した。そういう段階を踏んで

きた過去がある。大切なのはこの農耕化プロセスでの野生動物と私たち人間との関係、歴

史的関係を自覚することではないかと思います。 
 
⑧ 野生動物の生息地の拡大は、地域における生活構造の変容により人間が自然から撤

退したことが原因。 
しかし、その野生動物たちを押し上げ続ける人間の側のエネルギーが後退しはじめた。

今の人間社会にはそのような野生と対峙しえる勢いは最早ない。我々は、先輩が拓いた土

地を捨てて、街へ出始めています。山と森の世界と拮抗して生きる生き方を放棄した。最

早私たちは山や森の世界に背を向けたのです。これは自然の側から見れば人間が撤退して

ゆく風景なのです。人間が自然から撤退している。我々が野生と対峙していた構造から撤

退している。それは何から始まったかといえば、地域における生活構造の変容プロセスが

あったと。近世の農本主義的な生活構造ではなく、明治新政府が打ち出した近代の地租改

正は非常に大きなインパクトを持った。税制を物納から金納に換えたのです。つまり税金

をお米やその他の物品で納めていた近世の社会から、現金で納める社会に換わったわけで

す。農家も漁家も、山村も現金を手にしなければならなくなった。これは明治新政府とし
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ては外貨獲得産業の奨励ということで、非常に頭の良い実に賢い民衆の誘導であったと思

いますが、そのために市場志向型の生業の台頭という現象が起こった。「近代における市場

志向型生業の優先的開発」というのは私が論文の中で述べてきた捉え方ですが、市場に出

してお金になる生業が優先的に選択されるようになった。そういう傾向がどんどん山から

人々を撤退させる引き金にもなっていった。当初は村々でこの換金交易型の生業は成功す

るわけです。人々は乾物になる資源、山菜や海草などを盛んに採取して現金収入を上げて

生活は豊かになっていったのです。しかし、そうした換金交易といいますか商業的生業と

いうものが競争力を維持できている段階までは成功でしたが、海外のマーケットとの競争

の中で次第に国産のものが価値を落としてゆきますと現金収入も下降していくことになり

ます。外国産の安価なものが市場では選ばれることになる。つまり自然の資源を現金に換

えることで生活が成り立つようになったけれども、この現金収入を目的とした生業は市場

とリンクしており、市場の論理が自然の中へまで入ってゆくことになります。そういう構

造を作り出していった。その結果、余剰の労働力である人々は市場の中で競争力の高い産

業へと移って行くことになる。そこに過疎が生じてくる、また今日のような少子高齢化に

よる地域集落の弱体化という問題が生じてもくるわけです。そして野生動物の生息域が拡

大していくことに繋がる。私たちの目の前で起こっている現象を、このような歴史社会的

なプロセスから読み取っていく。歴史社会的な文脈の延長線上に我々の現代社会を築けな

ければ、本当の意味での自然との共生はあり得ない。画に描いた餅は食えない。私たちは、

そこに頭を切り換えなければならないと思います。 
 
⑨ 自然の常習的な使用が自然を押し上げる。  
資料の表紙に書いてあるのは、近代に至るまでの日本列島の人口の推移です。縄文時代

前期の日本列島の人口は 5～8 万人と言われています。縄文時代は 1 万年もあるわけです
から、その中で大分人口は変動はしますが、5 万～8 万位しか人間がいなかったと考えら
れている。中には 20 万人いたという説もありますが、これは今ほとんど否定されており
まして、5 万～8 万人位であろうと。日本列島と言ったときに、どの範囲を日本と考える
かが問題ですが、現状の国境内で居住したであろう人口をいいます。その 5 万～8 万しか
いなかった人たちが、今、1 億 2,700 万人いるわけです。そう考えると、縄文時代に、自
然度が高くて理想のような世界があったというのは当たり前のことです。我々はもう 1 億
2,700 万人もいるわけです。その中にあって同じ自然でも自然が違うということです。で
すから縄文時代を理想化するのはいくらでもできますが、理想化したところで現代社会が

獲得できるものはあまりない。むしろそうではなくて、我々が見ている現状の自然は、人

間が拓き尽くしたピークの中での、自然の一番ひ弱な姿であると考えられる。そしてこれ

から人口減少がどんどん進んでいきますと、自然がゆっくりと更新される、回復へ向けて

の運動がはじまる。つまり、森が攻めてくる。我々は自然を制御したかに見えていますが、

それはあくまでも人々が常習的に使っていればこそであり、この常習的な日常の反復運動

が自然を押さえ、野生動物を高標高部へと押し上げつづけていた原動力なわけです。常習

化していた日常の反復的な作業、運動がなくなれば、当然自然はじわじわと攻めてくる。

植物でいえば、サクセション（遷移）をしながら、地域によって多少のタイムラグは生じ

るでしょうけれど、結果的に森は攻めてくる。森には動物や虫がもれなく付いてくるとい
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うことになる。私たちは生活のために日常の習慣として集落周辺の里山に通い、体を使っ

て汗を流し、森林草地の資源を利用するという当たり前の反復運動によって自然、森の更

新、回復運動を止め続けて来たわけです。その日常の利用という名の反復運動を止めてし

まったとき、自然は解放されるわけで、この解放された姿を私たちは森が攻めてくると認

識することになります。 
 
⑩ 灌漑、干拓技術の発達が耕地化を拡大した。→野生動物の保護が必要であった。 
年表の中ほど、人口の増加プロセスは、近世の初頭に灌漑技術が飛躍的に向上したこと

ではじまるといっていいかと思います。高度な灌漑技術の登場によって天水に頼っていた

水田が、灌漑用水によって広大な面積の水田化が可能になりました。新潟平野もそうです。

山形盆地も庄内平野も、福島や会津盆地もそうです。あらゆる今の米どころとされている

地域は、この時期に、灌漑用水の発達、干拓技術の発達によって米どころへと変貌してゆ

きます。そして、その中で水鳥のトキも排除されてゆくのです。近代においてトキが滅ん

でゆくことになりますが、この滅びのプロセスは近世の初頭にお膳立てが出来上がってい

たということです。近世に水田化が盛んに行われる。絹や木綿、和紙などが地場産業とし

て隆盛を見ますが、その背後では丘陵地や台地に畑が拓かれるわけです。土地の条件の悪

いところ、島嶼、半島などの地域にもサツマイモが入ってくることによって、耕地化が可

能になりました。そして近世前期、元禄時代を通じて日本の人口は 3,000 万人を突破して
いくわけです。明治、近代に入りまして、大正時代に人口は 5,000 万人を突破する。そし
て昭和 40 年代に 1 億を突破します。平成 17 年に人口のピークとなって、今減少傾向が始
まっています。私達が見ている風景は、日本列島はじまって以来の人口ピーク、人間とい

う集団の力が最も強大になった、人間の居住圧が最もピークに達した段階での自然だとい

うことです。野生動物が自然の側に追いやられている一番苦しい時代だといえます。です

から、その過程で保護をやったということは、ある意味では正解だったといえるわけです。

自然や野生動物を保護しなければならない事実はあったと私も思っております。 
 

◇ 狩猟と軍国主義の結びつき 
① 欧米との貿易により山菜の需要が増加した。→山菜ブームにより、採取圧があった。 
しかし、保護をしなければならないという事実と、もう一度確認しながら保護をしてい

くという作業は別物です。確認がなかった。私たちは、近代、とんでもない時期を生きて

います。近代は、野生動物たちにとってはとんでもないということです。狩猟と軍国主義

が結びついたからです。そのお膳立てはペリーが来航して、欧米と日本が、通商条約を相

次いで結んでいきます。19 世紀前半から半ばですが、それ以降、日本は欧米との貿易関係
に入ります。欧米から沢山の船がやってくる。日本からも輸出品を運ぶ船が海外に出て行

きます。そこで、重要になった資源というのは、何とゼンマイやワラビやこんにゃくなど

の乾物です。先程の市場との関係が近代において様変わりする。近世後半からは農耕化プ

ロセスから市場化プロセスへと移行して行くわけです。そのなかで山菜などが商品価値を

もちはじめる。つまり、船員たちの食糧として提供できるものを、我が国が生産しなけれ

ばならなくなった。そのことによって、山菜ブーム、山菜採取という一つの商業的な生業

が、福島県もそうですが、新潟県、富山県、秋田県、日本海側の雪国山村にどっと押し寄
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せます。雪国に現金収入を莫大にもたらすのですが、それを関西市場に集めて、船員用の

食糧として販売していった。輸出もしていった。そういう経緯があります。魚介物ではひ

じきです。これがやがて、海軍食に採用される。消費量がますます上がっていきます。で

すから、植物、山菜というものは、近世には考えられないほどの採取圧がかかっていきま

す。 
 
② 欧米との貿易により毛皮の需要が増加した。 
もう一つは、欧米と貿易関係に入ったことによって、欧米は日本の野生動物の毛皮に目

を付けた。欧米ではすでに毛皮獣というのは獲り尽くしていました。ヨーロッパでは中世

の段階でほとんどの毛皮獣を獲り尽くしていた。14 世紀、15 世紀の段階です。そして、
その毛皮が欲しいがために、シベリアに飛び出していく、ロシアのコサックたちがウラル

山脈を越えてシベリアになだれ込んで行く。あるいは、コロンブスが北米を発見し大航海

時代がはじまり、北米とヨーロッパが出会っていくわけです。その時に、ヨーロッパから

アメリカ大陸に入植者たちが入っていった初期の段階、多くはトラッパーだったのです。

トラッパーとは野生動物を捕獲する罠師のことです。この人たちが大量に入っていった。

一攫千金の野望を持って、ということになります。そしてビーバーやバイソン、バッファ

ローなど様々な大型の動物、リスなどの小動物、イタチ科の動物、そういうものを根こそ

ぎ捕獲していった。トラッパーはバイヤーも兼ねていて先住民族からも毛皮を手に入れて、

大規模な毛皮商社のもとに毛皮が集められヨーロッパへ送られた。そして動物資源を取り

尽くした後に農民が入ってきて、森林を伐り拓いてヨーロッパ式の有畜農業をはじめた。

いささか乱暴ですが、これが北米大陸の開拓史です。ニューヨークもワシントンも色々な

大都市がありますが、アメリカの大都市の多くは毛皮交易基地として出発しています。北

米の太平洋側のシアトル、その北のカナダのバンクーバーも毛皮の交易基地です。五大湖

周辺のトロントもそうです。そこに毛皮が集められて、ヨーロッパに持ち帰られた。そう

いうものを扱った業者が、ハドソンベイカンパニーであるとか、ノースウェストカンパニ

ーとか、様々な毛皮業者です。この毛皮もある意味では戦争に使われた。高級毛皮として

の消費も確かにありますが軍隊の防寒具としての使用も膨大であったと思われます。この

軍事的な毛皮利用というものはクリミア戦争以来当たり前のようになってゆきました。し

かし、この問題について欧米の研究者は全く触れない。あくまでも、毛皮の消費は高級毛

皮にある、という研究ばかりです。というのは、欧米では軍部の毛皮消費は現在でも国家

機密になっていて、データが出てこないのです。 
 
③ 戦争時には狩猟人口が増加した。 
日本の場合は、敗戦しまして陸軍部が残した資料が公開されていますので、これを裏付

けることができるわけです。このグラフは、大日本猟友会の狩猟人口の推移をグラフ化し

たものですが、戦争が起こると狩猟人口は増えて、戦争が止むと減る。何処まで正確かは

分かりませんが、ただ日清、日露戦争時とシベリア出兵時に相当狩猟人口が増えたことは

確かです。そして、日本の毛皮が高騰した事実を確認できます。この時に、日本で獲られ

た毛皮は、軍隊用に使われるものと、欧米に輸出されるものとがあった。そして戦争が激

化する、戦争が起こりそうになりますと国内の軍事的需要と海外への輸出需要とがぶつか
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るわけです。欧米に日本の毛皮が輸出されはじめたのは、明治 23 年以降、イタチの毛皮
が最初でした。イタチの毛皮は英語でジャパニーズミンクと呼ばれた。日本製の安価なミ

ンクと言われた。これは大量に捕獲されて毎年数万頭の毛皮がアメリカやイギリスに輸出

されていきます。このような時代を我々の先輩たちは経験してきました。当時はまだ養殖

技術が確立されておりませんでしたので輸出されたイタチはほとんど野生種であったと思

われます。毛皮獣の本格的な養殖、飼育による毛皮獣の養殖が開始されるのは明治の終わ

りから大正時代にかけてでした。とりわけ軍用毛皮としての毛皮獣の移入は昭和に入って

から盛んに行われるようになります。ヌートリアが日本に移入されたのもこのような背景

のなかでのことで昭和 6 年に軍事利用目的の養殖が開始されています。 
 
④ 軍隊による毛皮の需要増加→猟友会の登場  
このような動きは昭和に入りますとさらに加速してゆきます。日中戦争がはじまって、

満州、北支へと関東軍が進出していく過程で、陸軍部の防寒毛皮の消費量が伸びて行きま

す。その毛皮を調達する機関として、猟友会なるものが登場してくるわけです。昭和の 4
年頃からの動きです。 
猟友会は本来、狩猟を友とする仲間の集まり、ハンティング・クラブのことですが、実

は猟友会が組織される発端は、民間ではなく農林省、当時の農水からの通達によってはじ

まるのです。その通達を受けて何々県連合猟友会という都道府県単位の組織が作られる。

福島県も作られました。連合猟友会が束ねられていく過程で、改組されて大日本猟友会に

改称されるわけです。この大日本猟友会あるいは日本狩猟クラブなるものが、同時に作ら

れていって、この組織が全国の津々浦々にいる狩人達を、狩猟免許を持っている人たちを

組織化するのです。そして、全員に毛皮を獲らせる。獲った毛皮は何処に集まるかという

と、今の両国の国技館がありますが、国技館の裏に戦災記念館があります。あそこにかつ

ては陸軍被服本廠というものがありました。陸軍被服本廠というのは陸軍の被服部が作っ

た軍隊の衣服を統括する部署で、そこに全国から毛皮が集められた。そして、軍隊の軍用

防寒毛皮として、加工して軍部に配給したという構造だった。この写真は猟友会の実猟大

会の記念写真でノウサギを獲っていますが、ウサギの毛皮を多く使ったのは航空兵の飛行

帽や飛行服の襟の毛皮、元々は、ムササビの毛皮が使われていたといいますがやがては資

源量の多いノウサギの毛皮が使われるようになります。 
 
⑤ 戦争による軍部の毛皮需要の増加→国による養兎の奨励 
このような大正から昭和への移行期にはかなり野生動物が捕獲利用されるようになっ

たため次第に捕獲量が減少傾向となりました。いわゆる乱獲であったわけです。そこで毛

皮獣の飼育が国によって奨励されて行く時代を迎えます。養殖毛皮の生産は明治の後半か

らはじまっておりました。ですから狩猟を奨励して、民間の狩猟者を束ねて組織的に毛皮

を集めることと同時に、農林省は農家の副業を奨励して、養兎を奨励したのです。福島県

にも福島県養兎組合ができた。養兎新聞なる新聞が各地で発行されました。養兎をはじめ

ようという農家には東京の中央金庫から補助金が貰えたのです。補助金をもらって養兎を

はじめたのですね。この養兎によって作られた毛皮も昭和 10 年代になりますと軍部に納
入されて行くようになります。無論、明治後半から大正、昭和初期ですと海外にも輸出さ
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れていた。なんと学校でウサギを飼うようになったのは、このことと密接に関わりがある

のです。別に愛護の精神を養うとか、動物を可愛がるということ、情操教育として学校で

取り入れられてウサギが飼われるようになったのではない。何故ウサギだったかというと、

養兎を奨励する仕組みとして、学校が飼育する。つまり、最初にこれをやったのは、津軽

半島の小さな分教所です。ウサギの毛皮が高騰していることに気づいた教員が、子供達に、

ウサギを飼わせて育てて、これを毛皮業者に売って、文具や教科書を買うお金に換えたの

です。そのことを、当時の帝国大学の農学部の教授がある雑誌に書いたのです。そして一

気に全国に、学校でウサギを飼ってというこの姿が広まっていく。あるいは、軍部が毛皮

を調達するために、青年会や女子の集まりを全部野兎狩りに駆り立てた。私たちは、童謡

の「故郷」という歌を、きわめて牧歌的で、懐かしい歌だなあと思って聞きますが、また

歌いますが、ウサギ追いしかの山というのは、この時代のウサギ追いしかの山なのです。

伝統的にウサギ狩りをやっていた地域もありますが、熊本県のお城山の近くでウサギ狩り

が行われたのです。香川県の高松でもウサギ狩りは行われたのです。それらはあくまでも

軍のための毛皮調達であった。そういう時代を我々の先輩たちは 50 年間過ごすのです。
戦局が怪しくなってきて、全部これが供出となります。供出となったときに出された感謝

状がありますが、今時大東亜戦争において国防資材の献納に感謝すると、東条英機から感

謝状を貰っているのです。この写真は、山形県高畠町の方が貰った感謝状です。このよう

な構造があって、狩猟は農耕の抑止力として機能しながらも市場経済と強く結びついて、

商業狩猟に移行していった経緯がある。なおかつそれが、軍部にリンクしてゆく。もちろ

んこの構造は、終戦と同時に崩れるわけですが、そうした流れの中で、我々は狩猟という

ものを理解しなければならないのです。 
 
⑥ 戦後、趣味としての狩猟人口の増加（～７０） 
戦後の話になります。戦後、GHQ が日本の武装解除をした後に、どの時期に鉄砲を日

本人に持たせるかという議論をした。一方、地域の農村部や山間部、中山間地域ではやは

り害獣がまた現れはじめていた。そしてどうか狩猟を再開させて欲しいという陳情を大日

本猟友会並びに農林省が行っている。そして GHQ は許可を出します。狩猟が再開された
のが昭和 23 年。そしてこの昭和 23 年以降、ですから 1947 年と書いてありますが、昭和
22 年から始まったと考えられるのですが、明らかに成文化されてくるのは 23 年ですね。
それ以降、狩猟人口はどんどん増えていきます。日本は昭和 24 年ぐらいまでは食糧難で
非常に苦しみますが、徐々に豊かさが回復してきまして、狩猟人口も増えてまいります。

そしてものすごく急激に、1970 年代の初頭に向けて狩猟人口は鰻登りに増加しいきます。
どうして鰻登りに登っていったかというと、欧米向けの毛皮輸出が再開されたことが大き

いわけですが、この時期は裕福な人々の趣味が、明治大正以来の鳥撃ち猟、例えば都市か

ら離れた別荘地帯に行って、そこにある猟場、猟区で野生の鳥や狐を撃つ。これは GHQ
の人たちもやったわけです。進駐軍の将校たちも狩猟をやったわけです。そういう人たち

のために猟場が開けられていくわけですが、その中で狩猟人口が増加してゆくのです。 
 
⑦ 警察による銃の規制と趣味としてのゴルフの台頭→狩猟人口の減少（７０～） 
ところで狩猟が趣味として普及していくのですが、1960 年代末期から 70 年代初頭に学
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生運動が起こります。70 年安保闘争ですね。安田講堂の闘争の後、セクト抗争期になり連
合赤軍によるよど号事件、浅間山荘事件が起こります。これを機に、日本の警察は銃器の

所持に関してかなり厳しい処置をとっていくんです。つまり浅間山荘で過激派が猟銃を持

って立て籠もります。こういうような事件が、日本の銃に対する危機感をあおり、銃規制

が強化されてゆくのです。当然といえば当然のことです。 
一方、大正時代に日本に上陸したゴルフがこの時代に台頭してまいります。そしてお金

持ちたちの趣味は、鳥を撃つ殺生ではなくゴルフへとスライドしていく。それから徐々に

殺生観が非常に強くなり、狩猟を止めていく人も増える。あるいは地域においては生活が

高度経済成長の中で生活構造がより変化して、狩猟離れが進んでいきます。つまり、狩猟

人口の減少は時代的趨勢、自然減ですね。どんどん狩猟人口が減ってきて、今、大日本猟

友会、日本狩猟クラブ、含めて 14 万人前後ですね。一番多かった時代は、1972 年から５
年頃で、54 万人を数えましたが、30 年を経た現在では 14 万人。すなわちこの 30 年間で
30 万人から 40 万人の人が狩猟を止めていったんです。そしてなんとこの間に日本の人口
は１億を突破していくということなんです。高度成長からバブルへと移っていく過渡期に、

こうした交叉が起こった。これはなにもハード面の狩猟者が減るとか、経済が成長すると

かだけではなくて、我々の自然に対する認識も変化してきたということの現れともいえま

す。この 1970 年代の初頭というのは、水俣病が顕わとなった、四日市喘息、川崎喘息、
そして光化学スモッグなどという言葉も現れた時代で、公害問題が注目された。そしてこ

れ以降、環境という言葉もまた登場するようになってくるわけです。つまり私たちは、何

の変化もしていない、何か変わってはきたものの、あまり良く知らないというような、無

自覚なところにいますが、私たちは想像している以上に変わったし、また一方では想像し

ている以上に変わっていない、そういうことがこことからも伺えるわけです。そこで、想

像している以上に変わったし、想像している以上に変わっていないという現実をマタギ集

落の事例でお話ししたいと思います。 
 

◇ マタギの文化 
① マタギの定義 
現在、マタギ集落といわれるもの、あるいはマタギと呼ばれる人たちがいったいどれほ

どいるかよく質問されます。しかしマタギという言葉をどうカテゴライズするかで、その

数は変わります。まず、マタギとは誰か、ということですが、私が考えているのは、中部

東北地方の豪雪山岳地域において伝統的な精神的世界を継承しながら、また伝統的な狩猟

技術を保持しながら、狩猟を継続している集団や個人をマタギという、と規定しています。

ですから東北に暮らしている狩猟者のすべてがマタギかといえば、そうではない。もとも

とマタギという言葉を使っていた地域は非常に限られていたわけです。近世の段階で、マ

タギという用語が出てくるのは、みちのくの 3 藩が中心です。盛岡の南部、弘前の津軽、
佐竹の秋田、この 3 藩の国境地帯に、マタギという集団あるいは個人が発生している。古
文書などの史料にマタギという記載が近世初期から見られるのは、弘前藩、次に盛岡藩で、

秋田藩の佐竹でマタギという言葉が登場するのは、古文書の年代としては前の 2 藩よりも
50 年くらい後発になります。仙台藩や会津藩なども佐竹藩と同時期であったと思います。 

 



 

 

2006/12/22 第２回野生動物との共生に関する研究会 

 31 

② マタギの生業 
マタギという生き方ですが、マタギの人たちは狩猟に関して特別な技術を持っている。

しかし農民なのです。農業もするけど狩猟もやる。冒頭にお話しましたが、農業と狩猟が

リンクしている。互いが相補的な関係にあるとお話ししましたが、この相補的関係が、空

間の中にできるだけでなくて、人間一人の中にも起こっているということです。ある時は

農民で鳥獣の被害に遭う被害者であり、ある時は狩猟者であって鳥獣を捕獲する立場にも

なる。つまりきわめて両義的な立場です。どっちつかず。逆にいうと、この両義性がある

意味では自然を保持していくためにはかなり活かされたのではないかなと考えられます。

つまり単なる狩猟採集で生きてきた人たちじゃないということです。狩猟採集を一つの柱

として持ちながら、もう一つの柱を農耕に求めた人たちといえます。両者を組み合わせる

ことによって年間の生活というものを作り上げていった。マタギ集落のほとんどはそうい

う生活スタイルです。現在、このマタギ集落と呼ばれるところに居住して狩猟をやってい

る人たちは、大体 1,200 人から 1,500 人程度だろうと思われます。もう 1 回数え直さない
といけないですけど、もうかなりの方がこの 20 年で亡くなっていますので、これを数え
てみたのが今から 15 年くらい前ですので、もうこの数はもしかしたら 1,000 人を切って
いるかも知れません。また逆に、若い人たちが受け継いでいる地域もありますから、その

方たちを加えると、1,000 人くらいはいるかも知れない。これはあくまでも東北６県だけ
で計算した場合です。マタギの系譜にある集落や個人、あるいは地域は中部、北陸にまで

およんでおりますから東日本全体ではまだ結構な数のマタギ的要素を有した猟師さんたち

が存在します。ですから、あくまでもマタギと呼ばれている人たちは、東北の中の狩猟者

の中にあって、ごく一部の特殊な人々にすぎないのだと、まず御理解していただきたいの

です。つまり、決して普遍的な存在であったり、一般化は出来ないということです。 
この写真は、焼き畑の風景です。マタギ集落の多くは焼畑にかなり依存してきた経緯が

あります。お米に頼れるようになったのは、ほとんどが昭和 30 年代以降。つまり、それ
までは田んぼといっても多くはヒエ田。ヒエを田んぼに植えていたのです。全部の田んぼ

の中の 3～4 割、多い所では 5 割がヒエを植えていたようです。このようなヒエ田が見ら
れたのは明治、大正、昭和の初期までです。そして残りの 5～7 割が米だったわけです。
しかしその米も、かなりしな米が多く現金化は難しかった。すなわち、伝統的マタギ集落

というものは生業の中心に焼畑農業というものがあった。水田も耕作してはいましたが、

その内実はヒエ田に依存していて、稲作はオプションという感じであったということです。 
 
③ 中国産のゼンマイの台頭、過疎化による採取圧の減少（８０～） 
そしてこの写真は山菜の採取風景です。こちらは、山形県の小国町の五味沢ですが、も

うこの山菜を採る採取小屋は全部ありません。これは五味沢の針生平です。こういう風景

は 1980 年代まではあったのですが、今は全部取り壊されてなくなりました。つまりゼン
マイ採取は、先程も申し上げましたように、近代に欧米との貿易関係の中で出てきた産業

なんですね。そして 1980 年代までは、かなり山村を潤しました。しかし、韓国や中国が
これを市場に出しはじめて、アジア産のゼンマイが安くなりまして、日本産ゼンマイは市

場が狭くなります。そのことによって山村でのゼンマイ採りも下火になっていきます。ま

た、その裏には過疎化というものもあります。山菜を持続的に採っていくだけの労働力が
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1980 年代を通して維持できなくなり低下していったのです。 
 
④ マタギの精神 
この写真は、伝統的なマタギ装束に身を包んで雪山を歩いている写真です。これは寒中、

昔こうやって猟をやっていたんだということを新潟県の三面集落の人たちにやっても貰っ

たときに撮った写真なのですが、かつてはこういう姿で、クマ狩りやカモシカ狩りをやっ

ていたんです。一方こちらの写真は現在の春のクマ狩りの様子です。この話は飛ばして、

あとでちゃんと説明しようと思いますが、なぜ私がマタギ文化を保持したいと言っている

かということに繋がることなので、ここは飛ばして説明は後でします。 
マタギたちは動物を獲ると、こういう儀礼を行う。要するに、我々人間は動植物を殺し

て生きているわけですね。私たちの食べているものは動植物の死骸なわけです、ある意味

では。私たちはその自覚を今持っていない、なかなか持てない。しかし、マタギたちは、

こうやって自分たちの手で動物の命を奪うことによって、動物に生かされてあるのだとい

う自覚を持っていた。そしてこの動物たちの魂たちをどこかに送りたいという一つの思い、

これは人間の勝手な思いですけれども、その思いを未だに持ち続けている。これは今でも

やってるんです。これをやらないとマタギたちは不安になる。つまり、このような儀礼も

狩猟の一部なのであって、一つの流れを完結させる手続きとして意識されている。このこ

とが重要なわけです。この写真はカワキセという儀式で山形県小国町の五味沢ですが、未

だにやっている。儀礼、手続きの仕方は地域によって異なりますが、長野の秋山郷でもや

っていますし、秋田県の阿仁でもやっています。ほとんどのマタギ的な伝統を有している

集落はこのような手続き、儀礼を保持しています。これをしたから獲っていいということ

でもないわけですが、でも自覚があるということです。この自覚こそが自然と人間を繋ぐ

関係の具体的現れなのです。単に面白おかしく動物を獲ってはいないということなのです。

これは自然に対する私たちの礼儀であったわけです。この姿勢を現代人である我々は忘れ

ている。私たちは殺しを買ってしまっているのです。これは明治近代以降の市場化プロセ

スの中で、私たちの精神性を大きく変えてきた根本的な問題です。 
⑤ 現金獲得のための罠によるクマの捕獲（１８００～） 
これは長野県の栄村です。長野県下水内郡栄村の秋山郷の村に残っている江戸時代から

伝わるクマの陥し穴です。このクマの陥し穴が何を物語るのかというと、市場化プロセス

を端的に表している。つまり、かつての秋山郷は焼畑で有名なところです。現在も観光焼

畑が残っておりますけど。秋山郷というのは近世の大山村の一つです。この秋山郷の集落

の周辺には、私が確認しただけで 48 基のこういう陥し穴が掘られていた。深さは 4 メー
トルもあります。浅いものでも 3 メートルはあります。しかし 3 メートルも 4 メートルも
秋山の集落の周りを掘るということは至難の技なんです。秋山郷の大地は、地面から 1 メ
ートルくらい表土があって、その下は大きな礫が重なり合った礫層となります。ですから

土を掘って、中から大きな礫を全部持ち上げないと穴は掘れない。ということは個人が掘

ったとは考えられないのです。どうも集落を挙げてこういう穴を 48 基も掘った。ところ
がよく調べていきますと、秋山郷は長野と新潟にまたがっているんですね。去年大雪が降

って閉ざされたところですが、テレビに何度も出たところです。秋山郷というところは新

潟県津南町を流れる信濃川に中津川という川が合流しますが、その中津川の上流部に位置
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している。この陥し穴が、なんとその今年の豪雪のときに何度もテレビに写った津南町の

周辺に何百と掘られていたんです。何故なのか、そのヒントは鈴木牧之が書いた『北越雪

譜』という本の中にあります。皆さんもお読みになった方がいるかもしれません。この『北

越雪譜』の中に、当時、天保ですが、天保年間、天保寛政の頃ですが、1800 年代の頭、そ
の時代、クマ 1 頭金 5 両になるとあります。つまりクマが 1 頭獲れば、5 両になる。とい
うことは村の人たちにとっては多額な収入を得る可能性が開けるわけです。クマ１頭獲れ

ばその現金を掴むことができる。その市場化プロセスの中で、こういうものは掘られてい

ったと考えられる。 
 
⑥ クマの駆除のための罠づくり 
もう一つは、防御的な耕地や集落の近くに出没するクマを駆除する。これは推測の域を

出るものではありませんが、その二つの意味合いを持ったものであっただろうと考えられ

ます。ですから近世のこの地域の文書が出てくればそういうことが裏付けられるものが出

てくる可能性もあります。いまこれを中央学院大学の白水智さんという方が一生懸命調べ

てくれています。この陥し穴の裏付けを調べているのですが、たぶん近々に結論が出ると

思います。この写真は秋田県の阿仁で復元して貰ったヒラオトシというものです。同じ鈴

木牧之が書いた紀行文の中に、『秋山紀行』というものがあります。陥し穴のあった秋山郷

を江戸の末期に歩いた紀行文です。この『秋山紀行』の中で、鈴木牧之は秋山郷の奥の湯

本というところで秋田のマタギと遭遇しています。会っています。聞き取りをしています。

その時に、マタギが語った話は、このヒラオトシという罠の話です。つまり秋田のマタギ

たちが、近世の終わり、秋田から信州まで出稼ぎ狩猟に来ていたということが裏付けられ

るのですが、その際の狩猟というのは、鉄砲を使ってない、鉈一丁で作れる罠を使ってい

た。つまり藩を超えて越境するわけですから、火縄銃であろうとそういう武器を持って移

動するなんてことはとんでもない。当時のマタギたちの移動というのは、表向きはほとん

どが、杣(そま)、樵ですね。樵として出稼ぎに出る。出稼ぎに行った先で、樵と称して飯
場みたいなところに入るのですが、そこを抜け出して猟を展開する。そしてこういうもの

を山に作っておく。そしてクマやカモシカを獲る。そして獲ったクマなどを買い取ってく

れる人のところに持っていって、現金だけ持って秋田に帰る、という形をとるのです。こ

ういう罠が何と福島県にもあるのです。まったく同じ形のものが只見、檜枝岐この一帯に

あります。あの辺ではヒラと呼ばずにオソと呼ぶ。この只見や檜枝岐の一帯というのは秋

田マタギが非常に沢山来ていた地域です。あるいは、磐梯、安達太良、吾妻、飯豊連峰、

それは市場化プロセスの中での秋田の狩人たちの生き方であったと考えられます。この技

術を福島県の山間部の人たちも我が物にしたかった。そしてマタギの技術は定着していき

ます。元々猟師さんがいたとは思いますが、ですから相当喧嘩もしたみたいです。もめご

とも絶えなかったようです。このような地域とマタギの関係を解き明かすための方法とし

て罠を研究することが重要になってくるわけです。 
 
⑦ 罠のスケジュール 
これは私の最初のフィールドで新潟県朝日村三面集落の生業暦ですが、マタギ集落の典

型的な年間の生業暦といえます。これは何を意味してるか、1 月から 12 月まで集落の周り
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に点在する耕地、里山、奥山という空間があって、その空間をいつどのような生業で使っ

ているかを表したものです。これをもっと分かりやすく展開しますと、この「生業時計」

になります。これは集落が中央にあって、その周りに耕地、時間のレベルで描いてるわけ

ですね、田んぼや畑の周りに里山がある、里山の周りに奥山が展開する。要するに、奥山

は自然度が高い、里山は二次林ですね、人為的な自然です。そして、田んぼや畑があって

集落がある。春の 4 月上旬から田んぼや畑を使いはじめて、10 月下旬位まで耕地を使う。
そして奥山はいつ使われているかというと 8 月の終わりから、ずーっと罠が仕掛けられた
り、先程お見せしたオソやヒラといった罠が仕掛けられたり、あとは狩猟を展開したり、

あるいはドングリやクリなどの木の実を拾ったり、キノコを採ったり、奥山をずーっと 8
月の終わりから 9 月、10 月頃まで使っていくわけです。そして雪が降り出して、バンドリ
（ムササビ）猟とかですね、カモシカ猟がはじまる。ウサギ狩りもはじまる。1 月、2 月
の寒中にカモシカ狩りが盛んに行われます。この間、クマは冬眠していますから、クマ狩

りはやらない。3 月までいくと、カモシカ狩りは終わって、今度はクマが冬眠している穴
を見て歩く穴見猟というのが展開される。穴見猟で越冬穴に入っているクマを捕獲して、

その次に、春に 4 月になると冬眠から目覚めたクマが残雪の山々に出てきます。出たクマ
を巻き狩りで獲るという、春グマ猟がはじまります。春グマ猟がはじまって、それが大体

5 月の連休前位までで終了します。昭和 30 年代の初頭に狩猟法でオソやヒラなどの罠が禁
止されえますけれども、それまでは、春グマ猟の後にまた罠を仕掛けていた。6 月下旬か
ら 7 月の上旬位までオソやヒラと呼ばれる大型獣用の罠が仕掛けられていた。そうします
と集落の周辺を、農耕と狩猟と採取に大きく分けて、狩猟期と農耕期が交叉するときに罠

が積極的に仕掛けられていたということが分かってくるわけです。つまり農業がはじまる

前後に奥山や里山に罠を仕掛けることで獲っているわけです。予め駆除をする。そして寒

中に徹底的に利用できる大型獣に関しては狩りをした。こういう構造ができあがっていた。

非常にシステマチックで構造化され組織化された生活系だと評価できます。この形ってい

うのは、たぶん近世の社会を通じて出来あがってきたのであろうと考えられる。それを模

式化するこのような図になります。同じ同心円の空間にそれぞれの役割を描くとこうなり

ます。 
    
◇ 自然と人為的圧力のバランスの逆転 

～人間が撤退していくことによって自然が攻めてくる 
① 野生に対する対抗手段の放棄（罠の禁止、狩猟の限定、犬の放し飼いの禁止） 
集落の周りに耕地があって、当時は犬が放し飼いにされていたんですね。昭和 50 年代

半ば、1980 年代以降ですね、犬を放し飼いにできなくなった。それまでは犬は放し飼いさ
れていた。集落で犬を飼っていて、その犬が社会を作っていました。犬が、御主人たちが

農作業をやっている間に耕地の周り、里山を遊び回っていたわけですね。サルが来ればワ

ンワン吠える。仲間の犬が吠えますから、どんどん仲間の犬が集まって集団でサルを追う。

サルやクマなどの大型獣ですね、村に寄ってくると追い出すという仕事を犬たちがやって

くれていました。ところがその犬たちを鎖で繋いでしまって、お座敷で飼ってしまうとい

うことになったので、これは理由があったわけですが、狂犬病とか様々な問題があって繋

ぐようになるわけですけど、そのことは自然との関係においては大誤算でした。つまりこ
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の時に何ら議論が行われずに狂犬病が危ないのだと、予防接種させて鎖で繋ぎましょうと、

これが街の中だけで行われたのであれば良かったのですが、離島から山村の奥までみんな

徹底して鎖で繋いでしまった。そのことによって、大変な構造変容が起こった。かつては

奥山には狩猟小屋があり、採取小屋があり、炭焼小屋があった。ところがそういうところ

に人間が行って活動していたのですが、市場の変化に伴ってこのような里山や奥山での生

業活動がどんどん衰退していくわけですね。それ以前の段階では非常にバランスが取れて

いた。野生の動物たちが奥山から田んぼや畑の作物を食べに出てくるためには、奥山や里

山に仕掛けられたさまざまな罠をくぐり抜けて、なおかつ犬にも発見されずやり過ごせな

ければ、耕地の中にたどり着くことができない。当時の野生動物からすれば、作物にあり

つくためには相当のサバイバルが必要だったのです。しかし、今は多くの罠を禁止しまし

たし、狩猟を幾重にも規制しました。更に犬の放し飼いも止めてしまいました。つまり野

生に対する対抗という構造の中で、この矢印を我々自身が捨てて来てしまったんですね。

つまり、僕らは自然の中で丸裸でいるのです。丸裸でいるのですから、動物が来るのは当

たり前のことなんです。その当たり前のことが中々分からない。自覚できない。僕たち自

身が自然の中で生きてゆく作法というものを捨ててきてしまった。その様に見えるのです。 
 
 
② 過疎化、廃村による防衛ラインの崩壊（８０～） 
これは後で詳しくお話ししますが、人為的空間の構造的変容があると。先ほどの同心円

は村の中を描いていました。これは都市をめぐる空間構造を示しています。都市も同心円

状に守られているんです。福島市の周りには、近郊の農村地帯があります。その近郊の農

村地帯の外には、中山間地域の小さな集落があるんです。つまり構造的に福島市の街の中

に野生動物が出てこないような構造があるわけです。つまり福島市の真ん中に出てくるた

めには、奥山に展開されている中山間地域の山間集落を乗り越えて、なおかつ近郊農村を

乗り越えてこなければならない。この構造そのものもやはり同心円で、集落の耕地、里山、

奥山とまったく同じ構造で都市は守られている。しかし、1980 年代にこの防衛ラインが崩
壊していきます。つまり山間部の小規模な集落が防衛できなくなるわけです。先程の犬の

放し飼いを止めてしまう、罠は禁止される。ですから、過疎化による人口減少と廃村化が

今始まっています。そして、集落がそこにあっても、防衛ラインを保持するための存在と

してそこにあるのではなく、ただそこにあるだけになってしまった。存在の意味はあって

も機能が失われてしまっている。つまり意味をなさない存在になっているのです。この同

心円的な抑止力を有した構造の中では意味をなさない。ただあるだけ。その集落さえもつ

ぶれていって、どんどんなくなって、野生動物のエネルギーがどんどん都市へと向かって

いる。昔は都市を中心に近郊農村、中山間集落がそれぞれの機能を有していて、これらの

力が相乗的に構造化されて野生の侵入圧を高標高部へと押し上げていたんです。そして野

生動物たちを高標高部の山地帯に押し止めていたんです。それがもう、崩壊して櫛の歯が

抜けるように壁が壊れて、野生と対峙する防衛ラインで雪崩が起こっていると考えられる。 
 
③ 過疎化による耕作放棄地の増→雑木林化により野生動物が出やすくなった。 
これは小国町の五味沢の周辺の、耕地の変遷、土地利用の年代毎の変化を示したもので
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す。黄色い部分が水田です。その周りに濃いグリーンで描かれているところが杉の植林地

です。茶色い部分が雑木林ですが、この 3 つ位を見てください。1950 年代はこのように
田んぼが広がっていた。1950 年代から 1970 年代に移行する間、1960 年代に生活が大き
く様変わりします。つまり燃料革命が起こる。それから戦後の生活改善運動みたいなこと

が起こる。山間部も島嶼部も皆一斉にです。構造が変わっていく。そしてこの裏で過疎化

がはじまるわけです。1970 年代になると、過疎化しても世帯数減少であって、戸数は減少
しないわけです。要するに、子供が都会に出て行くだけで、おとうさん、おかあさんとじ

いちゃん、ばあちゃんは集落に止まっていたわけです。耕作意欲はありましたし、杉の植

林をしようとかそういう意識があった、労働力はまだまだあったのです。しかしこれが、

1970 年から 2001 年の間にこれだけ田んぼが減ってしまった。耕地が投げられるのです。
この裏では単に田んぼの面積が狭くなったというだけではなくて、反当たりの収量がかな

り上がっている。ですからほとんど収穫高は変わっていない。ですから何も面積が狭くな

ったことに問題があるわけではない。土地利用がどんどん、ある一定の形を呈していた土

地利用が崩れてきたということ。そしてその田んぼの周りに余った土地があって、また別

の農作物を作ればいいのですが、ほとんどが青刈り減反などの指導もありますが、全体と

しては離農、耕作放棄してゆくことになった。そしてここで起こったのは、田んぼの周り

の植生の二極化なのです。極端な形で田んぼか植林地になってしまった。あるいは田んぼ

か雑木林になってしまった。昔は、田んぼと雑木林、田んぼと植林地の間に草地の空間が

あったんです。その草地の空間はかなり機能していた。つまり、クマはそういう明るいと

ころに直接出てこないんです。野生動物たちは警戒心が強いですから、自分の体が丸見え

になることを嫌います。ですから鞍部を移動してできるだけ体を晒さないように迂回しま

す。ところが、村では労働力がなくなります。そのために田んぼと植林地の間が草ぼうぼ

うで生い茂っています。あるいは田の近くまで植林をしてしまう。つまり、野生動物たち

が姿を晒さずに真っ直ぐ、奥山から里山の放棄された雑木林を抜けて、植林地に入って直

接田んぼの中に入ってこれるようになってしまった。当然、野生動物は入ってきます。こ

れは我々が誘っているのと同じなのです。 
 
④ 森に飲み込まれていく集落 
同じ図ですが、別の場所の地籍図を元に航空写真と聞き取りで復元したものです。1950

年代から 1970 年代に移行する間、水田が急に少なくなって草地化する。これが、70 年か
ら現代のものです。だいぶ様変わりしています。だいぶ田んぼは投げられています。投げ

られた後管理しているかというと全然していない。これが撤退の風景なのだということで

す。これは新潟県の松代町ですが、廃屋が点々と見える。これは福島県と小国の間の大峠

ですね、大峠を越えたところ山形県側の道路の左側にある廃屋です。いつも小国に行くと

きに喜多方から大峠を越えて小国に通っていました。今は山形の大学から小国へ入ります

のでルートも変わりましたが、かつて東京にいましたから、必ず喜多方でラーメンを食べ

ていったわけですね。ですからこの廃屋は非常に思い出深いわけです。実は廃屋になる前

の御家族を私は知っています。どうしてその方々がここからいなくなったのかも経緯を知

っています。ですから、思い出が深いのです。今、このような風景を通過してきてどうな

っているかというと、完全にバランスが壊れていて、野生の鳥獣あるいは森林というもの
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が、人間の管理を超えてしまっている。どんどん耕地が放棄されて、それから林野利用も

後退して、経済も低成長で、人口も増えていない。そして、集落はじわじわと森に呑み込

まれていきつつあります。 
 
⑤ 個体数維持のために、マタギは選別狩猟をしている 
その中で、これは田中式檻ですが、こうしてクマを捕っていく。冒頭でお見せした 5,000

頭のクマというのはほとんどこの田中式の檻で獲ってるわけです。4,700 のツキノワグマ
が捕獲されて、そのうち 4,200 が捕殺された、殺処分された。東大の友人にこのような檻
による捕獲は無差別な捕獲だと申しましたら、「田口さん、それは違うよ。檻で捕獲するこ

とによって選別をしているんだ」というのです。それは違いますね。選別などしていませ

ん。ここにおられる方々は現場を多少なりとも御存じの筈です。現場ではほとんど捕殺な

のです。ですから檻で捕獲すると、メスも子供も成獣も関係ない。なぜなら、蜂蜜を餌に

して誘引して捕っているわけですから無差別に捕ってしまうわけですね。先程のマタギた

ちがやっている手法、春のクマ狩りは春の残雪期に行いますから、視認性が高いわけです。

我々の目で個体を確認できます。個体を確認できなければ銃で撃てないわけですから。つ

まりマタギたちがやってきた手法は、残雪の中で個体を確認して、小さい子を連れている

個体がいればこれはメスですから、マタギたちは獲らない。メスと分かっている個体を巻

き狩りで巻いて獲ったりはしない。そして、1 頭で単独行動している個体がいる。その中
で大きなものを獲る。小さいものには出来るだけ手を出さない、という考え方があるわけ

ですね。なおかつ 1 つのクラ場に 5、6 頭いることがあります。僕は最高で 7 頭見たこと
がある、ある面積の中に。その中で、なぜ何頭もいるのかなと思って見てゆきますと、真

ん中当たりの位置にメスがいるのです。メスの周りにたくさんのオスがたむろしているわ

けです。そうすると山の親方が、じゃあこちらの 2 頭を狙えと言う。こちらの 2 頭を獲り
ましたが、メスだと明らかに分かる個体はあまり撃ちたがらない。理由は簡単です。メス

を捕ってしまえば個体数が増えないからです。メスが 1 頭しかいなくて、オスが 10 頭い
れば、どんなことをしたって子孫は２頭しか生まれてこないのです。しかし、オスが 1 頭
にメスが 10 頭なら、10 頭から 20 頭の子孫が生まれる可能性がある。現実には妊娠可能
なメスの数は限られていますし、20 頭生まれる確率はないのですが、理屈をいえばそうい
うことになります。つまり圧倒的にオスが少なくて、メスが多い方が子孫は増える。それ

をマタギの人たちは知っていて、そういうことをやってきた。彼らは、目で見ることがで

き、足跡で確認ができ、その中で選別狩猟をやってきた。当然、マタギたちは生態学的な

個体群管理というものを念頭に置いてこのような手法を取ってきたのではありません。こ

れはあくまでもマタギたちの経験知、自然知による資源管理だったのです。しかし、現実

にはそれを棄ててきてしまった経緯がある。農業が野生動物を敵対視してしまう。そのこ

とを捨象して一般社会が狩猟が野生鳥獣を減らしているという考え方で押し通してきた経

緯があるのです。犯人は狩猟であると。これは４月に播種した後に畑にテグスみたいなも

のを張りますよね。あれにぶつかって死んだ土鳩なんです。あんな簡単なものでも鳥類は

殺せるのです。つまり農業はそういう部分を持ってしまうのですね。排除の理論を持つわ

けです。しかし、その農業を否定したら我々は生きていけないわけです。そこに我々の矛

盾があるわけです。 
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これは、先ほどのものをパワーバランスということで、どういうふうに変化してきたか、

我々は撤退しているのだということを示そうと思って作ったものですが、要するにバラン

スが取れていたものが壊れる、そして段々、山村の山間集落が持っていたエネルギーが失

われていって防衛ラインが壊れていくわけです。そして少子高齢化の中で集落が力を失っ

ていく。そして、そのことによって行政区の中の街のエネルギーもまた弱まっていくと。

そして人間の後退に対して、自然が攻めはじめると。そういう構造が今起きていると思わ

れます。 
 

◇ 問題点と視点 
① 個体収容能力：日本の森はどのくらい野生動物を食べさせていけるのか？ 
さて、全体のまとめですが、そもそも、近世から人身事故は起きていたという話をしま

した。野生鳥獣による害は多かった。その害に対して抑止力として狩猟は機能してきたは

ずである、それがどこかで崩れたんだということです。まず、今起こっている問題を考え

るときに、考えなければならないのは、そもそも日本の森はどのくらい野生動物を食べさ

せられますか、どれほどの野生動物を食べさせられる能力を持っていますか、という問い

に誰が答えてくれたのか。個体収容能力というものを誰が裏付けてくれましたか。あるい

は、キャリングキャパシティ。何頭ぐらい、この森では生きられますよ、それは持続でき

ますよというモデルはあるのだろうか。ブナの結実不良が起こっても、山葡萄がならなく

ても、ドングリがならなくても、どうにかこうにか生きていける個体数はこれくらいの規

模ですよ、ということをモデルでも良いから誰か示した人がいるのかというと、残念なが

ら誰も示していません。それは現代の科学技術をしてもかなり困難な作業です。それなの

に、「保護だ、保護だ」と言って器を見ずに守ってしまった部分があるわけです。保護とい

う考え方や、持続性という考え方は間違ってはいません。私も正しいと思っております。 
 
② 地域住民の生活構造変容プロセスの解明→クマが変わったのではない。人間がクマ

を変えた。 
それからもう一つは、地域住民の生活構造の変容プロセスの解明と書きましたが、要は、

これまでの説明は、クマが里山についてしまった。人里についてしまった。人に慣れてし

まったんだ。あるいは、奥山のブナの結実不良が出没を招いたんだ。こう、生態学者や動

物行動学者は説明します。でも、それをよく考えてみると、その説明は全部自然のせいな

のですね。全く人間の関与が見られない説明です。つまり自然変容説なわけです。果たし

てそんなことがあり得るでしょうか。地球温暖化もあるでしょう。しかし、このような問

題を起こしてきたのは我々人間自身なのではないでしょうか。我々は被害者ですが、被害

者であると同時に加害者なのだという自覚がないんです。ある意味で言えば、それは非常

に無責任な発言なのです。全て自然が変化したんだということになってしまうんです。ク

マが勝手に降りてきて、里山に居着いたのだ。クマが食う餌が山にないから来るのだ。俺

は知らないけどね、という話になってしまう。そんなはずはないのです。我々は、野生動

物たちを奥山に追い上げてきた経緯がある。そして追い上げているエネルギーを我々は今

失いつつある。そして、罠で誘って捕るように、耕地はそこに残している。田んぼの周り

に植えてあった柿の木や栗の木は、置いたまま撤退しているんです。タケノコ林も置き去
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りです。当然、それはサルもクマも食べます。彼らは単に生き延びたいだけなのです。野

生動物は人間がこうしたからああしようなどとは考えていない。ただ、自分たちが生きて

いくことに真っ直ぐなだけです。我々のような戦略を練ってはいない。とするならば、ク

マが変わったのではない。我々がクマを変えたのです。ただ結実不良を起こしているのは

我々の要因かどうかは分からないですね。環境問題、気象問題や天候の問題、地球温暖化

が絡んでいるのかも知れません。しかし、結実不良だって、これは、日本列島にブナが林

を形成して以来、ずっと何度もあったことなのです。今に始まった結実不良じゃない。近

世にも起こっていただろうし、中世にもあったでしょう。ブナ林が東北地方を覆うように

なったのは、今から 7、8,000 年前です。その段階の自然環境の中で形成されてきたブナ
林の中で、何度となく結実不良は起こっていたはずです。でも、クマたちは生き延びてき

たのです。ですから、私は、狩猟圧とか、あるいは結実不良とか、人里に居着いたクマと

か、新世代ベアーという説明は納得できません。我々が変わったという自覚がなければ、

本当の保全はできない。私たちが何故変わったのかを我々が知らなければ、そしてどう変

わったのか、その変わった我々は、クマやサルたちからどう見えているのかを考えなけれ

ば対策の打ちようがないのです。 
 
③ 保全管理問題から国土構造の改編へ～国家的なグランドデザインの必要性 
この問題、行政の方は非常に苦心されて考えています。ところが、この問題を考えてい

くと何処に行き着くかというと、国家の考え方に行き着きます。我々は高度経済成長を経

て 1980 年代後半のバブル期を超えて、黄金の繁栄を勝ち取って世界第 2 位の経済大国に
なった。現在も不景気だといいながら、それを保持しています。今起こっている、このよ

うなクマの出没やサルの問題、イノシシ、シカのような野生動物の問題をどう考えていく

かというのは、国家の、国土構造をどう変えていくのかという問題にまで発展するはずな

のです。つまり国が我々に、どのようなグランドデザインを提供するかで、各自治体の対

応は変わるはずです。省庁も変わります。たぶん僕は、この日本が 50 年後に、EU の第 3
番目くらいの国、ドイツ、フランス位の国の経済の規模になればいいと考えるのか、いや

そうでない、50 年後も我々はやはり経済大国第 2 位として保持するのだと考えるのかでは、
自然に対する保全策は全く違うストーリーを描かなければならない。つまり私は、最終的

にはこれは、一地域がこつこつと対処していく問題ではないなという気がしてきているの

です。つまり、国がある方向を打ち出してくれなければ、こういう 147 件も人身事故に遭
うようなことは、今後も継続される可能性は否定できないということです。本当はこの問

題の対処は現場の中に答がある。そう一方では思っております。 
 
◇ 持続性のある保全管理と狩猟 
① 保護論と排除論 
では、持続性ある保全管理をしようと考えると、その前にお話をしなければならないこ

とがあります。このような人身事故が沢山起こってしまったり、農作物被害が起こってし

まうと、必ずクマなんかいなくていいという話になります。実際にそういう声を僕は聞い

ています。皆さんも行政の方は聞くと思います。それはそうです。自分の身内がクマに殺

されてしまった人たちからしたら、保護論などどう見えるのかということです。そうしま
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すと野生動物を保護しよう、我々はそれを自明のこととして、所与のものとして考えがち

ですが、果たして、我々は野生動物を本当に保護しようと考えてきた経緯があるだろうか。

我々は本当に野生動物を保護する気持ちがあるのだろうか。あるいはですね野生動物を保

護するのであれば、保護した結果我々は何を獲得できるのでしょうか。そういう、野生鳥

獣を保護する論理、理論を我々自身は打ち出してはいないのではないか。あるいは逆に、

クマは危害を加える、農作物に害を与える、だから 1 頭もいなくて結構でございます、ク
マなんか滅ぼしてくださいといったときに、この保護論渦巻く国際世論に対して、日本は

クマを全て獲り尽くすことにしましたと言ったときに、説明可能な論理をどう作り上げる

か。そういう議論もない。これは保護そのものを目的にしてしまっているからに他なりま

せん。保護は目的ではなく、結果的に保護されていた。結果としてクマやサルたちも私た

ちと共に生きてきた、ということが理想ではないか。 
 
② マタギ文化は、現実容認主義 
国民のほとんどは、クマにいて欲しいけれども会いたくない、これが本音だと思います。

あるいはクマに会うことがないのだったらいて欲しい。自分が被害に遭わないのであれば

いて欲しい。それが多くの国民の思っていることではないか。ところが、マタギ集落や中

山間地域、山間集落の中には、そのいずれにも与しない意見があります。それは、「いやあ

田口さん、ここは元々クマが生きてきた場所で、そこに俺たちが入ってきて住まわせても

らっているのだから、多少の悪さをしたってまあいいじゃないか」と、そういう考え方で

す。つまり現実を容認する考え方です。今申し上げたのは、極端な保護論、極端な人間中

心主義的な考え方、排除論ですね。もう一つは、どっちつかずでいいという中途半端論で

すね。もう一つは山間部の人々に見られる現実容認主義です。この 4 つがあります。実際
には極端な保護論は国民の中の数パーセントだと思います。どちらかと言えばほとんどの

人たちは、どっちつかず中途半端なところにいるのだと思います。そして、ごく一部、と

いっても結構な数字になるかも知れませんが、被害農家の方や実際に事故に遭われた方々、

周辺の方々は、極端にクマを排除したいと考えているでしょう。そして、マタギ集落や一

部の集落のように、今は人身事故が起こっていない、ある程度猟師もいて駆除もしてくれ

るというところにいる人たちは、意外と現実容認主義である。これを見ると、いかにも多

様な我々の思考、考え方があるんだと考えがちです。しかし、この問題は大事だから考え

ましょう、考え続けましょうというのが、我々学者の立場です。いつでも考えましょう。

でも、考えている間にも被害は起こっているんです。ですから、被害が起こっている被害

現場に対して、費用対効果も考えるといろいろな補助をしたりという方向性、電柵を張っ

たり、そういう補助金を流したりということになると、現在の環境省や農林水産省がやっ

ている方策は正しいということになる、全く正しいということになります。しかし、それ

をずっと続けるのですか、ということになるとそれは正しいと一概にはいえなくなります。

そうすると我々は何処に行き着きたいのか。それは被害を軽減し、事故を未然に防げる方

向、しかも地域に暮らす人々の生業活動を阻害せず、経済的負担もない。そしてクマやサ

ルたちの生息環境も最低限保証される形を模索するしかない。つまり目的としての保護論

ではなく、目的はあくまでも地域に暮らす人々の暮らしの安定であるべきではないか、と

いうことになります。 
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③ 地域住民の民俗知を基礎とした同意可能な保全管理策の創出 
私が言っているのは、ごく東北の少数でしかない現実容認主義でありマタギ文化を継承

しているような地域、この地域の住民の持っている民俗的な知識ですね、そういうものを、

我々の社会は再評価をすべきではないか。そしてマタギたち、伝統的に近世以来、そのク

マという動物に対する駆除という任に当たってきた人々の伝統的な技術を使って、何とか、

地域の個体群規模とかですね、この位の規模であれば保持できるだろう、この位の規模で

あれば地域の住民は容認できるであろう、そういうところに落とし込んでいくのが今の段

階では一番ベストではないかと私は考えています。ですから私はマタギ文化の再評価とい

うことを言っているわけです。このマタギ文化というのは、地域のマタギではないおじい

ちゃんおばあちゃんを全部含めてです。その地域で培ってきた民俗的な知識、何百年とか

けてその地域で醸成されてきた生活の知です。西欧の保護思想をコピーすることではなく、

我々自身の保護論をきちんと作り出していく、そういうことをやるべきではないか。ある

いは我々自身の、保護論ではなくて現実容認論というものを、居てくれるのだから居てく

れていいじゃないか、ある程度は居てくれていいじゃないかというような論理に落とし込

んでいく 1 つの作業が私は必要であろうと。多分、多くの国民はそういうところで納得し
てくれるのではないか。つまり今の自然保護論は、極端な保護論なのです。ですから地域

の住民は納得できないのです。むしろ、我々の先輩たち先祖たちがやってきた方法を、我々

はもう一度確認すべきであろう。そしてそれを、21 世紀の新しい考え方として打ち出すべ
きではないのかと私は考えます。つまりここに書きましたが、地域住民の民俗知を基礎と

した同意可能な保全管理策の創出ということ。そしてそのヒントは現場の村の生活の中に

あるということ。何気ない日常の営みの中にそのヒントがあると考えているわけです。 
 
④ マタギ文化の再評価 
   ～地域の人たちが食べるために何を考えているのかと真剣に考えていかないと、

自然は保持できない。 
そしてもう一つは、マタギ文化の再評価。春のクマ猟による捕獲の推進と書きましたが、

果たしてこれが可能かどうか、最早かなり伝統的な思考法や技術を有した猟師さんたちは

減ってしまっている。こうした現状の中で、駆除にあたる人たちをどうやって社会が食べ

させていくかということもあります。今や、中山間地域に暮らしている人たちは、年間 200
万円の現金収入を得ることさえ困難な状況にあります。公共事業はない、地域に誘致した

企業は根こそぎ中国やアジアの国々に出て行く、山菜は売れない、材木も売れない。観光

客といってもそんなに来ない。どうやって地域は食べていくのか。私は地域の人たちが食

べるために何を考えているかということを深刻に考えていかないと、自然は保持できない

と考えています。 
 
⑤ 猟友会の組織改編と地域個体群中心の保全管理システムの構築 
次は、ある意味ではこの二つは付録のようなものですが、猟友会の組織改編と地域個体

群中心の保全管理システムの構築というのは、もう動き出しているところもありますけれ

ども、猟友会自身も会員数が年々減少しまして支部の事務所すら維持できないような状況
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になってきています。だったら無理をせずに統合してしまおう。県猟、郡猟、その他の支

部を統廃合するとか、現実に即した改革を考えなければなりません。あるいは行政区を飛

び越えて猟友会を統合する。広域的な協議会のような行政区を越えた組織ですね。つまり

地域個体群に合わせた猟友会のグルーピングです。つまり県境をまたぐのです。例えば南

奥羽個体群という言葉があります。宮城県、福島県、山形県にまたがっているツキノワグ

マの個体群です。この南奥羽個体群の個体群そのものの面倒を見る、管理する、調整する

集団、猟友会を組織する。あるいは朝日連峰なら朝日連峰。飯豊連峰なら飯豊連峰という

山体ごとに一つのグループを作っていったら、地域個体群の保全ができるのではないだろ

うか、しかも伝統的な思考と技術を駆使し、また現代の生態学や林学などの研究者とも共

同しながら地域個体群と付き合って行ける持続性のある、無理のない組織体ですね、あく

までも理想論なのですが。具体的にそれをするには相当の手間がかかりますし、議論が要

ります。 
 
⑥ 犬の活用の再評価と土地利用の見直し 
例に掲げたのは、犬の活用の再評価と土地利用の見直しです。これは既にいろいろな地

域で試みがはじまっておりますので割愛します。 
 

◇ 終わりに 
時間がないので結論として、私が常々思っていることについてお話ししておきたいと思

います。私は、地域の住民の幸福なくして、地域に生息する野生動物の幸福はあり得ない

と、考えています。やはり地域の人たちの生活が豊かでなければ、そこに生息している野

生動物も豊かにはなれない。つまり地域の人々がその日常の周辺にクマやサルたちが居て

くれて良いと、そういう認識を地域の人々が共有できませんと上手くいかない。どこかで

そこを考えなければならない。そこはやっぱり人間中心主義の部分があっていいと思いま

す。我々は幸せを得たいわけです。その中で、身の丈にあった、自然の器にあった、現実

的で蓋然性の高い方法を考えていくべきだと。私は、そのために地域の民俗知を使って、

マタギのような、特殊な集団ですけれども、特殊な事例ですけれども、それをある意味で

はモデルとして人々のなか、社会の中に押し広げて、対処していったらいいんじゃないか

と考えています。以上です。 
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「野生動物と棲み分ける」 
 

講師：日本獣医生命科学大学獣医学部野生動物研究室 
助教授 羽山 伸一 氏 

 
【講演内容】 
Ⅰ はじめに 
＜鳥獣による農林水産業被害に対する検討会報告について＞ 
配布していただいた資料には、農林水産省の検討会報告書の抜粋を添付させていただき

ました。表紙から２７ページまで、これは御承知のように平成１７年３月に、半島振興法、

山村振興法が改正になり、日本で初めて農政が所管する法律で、鳥獣被害対策というのが

明記されました。これまでは被害対策というのは、位置付けが非常に曖昧と言いますか、

明記されたものがありませんでした。そこで、農業政策の中でどう取り組むか、これを早

急に検討しなければいけないということになりまして、１７年度に検討会が設置され、私

が座長を務めさせていただいて、農業政策の中での位置付け、それから取組みの方法をお

示しさせていただきました。これを受けて、国の方で様々な予算化、事業化、制度化がな

っております。 
それからその次のページですが、３５ページになっておりますが、これは一番上のヘッ

タの部分を見ていただけると分かるんですが、２００４年に私の研究室で、神奈川県から

の委託で、サルの被害対策技術の確立を目指した研究をいたしました。これは、その時に

成果として出した報告書の抜粋であります。第３章は、今日のテーマであります、野生動

物との棲み分けをどうすべきかということに直接関わる技術マニュアルの部分、それから

第５章は、だったらこれからどういう仕組みを作っていったらいいのかというものを提言

させていただいたものです。 
これらをすべて説明する時間がありませんので、後ほど御覧いただければと思うんです

が、今日は、私、今年で、被害対策に取り組んで四半世紀になりますけれども、各地でい

ろんな取組みに関わらせていただきました。なるべく沢山の事例を紹介させていただきま

すので、参考にしていただければなと思っております。 
 
では、早速スライドでご説明したいと思います。 
 

Ⅱ 動物の生態 
さきほど、四半世紀と申しましたけれども、実は２０年位前までは、鳥獣被害といって

もほとんどが鳥の被害が中心でした。ですから、鳥獣被害といっても、大半は、６割、７

割近くが鳥の被害ということで、獣の被害というものは、勿論深刻なんですけれども、そ

れほど全国的な問題ではなかった。あるいは全県的な問題ではなかった。極めてローカル

な問題でした。 
ところがこの２０年間で、この被害の出方というのが大きく様変わりします。現在、農

業被害に限っても全国の被害総額２００億円で推移してきておりますが、そのうち６割が
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獣になってしまいます。しかも、シカ、イノシシ、サル、この３つの獣で大半が占められ

ます。ですから、獣の被害と言っても、実はこの３つ、３種類に対してどういう対策が必

要かというのが、まず優先される。ただ東北は、これにクマが加わりますので、さらに厄

介なんですけれども、いずれにしても３つの対策が基本になるんだろうと思います。今日

はこの３つについて紹介しようと思うんですが、ただ、動物の種類によって対策というも

のを変えなければ評価は得られませんけれども、ただ基本的な考え方、前回お話しされた

田口先生の方からいろいろ御提言があったと思うんですが、結果的にはあらゆる獣種に対

して、土地の利用の仕方、管理の仕方、そういったものをやっていかないと難しいんだと

いうことが結論になると思います。 
１ サルの生態 
まず、厄介なのがサルなんですが、サルの対策というのは、諸外国の例を引くわけには

いきません。世界の工業先進国でサルが生息しているのは日本だけです。ですから、霊長

類に対する対策というのは、日本で開発しない限りは成果が上げられない。ただ残念なが

ら、サルに対する被害対策の研究というのが、非常に遅れています。当然、国の対策も遅

れております。そういう意味で、試行錯誤が始まった、そういう状況だと思います。 
ちなみに、このスライドのサルですが、何故ドアップで撮れるかといいますと、望遠レ

ンズとか何にも使っていないんですけれども。これは普通の屋根の軒先ですね。軒先に手

をかけて日向ぼっこしている。で遠くを、人がそばにいるのに遠くを見つめている。人間

の存在を無視するかのような顔をしています。サルとはこういう動物です。 
つまり、かつては人に対してものすごい警戒心を持っていた。それは何故かというと、

人はサルを見れば石を投げる、場合によっては矢をかける、そういった形でサルに対して

威嚇をしてきました。サルと人間は同じ場所で住むことはできないので、そうやって、か

つての日本人は棲み分けて暮らしてきました。  
ところが、動物というのは、人が恐くないと思えば、わずか数か月、場合によっては数

年かかることありますけど、それぐらいの短期間で急激に慣れてきます。で、この慣れる

という現象が、結果的には大きな被害を及ぼす。じつは、こういった人慣れしたサル、あ

るいは里に生まれ、里で育つサルというのが最近激増しています。ですから、サルは単純

に人里に出てきたというのはありません。増えてきたということが問題なのではなくて、

まず慣れる、そして人里に依存することから被害がでてくるわけです。 
＜神奈川県箱根のサルの例＞ 
典型的な例が、この神奈川県の箱根のサルの例ですけれども、この箱根のサルに限らず、

全国ほとんどの地域で、８０才位のお年寄りに伺っても、今年ほどサルを見たという記憶

を持っている方はほとんどいらっしゃらない。で、これはどうしてかということですけれ

ども、そもそもサルというものは、海岸線にまで暮らす、平野部の動物です。例えば、縄

文の遺跡を掘ってみれば、貝塚の中からサルの頭が出てくる。もう海岸線までサルがいる。

それが本来の生態でした。 
ところが、かつての先人達はそれでは農業ができない。そこで、山に追い立てるという

ことをやりました。明治以降、例えばこれは他の野生動物、トキにしてもコウノトリにし

てもそうですけども、ほとんどの野生動物を平野部から駆逐しました。明治４０年位まで

には、平野部から野生動物がほとんどいなくなりました。その結果、ニホンザルは大正時



 

 

2007/01/12 第３回野生動物との共生に関する研究会 

45 45 

代になりますと、ほとんど姿を見かけない、絶滅の恐れのある動物になってしまった。 
ただそれでも厄介な動物ですから、徹底的に駆除されました。昭和２２年に進駐軍が日

本に来た時に、これは大変な事態だということで、昭和２２年から狩猟が禁止されました、

それぐらい数が減っていたと聞いています。ところが、ここ２０年位の間で、徐々に回復

してきて、最終的には人里に出るようになってきておりますけども、ただ絶滅の恐れのあ

る地域というのは、相変わらず日本中どこにでもあります。特に、西日本は。 
そのうちの一つが箱根のサルです。発見された当時１９７０年頃ですけれども、この山

頂、大学駅伝で学生達が登って行くのがこの辺りですけども、ここに芦ノ湖がありますけ

れども、こっちが富士山。この周囲のサルはほとんど絶滅して、ここにだけわずか５群生

き残っている。頭数で言うと１２０頭だけです。 
かつては山の上にひっそりと暮らしていたんですが、それが徐々に、徐々に７０年代、

里に出始める。で、ここは観光地になっているもんですから、お土産屋さんを襲ったりす

る。ここはミカン畑がこの時代ずっと造成されました。ミカンの被害が出る。県に対して

何とかして欲しいという地元の要望が出ます。  
神奈川県は当時、前例のない政策を打ち出します。１９８６年から１０年間かけて、こ

の山の天辺２，３００ヘクタールをサルの楽園にしようというもので、当時のお金で２億

円の税金を使って、５万本の実のなる木を植える。餌があれば山から下りてこない、こう

考えたんです。 
ところが、実際には、さっきから申し上げているように、いくら美味しい餌があっても、

特にサルの場合は我々人間に一番近い動物ですから、我々が美味しいと思うものが美味し

いし、我々が暮らしやすいというところにも暮らしたがる。ですから、当然こういった温

暖な南斜面の、しかもミカンの畑の方が、クリやドングリなんかよりはるかに美味しい、

栄養価が高い、こういうものに依存するというのは当然なんですね。 
私がここに関わり始めたのは９０年からですけども、すぐにこの計画は止めようという

提案しましたが、残念ながら始まった公共事業は止まりませんでした。 
結果的に何が起こったかといいますと、これが計画前の生息域。計画が終わるまでの間

に全ての群れが海岸線まで下りてしまいました。一部の群れは完全に市街地に定着するこ

とにしました。小田原城や、新幹線の駅はこの辺ですが、こうしたところにまでサルが暮

らすようになりました。 
２０００年代に入りますと、この群れは、平野部に定着するようになりまして、もう本

当に神社の森なんかにねぐらを取るような、そういう住宅街で生まれ育つようになりまし

た。サルとはこういう動物です。 
ですから、常に常に人間が圧力をかけて人里から山に追い込まない限りは、放っておけ

ばこうなります。いくら山に良い餌があっても動物は出て来ます。ただし、数は一切増え

ていません。個体数はほとんど増えないまま推移しています。繁殖率は非常に高いんです

けども、この地域、交通事故が非常に多いんで、生まれる数よりも交通事故死が多くて、

結果的には間引かれてしまって増えてはいないです。ですから増えたから被害が多くなっ

たわけではなくて、住み場所が人里になったから激増している。こういうことです。 
＜福島県のサルの分布＞ 
このスライドはもう御承知のことかも知りませんけれども、福島県の２０００年当時の
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サルの分布です。黄緑色をしているところが今から２５年前のサルの分布です。このオレ

ンジ色っぽくなっている部分ですね、これがこの２０年間の間に広がってきた部分です。

ですから、明らかに、福島県は、個体数は増えたかどうかわかりませんけども、大幅にサ

ルの分布域が拡大しているということが見て取れます。これが、わずか２０年で起こりま

す。ですから、これから２０年の間に同じスピードでもし広がるとすれば、どういうこと

になるかは、もうご想像ください。 
２ イノシシの生態 
それから、むしろこれから先東日本で大きな問題になるのはイノシシです。西日本では、

イノシシは既に海岸線まで分布するようになりました。明治時代に豚コレラが海外から入

ります。豚コレラはウイルスの病気です。この病気が入ったことで、西日本のイノシシと

いうのは壊滅的な打撃を受けて、例えば、島根県では絶滅しました。ところが、現在島根

県では、ほぼ住宅地域を除く県土全域にイノシシがいます。ですからそれが僅か半世紀で

起こるということです。 
その理由の一つが、この爆発的な繁殖力。イノシシは１頭の雌が大体５、６頭の子供を

野生では生みます。これは、当然捕食者がいる世界ではこの位たくさん生まないといけな

いわけです。ところが、イノシシに対する捕食者というのが異様に少なくなって来ていま

す。オオカミにしても、猛禽類にしても、それから一番大きな消費者であった人が捕らな

くなりました。これによって、激的に増え始めます。 
特に温暖化が進み始めてきた傾向にあるせいかも知れませんが、かつてイノシシは雪国

には住まないと言われてきてたんですけども、今は決してそんなことはなくて、すでに青

森県まで拡がり始めておりますし、多雪地帯と言われている所でも雪が減ってくる所では、

イノシシが分布しています。福島県でも、既にこの東北本線を越えたのかどうかはよく分

かりませんけども、こういう風にパッチ状に見つかっておりますが、従来の阿武隈山系で

はもともといた、かつてもいた、というところが、どんどんどんどん拡がり始めている。

しかも多雪地帯にも生息が確認され始めている状況にあります。 
今、イノシシの捕獲件数が特に東日本で急激に増えてきておりますが、多分これからの

１０年が爆発的な増加期に入ります。 
一生懸命捕っても捕っても、イノシシの被害が減らないという声があるが、問題は捕り

方です。 
例えば、ヨーロッパではイノシシの狩猟というのは、個体数を管理するための狩猟とな

っていますが、春先から夏の間にかけて、半分以上子供の捕獲に集中することが義務づけ

られております。そうしないと、個体数を制御することはできません。 
一方で、最近の研究で分かることは、イノシシというのは比較的狭い範囲に定着する傾

向がある。勿論個体差が非常にありますけども、特に田畑に依存するような個体というの

は、こういった形で行動圏を持つ。大体半径５００メートル位、大きいもので１キロ越え

たりします、この個体を捕獲しなければ被害は減らない。しかし、狩猟者が、犬を使った

りして、イノシシを捕る場所は、通常森の中です。ここでいくら捕獲が増えたところで、

被害を及ぼしている個体を捕っていないので、決して被害は期待した程減っていかないと

いうことが繰り返されます。ですから、ただ数が捕れればいいという動物ではない。 
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３ シカの生態 
それから、三つめがシカでありますけども、シカというのは、最近こういう山の天辺に

います。これは、お正月に私が麻酔銃で捕獲した雌ジカですけれども、神奈川県の丹沢山

地というところの塔の岳という１７００ｍ近い山の山頂で捕獲をした個体です。植生はブ

ナ林です。こういった処にシカがいるということは今では常識になっておりますけども、

生態学的に言うと、それは全く異常事態です。  
本来、シカというのは平野の動物ですので、山の天辺で、しかも越冬するというのは異

常です。で、特にシカは雪に弱い動物です。それは一つに足が細いんです。体重の割に足

が細いので、体重を支えるために、蹄圧といいますけども、蹄の裏の圧力に非常にかかり

ますので、大体積雪が５０センチを越えますとシカは歩くことが出来ません。ですから、

結局雪国というのはシカの分布が制限されてきたんですが、最近雪が減ってきたというこ

ともありまして、こういう高山帯で越冬する個体が出てきました。 
ところがこういう山岳地帯では、野生のシカを養うということは基本的には出来ません。

生態系がそういうふうに出来ていないんですね。例えば、自然の森の中で、シカの食べる

餌は、非常に柔らかい草の部分とか、芽とか考えられますけれども、せいぜいの１メート

ル四方の中に数十グラムしかありません。一方、シカというのは体重が４０キロから雄の

場合１００キロ近くなりますけども、１日、５キロから６キロの草を食べる。これだけの

大食漢が森の中に定着しますと、瞬く間に下草植生が破壊されます。結果的には、草が何

もなくなった所で冬を越す。 
このスライドは、ウラジロモミという非常に樹皮の固い木ですけども、こういったもの

を樹皮食いすることで、飢えをしのぐということになります。結果的に森がなくなって、

どんどんどんどん草原に変わってきます。 
、一方で、これはバイケイソウという非常にきれいな花が咲く植物で、今アルパインガ

イドで丹沢山地の本を買っていただくと表紙がこういう風景で、紫の花が咲いています。

きれいだから表紙に使うのでしょうが、実はこれは異常な生態系です。自然界ではこうい

うことは普通は起こらない。なぜこれがこれだけ繁茂しているかと言いますと、バイケイ

ソウというのは毒草なので、シカは食べられません。結果的にそういう特殊な植物だけが

繁茂する生態系に変わってしまう。ですから、そういったことでは、生態系を守っていく

ことができなくなります。 
甚だしい例では、表土流出まで繋がってしまうわけなんですが、実際にこういった下草

植生の被度が４０％を切りますと、土壌流出が起こります。大体シカが平方キロ１０頭、

２０頭になりますと、そのぐらいの環境は数年で出来ますので、結果的に、これは東京都

の奥多摩の事例ですけれども、傾斜が４０度超えるような所はあっという間に土砂崩れを

起こす。 
実は、こういった事態が全国に広がっております。世界自然遺産にこの間登録されまし

たけれども、知床。ここはシカの管理をすることが前提で暫定的に登録されました。現在、

国レベルでの管理計画を策定しておりますけれども、実際には、私も２０年ぶりに行って

びっくりしました。知床の森林というのは無茶苦茶になっています。 
知床以外でも、日本を代表する自然公園、例えば、日光、尾瀬、あるいは、南の屋久島

ですね、ここも世界自然遺産に登録されましたが、ほとんどの地域でシカによる森林の破
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壊が始まっております。本来平野にいる動物が山に閉じこめられた結果、これが起こった

というふうに考えられています。 
では何故こんな事が起こったのか。結果的に、単に温暖化とオオカミがいなくなったと

かというだけでは説明がつきません。 
このスライドは、今から約２００年近く前になりますけれども、東京２３区内の様子を

描いた江戸図屏風というものです。現在の板橋、あるいは北区の周辺ですが、農家の裏庭

にこういった空き地があって、冬枯れした風景が描かれております。ちょうど、年越しの

あたりだと思いますが、一頭の雄を中心に複数の雌によるハーレムが形成されている。こ

ちらにもハーレム。非常に写実的なシカの生態を捉えておりますので、これは事実だった

と考えられます。実際、古文書で調べますと、関東の平野部ではほぼ全域にシカがこの時

期には生息していました。神奈川県の場合で言いますと、明治の初頭まで平野部にシカが

おりました。 
ところが、その後、先ほど申し上げた明治の乱獲によって、絶滅してしまいました。山

と行ったり来たりはしていましたが、もともと平野の動物です。もちろん山の中に行かな

かったというわけではなくて、行ったり来たりということはあったと思います。ところが、

現在はこの平野部は完全に人間が占拠しております。出て来れば駆除の対象となりますの

で、滅多に出てこられない。 
一方で、かつてはこの山麓の部分、里山の地域というのがシカのような大型野生動物を

養っていた地域でもあった。ところが、拡大造林政策以降、里山の雑木林はほとんどが人

工の針葉樹に変わってしまいました。もちろん、針葉樹林でも手入れさえすれば動物は食

べていけるんですが、今は放ったらかされていますので、シカが食べられる餌がなく、当

然樹皮噛みの被害なんかも起こる。駆除の対象になる。結果的に暮らせるのは山の上だけ。

関東あたりでいいますと、標高８００メートル以上の山岳地帯の中にシカが閉じこめられ

ました。しかも、ここはほとんど鳥獣保護区などに指定されているので捕獲が規制されて

いる。つまり、ここでは何とか暮らせる。しかし、自然生態系の側から見れば、ここでは

シカを養うことができない。結果的に崩壊していく。これが、全国で起こっている悪循環

です。 
ただ人工林が悪いかというと、そういうことではなくて、人工林もきちんとした管理が

なされれば、下草植生は増やすことが出来ますし、当然そこで草食動物を生かすことも出

来ます。ただ、これは、シカを放っておけばいいかということではなくて、森林の管理も

やるし、それに見合うシカの管理もやるということでないといけない。どちらかを放った

らかせばいいというような管理ではなく、どちらもエンドレスに管理し続けなければ、人

工林でシカは生息できないのです。 
神奈川県の例を挙げますと、現在、約２５，０００ヘクタール程度の民有林があります

けれども、その８０パーセントがそのような状況で手入れがされないまま、餌がない。そ

して、結果的には日が入らないための土壌流出が起こり始めているという状況になってい

る。 
４ アライグマの生態 
本当は以上の三つの動物で手一杯なんですけれども、いよいよ、それ以外の問題が出始

めてきました。その一番大きな問題が外来生物です。特に問題なっているのがアライグマ
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でありますけれども、アライグマは御承知のように、１９７９年にアライグマラスカルと

いうアニメーションで大ヒットしました。その結果、ペットとして飼育することがブーム

になりました。そのブームに乗って、どれだけの動物が輸入されたのか、当時は、検疫が

ありませんので分かりませんけども、大量に輸入されたことは間違いありません。 
それらが、結果的には捨てられます。アライグマは子供のうちは非常にかわいいんです

けども、野生動物ですから、大体２歳を過ぎますと凶暴化します。飼育しますと大体１５

キロを超える大型の個体も出てきますので、普通の家庭では飼育は不可能です。結局、そ

のうちに逃げ出した、捨てられたということが全国で起こりました。ただ、１９８０年代、

９０年代の動向を見ますと、そんなに広がるという傾向がなかったんです。我々もちょっ

と専門家として恥ずかしい話ですが、高をくくっておりました。まあ、何とか定着すると

してもごくごく一部ではないか。 
実際、平成元年から５年間で捕獲が行われた自治体というのは、北海道とかごくごく一

部です。ところがその後の５年間、そして更にその後の５年間、急激に日本中に広がり始

めまして、これ全部足すとこんな感じで、福島県だけが抜けていますけれども、どうも最

近の情報では、福島でも生息はどうもありそうだ。まあ、なかったとしても周りから入っ

てきますから時間の問題でありますが、現在確認しておりますけれども、ほぼ４７都道府

県に定着しているんではないかと考えられます。特に関東地域では、ものすごい。ですか

ら、これが南東北に波及するのは時間の問題だろうというふうに考えております。 
ただ生息情報というのは捕獲の情報なので、確からしさというのは高いはずなんですが、

ただよくよく調べて見ますと、ハンターの方が動物に対しての知識がないために、他の動

物と間違えて、見たことないもの捕まえたからアライグマだろうと間違えて申告している

可能性が出てまいります。ですからそこはちょっと割り引いて考えないといけないんです

が、逆に、アライグマが侵入してるのに、他の動物と間違えて、放ったらかされるケース

も当然起こっております。ですから、正確な情報を今のうちに監視する体制を取らないと、

大変な事態になるものと思っております。 
よく間違えられるのがハクビシンです。彼らは夜行性なので、暗いところで、例えば色

んな動物と比較すると分かるんですけれど、区別がほとんどつきません。これアライグマ

です。これはハクビシンです。真っ暗闇で見ますと、ほとんど区別がつきません。このス

ライドは、一応明るいから何となく違いが分かりそうなんですけど、これを真っ暗闇で見

たら、鼻筋に白いのだけしか見えないので、ですから、基本的にはみんなタヌキだと思わ

れてしまいます。あるいは、またハクビシンかで済まされてしまいます。これ、アライグ

マです。アライグマは眉間に黒い線が入ってますけれども、この辺の感じが暗闇で見ると、

どれかに似ているということで、結果的に、区別がつけられていない。 
アライグマを唯一しかも誰でも識別出来る方法は、足跡です。彼らは、前足、後ろ足も

５本指です。しかも足跡が細長い、それが、手が器用だということにも繋がるんですが。

こんな足跡の動物は他におりません。ですから、足跡を確実に捕捉する方法、これはフッ

トトラップ、あるいはフットプリントトラップと言ってますけども、早い話が白い紙を置

いておいて、その真ん中に餌でも置いておけば、いろいろな動物が寄ってきます。その足

跡を見て、アライグマの侵入を察知するということをする。とにかく見つけ次第捕獲をし

ないと大変な事態になります。 
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Ⅲ 農林省での検討会での３つの方針 
厄介な動物の話をしてきたわけですけれど、まあ、これはこれから下火になるんであれ

ば放っておけばいい話なんですが、実は被害統計を見ますと、平成１２年をピークに、現

在農業被害額は減り続けています。局所的には別ですけども、全国的に見ますと減り続け

ている。これは何でかと言うと、今の統計の取り方というのは、あくまでも自主申告です

ので、ですから、耕作を放棄すれば当然そこでの被害はなくなります。 
そういった事が繰り返されていきますと、被害額は当然どんどんどんどん減っていく。

その結果、行政的には、被害減ってんだからいいじゃないか、あるいは被害減ってんだか

ら対策うまくいってるんじゃないか、こういう誤った方針にすり替えられてしまいます。 
ですから、被害の把握の仕方というものをとにかく即時的に、しかも現場で簡単にでき

る方法を開発していく必要があります。例えば、いろんな自治体でＧＩＳを導入して、農

地の作付状況ですとか把握するシステム出来始めていますけども、多分数年以内にはこう

いう方法で、被害状況の把握、あるいは対策の実施状況を補足しないと、効果的な対策も

伴わないし、実際に見えてこない。 
いずれにしても、これからこの被害の状況は好転するということは、およそ予想できま

せんので、何がしかの対策は必要だろうということで、冒頭でご紹介した農林省での検討

会では３つの大きな方針を打ち出しました。 
１ 科学的な関与 
一つが、科学的な関与です。これは、アカデミックな話なんですけども、医療に例えま

すと、今まではともかく診断なき治療、それに近いことがやられている。とにかく、農家

の方の苦情に対して、それこそ電柵メーカーのパンフレットをどさっと渡すとか、対策の

マニュアルを渡すとかという形で、対策を考えてきたきらいがあるわけなんですが、それ

は一切診断をしないで治療薬だけを渡すというのに等しいわけです。ですから、現場の状

況を見て、キチッとした科学的な調査を基に、何が必要なのかを明らかにしたうえで対策

をする。これがまず必要だということです。 
２ 広域管理 
それから、２つ目は、広域管理。動物は、あくまでも自由に生きているわけですから、

自治体の境界線は関係ありません。むしろ、山の中に暮らすということは、複数の自治体

にまたがって暮らしている。これが、普通の動物の暮らし振りなんです。ですから、自治

体を越えて、特に都道府県の県境を越えて連携をするようなことが求められます。これを、

広域管理と呼びますけれども、これを進める必要がある。 
３ 人材の育成－技術者、指導者 
それからもう一つ、これは１回目の研究会でも御提言があったようですけれども、早い

話が、野生動物対策は素人にできるというものでは決してありません。これは、キチッと

したトレーニングを受けた、キチッとした分析能力やスキルを持った技術者がやる仕事で

す。そのためには、プロの仕事として位置付ける。そして、それに向けて人を育て上げな

ければいけない。これは、世界の常識であります。それが、日本では決して行われてこな

かった。ですから、当然それに対応できる人材を育てる必要があるわけです。 
特に技術指導者、これは農政サイドの検討会だったものですから、普及専門員といった
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行政機関の人たちが現場にいるわけですから、この人たちのスキルを上げていこうという

ことが提案されました。 
現実、今年から、普及専門員国家試験に鳥獣対策が試験問題として盛り込まれることに

なりましたし、これは昨年からですけども全国区の研修制度も始めましたので、少しずつ

普及員さんたちの業務として位置付けられていくんではないかと期待されております。 
それから、一方で被害対策は行政だけができる仕事ではありませんので、地域の方、県

によっては集落リーダーなんていう名前がつけられておりますが、そういった指導者層を

育てる必要がある。この二元的人材育成が必要だということであります。 
 

Ⅳ ワイルドライフマネジメント 
特に、こういった科学的な管理を進めていくときに必要なのがワイルドライフマネジメ

ントという考え方です。これは環境サイドでは２０００年あたりから鳥獣保護法の改正で

普通の言葉になっています。被害の対策のために何かをやるという発想では、いつまで経

ってもマイナスのスパイラルに落ち込んでいく。１００万円の被害のために２００万円の

行政投資をするという発想は、常識的にはないわけです。ですから、どうしても被害の対

策というと、どんどんパイが小さくなっていく。 
 むしろ、自然生態系の公益的な機能を育む、あるいは農地や林地を含めた自然資源、

野生動物も含めた自然資源を管理して、地域の資源として活用していくんだという発想に

転換しないと、被害対策は進まないだろうと思います。これがワイルドライフマネジメン

ト、つまり生態系を含めた自然全体を経営していくという発想です。 
この発想でいくと、例えば里山の再生というのは市民的にはかなり支持があると思うん

ですけども、じつは里山の再生というものはこの鳥獣対策とリンクします。のちほどお話

しますが、里山の手入れをすると野生動物が里に近寄らなくなることがあるからです。こ

れ以外にも農村地域では色々な既存の事業があるわけなんですが、実は結果的にこれらが

被害対策に直結します。 
今日のテーマでありますけれども、棲み分けるという発想というものは、まさにこれら

を束ねることで実現できます。だけども、行政は、例えば被害対策をやるためにグリーン

ツーリズムをやろうなんていう発想はまず出てこない。しかし、むしろ被害の対策という

ものを前面に押し出すよりも、地域の振興とか、あるいは圃場整備だとか、こういうよう

な既存の事業の中に被害対策を組み込んでいくという発想が必要じゃないかなと思います。 
つまり、ワイルドライフマネジメントとは、我々人間にとってはそもそも動物を管理す

るということではありません。現実の社会では同じ土地を巡って人間と動物が暮らしてい

るわけです。当然被害が出れば、人間は捕獲をするというこういった関係になります。し

かし、先ほどシカの話の中で出てきましたけれども、人間は土地を利用します。土地を開

発することで、当然ここで供給される餌の量が変わります。 
例えば、森を切れば、サルやクマは餌を失います。逆に、シカやカモシカは森が切られ

れば餌が増えます。つまり、人間は土地を変えることで間接的に動物の数をコントロール

しています。ですから、この人間、土地、野生動物という３つの関係を適正に調整しない

と、いつまで経ってもモグラたたき。森林開発のようにどんどんどんどんシカを増やす政

策をやっておいて、一方で増えた分を一生懸命で税金を使って有害捕獲する。こういう馬
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鹿げた事が、実は今まで延々と続けられてきたんです。ですから、常にこれらの３つの関

係を調整する仕組みが必要で、それは先ほどのような被害があるから対策が必要なんだと

いう発想から脱却しないと、なかなか見えてこない。 
当然、被害の対策、生息地の保全も踏まえた環境の管理、そして個体群の管理、この３

つの管理をキチッとこう組み合わせてやる、これが我々の言うマネジメントです。ですか

ら、被害の対策だから電気柵を張ればいいとか、あるいは増えたんだから駆除すればいい、

そういうといった単純な対策というのは、マネジメントとは言いません。この３つの対策

を適切に組み合わせる。これが、マネジメントです。 
 

Ⅵ 順応的管理システム－アダプティブマネジメント 
では、この個体群をどうやってコントロールすればいいのかというのは、簡単なようで

実は結構難しいものなんです。かつてのように人間が少なくて、人間が必要な分だけだけ

捕っている時代であれば、まあごくごく自律的にやってこられたと思うんですが、現在で

はそういうわけにはいきません。 
分かりやすい例がシカやイノシシですけれども、このスライドのグラフで縦軸が被害の

量だと思ってください。まあ、正確には分かりませんけれども、相対的な被害の程度です。

横軸が動物の個体数。シカやイノシシの場合は、今までの経験則から、動物が増えれば増

えるほど被害が増えることが大体判っています。ということはどういうことかというと、

今の被害を半分に減らしたければ、個体数も半分に減らせばいい。単純に言えばそういう

ことです。 
だから、個体数管理をやっていく必要があるんですけれども、ただ、多くの方は被害を

ゼロにしたいと言う。被害をゼロにするということは、個体数もゼロにしなければならな

い。絶滅させて良いという選択肢があるんであれば、それは良いんですけれども、今のご

時世ではそれは認められない。 
そうなりますと、被害を全くゼロにするというのはほぼ不可能に近いんですが、この位

ならしょうがないかと言える許容レベルというのは、農業、林業、生産体系の中であるわ

けです。場合によっては、他のインセンティブを与えることによって、水準が上がってい

くこともありうるんだろうと思います。いずれにしても、被害がどこまで許容出来るかと

いう水準があります。 
一方で、野生動物の側が耐えられる水準もあって、例えば個体数が千個体を切ると、い

ろいろな自然現象の影響で、野生動物は絶滅するおそれが出てくる。いわゆるレッドデー

タブックに載ってしまうような状況です。これをわざわざ作り出すというのも、これは世

界的にも認められづらい。ですから、生物学的な存続可能な水準というのがあるわけです。

ですから、我々がマネジメントで目指すべき当面のターゲットは、この両者の許容水準を

満たすことのできる状況です。 
つまり、ある程度動物はいても、被害が我慢できるぐらいのレベルまで少なくなるとい

うことですね。では、ここにどうやって到達するかということなんですけれども、結局、

個体数管理はやりつつ、被害対策で大幅に被害の軽減を図っていく。このようなカーブを

描けるような個体の管理、被害の対策、この背景として生息地の管理があります。それを

組み合わせてここに誘導していく。これが、基本的な個体群管理の考え方です。個体数の
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管理の考え方ではなくて、個体群をどう管理するかと言う発想は、こういうふうに考えま

す。 
問題は、これをどう実現するかなんですが、正直言って動物の生態をいくら調べても、

おそらくいつまで経ってもこれは答えは出ない。 
これは、何故かと言うと、人間がこの中に組み込まれているわけですね。社会が組み込

まれているので、単純に動物の調査だけをやっても意味がありません。一方で、例えば千

頭いるシカを５００頭に減らした時に、シカはどういうふうな振舞をするのか、これは想

定外の振舞をするのが実態です。こういうやってみなければ分からないこと、不確実なこ

とに税金を使ってやらなくちゃいけないということが、このマネジメントの一番辛いとこ

ろなんですけれども、ただ、これは避けられないことです。ですから、最初はやってみな

ければ分からないことでも、繰り返しやっていけば正しい道筋が見えてくる。こういう仕

組みを作らなければいけません。これを順応的管理システム、アダプティブマネジメント

といいます。これは、プラン・ドゥー・シーで行政の中でもごくごく当たり前になってき

たことだと思いますけども、それを、自然環境を管理する仕組みとして、特にこの２１世

紀に入ってから、世界中の先進国が取り入れ始めてきています。 
日本ではこの仕組み、自然環境に対して適用されたのが、１９９９年になりますけれど

も、実は鳥獣保護法の改正、で創設された特定鳥獣保護管理計画制度が初めてです。その

後に、色々な自然再生事業などでこの仕組みが取り入れられていますけれども、最初は野

生動物に対してこの制度は取り入れられました。 
一番大事なのは、やってみなければ判らないので、行政が勝手にやるということはやっ

ちゃいけないということです。つまり、県民の皆さん、納税者の皆さん、こういうことを

やりますよ、皆さんいいですかという合意を取る。あるいは、その中で、全部税金でやる

んですか、そうじゃなくて皆さんが力を貸してくれたら、もっと安いコストでこれは出来

ますよ、といった参加型の発想、あるいは合意形成の仕組み、こういったことがどうして

も欠かせません。ですから、順応的管理と言うのは、必ず科学的なデータに基づいて、納

税者が意思決定を含めて、参加する。そして、常に見直しをして順応的にフィードバック

させていく。このやり方がないと上手くいかない。 
＜モニタリング＞ 
福島県も特定鳥獣保護管理計画制度に取り組み始めていると思いますけども、多くの自

治体の中で残念ながらそれを完璧にやっているところは少ないです。その最大の理由は何

かというと、このモニタリングです。モニタリング、要するにやったことが正しかったか

どうかを評価するための調査というものに予算がほとんど付かない。仮に予算が付いたと

してもそれを誰がやるか決まっていない。あるいは、県ですと試験研究機関で受け皿がな

い。ですから、いつまで経ってもデータが積み上がっていかない。結局、やったことが評

価できない。今日現在、日本全体で約７０計画が動いていると思いますけれども、ほとん

どの計画ではモニタリングが極めて不足しております。 
＜神奈川県のシカ管理の例＞ 
一つ、まあまあ上手く行き始めている例なんですけれども、神奈川県の例をご紹介した

いと思います。神奈川県では、例えばシカの管理のためにこの計画制度を導入しました。

先ほど申し上げたように、現在の土地利用が続くとしたら、将来的には、ブナの林の中で
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シカを養うというのは不可能です。かと言って、かつてのように平野や農業地帯にシカを

養うも不可能です。ですから、当面はシカを人工林地帯で養うしかない。では一体どのよ

うな目標を掲げるべきか。基本はシカの個体数を維持する。要するに絶滅させることはや

めよう。一方で、この天然の森の中では大幅にシカを減らしましょう。それは何故かとい

うと、自然植生を回復することが優先されるからです。 
お隣の岩手県で、五葉山のシカの管理の時に問題になったんですけども、あそこでも大

幅に五葉山のシカの密度を減らした。ところが、他の生息域を管理しなかったことがあっ

て、結果的に岩手県全域にシカが拡がりました。神奈川県は８６０万人が住んでいるちっ

ちゃな県ですから、こんな所でシカが県全域に拡がったら大変なことになるんで、分布域

は決して広げない。これをやらないと、農林業被害も軽減できない。 
しかし、人工林の中で今シカは食べる餌がありせん。これは、森林を整備して環境収容

力、つまり養う力を増やす以外方法がない。このように、それぞれのエリアごとに目標を

掲げて、そして実行するということを行っています。多くの県の場合は、我が県には５，

０００頭のシカがいるから、１０年後には２，０００頭に減らしましょう、というような

計画の立て方をしますけれども、これだけでは全く意味がありません。シカというのは、

状況によっては非常に定着性を強く持ってますので、捕るべきところで捕らないと目的が

達成できないです。 
このスライドは神奈川県のシカの分布範囲ですけども、住宅地や農地に迫っています。

森林地帯の縁の部分ですね、いわゆる里山の機能があるというような構造になっている所

ですけれども、この青い部分です。残念ながら青い部分はシカの住処としては認められな

いんです。 
一方で、この真ん中の標高の高い部分は、国定公園の特別保護地域になっておりますけ

れども、ブナ林です。ここの植生が破壊されているので、ここではシカを限りなくゼロに

したい。この青い部分もゼロにしたい。一方、ここの緑の部分で何とか薄く広く養いなが

ら他県とつなげていきたい。これが、神奈川県が考える棲み分けです。そのために、ちょ

っと見えにくいかも知れませんが、流域ごとに線が引いてありますけれども、丹沢山地全

域を５５の管理ユニットに分けて、各ユニットごとで管理目標を設定するという管理ユニ

ット方式を採用しました。 
では、どこで優先的に捕獲を進めるか。これは、植生を回復させることが第一義ですの

で、まず、植生の劣化状況を調べる。これは、税金ではとてもやりきれませんので、登山

者を始めとするボランティアの方々の参加を基に、くまなく山を歩きまして、これは１キ

ロメッシュです、植生の劣化状況の評価を行いました。この特に赤いところですね。こう

いった所で劣化が著しい。ですから、優先的に何処で何をすべきか分かるように地図で戦

略を練るというのが必要です。 
これに対応するように、棒グラフがありますが、シカの密度調査を行います。そうする

とやはりこの劣化が激しい所で密度が高いというデータが出てきますので、そこでの個体

を徹底的に捕獲していくということを進めております。先ほど申し上げましたように、こ

この部分ではこういう森に変えていこうということです。 
幸い、来年から神奈川県では、水源環境保全税という県民税上乗せの財源が発生します。

これは、森林の管理、引いては県民の水源を保全するということで、民有林の管理にもか
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なりお金を使うことになりますので、これを使って対策がすすめられます。ですから、シ

カの被害対策のために森林を管理するのではなくて、県民の飲み水を確保するために森林

を適正に管理して、結果的にシカの被害を減らす。こういうスキームを展開することにな

りました。 
一方で、そうは言っても、シカというのは、どんどんどんどん追い立てられれば殺され

ない場所に逃げる習性がありますので、現在広域獣害防止柵というフェンスで丹沢山地を

囲み始めました。総延長９０キロ大体張りまして、この青い部分ですが、まだまだ開いて

いる部分があって、これから少しづつ張っていくわけです。この黄色い所、これが農地で

す。ですから、農地と国定公園が隣接し合っているこういう状況です。今この黄緑色の部

分ですが、ここでは管理捕獲を徹底的に行う場所として設定しておりまして、各市町村に

今年は何頭捕ってくださいと割当をして、とにかく分布をこの縁で食い止めるという対策

を行っております。これも、何処で何頭捕るということを明確にしないと効果が期待でき

ません。 
＜捕獲の重要性＞ 
捕獲というのはマネジメントやっていく上で非常に重要な対策になるんですけども、で

も、一方で狩猟者がどんどんどんどん減っている。今、１３万人ぐらいになっているでし

ょうか。このままいきますと、１５年から２０年も待たないで、実質的に管理の担い手が

いなくなります。今、環境省では、狩猟免許を簡単に取れるようにしようだとか、色んな

ことやってますけども、私は否定的な意見を持っております。私は日夜１８才から２０代

前半の学生達と接してますけど、彼らは決して動物を殺したがりません。野生動物を守り

たいと思うけれども、殺したいと思う人は非常に少ないです。ただ、プロとして野生動物

を守るために殺さなければならないとすれば、彼らは積極的になると思います。そういう

世代です。ですから、これからの若い世代がこういった管理の担い手になるためには、や

はり職業というものを明確に位置づけないと、単にボランティアや趣味で殺してください

というのは無理だと思っております。 
一方で、イノシシやシカというのは積極的に捕獲というものがどうしても必要になって

くるんですけれども、サルやクマというのは、先ほどのグラフを考えますと、動物の数が

例え少なくても、被害は非常に大きく捉えられます。極端なことを言えば、１頭いるだけ

でも死の恐怖を味わうということがあるんです。特にクマのような動物では、それが顕著

です。そういう動物は、積極的に個体数を管理していくという政策よりも、徹底的な被害

対策によって、ある程度の個体数が生息する環境を作っておかないと、結果的には絶滅さ

せる以外の方法がないということになってしまいます。 
ただ、特に地域の方々は納得されません。特にサルの場合は捕らなきゃだめだという考

えが根強い。ところが、サルというのは非常に厄介な動物で、むやみな捕獲を行いますと、

群れが２つ、３つに分裂するというような習性があります。 
＜千葉県の例＞ 

これは悪い例で、あまり出したくないんですけども、千葉県の例です。これは、縦軸が

サルの県内の生息頭数です。で、この赤いライン、これが千葉県全域にいるサルの群れの

数です。サルの群れというのは、だいたい関東以北ですと、５０頭から、１００頭位で構

成されます。１５０頭を超える群れはまずありません。大体１００頭前後まで増えますと、
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サルの群れというのは分裂して２つになります。同じ場所で二つの群れは決して暮らしま

せん。ということは、群れが分裂すれば、必ずどちらかが別の場所に移住をして、そして

そこで、新たな被害を発生させる。だから、１００頭の群れが、５０頭ずつに分裂して、

個体数は一時的にある地域では減るかもしれませんが、群れが２倍になりますので、被害

地域は２倍になります。ですから、こういう習性があるので、群れをいかに分裂させない

ような管理をするかといういのが、サル対策の基本です。ところが、むやみな駆除を続け

ますと、数はそれほど減っていないのに、群れの数が増えてしまうことが起ってしまいま

す。 

例えば、１９８０年代に対策が始まった千葉県ですが、当時は生息頭数が約４，０００

頭弱、３，５００頭から３，６００頭、で、群れの数が、約５０群と言われております。

一時、６０００頭にまで増えましたが、捕獲をどんどん進めていくことによって、大体漸

減傾向になりまして、今年、今から２０年前とほぼ同じ個体数にまで減らすことに成功し

ました。 

しかし、群れの数は当時の５０群から９０群に増えました。ほぼ２倍。個体数は同じな

のに、群れの数を２倍に増やしてしまったおかげで、対策のコストはおそらく２倍になっ

ている。ですから、こういうようなサルの個体数を管理することで、被害を減らすことは

極めて難しいと考えてください。とにかく、個体数を増やさないのが一番大事です。それ

は他の動物も同じですけども。 

 

Ⅶ サルが増える原因とその対策 

では、なぜサルが増えるのかということが問題です。サルは、野生の状態では、基本的

に数は増えません。山の中で暮らしている野生のサルは個体数はあまり変わらないです。

それはなぜかというと、だいたい３０年近く生きる動物ですけども、野生のサルというの

は７歳位までは子供が産めない。それを過ぎても、１年おきにしか子供が産めないんです。

しかも、生まれた子供も冬を越せないで半分以上が死んでいきます。 

＜農地へ依存させない＞ 

ところが、人間の農地に依存して野菜とか農作物を食べ始めると、産み始める年齢が、

大体４歳から５歳に低下します。しかも、毎年産みます。それから、ほとんどの子どもが

冬を越してしまいます。 

こうなりますと、年率１０％で増え始めます。大分県の高崎山のサル、ここなんか年率

１３％というのが過去最高ですけども、これに匹敵するような野生のサルが各地で出始め

ています。どのくらい食べればサルは増えるのかを実験したことがあるんですけども、大

体１日にさつまいも半分位の餌が手に入れば、餌付け状態のサルと同じになります。です

から、多くの地域でこういうサルが出来始める恐れがある。対策としては、まず基本は農

地に依存させてはいけない。これは農地に依存すると、爆発的にサルが増えてしまうから

です。そのためには、群れの行動を管理する技術が必要です。これは、後ほど説明します。  
＜群れを分裂させない＞ 

二つ目は、先程から言っているように群れを分裂させないことです。そのためには、と

にかくむやみな捕獲は行わない。一方で、もう１００頭超えるような群れは、いつ分裂し

ても不思議ではないので、緊急避難的に分裂しないような数まで押さえることは必要です。
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これを、私たちは群れサイズ管理と呼んでいます。私の研究室ではこの技術開発を現在行

なっていますが、これはほぼ完成しておりますけれども、非常に難しいです。農家さんに

お任せして、あるいは猟師さんにお任せして出来るようなレベルのものではない。しかる

べき技術者がやらないとうまくいかない。 
＜個体数を増やさない＞ 
それから、いちばん最後、個体数を増やさない。基本は、今日のテーマであります棲み

分けです。農村の環境の荒廃、とくに耕作放棄地の増加などは、動物の個体数を増やす方

向にはたらきます。ですから、農村環境を元に戻さないと、いつまで経っても動物は増え

続けます。 
 
Ⅷ サルの行動の制御 
＜丹沢の例＞ 
例えば、サルの群れは分裂してどういうふうに動くかと言いますと、先ほどの丹沢の例

です。この水色の部分が丹沢、この紫色が農地です。色の違う丸一つ一つが群れの行動範

囲です。ひとつの群れは１年を通じて、だいたい３キロ四方にいます。見てお分かりのよ

うに、完全に山の中で暮らす群れはほとんどいない。大体農地を行動圏の中に取り込みな

がら依存しつつ増えている。例えば、一番フロンティアの農地にすぐ出そうな群れですが、

この群れはこの黒い群れから分裂して生まれました。それから、この１番下の群れは、黄

色い群れから分裂してここに暮らすようになりました。決して山の奥には入って行かない。

実はついこの間、この一番フロンティアの群れですけど、これが分裂してここに暮らし始

めました。どんどん人里に出て来ています。山の中は空いているのですよ。それでも暮ら

す群れがいない。ですから、どうしても分裂というのは、早めに回避しなければいけませ

ん。 
そのためには、まず一つは行動を制御しなければいけないんですが、そんなことが出来

るのかとよく言われます。これは私の研究室でやった研究ですが、このスライドはある群

れの行動範囲です。１年を通じて、３キロ四方に暮らしている。この範囲ではほぼまんべ

んなく利用して暮らしています。そこで、ある対策のモデル集落を設定する。このモデル

集落に来るサルは、どっから来るのか。ここからも、こっちからも、要するにすべての場

所からいつでもどこでもここに来るのか。そうではない。 
サルというのは、大体移動ルートというのは自分たちで勝手に決めていて、例えば、こ

の集落に来るサルは、前の日の晩殆どがここで寝泊まりしていることが分かりました。毎

回この辺から来ることになるんですけども、決してこういうような別の所から翌日この集

落に来ることはありません。ということは、ほぼ３年間連続追跡して分かったことですが、

今日ここにサルがいるということは、明日何割かの確率で、次の集落を襲うということが

およそ推定できるわけです。我々はこれをサル予報と呼んでいますが、農家の方や住民の

方にとって大事なことは、明日サルが来ないという情報が欲しいんです。そうすれば、例

えば買い物に行ったり、農地を見回りしなくたって良いわけです。そういうことがあって、

明日は何割の確率で行きますよというような情報が得られたら、それを基に、その集落の

対策が進みます。 
ですから、実際計算していきますと１年のうち群れがある集落を襲うようなことは１０
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日に１日もないんです。農家の方は年中来ていると言うかも知れないけれども、それは、

離れザルだとか特定の個体が来ることはありますが、群れとして襲うということはそんな

には頻繁に起こらない。ですから、キチッと来る、来ないという情報を住民に提供できる

仕組みを作れば、被害対策の効果、あるいはモチベーションというのは相当上がる。 
その時に、来たらどうすんだ。あんな花火は撃ったってもう効かないよという話はどこ

でも聞きます。実際には、群れの性質によって、反応は変わります。我々はこれを加害レ

ベルと呼んでおりますけれど、例えば被害を出し始めの時期は、もうそれこそ、怒鳴った

だけでも逃げるというような状況です。だけども、だんだん慣れてくる動物ですから、最

終的には痛みを与えない限りは決して彼らは行動を変えようとしません。ですから、最終

手段はやはり痛みです。殺してはダメ。殺したらそれでお終いですから。痛みを与えて条

件付けをする。 
＜箱根の例＞ 
これは先ほどの箱根の例ですけども、平成１５年から３年間、ほぼ同じような行動範囲

を取っているように見えるかもしれないですが、ここの部分が住宅地域で、平成１５年の

場合には、ほとんどの時間を住宅地域の中で暮らしているということが分かります。たま

にこの山の中に帰るので、出来るだけここに定着させたいんです。それで、平成１６年か

ら１７年にかけてある実験を行いました。神奈川県の場合は、被害を及ぼしている群れが

県内に１７ありますけども、その１７の群れ全てに発信機を付けて行動監視を行っていま

す。 

＜小田原市の対応＞ 

ここは小田原市なんですけれど、小田原市の場合は、専従の職員２人、これは非常勤の

方ですけども、狩猟免許を持たれた方が常に追跡をして、そしてこの年から住宅地域に入

ろうという行動を見せたら、花火弾、これは暴動鎮圧に使う玉ですけども、花火弾で痛み

を与えるということを行いました。結果的に、数例が住宅地域に来ていますけども、ほと

んどが山の中に暮らすように行動制御することができました。ですから、技術的には、そ

れほど不可能ではないようです。ただし当然、誰にでも出来る技術ではない。 

それから最も簡単な行動制御は、物理的な制御です。移動するルートを電気柵などで遮

断してしまう。 
＜東京都檜原村の例＞ 

これは東京都の例です。檜原村というところですが、手前に集落があって、後背地の斜

面が農地になっていますが、ここは何もしてないように見えますけども、ここら辺と、こ

ういうもの見えますけども、こういう、今ではかなり普及してますけど、電気柵です。こ

れも、１９９８年に東京都の事業で行いました。もう１０年経ってますけども、ここは全

く、今見違えるように畑の被害はなくなりました。 

＜東京都奥多摩町の例＞ 

それから、これは東京都の奥多摩町の例ですけれども、こういった所で、段々畑しかで

きない急斜面で、ここはサル、シカ、クマ、イノシシ、みんな来る所なものですから、基

本的には、これをネットハウスと呼んでいますけども、こういう物で農地を覆いつくさな

いと、被害はなくせません。電気柵がいくらあっても、周りが樹林ですので、サルなどは

上から飛び込んで来てしまいますし。これを後で全部防風ネットようなもので覆って、中
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で農作業する。ま、言わば人間が檻に入るようなやり方ですけども、奥多摩町の場合は、

これを寝たきり防止や生きがいづくりなどの福祉政策の一環として、全ての農地に対して

設置しました。これによって結果的に被害がなくなるわけですし、住民からの苦情も非常

に少なくなるという成果がある。 

 

Ⅸ 野生動物と共生するための先人達の知恵 

１ 追い払い 

さて、ここから今日のの本題に入るわけなんですが、少なくとも日本は数千年にわたっ

て農業を営んできて、日本人の９割以上の方が農家でやってきたんですけども、少なくと

も明治に入るまで、ただの１種類の野生動物も絶滅させていないんです。こういう先進国

は世界でもほとんど例がありません。ですから、何らかの先人たちの知恵があって、動物

を滅ぼさずに人間が生き延びられてきたと思われます。これを共生というのかどうか分か

りませんが、そういう知恵が、おそらく農耕技術の中に組み込まれていて、そして代々発

展してきたのではないか。これが、私の考えです。 

それがどういうものだったのかというのは、なかなか未だ分からないんですけども、例

えば記憶にある範囲で、このスライドですね、動物が来たら追っ払うということは、昔か

らのやり方として、かつては普通にやってたんですね。ただ当時は、これは子供の仕事だ

ったんですね。昭和１０年代の写真ですけど、これは収穫前の田んぼの上で１日中手叩い

て歌っていなさいと子供が言われてやっているわけです。 
それから、これは昭和３２年の写真ですけども、これ番小屋という名前がありますけど

も、万葉集にも出て来る仮の家というようなものを山裾に建てて、ここにこれ小学生か、

中学生位の女の子だと思うんですが、ここで１晩中火を火を焚いたりして、この畑を寝ず

に守った。これがまあごくごく普通の被害対策だったわけです。今こんなことやったら、

児童福祉法違反で捕まってしまいますけども、昔の人はこういうことも含めてやっていた

んです。 

２ 猪垣の設置 

近世に入ると、大規模に地域ぐるみの対策として始まったのが猪垣というものです。こ

のスライドは長野県で復元されたものです。山側に人が立ってますけども、ここは埋まっ

ちゃってて、本当は１メーターぐらい溝を掘って、土を里側に積み上げるんです。すると、

ここには段差が２メータできます。ここを境界として、山側が獣の世界、反対側が里の世

界です。境界線を作って、動物たちが里に出て来るのをここで止めようということです。

こんな物で止まるのかと思うかもしれませんが、例えば、猪は、自分の目の高さに障害物

があって向こう側が見えないことになると、基本的にはそれを跳び越えようということは

滅多にしません。ましてや高さが２メーター、しかもここは竹垣がその上に立ててありま

すけど、全部で高さが３メーター５０です。彼らの跳躍力を持ってしても越えて来ること

は出来ない。当然シカも越えて来ない。 
サルやクマはどうすんだという話になるんですが、過去の文献を見ますと、当時は、こ

こに銃を持った人を、大体当番でやるそうですけど、昼間も夜も交代でパトロールをさせ

たそうです。当時の村の財政帳簿を見ると、大体財政の１割ぐらいが被害対策に使われて

います。ですから、農業技術の一環でもあり、これはしかも土木技術ですね、その一環で
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もあり、政策の中で非常に重要なウェイトを占めている公共事業でもあった。これがかつ

ての農山村です。 

 ＜伊那市の例＞ 

このスライドは、伊那市で復元されたものですけども、非常に立派な物で、ここでは石

垣で組んであるんですね。これ総延長８０キロあります。シカとかイノシシの目の高さに

なって見ると、本当に壁のようで、とても越えようという気が起こらなくなります。こう

いうもの村人総出で作った。 

この地図は、奈良大学の先生で高橋春成先生という方が、猪垣がどこにあるかという分

布を調べたものですが、福島にあったかなかったか分かりませんが、ほぼ関東以西は沖縄

の石垣島まで、猪が分布している所ではほとんど全てに作られています。 

実はこれ中国大陸やインドネシアでも使ってますので、多分東アジアの普遍的な対策だ

ったんだろうと思います。つまり、人の世界と、獣の世界を分けるということが。 

これが先ほどの伊那市の例ですけど、向こうが中央アルプス、手前が南アルプスですが、

この伊那谷という肥沃な天竜川が作った台地があります。ここは全部農地として非常に重

要な場所だったんですが、この縁の部分ですね、この赤い線、ここに延々と猪垣が残って

います。 

＜琵琶湖の例＞ 

それからこれは琵琶湖の例ですけども、比良山系と琵琶湖にはさまれた地域です。ここ

では猪垣は全部石垣です。集落や農地全てを石垣で囲んで、イノシシを止めております。 

＜沖縄県ヤンバルの例＞ 

それから、沖縄のヤンバルという所では、２０の集落があります。やはりリュウキュウ

イノシシがいますけれども、２０の集落全てが、猪垣で囲われております。これがその当

時のものですね。今は、バック・トゥー・ネイチャーでジャングルになっちゃってますけ

ど、かつては、人がここを耕していたんですね。ここに石垣が積んでありまして、山側が

獣の世界、反対が里の世界ですね。今は見る影もありませんけれども、これがその壁なん

です。何だと思いますか。テーブル珊瑚です。今、沖縄本島にこんな立派なテーブル珊瑚

はほとんどない。ところがかつては、海の中からこれを取ってきて、直径１メートル位に

なるんですけど、それを集落の周囲約７キロ位ありますが、全て覆ったそうです。１００

メーターから２００メーター位のパーツに分けて、ここは何家、となりは何家、といった

具合に各家ごとに保守管理が義務づけられてたんだそうです。地元の方に聞いたんですが、

昭和２２年まで使われていたそうです。ですから、そういうような形で、集落全体で防衛

するという仕組みがあったわけです。 

＜大学生による猪垣の復元＞ 

この猪垣を作るのが実際にどのくらい大変なのか知りたいと思って、うちの学生実習で

作ってみました。今、間伐材はいくらでもタダで手に入ります。総檜造りで作ってやろう

と。どうせならシャベルカーも使わないで、人力だけで作ってやろうと言うことでやって

みました。間伐材も皮剥かなくちゃいけないんですね。地元の農家の方に手伝っていただ

いて、これ僅か２０メーターちょっとなんですけども、３時間位で出来ちゃった。だから、

意外に素人でもこの位のことは出来ちゃうのが分かりました。これを先ほどの総延長８０

キロで計算しますと、だいたい２年位あると出来ちゃうんです。 
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ですから、そういう意味では、土木事業の１種にもなりますし、これをエコツーリズム

でやったらお金も儲かるというような発想の転換が必要です。多分裏側に電気柵を入れれ

ば、あんな網だらけの電線だらけの農村環境では無くなりますので、現代でも快適で景観

上もこれは非常にいいなと個人的には思っております。 

 

Ⅹ 野生動物が里に下りてくる原因  

１ 耕作放棄による動物の住処の提供 

ただ、一方で、冒頭で話したように、最近の農山村は野生動物が住みやすい環境を提供

しちゃってるわけです。特に関東の中山間地域あたり見ますと、５０パーセント以上の農

地が放棄されています。このスライドは山の中から集落を見下ろしているんですけど、も

ういたるところ藪になっていてて、動物というのは身をさらすということを非常に嫌いま

すので、逆にこういう環境がある限りはどんどん人里に入ってきます。 

このスライドは農地でありますけれども、農地の縁にこんな藪があって、ここに穴が開

いてますけど、ここイノシシの出入り口なんですね。ですから、こんな所でなんぼ駆除を

やったところで、なかなか数を減らせない。 

そこで、どうするか。これをいくら行政が税金で何かやろうと言ったって、人の土地で

すので、およそやれるかどうかというのも含めて難しい。やはり、住民の方が意識を変え

ていただかなきゃいけない。しかも、さっきからお話ししているように、個別の農地をど

う守るかという対策では立ち行かない。やはり、集落全体で、地域ぐるみで考えていかな

いと効果は期待できません。 

そこで、まず集落全体の環境評価をしようということを提案しています。これは動物に

とってその集落がどんな環境なのか、動物を惹きつけるものがどこにあるのか、これらを

地図化するという作業です。このマニュアルを資料としてお渡してありますが、これを持

って、住民の方に集まっていただいて、まず調査をいっしょにやります。その後、自分達

はここまで出来るけど、行政にはこれをやってほしい、そのような対策の意見を出し合う

ワークショップを開きます。そういうやり方で、最終的に話し合った結果を地図の中に出

し合って、それで優先順位をつけるという作業をします。このスライドでは、ここに役場

の方、ここに県の方がいて、来年度の予算の中で、それならお手伝できますよ、そういう

ような前向きな議論をする。このスライドは、その時出された意見で、一番対策が必要だ

といわれた農地です。これ数年前までキウイの畑だったんですけど、放ったらかされて、

こんなんなっちゃって、ここにサルとイノシシの通り道ができちゃったんです。ここを遮

断すれば、集落に入ってくる動物は減るだろうという意見がおおかったので、草刈りが必

要だということになりました。ところが、この畑の所有者の方は寝たきりになっちゃてい

る。動けるのはおばあさん一人きり。到底草刈りができない。では、みんなで手伝いまし

ょうということで、わずか半日ですよ、数人が手伝ったらあっという間にきれいになりま

した。やった本人達が一番驚いて言ってましたけれど、こんな簡単なのかと。実はこんな

簡単なことが被害の軽減に直結しました。そうすると大体の人間というのは気を良くする

もので、もっともっとやってやろうということになりました。それから毎週、草刈り大会

始まりまして、この集落では、現在、ほとんど被害がなくなりました。 
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＜長野県の人と野生動物の棲み分け事業の例＞ 

それから、もちろん草刈り程度で済めばよいですが、樹林化してしまうと、とても素人

では手は出せません。ですから、やはりここは、行政の力、あるいは財政支援が必要にな

るところです。これは、長野県の例ですけども、人と野生動物の緩衝帯作り事業というよ

うなものをやっています。スライドでは、ここに果樹園がありますけど、果樹園のぎりぎ

りまで樹林化が起こりました。ここはもうサルでもシカでもイノシシでもクマでも被害を

起こすんですが、林縁の５０メーターをバッファーゾーンとして、総延長７キロ伐採をし

て、さらに樹林の中５０メーターを強度間伐、あるいは草刈りを入れて見通しを良くする。

そうすると、農地から１００メーターが見通せるようになります。１００メーターの間を

のこのこ出てくるような動物というのは、そう滅多にいない。この対策以前は、この果樹

園というのは、本当にめちゃくちゃ被害があったんですが、今なくなりました。 

これは勿論、地域の方がメンテナンスをするということを前提に、県が補助を出したと

いうやり方をしておりますけれども、これは県の林政部の事業の一環で行いました。 

２ 果樹放棄による野生動物の誘引 

一方で集落のなかには、動物を誘引するものって沢山あります。特に問題なっているの

は、ユズですね。ユズはあちこちで振興策が叫ばれて植えられたのはいいんですけども、

管理をしないとあっという間に高木になってしまいます。しかも取り残すと、これが冬ち

ょうど今の時期に、ものすごく甘くておいしい。動物の冬を越すための餌になります。１

つの集落で３トンから５トンというくらいトン単位で取り残しがあるもんですから、それ

だけでサルの群れは一冬越せちゃうんです。ですから、こういう放棄果樹対策、あるいは

取り残し果樹対策というのが非常に重要です。特にこういったものは、伐採するわけにい

かないので、このスライドは東京都農業試験場の仕事ですけど、Ｌ字型に栽培するという

方法を考案してもらいました。栽培方法そのものを、動物が暮らしている場所に応じて開

発をして、そして普及をするという発想が必要です。 

 

Ⅶ まとめ 

最後に、まとめさせていただきます。従来、野生動物の被害を住民の方が受ければ、当

然苦情が行政に来ます。行政の方は、こんな方法がありますよとか、カタログありますよ

とメニューを示すかもしれません。あるいは猟友会に駆除をお願いする。これで何かやっ

たということになっていたんですが、冒頭でお話したように、これが適切な方法かどうか

っていうことは、診断も処方箋もないわけですから、わからないわけです。不適切な対応

であった場合には、いくらやったって効果が出ません。しかも、その効果検証ということ

がほとんど行われてきませんでした。 

ですから、これからは、例えば農政サイドでいえば、普及あるいは野生動物の専門技術

者が、現場に応じてまず診断を下す必要があります。そして、どういう対策が効果的かと

いう処方箋を出して、それに見合う支援を行政が行う。こういう形に変えないと、効果は

期待できないわけであります。 
それでは、ただ単にお手伝いするだけというのが行政の仕事ではなく、冒頭でお話した

特定鳥獣保護管理計画のような広域の仕組みを作っていくことも重要です。 

それから、サルの場合でいえば、行動を監視するだとか、あるいは、野生動物の個体調
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整を行うとか、こういうことは、なかなか住民では取り組めないものです。これは明確に、

行政がやらざるをえないだろう。そういう時代になってきている。 

一方で、住民にしか出来ない仕事っていうのがある。これは例えば、情報に基づいてサ

ルを追い払うとか、あるいは、集落の環境を整備する。こういうものは、住民でやってく

ださい。もし住民で出来なければ、逆に今度は、都市の住民がお手伝い出来るような仕組

みを作る。 

私の関わっている群馬県の場合で言いますと、県内に２００近い里山管理団体がありま

す。これは、ボランティアとかＮＰＯ法人とかいっぱいあるわけですが、こういう方々が

自分たちの作業のフィールドを探している。そこで県は、被害対策として何とか里山を管

理をしたいと考えている集落から情報を受けて、そういう里山管理団体を紹介する。そう

いう仲人役をやるわけです。そうすることで、ボランティアの方々は、自分たちが汗を流

せて、人のためになります。被害を減らせる。一方で住民の方々は、自分達で出来ないこ

とを手伝ってもらう。こういう被害対策だから何かをやりましょうと言って、他のニーズ

をつなぎ合わせるような役回りの人がいれば、いろいろな事業が結果的に被害をなくすこ

とに繋がるのではないかと思っております。 

 

以上、私の話は終わります。 
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「クマの畑」をつくりました 

  －その取組と宮城県におけるクマ被害の現状について－  
                 講師：ツキノワグマと棲処の森を守る会 

                        代表 板垣 悟 氏 
 
【講演内容】 
◇ はじめに 
仙台から来ました板垣悟と申します。先ほどご紹介にあったように郵便局に勤めていて、

今日は非番と言うことで、出てきました。普段は山へ行きあるいはこういう畑作りをやっ

ています。２０年前から始めたわけですけれども、やっぱり有害駆除で捕られる、今でさ

え新聞には載らなくなったですけども、有害駆除で捕っても、クマをぶら下げて、そこで

こう、脇でね、こういかにも、殿様のクマ狩りのようにね、写真が２０年前というかもっ

と時代がいって、みんながクマを捕らえて喜んでる時代だったんですよね、それを、疑問

を感じ、このまま、クマを捕り続けては何の障害もなく捕り続けてはいいのかなあと思っ

て。まあ、捕る捕らないに関わらず、クマの問題もっとみんなで考えていいんじゃないか

なと思って、ツキノワグマの棲処の森を守る会というのを立ち上げてですね、自分も勉強

しながら、この２０年以上ですね、やってきました。まずあの、クマの畑をね１０年前に

始めたわけですけれども、なんでこう、クマの畑っていうかねえ、まあいろんな人からも

反対されてですね、始めたわけですけれども、野生動物に、人間の作物をあえて自然保護

団体が与えていいのかなってね、批判もありましたけれども、やはり自然保護団体として

こう世の中への、話題関係をとったら足がない生物のようなので、これからも問題提起を

していきたいと思います。 
その中で１０年前に始めた、クマ畑ですけども、宮城県も同じくですね、かなり広範囲

にわたってクマの被害があるということです。まあ最近温暖化のためですね、イノシシも

随分北上はしておりますけども、福島県阿武隈山地なんかには、イノシシ随分いっぱいい

るようですが、宮城県はどうしても大型獣の被害と言うとツキノワグマっていう、まあニ

ホンジカもいて、カモシカもそれほど宮城だと大きくないんで、クマ、どうしてもクマと

いうことになってしまいます。そのなかでですね、被害を把握したり、被害の防除を考え

たり、するなかで始まったと言うことです。で、あのクマの畑の経緯は話ししますけれど

も、調査の内容は高橋さんの方から話をさせていただきますので、まあ私も一緒に歩いた

部分もありますし、高橋さんが独自で歩いた部分もありますので、またあのクマの畑に関

しては詳しい話が聞けると思うので、私は、ツキノワグマ生態といってあれですけど、ま

あ宮城県のクマがどんな動きをしてるんだとかですね、あと話してみたいと思いますので、

スライドを使って、話だけではね、分からないと思うんで、映像を使ってね、話させてい

ただきます。生まれが、あの庄内地方の鶴岡なもんですから、どうしても庄内弁出てしま

うんで、言葉が分からないときはわからないと、言ってもらえれば修正しますので、お願

いします。 
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◇ クマの生態について 
じゃ、まずクマの生態みたいなものを話をしてみたいと思いますので、お聞きください。

福島県もかなりのクマの生息数が多い県と聞いておりますし、ここにいる方々は、クマと

接する機会も多いと思います。釈迦に説法かななんていう話の内容ですけどもね、私がま

あ２０年間取り組んできた話なので、クマと言うと、春先はこんな感じ、水芭蕉が咲く自

然が好きで住んでいます。水芭蕉も食べるし、・・・の落ちたドングリなど食べているし、

クマの動きってのはどうしても食べ物に左右されますのでね、まあ冬眠明けの水芭蕉食べ

るて腹を下して冬眠中のたまった糞を出すということ言われています。確かに水芭蕉食べ

るんですね、人間が食べるとかなり身体の具合悪くするようなものでもクマは春先食べて

いますし、あとはあの春いろんな若芽ですか、食べる、これからの季節に徘遊しますね。

まあ去年かなりクマが捕られてしまったと言うことで、今年はもういくら山歩いてもこの

クマの痕跡もないし、ドングリもないですけれども、まあどうやって暮らしてるのかなと

思うような感じでいます。あとこの森のあれですね、・・・、どちらかというと、こういう、

秋口も含めてね、・・・森を整えるわけですが、よく根太が腐ったから、クマが出るように

なると言いますけども、やっぱり、どんぐりでも不作でもクリが不作でも出てくるわけで

す。まず９月になるとクリがなって、クリが終わった頃にドングリがなって、ドングリが

終わった頃にブナがなるものですから、もうそろっていかないと冬眠に行けないわけです

よね。去年はクリがものすごい豊作でしたけれども、そのあと続かなかった。で、栗畑や

シマグリについたクマがそのままドングリの森に戻れずにですね、この里に居付いてしま

って、去年のような状況になったと思います。まあこういう森です。しっかりと残ってい

れば、ある程度でね、里に下りてくるのを食い止められると思いますけども。これがブナ

林ですけどもね、やっぱりブナだけでも駄目だし、ドングリだけでも駄目だし、クリだけ

でも駄目だということで、あの里山の雑木林から標高が高いブナ林まで、やっぱりクマの

ためには保全していくのが、まあベストかなと思っています。ブナ林はすぐ切れますけど、

ブナはブナで、それなりにカロリーが高い食べ物で、・・・、クマってなかなか見れない動

物ですけどもね、見れば毛並みもいいし、写真で見るのクマとは全然違った毛並みをして

ますしね、ほんとにこう奥が深いこの・・・してるなあっていう。まあ野鳥もそうですけ

どもね、山でと写真で見ると大違いだなあと思って。 
そのクマの森が悪ければ爪痕になります。実のなってクマが食べれるものだったらなん

でもクマは食べますし、落ちてるドングリも食べるということで、食べ物自体、あります。

今は森で生きていけるんでしょうけども、まあ最近の森にはクマを留めるだけの力がなく

なってるのかなあと思っているところです。あとは里に下りても、戻れるような魅力ある

森が少なくなってるのかなと。 
 

◇ 山でのクマの見分け方～糞、クマ棚 
森を探せばこうやってまあ糞もしたでしょう。糞と言ってもあれ人間のような・・・、

水っぽいようですよね、その食べものによって、いわゆるちょっと、山でおっきい糞見か

けたら、脇にちり紙がなかったらクマである。大きいって、なんでクマと人って結構似て

るんですよね、見かけは。まあ臭いかいでみたらほとんど臭くはないですけども。水芭蕉

食ったウンチは臭かったですねえ。ドングリを食った糞は臭いと思ったことはないですけ
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れども、水芭蕉を食べたウンチは臭かった、これはあくが強いのかなあと思いましたけれ

ど。だから森に入るときですね、まあなかなか糞は見ないと思いますけれども、看板とか

立ててもらえればクマがいるんだって分かればね、被害もなくなると、人身被害も、むや

みになくなると思うんですけれども。 
森入ってみて、クマ棚って思いますよね。ドングリ食べる時に、木の実がなる木に登っ

て作るクマ棚です。これは大きい方ですけれども、ちっちゃなの一杯あるんですね。かな

りほんと２０メーターぐらい先まで登って、ドングリが生ってる枝先まで登って食べると

いう、結構敏捷なんですよ。で、重いけど脚の強いせいでか、枝も折れないで登れると言

うんですかね。まあ中には、枝が折れても伏せても平気なんですけども、考えてみるとこ

れ、・・・。で、一番下に見えるのが、分かりますかね、あの、人が上を見上げているのが

分かりますね。で、一番上の葉っぱの塊、あれがクマ棚ですね。これが人です、これが。

大体１７０センチぐらいの人で。これがクマとになりますと、かなり細くぐーっと持って、

ちょっと分かりませんけども、器用に食べているということです。これが冬先ですね、葉

っぱが落ちたあとでもクマ棚残りますので、これが人。まあ、クマに追われたら木に登っ

てもまあ逃げおおせることはできないっていうかね。あの、その人をやっつけようとクマ

が思ったときには、何処まで登っても、まあ人間はそこまで登れるはずがないんでね、あ

れですけれど。走るの速いし、泳ぐし、木も登るし、まあ山ん中ではね、三拍子揃った動

物でありますけれど、まあ他の動物から言えば、木登りなんかサルから見れば下手だし、

走るのだってカモシカから見れば遅いしね、泳ぐのだって・・・。なんでもするけれど、

なんでも優れて、動物ってそんなのいないですよ。 
ちょっと暗くてあれですけども、これ・・・ひまわりです。自分の枝よりも細い枝には

軽々と登ってくれます。そういう、ただ、ずんぐりむっくりして大きいんで、もたもたと

歩いてんのかなあと思っても必要な生活は結構敏捷なんで、死にものぐるいで走るしね、

多分動物で。 
 

◇ 仙台郊外での被害 
これから市街の紹介でありますけれど、これ、仙台市郊外の、畑ですね。農家があって、

まあ見ればここにたまっちゃいますね。これほんとに民家なので、このびらびらってです

ね、まあ鳥除けなのか、何除けなのかね、ちょっと分からないですけども、鳥獣対策でカ

ラス対策でやっていると思うんですけども、まあこういうふうに、人が住んでるにも関わ

らず、平気で来て、かぼちゃを夜中に食べてくということです。人さえね、あーもう寝て

しまったなと思えば、クマも分かればね、クマも悪い動物じゃないんで、静かに静かに食

べてって、朝にはこんな状態なんです。本当はちっちゃい・・・大きいのは食べて。で、

クマは中は食べるんですね。人間の食べるところは食べないんです。中は食べ、まだゆで

れば美味しくクマも食べるんでしょうけれども、メロンとかも、中のね、その中味は、皮

より美味しいなって知っている。だから、中はクマにやって、これも外は人が食べればね、

種まきはできると思うんですけれども。まあ、クマによる歯形が付いた、売り物にもなら

ないでしょうし、どうしても被害ということになってしまいますね。 
さっきの畑はこういったところにあって、こうばかばか割って食べるんですよね。ほん

と仙台市郊外です。こっからこの仙台の宮城県庁あたりから５～６ｋｍの畑です。で、こ
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の景色ですけど、さっきの同じ、あのテープが巻かれてありますけれども、さっきの畑、

畑の民家ありましたよね、民家１80 度後ろを向くと、こういう景色が広がってるんですよ。
農家と新興住宅地が接近してる、30 階程度のマンションがあって、新興住宅地がどんどん
どんどん広がっていく、こんなところでクマは何年も前から生きてるのか。人間の恐ろし

さ、人間が自分には何もしないと思ったらどんどんどんどん人の世界に近づいていく。ま

あ、食べ物とかね、或いはですね、木の実を採って。食肉獣ってね、高貴なこといってま

すけど、ほんと何でも食べますよ。焼き鳥も食べるし、焼き魚も食べるし、食べないのは

あの山菜かな、ワラビぐらいアクの強い山菜は食べないですけど、まあ天ぷらも食べるし、

残った焼きそばも食べるし、まあ欲しければ何でも食べますから。 
 

◇ ミツバチの巣への執着 
ここらもそのすぐ近く、あの民家です。ここずーと行った奥の方空いてるんですよね。

で、クマが出没したーというんで、行ってみたら、あちこち見てみたら、ここが怪しいっ

てことで、・・・したんですけども。こう空いてるんですね。で、何があったのかなと思っ

たら、これ蜂の巣があったようですよ、ミツバチの巣が。で、それがこの蜂蜜を食べ尽く

すまでこうずっと居着いたと言う。この蜂蜜を食べ尽くしたら、ぱたっといなくなったで

すね。で、駆除されることもなかったですけども、こういう民家でも、まあ蜂なんかねえ

ちっちゃな穴あればすぐ入ってって作るということで。 
別な餌場なんですけども、こういう蜂の巣がねあったと思われます。これは、あの蔵王

のあれですけども。まあ、蜂も捨てたかなと思うんで、クマにやられてもですね、やられ

たにも関わらずまたすぐ作り始めるわけですよ。だから、蜂も、ああここはもう駄目だと

思ってやめるわけでもない、まあ蜂にはそんな考えはないんでしょうけども、クマにやら

れたらじゃまた作ればいいやって感じでね。まあ最初にやられたから農家の人も順々に管

理して。これは、かなり大分つきますけれども。クマはこういう甘いもの好きなんで執念

深く蜂蜜があったら居付くと。だから人を襲うとか、街に人里に近づくわけでもないんで

すけども、こういうただ執着されて、どうしても人里に近づいてしまう習性ありますね。

これも宮城県です。これ、ほんとに今まさに住んでる家なんですけども、向こうにずーっ

と箱がありますね、玄関の前に。これ養蜂の蜂なんですけども、これ自体襲われると。こ

こに普段生活して、夜も寝てるんですよ。テレビ点けたり、ラジオ点けたりして、生活し

てるんですけども、夜になって寝静まりかえったなと思うと、すぐ山から下りてきて。ほ

んと玄関からもう 5 メーターもないようなところにね、巣箱置いて、まあこれだったらク
マも来ないだろうと。夜はテレビも見てるし、いろんなね、生活の音もするな、来ないだ

ろうと思ってもやっぱり来るわけですよね。 
で、奥の森行ってみたんですよ。そしたら、これ食べ跡、まあ残骸ですね、残骸がいっ

ぱいあって、食べ尽くすまで食べられると、食べられてしまうと有害駆除の対象となって

しまって、捕られることになりましたけれども。だから、防除柵とかないと、或いは人間

の営み、或いは人間の寝静まりかえったなーと思って、したたかに人間の生活に近寄って

くる動物だなーと思います。 
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◇ 魚の投棄によるクマの誘引 
養魚場の写真ですけどもね、クマ出る、クマ出るって言ってましたけれども、やっぱり

森と家が接近してるところね、やっぱあるんですよね。で、なんでクマが来るようになっ

たかっていうと、養魚場の人死んだ魚とかもう脇に捨ててしまうわけですよね、生きてる

魚だったらそんなに臭いはしないんでしょうけども、死んだ魚をこう捨てて、脇にですね、

捨ててるのが腐臭、魚の腐った臭いにそれにおびき寄せられてまあ食べているうちはいい

んですけれども、今度、いけすに飛び込んで食べる、生きてる魚を捕まえようとして。ま

あ捕まえ損なった魚には、こう、クマの爪痕がついたまま泳いでるわけですよ。そんなこ

ともあって、駆除どうしようかなっての何回もありますけどね。あとは、駆除になれば今

度はその養魚所のご主人様がね、裁量と言うか、被害として捕ってった。それで、まあ自

分たちも、なんとか夜に見まわって追い払うかなあという場合と、やっぱり捕って欲しい

ってなったら捕らざるをえないこともありますしね。やっぱりクマの被害は人間の問題な

んじゃないかなと思います。 
 

◇ 森林被害 
これは森林被害でよく聞くと思いますけど、クマが犯人です。杉の皮を剥いで、食べて

んですねやっぱり。クマは剥いで、下は剥いで。あと、剥いだだけではこんな白くはない

んですけども、やっぱり全面的にかじってるんですよ。こういうふうに、この白い、全部

これ、クマの歯の跡ですね。歯の跡。剥いただけではこういう茶色してるんですけども、

クマの歯を立てれば、真っ白く、白っぽくなってしまって、どうしても成長の止まってし

まって、林業被害の西日本の方では、最たるもんで、こう・・・したんですけども。どう

しても、林業業者はこのために、駆除して欲しい。森に行ってみるとね、１００本杉の木

あると、１００本やってるんですよ。一本も残さないっていうか、あれはしないこれはし

ないっていうのではなく、やり始めるとね。だから、もう初期段階で食い止めようってい

う意識が森林業者でね、一本見つけたら、すぐ駆除だってなる。これ止められたらね、や

っぱり林業として成り立っていかないものですから。 
下の方に全然木くず落ちてないってことはやっぱり丹念に、こう削いだ木肌が出てるよ

うなんですね。ま食べてると。これが歯の跡ですけどもね。まあ自分も囓ってみたんだけ

ども、なんか、木のキハダのようね、ちょっと苦いような、薬のような味がしてます。そ

ういうなんか整腸剤として囓るのか、それとも、あの足りない栄養補給をして囓るのか分

かりませんけども、森林被害として、木の被害として、結構、西日本では捕られてきた原

因でもあります。宮城、福島でもありますよね。 
 

◇ 栗農園の被害 
ほんとはこれはまあ、普通の森に見えますけれども、これ栗農園ですね。栗農園、・・・

なんですけども、眺めれば良い森ですけども、一本一本見るとこういうクマ棚、一本の木

にいくつもクマ棚があって、栗がやられてしまうということで、鉄柵でね、張ってるんで

すけども、やっぱりこう美味しい匂いに誘われて、鉄柵を越えて、入ってしまう。入って

しまえばもう、夜ごと夜ごと来て、食べていく。で、仙台市とちょっと協力してですね、

トタン板を張ったんですよ。被害のあった木はもう仕方がないなーと言うことで、被害の
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ない木にトタン板を張って、クマの爪が食わないようにと。まあ、登れないようにしたわ

けですけども。この頃、クマの被害もあんまり広がらずにですね、駆除の対象にならなか

ったというのがあります。かなり、この栗林も２００万、３００万単位じゃないんですね。

まあ、やっぱ、６００本の単位で、一本一本にこれだけのトタンを巻いたら、栗の収入よ

りも、多くなってしまうということで。まあ、自分たちがやった以外は、農園の人はやら

なかったですけどね。あの、クマの被害も金さえかければね、防ぐことができるんですけ

れども、そのお金をかけたことのメリットがその畑にあるかどうかで、やっぱり被害防除

のやりかたも違ってきますし。同じ写真ですね。で、こうするとどうしてもね、登られな

くはなりますね。爪も立たないのもありますし、こう慎重に警戒してるっていうかね、そ

れで、・・・。 
 

◇ クマは揮発性の匂いが好き 
あとは、これ、ポンプ小屋がやられてるんですね。これは、廃品ポストとテーブルがや

られたり、これも人間もそうですけれど、マジックの匂いとか、揮発性の高いような匂い

が好きなんですね。アルコールとか、そういうシンナーのような匂いとか、クマも好きで、

新しい看板とか、新しいテーブルとか、コールタールの匂いとか、好きなんですよ。どう

しても戯れるっていうかね、遊んでしまう。まあ、そうですね、本当に被害もありますし

ね、農業被害もありますけども、立て看板もめちゃめちゃにしてしまう。これは何年か前

の写真ですけども、今はもう跡形もなくですね、もう杭が一本残ってるぐらいで自分のこ

うおもちゃみたいに思ったんでしょうね、もしかしたら。自分のおもちゃだと思ってもう

被害始まると、何故か進んでしまうというね、もう１年後に行ったら、・・・もてるってい

う文字しか見えないです。看板の用を呈しないほどね、やることもありますね。どうして

も、新しい看板やってると、ペンキとかね、そういう凝ってるとか匂い好きなもんですか

ら。 
 

◇ デントコーンの被害～クマの食べ方 
これが自分たちの畑で、クマの畑と同じデントコーンをですね。蔵王、あるいは川崎町、

七が宿、成田町あたりの菅谷も著しい被害があったんですけども、まあ被害、なかなか外

から見て分かんないんですけども、車の上に乗って上を見るとこうやってぽこぽこっと上

から穴がね、開いてるようですね。まあ、こういうのが開いてたら、普段、こう道路に立

っただけではね、分からない、畑の脇に立っただけでは分からないという被害が、デント

コーン畑の被害です。真ん中に行ってみればね、こうやって食い荒らして食べていると。

外からね、人間の目を気にしないで、自分も見られないですむ、そういう、こう外から食

うんじゃなくて、もう真ん中のほう食べるっていう習性があるようです。まあ、クマ棚と

同じでね、食べたあとは、どんどん下に重ねてってですね、溜まっていくという。まあ、

この位ならいいですけど、本当放っておいたら、この畑、１週間、２週間でもう全滅して

しまう位なんですよ。だから、農家の人も、あの初期消火っていうのかな、クマが来たっ

て分かったらすぐ捕って欲しいっていう。まあ、クマによってね、食べるの上手なクマも

いれば、もうバキバキ割って食べるクマもいます。食べながら、ほんと人間が食べたんじ

ゃないかなあと思えるね、上手なクマもいますし、あとクマの性格が出てるなあという、
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一概にクマってこういう性格だ、クマだからこうするんだっていうふうに言えないんじゃ

ないかなと、食べ跡でですね、結構思いますね。 
あとあの、向こうの先が見えるほど、まあ放らかすとかね、・・・、もうこうなったと

きには、収穫もできないような状態で、もうここもクマを捕獲するために罠をかけられて

しまう。でさっきあのクマの被害があったトウモロコシなんですけれども、あのトウモロ

コシは農家の人によっては、もうクマが囓ったものは食べないと。もうクマが警戒して食

べないという人がいれば、もう全然無頓着に牛なんかね、牛は平気で食べるよという人も

いるんですよ。でよく聞いてみると、牛もクマが食べたから食べないからといって、気に

しないで食べるようです。ただ、あのこうやってクマが食べたあとからこうカビが生えて

くるもんですから。カビがつらいので。カビが生えてくるんですけども、そのカビを牛食

べてしまうと、お腹壊してしまうと。下ってしまったりね。あとは、乳質が落ちてしまう

ということで、乳質が落ちると、思ったより乳業メーカーさんなんか買い取らなかったり、

買い叩かれたりするもんですから、毎日毎日乳質の管理が大変なのにもかかわらず、こん

なカビだ、クマが食べてカビが生えたようなね、デントコーンは食べさせられないってい

うことで、クマの被害をかなり嫌ってますね。中でも、本当農家の人によって、クマが囓

ったやつ食べないなんて、食べるしかないなんて人いますけどね。なんとも、心労のある

ことですけどもね。 
これ農家の人ですけどもね。どうしても、クマを守れー、クマを保護しよういうだけで

は、ちょっとダメなんで農家の人と話して、どんな被害防除があるだとか、相談して、被

害があっても被害として計上しない農家の人もいれば、クマの分も、まあ前にやられるか

らクマの分も余計に作ってるんだという農家の人もいますし、被害農家の人とも、いろい

ろこうコミュニケーション図るのも、大事な仕事だなあって思ってやってました。 
 

◇ イノシシの進出～罠によって間違えて捕獲される。 
これは蔵王産のクリなんですよ。 
で、米に入るといっていたんですけども、どうやらですね、宮城県の蔵王の方面にもイ

ノシシが入ってきたようなんですよ。で、今まで蔵王山麓にはイノシシはいなかったもん

ですから、こういう被害があるとですね、どうしてもクマだー、クマだーって騒がれてし

まって、罠かけられるんですけれども、まあよく見ると、イノシシがどうやら進出してし

まったということで。まあ、濡れ衣は晴れるんですけどもね、結局イノシシを捕まえるた

めに罠をかけるんですよ、で、その罠に、イノシシを捕まえようとした罠にクマが入って

しまうものですから、かえって困ったもんだなあって思ってますねえ。もう米の被害はク

マじゃないってのは分かってんだけども、かえってイノシシを捕まえようと思って罠をか

けられてしまうという状況が、まあ蔵王山麓の方でも広まってますし、また宮城県でも今

までいなかった地方にどんどんどんどんイノシシが進出してですね、困っている状況です

ねえ。まあサル、イノシシがいるのが一番困っているなあ。 
で、福島県の阿武隈みたいにね、今までいたって思ってんだったら、イノシシだーイノ

シシだーって皆騒ぐんでしょうけども、どうしても仙台、広くまで行ってしまうと今まで

イノシシなんか見たこともない、聞いたこともないっていうもんですから、こういう被害

があると、クマだー、クマだーといってクマが悪者にされて、駆除の対象になってしまう。
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今もう宮城県では問題になってますね。これもほんとにこういうね、外からね、普通の脇

が見えるようにこんなやりかたをね、もう歩き回って、イノシシはするんですけれども。

まあ、ああいう被害があれば、どこでもこういう置き罠をかけられてしまって。ま、見な

くても大丈夫でしょうかね。まあこういった板踏むと、さっと下に下がって、閉まって、

ここに入れられたり。まあ初期消火、初期消火ってねあの農家の人は言いますけれども、

やっぱりこういうクマ入ったなと思ったら、こういうのがどんどんどんどんね、かけられ

て、それで、一つの地区に集中的にかけられたなんていうことありますね。結構これ、入

るんですよね。中にハチミツを仕掛けるもんですから、ばたばたばたばた入ってしまって、

入ってくるのはすぐそこで、銃殺っていうかね、そういったことで。 
 

◇ クマを槍で殺す。 
宮城県では、７年前まではね、ヤリで殺してた。ヤリで突き殺してた経緯もあって、ま

あ、クマの畑も始めた原因でもあるんですよね。全国で宮城県だけが、ヤリで突き、生き

たクマを突き殺してたんですね。檻に入ったクマだったから。で、今は、銃でもね殺せる

ように改善って言うのかな、なりましたけれども、かなり苦しんでクマが当時は死んでい

ったようです。 
でこれが、最後の方ですよね。ヤリ殺し、ヤリで殺されてしまったクマですね。養魚場

に入ったクマが捕られてしまって、捕獲したクマは銃で殺したりする時代ではなかったも

んですから、檻に入った、生きてるクマを鉄器でね、鉄の串で突き殺してしまうと。これ

も最後の方で、２０００、１９００末でしたかね。今は銃で、殺してですね。こうやって

すぐ、罠をかけるとね、どうしても養魚場であれ畑であれ、ハチミツを餌としてかけてし

まうものですから、さっきも見たように、軒下回ってる、どうしても甘いものが好きなも

のですから、農作物よりも、ハチミツを食べようと思って追いかけてしまうと、結果こう

なるんですね。 
宮城県では、あの檻はそんなに普及してなかったんですけども、このおじいちゃんは、

鉄砲持ってて有害駆除隊にはいたんですけれども、有害駆除しようと思って鉄砲で追いか

けてるうちに、逆襲されて、・・・で、顔を引っかかれてしまったと。で、まあ鼻のない状

態、鼻の穴が２個ぽっかり開いた状態で、鼻と上唇がつながってしまって、一命を取り止

めたんですけどもね。クマの有害駆除に出動したところ、逆襲されたっていうことで、人

身的にもね、有害駆除を人の身でやるのは、ちょっと不信なところがあるというものです

から、あの罠が、宮城県でも普及されたきっかけになったのは秋田なんですけれども、実

際この人も、根っからのハンターでね、罠は良くないって言ってます。やっぱり、周囲の

人は、こんな顔にはなりたくないとかね、逆襲されたくないって、あの罠をどうしてもか

けてしまう。これ、ここに来てしまうんですね。で、さっきあの捕獲されたクマですけど

も、こんなに牙が綺麗な状態で残ってる。クマって、捕まってしまうと檻を囓るわ、体当

たりはするわってことで、とにかく逃げようと思って暴れ回るんですけれども、普通は有

害駆除で、人に殺されるときには、歯も前歯も牙もないような状態で殺されていくわけで

すけれども、この通りクマはね、意外とおとなしく殺されていったクマだなーと思いまし

た。牙も傷つけて歯も傷つけてね、あの檻に入っておとなしくもうヤリで殺されていくん

ですね。 
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◇ 有害駆除を獲物と見るハンター 
あとは有害駆除のクマといえどもね、こうやって分け前も、有害駆除隊の人は貰います。

まあ、これ獲物としてね、見るわけです。だから、有害駆除って本来であれば、行政措置

なのかなと思っているんですけども、肉は分ける、クマの胆も取る、一つは収入って程に

はなんないでしょうけれども、それなりに得るものがあるということでね、結構有害駆除

も率先してやってます。 
自分の考えでは、行政措置で殺された有害駆除で殺されたクマであれば、焼却処分する

とか、あるいは研究所で研究材料とするのが、いいんじゃないかなあとは思いますけども、

こうやって獲物として自分のものになるのであれば、トウモロコシ一本でも、被害として

計上すれば、クマは捕れるんだあと思えば、どんどんどんどん有害駆除が広がっていきは

しないかなあ、それを心配して、有害駆除のあり方、獲物、有害駆除で捕った獲物のあり

方、もっと考え直すべきなんじゃないかなあと思ってます。 
で、最後の方はこうやって、いろいろ振る舞って、犬にやって、ええとそうですね、皮

だけもらうとかね、クマの胆は誰がもらうとかね、有害駆除でなくて獲物としてハンター

たちは、貰っていくようです。 
これが那須のクマ、クマの胆もあります。クマの胆、誰かこう、みんなで順番に貰った

り、貰える人は多くはなく、少人数で、有害駆除隊の人にお金を出して貰ったりするよう

で、まあ貴重な内臓かなあと思います。 
後ろの方にも、クマの絵の描いたツールがいっぱいありますけれども、どうしても田舎

の方に行くと、クマの胆神話みたいなものがあってですね、クマの胆は効くんだという考

え方があって、高い割にはね、・・・です。 
次のページですけれども、これもですね、これ山形県で春クマ猟っていうね、まあ予察

駆除で捕られたクマの胆です。もう乾燥させて板状になってました、名刺大よりちょっと

大きいぐらいかな。で、そのハンターの人に見せてもらったんですけれどもね、「これ板垣、

売るから」って言われたんですよ。この本にも書いてありますけどもね、「売るからって、

いくらですか」って言ったら、「６５万で売る」って言うんですよね。その現地で、もしか

したら現ナマ５０万出したら売ってくれたかもしんないけれども、とにかく６５万ぐらい

はするなーということでね、「ああじゃそうですか」っていうことで帰ってきましたが。１

か月半ぐらいかな、同じハンターの人に会う機会があって、「あのクマの胆はどうされまし

たか」って聞いたら、「すぐ売れたよ」って言うんですよ。そんなんで６５万で売れたかど

うかねえ、聞かなかったですけど、結構需要もあるし、売買のルートもあるんだなあと思

いましたね。だから、クマってのは、有害駆除で捕っても金になるし、狩猟で捕っても金

になるしね、何で捕ってもこう金になるのかなあとも。だから、こう捕りたがるっていう

かね、駆除でも捕りたがるし、まあサルとか、誰も捕んないにもかかわらず、クマはみん

な捕りたがるっていう感じがしています。 
 
１回スライド、５分くらいで替えますから、ちょっと休憩を入れたいと思います。この

あと、被害防除対策とか、いろいろ話をしてみたいと思います。 
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◇ 被害防除と農家収入とのバランス 
農家の人もですね、野生動物の被害を防ごうという努力もしてるのですが、なかなかね。、

さっきも言いましたけれど、お金さえかければね、どんな方法でもあるんですよ。あたり

全体囲ってしまうとかね。とにかくお金さえかければ、絶対クマなんか寄ってこないよう

な塀を作ってしまえば、いいわけですけども。その見合った収穫が、１００万かけて、３

万しか収穫、収入ないとかね、そんなこと絶対農家の人はしないよね、野生動物の被害、

最低限に押さえたいと。なくて当たり前だと思ってるわけですよね。で、まあ電柵こうや

って張ってる農家もあれば、絶対張んないようなところもあるし、もう入ったら捕っても

らえば良いんだからと思ってる農家の人もいます。こうやって電柵張ったときには来ない

んですけども、どうしても、ご存じのように、下草が伸びてしまうと漏電してしまって、

効果がなくなってクマが侵入してしまう。結局は、その電柵１００メーター、１００メー

ターの電柵なんかかけても、結局効果なかったなんていう話はよく聞きます。そして、下

草刈りとか、メンテナンスとか、２０万、３０万かけて電柵張っても、結局その修理分と

収入が、まあとんとんだったとか、赤字だったとか、そういうこともあるもんですから、

どうしてもこんな被害防除なんかにお金かけてらんないよと、手間なんかかけてらんない

と。農家の人も最近、後はご老齢の御夫婦だけでやってるような農家もあるもんですから、

毎日毎日これだけの下草なんか刈ってられないよっという人、まあ大半ですね。効果は分

かっても、なかなか普及しないってのが現実だっていうこともあります。まあ、国や県や

ら、市町村から補助があったとしても、下草刈りまではやっぱりしてくれないんですよね。

その、春農薬よりも、あるいは支給されるんだけれども、その後がね、やっぱり大変だと

いうことで、こういう被害防除、効果があるの分かってても進まない。 
電柵も色々あってですね、さっきの３本線ですけど、これは２本線の奴かな。まじめに

張ってる農家もいるんですけど。国内外いろんな電柵あって、どれもどれも効くようです

けどもね、あとは張り方、メンテナンス、あるいはお金ですね。最近はもうソーラーシス

テムのね、電柵巻いてて、これは宮城県の七ヶ宿町で、国道沿いにサルがこうこの道路を

横断して、もう拡散しないようにってことで、張ったやつですけども。県から補助が出て

るようなんですね。結構ソーラーなんてね、いい方法できるようになってますよ。普通は、

まあ電池とか、あるいはバッテリーとかですね、だから家の付近であればもう家から直接

電源を引くという、まあ、主流になってますけどね。なかなか、農家の人は、自分でじゃ

電柵張ろうという気のある人は、なかなかいないんですよ。 
自分たちで、宮城県を感化してですね、とにかく調査やりましょうということで、罠を

かけて調査始めました。さっきの檻の罠と違ってですね、ドラム缶の、見たことあると思

いますけども、なるべく傷が付かないようにとかね、中に入ったクマが暴れても、牙が入

んないようにとかね、歯を駄目にしないようにとかっていう意味もあって、なるべく檻の

罠でなく、ドラム缶のなんかにしようということで、調査用っていうことにしてます。ま

あ、どうしても中にハチミツを仕掛けるのでね、好んで入るということになりますが、案

外ですね、もうクマが入ったらどこも囓るようなところ、あの手前に檻が見えますけれど

も、あの檻は眠ってから開けた時に使う檻であって、その奥にあるシャッターが、檻がぱ

たんと降りて、どこにも引っかかりがない囓るような部分がないように、作ってあるよう

にも関わらず、いろんな引っかかりを囓って、引っ掻いてですね、もうほとんど歯がない
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ような状態で。これは麻酔かけて眠った状態ですけども、どうしてもどっか引っかかりが

あればもうそこから突破しようと思って、歯をかける、爪をかける、爪も血だらけ、歯も

血だらけという中でね、それでも、まあ仕方がないから山に放しますけども、歯がない状

態でどこまで食生活ができるのかなあ、そんな心配してはいるんですが。仕方がないのか

なあ。 
これまた別のクマですけども、見れば、これ、手がね、ちょっと血だらけだっていうん

で、どうしても爪をかけるんだよねえ。ドラム缶の中でもまあ逃げようとする執念っての

かなあ、自分の歯が折れても、爪が折れても、この檻から逃げようとする執念を感じます

ね。で、クマの体って柔らかいもんで、クマの毛をドラム缶からクマの皮を持って引っ張

り出そうとすると、皮が抜けてしまうんじゃないかと思うほど、びよーんと伸びるんです

よ。だから、クマの体って柔らかいんだなあという、ほんとにクマの毛を肩から引っ張る

と、肩なんかもう３０センチも４０センチも伸びてくんだねえ、ぐわーって。あんまし脂

肪のあれもあるんでしょうけども、いやもう、・・・ぬいぐるみのような感じがして、やっ

ぱりこう機能的に出来てるんだなと思います。  
これ後ろにも写真ありますけどもね、自分の手と比べたところです。さっき７５キログ

ラムのクマとね、足と比べたんですけど、そんなに大きくはないですよね。あのどうして

もクマって言うと、あのグリズリーとかヒグマとか、そういうイメージがありますけれど

も、日本のツキノワグマなんてもう１００キロあってやっと人間の手の大きさぐらいにね、

なるようだ。脂肪分が多くて、体重は重いですけどもね、脚は意外とちっちゃくて、日本

の細い木に登るには、機能的にはうまくできてるのかなあって。 
さっきも言いましたけども、郵便局に勤めているんですけども、年末年始、高校生のア

ルバイトも来て、クマはどのくらい大きいと思うって言うとね、やっぱり高校生なんかほ

とんどね、クマに関心ないもんだから、５メーターとかね、１０メーターとか言うんです

よ。どうしてもクマっていうイメージは、テレビなんか出て来るああいう、グリズリーと

かそういうイメージでね、あの身近なクマも思ってるんだなあってね。こういうイメージ、

イメージって恐いなと思うときがあって、なるべく、自分の手と比較した写真なんか、こ

れで７０を切る、自分の体重なんかより小さいし、手なんか自分よりちっちゃいんだよと

かね、足はちっちゃいんだよーとか言うようにしてるんですけども。 
で、体重計って、体重もやっぱりいざ量ると違うんですよ。よく猟師が１００キロのク

マ捕ったなんてね、新聞に載ったりするにしても、目分量で見るのと量ると意外と軽いも

んでねえ、猟師の人たちが、こう調査用で捕ったもの、やっぱ１００キロ近いかなあなん

て、目分量でしても、８０キロだったりね、７０キロだったり、意外と目分量と実測は違

うんだなあとね、思いますね。 
あとは、またドラム缶に付け替えて、寝ている間にドラム缶に押されて、山に持ってい

ったんですけどもね。５頭でのなかで、やっぱり畑にまた戻ってくるわけですよ。何頭か

は。その町には戻ってこなくても、隣の県に行ってしまったとかね。どうしても食べ物が

なくなってしまうと人間の食べ物の味を覚えてしまうと、来てしまいます。なかなか、も

との罠には警戒して入りにくくはなりますけども。あと、どうしても、近づいてきて、こ

うやって調査して、居場所を突き止めていくんですけども、やっぱり畑の近くとか田んぼ

の近くにね、うろうろしてるんですね。いくら山奥に返しても、いつも帰ってきてしまい
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ましてね。で、自分たちも、放してるんで、山形県の高畠町で捕まって、結局捕らえてし

まいましたけれども、そのクマ、なかなか檻にはかかんなかったっていうんですよ、地元

の人は。なかなか檻にかかんないクマいるなあっていう話をしていたようです。で、捕ま

えてみたら、発信器をつけて首輪を付けていたということで、宮城県で放したクマじゃな

いのかいっていう連絡あって、行ってみたら、やっぱりそうでしたね。まあ、警戒はする

けども、どうしてもハチミツ、寄せられて、入ってしまった。どうしても畑に入ってしま

う。まあ、山がそれだけクマを捕るだけ捕って、魅せる力がなくなってんのかなあと思い

ます。 
この谷で、さっきのクマは寝てましたけども、穴があればね、・・・でした。冬眠穴っ

ていうと、こういう奥山で寝てるっていう感じはしますけども、すぐ人家の近くにね、行

ってしまったクマをちょっと見たって話を聞いたんで行ってきましたら、やっぱりすぐ裏

の民家の裏にあった杉林の根っこ掘っくりかえしている。一冬過ごしたというものもいま

した。だから、どうしても、雪深いところで眠るなっていうイメージがないし、今年はこ

の暖冬で、結構うろうろしてて、あの暖かければ、・・・なんか冬眠しないクマもいっぱい

いますので、これから、暖冬もっといけば、眠らないクマも一杯でてくるのかなあ。宮城

県でも、眠らないクマうろうろして、中を覗いてみると、下にいっぱい笹っぱを敷いてま

あ布団代わりに敷いてるっていうかね、あと中で睡眠している体をこうまあ寝返りってい

うかね、揺さぶったとか、天井の方はもうてかてかになって、綺麗になってるっていう、

一冬過ごしたあとね、判りましたけれども。まあ、安心して寝れれば、奥山だろうが、民

家の近くだろうが、寝て過ごすようです。 
で、自分も入ってみようと思ったんですけど、ここまでしか入んないんですよ。やっぱ

り、もうクマっていうのは、もうこう、ころんと出来てんのかなあと、まあ頭が入れば体

全部入るなんてねえ、よく言いますけども、自分はちょっと、これ以上入れなかったです

ね。あと、人間とクマって体のつくりが違うのかなあと思いました。 
 

◇ 林道開発～自然破壊の最たるもの、野生動物の人慣れの助長 
・・・野生動物の棲む森を、林道開発して、どんどんこう、伐採していったのが原因だ

と思います。・・・森なんて、まあ、野生、林道歩くとね、こうやってウサギとかさっきの

サルとか、結構いるんですよ。で、林道作れば、これも林道脇。これも林道の脇。林道こ

のカモシカね、やっぱ林道そうそう歩いてきた。林道作れば、人間も利用してるんだけど

も、意外と野生動物も利用してるんですね。クマだってカモシカだって藪ん中歩くよりは、

ここ開けたところを歩いたほうがいいやと、歩きやすいや、早く移動できると思うんでし

ょうね。林道作れば、人ばかりでなく、野生動物も。で、タヌキですね。この林道の脇に

いました。で、このタヌキはですね、人慣れしてる。ここにいた高橋さんも一緒に行った

んですけどもね。・・・。これ寄ってくるんですよ。何キロも５キロも６キロも入った奥で

見かけた野生のタヌキなんですけども、ただ山菜採りやキノコ採りのおばちゃんがまあ餌

でもねえ、お菓子でもやってんのかなあと思って。こうなると、今度は、猟期に入ればハ

ンターにやられてしまうでしょうけども、林道とか、簡単に山奥まで人を連れて行くもん

ですから、人慣れした動物を、増やしていく可能性があるなあと思いますね。 
これは仙台ですね。・・・つい最近までこんな森だった。こうやって開発されていくわ
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けですよ。開発されれば、周りもやるし、こう植林もされるし、あの野生動物も、生息域

はなおさらですよね。野生動物によって必要悪な、必要悪じゃないですね、もう不要なも

んだなあと。 
で、さっきこの辺ではですね、何とかここにいる高橋さんも頑張ってですね、止めたん

ですけどね。止めた原因はですね、クマタカの生存を確認して、止まったんですけども。

それに、でっかいもう一回りも二回りも抱えられそうな、あの生息してますから、まあ、

クマがいるからカモシカがいるからなんていうことではなく、サルがいるからなんていう

ことでは止まんなかった林道も、もう猛禽類が出たということでね。自分たちのフィール

ドであるその森を、林道監視させる・・・わけですけれども。ここが終点、もうこれ以上

はなく、林道は進んでますけども、こういう林道ってのは、開発の最先端いって、どうし

ても野生動物にとっては、利用するんだけどもね、・・・。これはどんどこどんどこ拡がっ

ていくことによって、自分たちが山奥からクマとかサルを、逆に追い出してしまった。で、

冬だからといって、静かな森なのかなと思うと、林道があることによって、スノーモービ

ルとかも入ってくるわけですよ。林道は車が走りやすいのと同じで、スノーモービルも走

りやすいということでね。・・・、爆音も立てて。林道ってなかなか、人間には必要な部分

もあるんでしょうけども、野生動物にとっては全く、破壊の最たる物だなあと思います。 
 

◇ クマの畑 
で、クマの畑、やりますけども、自分たちも、あとさっきのヤリ殺しとか、あのクマの

生息状況とかクマの有害駆除状況なんての見ていると、まあどうしてもこれ夏場の時期、

デントコーンに付いて、クマがもう１０基かければ、１０基捕られてしまうわけですよ。

で、ヤリで殺されてたって、その中でも一頭でも救えないかなあと思って、自分たちがク

マの畑と言うものを作りました。自分たちも農家と同じもの植えて、クマには新しい味は

教えないということで、農家と同じものを植えてですね、まあ種蒔きしました。デントコ

ーンだけです。 
現在は、２ヘクタールぐらいかな。あの既成のやつ、いつもやってますけれど、それで、

塊で６０００坪か。塊であるんですけれども、散在もしてるんでね。借り入れる農家から、

土地を借りてやるもんですから、もう大面積というところもあるし、こういう小面積のと

ころもあると。これで３、４アールぐらいかな。一番広いところで１．３ヘクタールぐら

い。まあ、デントコーンも強いもんでね、蒔いてしまえば、どんどんどんどん何もしなく

ても大きくなるんですよ。で、あっと言う間にもう７月になれば実って実を付けてくれる

ということで、自分たちの手はかからない植物になりますね。それによって、周りの農家

の被害を防げるんであればね、意外と安上がりかなあ。電柵１００メーター１００メータ

ー買って２０万円かけるよりも、種代、デントコーンだと、２０キロでも３万円ぐらいで

買えますし、被害防除対策としては意外と安上がりじゃないかなと今でも思いますけども。

なかなか、同じ宮城県の自然保護団体からも、野生動物に、人の農作物をあえて与えると

は何ごとだっていう異論も出てますけれども、なかなか研究者とか大学院とか、そういう

レベルではできない問題提起だと思うんで、私たち自然保護団体が、まあやってみる価値

もあるだろうということで、始めたのが１０年前。 
クマの畑も、夏が来てみれば、こうやって・・・。だいたい３週間４週間ぐらい居付い
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ているわけですよ。で、居付くということは、奥にある周辺のデントコーン畑には、いか

なくても、すぐクマも何頭か出ているってことですね。これが、収穫しようと思ってる農

家であれば、ほんとに不満とか頭にくるような状況が広がってしまうんですけども、あえ

てクマに食べてもらうというか、クマが他の畑に行かなくする畑に居付いてくれたってこ

とで、自分たちは、まあ一つの成果かなあと思っています。ほんとに、いったん来始める

と毎日来てね、写真も撮ってるし、映像もテレビ局の人、テレビも撮っていきましたけど

も、もう来たっと判れば、あの映像も、カメラもしかけておけば、気にせずに来る。まあ、

安心して食べられるってなれば、そこに居付いてくれて、周辺の、被害拡散、ある程度防

げるんじゃないかなあという気もあります。 
これが、うちの畑に来たクマなんですけども、やっぱり夜の夜中、どうしても来ますね。

人の営みとか、人の生活、生活音とか、生活臭を避けて、のそのそと、もちろん無人カメ

ラでテレビ局が撮った写真ですけども。もう、カメラに躊躇なく近づいて、カメラの存在

を知ってか知らないか、分からないんですけれどもね。まあ、あとは、どれを食べようか

ということで、品定め。あとは、もう居付いてしまうんですよ、どっしりと。後ろだろう

が周りだろうが、意外と居付いて食べるということ。 
まず、まあクマの畑としては、自分たちは成功だと思ってますけども、たった２ヘクタ

ールの畑なんていっても、蔵王山麓のデントコーン畑から見れば、猫の額の半分も、１０

分の１もないような、面積なんですよ。かなり、蔵王山麓っていうのは酪農地帯なんで、

蔵王牛乳とかね、有名な地帯なんで、かなりの面積で、酪農やってます。自分たちが、２

ヘクタール作ったからといったって、蔵王山麓のクマを全部救えるわけではないんですけ

どね。そのたった２ヘクタールに来たクマだけでも、居付いてくれればなあと。あと、ド

ングリ、クリがなるまで、その夏の端境期を過ごしてくれればなあと思います。 
 

◇ 看板設置による注意喚起 
田舎の人も、なかなか自分たちの身の回りにクマがいるってことを知らない人もいるも

んですから、宮城県庁の人にはいっつも言ってるけど、宮城県にはクマがいるんだ、・・・

にはクマがいるんだっていうことでね、常日ごろから、看板でもいいから行った時には、

もうやってくださいよということでお願いしてます。 
これは栃木県の例なんですけど、こういう住宅地や商店が実際あるような所に、これは

すぐ小学校ですね、足尾、足尾銅山の足尾。こういう、クマが出没しますよっていう、ぽ

おんと街中に看板描いているんですよ、町内会の人が。これを見て、最近足尾のクマが増

えてきてるんだ、復活してるなんていうことも言ってましたけども、こういった町の人も、

なんとかクマの被害は出さないようにしよういう形で。これ普通だったらこんな所にクマ

が来そうもないんだけども、クマが来ますよーと言う看板を立ててる。なかなか、いいも

んだなと思って見てきました。 
まあ、・・・、あのいろんなこういうクマ、さっきの足尾の場合は、クマ出ますよと怖

がらせることもありますけども、クマの生息は知らせるっていうことも、被害防除にはな

るなあって思いますねえ。山に行って、山菜採りに行って、まさかここにクマがいるとは

思わなかったとかね、私はクマに襲われるなんて考えもしなかったっていう返事が返って

くるんですよ。であれば、山菜採り行って入るような道とか、登山道の入り口とか、クマ
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がいますよっていう看板を掛けるだけで、あっこの森にはクマがいるんだ、何かササッと

音がした気がするよとかね、たまに、大きい声出そうとか、もともと山菜採りするのはや

めようとかって思う気持ちも生まれてくると思うんですけども。今まで見てきた看板は、

シーズンが過ぎると全部こう撤去されてしまうんですよね。年がら年中、クマの田んぼは

掛けておくけども、年がら年中山には人が入るもんですから、必要なんじゃないかなあっ

と思いますねえ。 
これ山形の庄内地方で、私の田舎なんですけれども、５０メーター先にいるんですよね

とかね。最近、クマが来てるとかね。まあ、実際に戻って、クマが年がら年中、クマの生

息を周知するね、出没があったから周知するのではなく、この森にはクマがいますよとい

うように話をするといいですね。 
 

◇ ツキノワグマのイメージの誤解を解く～クマの観察会 
自分たちも、クマの痕跡が見れる森にいろんな市民を連れてって、うんちとか爪痕とか、

クマを観察する会をしてるわけですけれども、で、やっぱりいわゆる猛獣であるクマは、

そこらにいたんだと、この木に登ったんだと言うイメージがね、「意外と爪痕はちっちゃい

んだよね」なんて言うと、市民のイメージが変わってくと。で、積極的にですね、市民を

クマのいる森に連れていくことにしてます。いろんな人から反対されているんですけどね、

クマなんて凶暴な動物が棲んでるところに市民を連れてくなんて何事だっていう人もいる

んですけれども、話を聞いてみれば、猟友会の人たちって、檻に捕まったクマをよく、し

ょっちゅう見てるんですよ。檻の中で暴れて体当たりするようなクマをしょっちゅう見て

るなかで、クマは恐ろしいなって話。意外と目の前でクマを見たって人いないもんですか

ら、檻に捕まったクマは、暴れて恐ろしい、というようなところに、人を連れてくなんて、

あの・・・おかしいよって言われるんですけども、実際そんなことじゃないんだよなあー

って思います。 
 

◇ クマの出産は、森の恵みに依存している 
この映像は、私が撮ったんじゃないんですけども、岩手県の遠野の人が撮った写真です

けども。ドングリがなった次の年は、この子供産むというのが、クマの生態のようです。

この写真を見た時には、そのお母さんが前の年ドングリ一杯食べて、安心して冬眠して、

春を迎えたんだなあということが、これ１枚だけでも前の年がどのように越せたかなーっ

ていうことが分かると思います。今年の状況見ると、去年あれだけドングリがなくて、親

が殺されて、・・・で失った状況がいっぱいあるので、こういう状況は、果たして、福島県

でも宮城県でも何組見られるのかな。もしかしたら、子供を生むお母さん、皆無じゃない

かなあ、と思うぐらいに、ドングリ、ありませんでしたねえ。まあ、捕られたし、悲しい

状況ということ。ドングリ、栗、ブナ、その秋口それを食べなければ、子供生まないんだ

ということも、まあ、増えようがないんだっていうね、森を守る一つの考えになんじゃな

いかなあと思いますねえ。 
 

◇ クマと関連する地名 
なかには、こういう、地名っていうか、ありまして、クマの出没を・・・してるわけで
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はありません。バス停があって、山形県の朝日村ですよね、まあ、今となって、１１２号

線が通る山形県の大動脈になってますけれども、昔は朝日村の町に近い方でクマも降りて

きて、クマと人と何か関係が深かったんじゃないかなあと思うよね。それが、まあここだ

けは、今の地名になって。 
 

◇ 人間とクマとの関係～毛皮、肉、胃、脂の活用 
これは縄文土器で、クマがあったということです。人間とクマってのは、やっぱり関係

が深くて、クマを捕ったときには、毛皮が寒さをしのいで、クマの肉は空腹を満たして、

クマの胆は腹痛を和らげてくれるし、クマの脂っていえば、やっぱり今で言えばオロナイ

ン軟膏とかね、傷口をいやしてくれる。だから、山形県の西川、・・・郷の人なんか、クマ

捕りをしてきた人の話を聞くと、クマの脂を傷口に塗ると、傷口がもうわからないほどよ

くなると言うんですよ。だから、女の子で、顔なんかに傷を負った人は、クマの脂塗れっ

て、女の子で、手なんかに傷があるとかわいそうだから、クマの脂塗れば、もうすっかり

良くなるからってね。まあ、そういう逸話って言うか、そういう効能があって、軟膏塗る

と治ると言ってきたそうです。だから、古代から、クマには人間、お世話なってるはずな

のに、今はもしかしたら、恩を仇で返してるんじゃないかなあっと思います。 
 

◇ 今後の活動～クマの畑と森づくり 
クマの畑を始めたのは、半分は恩返しかなと思いながら、やって１０年きました。これ

からも、しばらくクマの畑やってきます。またですね、私たち森作りも、去年から始めて

いて、たった７，０００坪ですけれども、会員の人が買い取って、その杉林あるいは原野

をクマの利用できるような、森に変えつつあると。で、それはクマの畑のすぐ近くなもん

ですから、クマの畑と森作りと、まあツートップでやっていって、その地域のクマをなん

とか守る、あるいは、その地域とね、クマの保護意識を高めたいなあと思ってます。これ

からもやってきたいと思いますし、いつも言うんですよ、クマってのは山のもんだと思わ

ないで、本当は平野にも棲みたいと思うんです。やっぱり暖かいところ、南のいいところ、

クマは山のものだ、山奥にいるもんだと言うんでなくて、本当は、福島市にも住みたいっ

てね。平野にも棲みたくて、もうどんどん近寄ってきてるんだけど、どうしても住みたく

なくて、山に追いやられている。クマだって、何も好きで山に住んでるんではなくて、川

があれば鮭が上がってくれば鮭を食べたいでしょうし、暖かいところ、実りが良いところ、

暮らしやすいところに、どうしてもこう、ねえ、人間も住みやすいところに住みたいの

が、・・・、クマも本当は、住みやすいところに住みたい動物なんじゃないかなあと思いま

すね。こう、追い払いがね、なかなか進まなくてこう出没する、ニアミスが、結構、増え

てきたような感じがしてます。これからも、クマの畑ですね、森とツートップでまずやっ

ていきたいと思いますので、まあ見守りっていうか、・・・、そう言うことです。どうもあ

りがとうございました。 
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「クマの畑」をつくりました －その調査結果から－ 
                     講師：ツキノワグマと棲処の森を守る会 

                     調査委員 高橋 千尋 氏 
 
【講演内容】 
◇ はじめに 
仙台からやってきました、高橋千尋と申します。よろしくお願いします。 
えーっと、私はですね、今は、仙台で環境境域に関するプログラムを提供したりする事

業所をおこなっております。数年前まで、環境コンサルの会社に勤めておりまして、その

中で野生動物の調査なんかも手がけて参りました。で、その経験の中から、板垣さんの方

のクマの畑について調査させていただきましたので、今日はそのことについて、発表させ

ていただきたいと思います。 
で、クマの畑を作った精神的なものや、経緯は、板垣さんがお話しになりましたし、板

垣さんの本の中に書いてありますので、私は純粋にクマの畑をやって、どうだったかとい

うのを、まあ研究者の目って言うか、第三者の立場からの目で発表させていただきます。

よろしくお願いします。 
 
◇ クマの畑を始めたきっかけ 
発表させていただく内容、クマの畑は 10 年以上やっているわけですけども、詳細なデー
タは実は意外と取られていなくて、始めた年とあと私がデータを取らせていただいた 2005
年の 2 つしかありません。今回はその 2005 年に取られたデータを元にした結果を発表い
たします。 
まず、クマの畑を始めた理由、えーと、このグラフなんですけども、宮城県の平成元年

からクマの捕獲数の推移を表したグラフです。クマの畑を実際に始めたのは平成 9 年、こ
こからです。その前の年すごい捕獲数が多くなっています。これを何とかしなくてはいけ

ないということで始めた一つの試みがクマの畑なんですけれども、過去平成元年からこの

ぐらいずつ殺されていますけれども、大体平均してざっと見ると年間に 50 頭ぐらいは殺
されているみたいです。 
宮城県の公のホームページ等で公表している宮城県内のツキノワグマの生息頭数ですが、

約 300 頭から 800 頭、というふうに数字が出されております。 
で、少ない方の 300 で見ますと、半分じゃないや、まあ、それのなかでもねかなり多く
の個体が、毎年、毎年殺され続けているわけです。 
で、なんでその殺されるかというのはこのグラフを見てもらえば分かるんですけども、

赤い部分、赤い部分が有害鳥獣駆除で捕殺、つまり殺されてしまったツキノワグマの数で

す。ほとんどが有害鳥獣駆除で殺されてゆく。で、有害鳥獣駆除される原因は何かと申し

ますと、農作物被害です。 
じゃあクマを殺されるのを何とかして減らすためには、有害駆除で殺されるのを減らせ

ばいいんじゃないかっていうことで、まあ、クマの畑が考え出された訳ですけども。 
農作物被害がありますね、で、農作物被害でもっとも被害が顕著なのは山に餌のない夏



 
 
2007/01/25 第４回野生動物との共生に関する研究会 

 81 

の時期です。その時期を過ぎてしまえば、えークマは普通山に戻ります。で、それがサル

とかと違うところですね。つまり、あの夏の間、山からクマが里に出てこないようにして

あげれば有害鳥獣で殺される数を減らせるのではないかということで始めました。 
では、クマのためにじゃー畑に何を植えようか、実際に畑をどのような場所に作ったら

いいかというのを考えたところ、夏の間もっとも被害が多いのはデントコーン、青刈りト

ウモロコシという飼料用の作物ですね。デントコーンは宮城県の南部では、クマの生息域

に普通に作付けされます。もはやクマの食糧の一つとしてもね、クマの頭の中に認識され

ているみたいです。 
クマは普通夏の間、アリですとか昆虫のたぐい、沢ガニですとか、そういうものを食べ

ているみたいです。で、春と秋なんかはほとんど木の実とか、山菜、植物を食べているみ

たいですけども、唯一それが無くなる夏の間は、少ないそういう動物食も食べているみた

いです。で、山にどうしても餌が無くなるものですから、里に下りてきます。で、クマの

畑に作付けするものとしてデントコーンを選択しました。それを植えれば新たな味を教え

ることにはならないということで、デントコーンを作付けしました。 
で、タイトルにもありますけども、クマの畑を・・・ということで始めましたが、森や

山に住んでるクマ、里には農作物がある、その間に防波堤としてのクマの畑を作ってやる

ことに依りまして、山から出てくるクマをここでストップできないか、で、そっからそれ

以上里に出さないようにしてあげられれば、ま、人も被害を受けず、クマも助かると、そ

ういう考えでクマの畑が始められました。 
 

◇ クマの畑の概要 
えっと実際にここから具体的にクマの畑、どういうふうにやったかという概要を説明さ

せていただきたいと思います。 
実際に作付けが行われたのは宮城県の南部、川崎町。これは川崎町、これは川崎町を拡

大した部分ですけども、ほぼ中央に山形自動車道が通ってます。で、ここには釜房ダムっ

て湖がありますね。えー、クマの畑は東北自動車道の川崎インターからさほど遠くないと

ころに３箇所、2005 年は作付けしております。  
便宜上、畑①、畑②、畑③というナンバリングを今回付けました。色の濃い部分で塗っ

てあるのは鳥獣保護区です。で、うっすらグレーの部分は、えーと、休猟区になっており

ます。この畑のうち３つのうち２つは何もないところ、つまりクマが出てくればすぐに撃

たれちゃう所なんですけども、それとまず、あのー、猟期が始まる時期にできるだけクマ

をこっちに連れて来られないかということで、まずここに植えて、で、こっちが実ってこ

っちが無くなったら、次に畑①にクマが誘導するように作付けの時期を少々ずらして播種

してあります。 
次に、じゃー、これら 3 つの畑のざっとした内容です。 
これがクマの畑の①というヤツです。板垣さんの写真にもでてきましたけれども、これは

全部デントコーンが植えてあります。面積が約 3 反、最も近い民家から 250m ほど離れて
ますね。えーっと、250m というと、もはや周辺に家はないというようなところだと思い

ます。で、この畑は最も山地に隣接した畑になっております。えー、分かりにくいと思い

ますんで、ざっと模式図を示しますと、道路が 1 本通っておりまして、こっちは全部水田
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になってます。で、ここがクマの畑としてデントコーンを作付けした。こっちが水田で、

こちらが牧草地なんです。で、北側が全て広葉樹林とスギ植林が接しておりまして、クマ

は、普通のクマの生息域が直にダイレクトに接しているという感じですね。 
次にクマの畑の２つめ、これは前の畑より一回り小さいです。周辺に民家は全くありま

せん。周辺を保護する水田。真っ平らなとこですね。で、向こうに見える山の際に、先ほ

ど畑①としたものが作られております。 
えー、次は畑の３つ目です。 
規模はほぼ同じですね。２．５反。これも周辺に民家はありません。周辺は耕作地です。

ソバ畑、休耕田、水田、で、こちら側だけ、あのー、二次林ですね。あの、雑木林に接し

ております。で、水田とクマの畑の間に堀状の低～い堤防、林道の帯があります。これで

すね。これで、えー大体クマの畑の概要を分かっていただけたかと思います 
 
◇ 畑地の管理 
次にですねー、じゃークマの畑を作るに当たってどのような管理が必要であったか。 
2005 年で行ったものでクマの畑の管理に掛かったもの、畑地の管理とクマの調査です。 
畑地の管理というのは実際に畑地を整地して堆肥を入れて耕耘するというのと、実際に

種を蒔くという作業、それから除草剤と鳥に種を食べられないように糸を張る作業です。

主にこれらがあります。で、実ったトウモロコシをどのようにクマが食べにくるかという

ので、採食状況調査、あと、クマの畑の周辺でどのような被害が出ているかという調査を

行いました。 
 

◇ クマの調査 
で、それぞれの管理にどの位の人数が掛かっているかというのをざっとまとめてみたん

ですけれども、畑地の管理これはだいたい３日間かかっていると、初めは畑地の整地トラ

クターを使ってお一人でやっていただいておりまして、トラクターの燃料代と堆肥代でこ

れだけかかっております。えーと、５月３日と２９日は多くのボランティアの方がやって

きていただいて種を蒔き、除草剤を撒いております。コーンの種が３つの畑で 20kg、３万
ちょっとですね、除草剤５リッターで２万ちょっと。防鳥糸、これは普通のテグスですね、

大体 1000 円位。で、畑を借りたお金が一番高いかな、畑地の管理に 20 万弱、３つの畑で
かかっているということです。 
で、次にクマの調査、大部分私がやったんですけれども、えーと、8 月 27 日から初めて
１、２、３、４、５日間行っております。大体は採食状況の調査とどのような個体が畑に

来ているかというのを調べるセンサーカメラによる調査、あと、周辺の被害状況の調査で

すね。で、これは延べ人数としては９人、でまあ、ほとんど機材は自分の持ち出しですん

で、カメラ用電池代位しかかかっておりません。で、まあ、そんなもんで済むのかという

ふうに思っちゃうんですけれども、これには人件費が全く入っておりません。実際に掛か

ったのは諸費用だけです。まあ、一般の農家の方々はね、上の部分に関しては自分でおや

りになるんでしょうけれども、クマがどのように来てどのようなふうに動いてるかってい

うここの部分に関してはね、一般の方はなかなかできないと思いますけれども、環境系の

コンサル会社に頼みますと結構なお金を取られると思います。 
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で、実際にねー、あのやった作業どういうものだったかと言いますと、播いたデントコ

ーンの種はアメリカから輸入したものですね。この写真はちょっと見えずらいかもしれま

せんけどピンク色に見えます。既に除草剤、殺菌剤みたいなのが塗布されているものです。

で、これを整地された畑にね、こういうふうに蒔いていくわけです。ほとんどの方、全員

ボランティアでやってきていただいて、ゴールデンウィークの暖かい時期に種を蒔いてい

きます。 
で、あのー、育った畑に関しては、先ほど映像出ましたけどね、育ってる最中、こういう

センサーカメラを畑の際とかクマが通りやすいと思われる所に設置して、どんなクマが来

ているかちょっと見てみるか、で、その結果、やっぱり人の目には見えないんですけれど

も来てるんですね。これがセンサーカメラで撮影されたクマです。結構でっかい大きなク

マで、明らかに顔つきが違うので別個体が来ていることがこれで分かります。で、頭数と

か何頭ぐらいのクマがどのぐらいの時期来ているかっていうのも調べたかったんですけれ

ども、あの、センサーカメラに写るっていうのは運ですので、実際に何頭来ているかって

いうところまでははっきり分かっておりません。ただ、複数頭がやって来ていることは確

実です、っていうことです。 
えー、じゃ実際に畑にどのようにクマがやってきたか、それらの調査しましたので説明

させていただきたいと思います。えーとクマの採食状況につきましては、８月になってか

ら３日間行っております。えー地元、えーとこの畑のすぐ近くに住んでいる地元の方の話

では、8 月 3 日には既に畑のトウモロコシ食べられてたらしいんですけれども、ちょっと
私の仕事の関係で 8 月下旬にならないと調査に行けなかったんですね。で、一回目行った
とき既にこれくらい食べられちゃいました。畑①というのは先ほどご説明したように、山

に一番多く接したとこで、これが最もあのクマの典型的な畑の襲い方といいますか、食べ

方です。 
畑に接した森に接したところから入ってきて、出入り口は非常に小さいんですけれども、

中をそっと食べていく。周りから見ると整然とトウモロコシが並んでいるように見えるん

ですけれども、中にはいると円形状に丸く無くなっているという状況、これが一番のクマ

の典型的な食べ方です。で、次に 9 月頭に行ったとき、この範囲がこのくらい広がってま
した。やっぱり山沿い、あと川ですね、川に沿った低木に、その沿った部分から進入して

来ているみたいです。で、最後に行った 9 月下旬の調査では、このくらい。えーと、2005
年はですね、ちょっと実りが悪くて、あまりクマがやって来てくれなかったんですけども、

普段であれば、これがもっと拡大して畑一面べったりと無くなっているかとは思います。 
で、畑①に関してましては、クマが典型的な現れ方をしてくれた感じになってます。ほと

んど山際、森に接した部分から入ってきて、どんどんどんどん広がっていってる感じです。  
で、次に畑②と③、えーこれは同じようなクマの食べられ方しましたので、詳細説明し

ます。これは初めて行ったときもう既にいきなりこんな感じで食べられておりました。こ

れは典型的なものとは違い、周囲から食べてったようですね。どちらもあの山からはちょ

っと離れているので、そういうときはもういきなり目につくところから食べていくみたい

な感じです。でもやはり、内部に入って内部を食い荒らすっていう特徴がでておりました。

2 回目の調査でこの部分が増えて、で、こちら側がどちらかというと山に近い側なので、
こちら側から進入していることが多いようです。 
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３回目ですがこっちの方、①と違って、周囲から食べ始めているという結果が現れまし

た。 
で、実際に、どういうふうに食べられているか写真で説明しますと、これ板垣さんの写真

にもありましたが、典型的な食べ方、クルッと円形に食べられておおりますね。周りは整

然と立っておりますけれども、真ん中になると、はぱぱっと穴が開いているように食べる、

これはクマの食べ方の特徴です。このトウモロコシも、あのー、クマによって食べ方いろ

いろ千差万別ということだったんですけど、なぜかきれいに食べるヤツが多い。人間がね、

上手い人がトウモロコシ食うとこのようにきれいになりますよね。クマ、意外にきれいに

食べます。で、畑の中よーく探して歩きますと、足跡、これ大体 20 センチ近いんですけ
れども、人間の手のひらみたいに指の跡が１、２、３、４、５、5 つの指のついた足跡が
残っております。 
で、これをまとめますと、外部から見えない採食痕が残って、あと、きれいな採食痕で

あって、あと、必ず五本指の足跡が探せば見つかる。けっこう、あのー、デントコーン畑、

イノシシも最近訪れますけれども、この 3 つを、あのー、重ね合わせることで、イノシシ
と違うということが分かると思います。 
それで、来る時期なんですけれども、宮城県では大体、去年、あー2005 年の調査の結果
だと七夕から秋の彼岸頃までの間、集中してやってくる。この夏のね、１か月間さえ何と

かしてやれば、まあ、クマは山から人里に下りてくる必要はないということは大体分かり

ました。それで、クマの畑を調査した結果、クマの畑には、あの、クマはやって来ている

ということが分かりました。 
 
◇ 周辺の被害状況 
本来の目的はね、クマの畑ってのは他の畑に行かないだけの防波堤っていうことで始め

たんですけれども、じゃー本当に防波堤になり得ていたかっていうことを、調査してみま

した。 
その結果はこれです。えー周辺の被害状況なんですが、ちょっと写真が飛んでしまって

ますね、画面ですときれいにでているんですが。ここの青い部分がクマの畑①②③、３箇

所載っております。こっから約、大体、ま、５キロ、から６キロ圏内の、に分布するデン

トコーンを中心とした畑を、えー、被害があるかどうかを調査してまわりました。大体ま

あ、でも、５～６キロとした理由がですね、あの、今公表されているクマに関する文献の

中で、一晩にクマが最大どのくらい動いたかっていうのを拾い出しまして、雄グマで最大

４キロちょいっちゅう結果がありましたので、まあ、それに安全圏をみて５キロはないと

いうことで、調査いたしました。えー、青いのがクマの畑でして、緑色が被害が全くなか

った畑、ピンクが被害が極小と書いてありますけど、畑の周辺ぽつんぽつんとつまみ食い

したような感じの畑。被害小はもちょっと、被害大ってのが、まあ、ちょっと目分量なん

ですけれども、畑の大体 7割位まで食べられてたってのが被害大として調べていきました。
で、クマの畑にいっつもですねー、1 キロ圏内ここに、隅にピンク色が、出てるんです、
こことここ。なので、まあクマの畑があるからといってすぐ近くの畑に被害が無かったか

というと、残念ながら、他の畑にも行って食べたっていうことは、分かってしまいました。

ただ、分からないのは、クマの畑に居着いていたクマが他の畑に行ったのか、全く別のク
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マがこっちの畑に来てたのかっていうのまでは分かっていないです。そのへんはねー、あ

のー、テレメトリー調査とか発信機付けないと分からないことになりますんでね。そこま

ではやっておりません。 
で、最もこの辺にね、畑が集中していたんですけれども、意外と被害が出てないんです

ね。これは周辺に人家があったり、山側から離れて道路で隔てられていたりしてて、あの、

周りからよーく見えるような畑は、ほとんど被害がありません。で、ここの畑、えー黄色

くなったここの畑、実は山際にちょっと接しているんですけれども、こんな感じの畑です。

道路があって、一見すごい順調に生育してます。で、何事もなく、育っているように見え

るんですが、向こうの森側にまわるとですね、やっぱこっち側がたっぷり食べられたりし

ています。やっぱりこれを見ても分かるようにクマは、こういう森とかね川を伝ってやっ

て来るっていうのは、被害調査の結果分かりました。 
あと、ここに一つ赤いのがあるんですけれども、ここは、えー、今回の 2005 年の調査
の中で一番被害が大きかったっていう結果になった畑なんですが、やはり、もう全部なぎ

倒されております。ここは夜中に、えー火を焚いたりして防除されてるつー話なんですけ

ども、それでもクマは来ておりましたね。ここはですね、すぐ近くに・・・に続く川が流

れておりまして、ホントに川の際にある畑です。そこの農家の方に伺うと、結果川を渡っ

てクマがやってくるという感じでした。 
で、もひとつ、えーと被害は少ないんですが、ここに大きな畑がありまして、これは周

りに民家もなければ、全部周り山なんです。それで、何で被害が少なかったかというと、

ここは唯一電柵で囲われた畑でして、調査した畑かなりあるんですが唯一ここだけが電柵

やっていた農家があるだけでした。で、山の際まで全部草刈ってきちっと管理してるんで、

これだけ近く山に囲まれていましても、クマの被害はほとんどないということは、つまり

電柵の効果はあるということですね。 
で、周辺の被害の状況を調査しました結果、クマの畑単体ではちょっと効果は薄かった

のではないかということと、電気柵による効果は認められるということ認められました。  
 

◇ クマの畑の今後の方向性  
１ 個人防除 
で、これらを受けまして、じゃ今後クマの畑っていうものをどうしていったらいいかと

いうものを、ちょっと考察してみたんですけども、クマの畑のこれからといたしまして、

個人防除というタイトルつけましたが、基本的にあの、防除というのは各農家個人が自分

の畑は自分で守れと言うのが一番大事だと思います。で、クマの畑単体では効果薄いって

言いましたけれど、やっぱり自分の畑、自分で守ると言うんであれば、単体でやっていた

んでは無理だと思うんですが、その場合どういうことが出来るのかというと、収穫を目的

とする畑の周りに、まあクマの畑と言うことで防波堤を一つ築いていただく。築く位置も、

まあ・・・・に作るんではなくて、川や森に接した部分に置いてやれば、多分、ここが一

つの防波堤になります。更にまあ、お金とか余裕があれば、電気柵をやれば完璧だろうと

いうことです。 
昔はですね、クマの畑が特別な手法みたいな感じでですね、マスコミに取り上げられた

りしてますけれども、昔は日本の農家ですとか、あと、アメリカのネイティブアメリカ、
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他には、農作物を農作物で守る。昔から古代から日本で農家やってます。クマの畑は特別

な手法ではなく、昔からの防除法の一つであると捉えていただきたいと思います。 
 で、色々な防除法と組み合わせてですね、効果を高めるように工夫すれば良いのではな

いかと思います。ただ、それをやるにはね、個人の方では限界があるんではないかと思い

ます。 
 
２ 地域防除 
 で、ということで、クマの畑のこれからとして、地域防除というのを上げてみました。

収穫を目的とする畑の周りに、ずっと山が連なっているんですけれども、この周りにねク

マが来ないように本当に防波堤を築いてしまう。クマ専用の畑でぐるっと囲んでしまうと

いうものをやってしまえば面白いんではないかと、考えてみました。ただし、これをする

とですね、地域のツキノワグマの出没状況を把握する必要があるということですね。毎年

大体同じ場所にクマやってきます、見てると。そういう地域を何年か調査して、把握して

いく調査があって、その上で出来るんではないかと思います。しかも、これをやりますと

ですね、あの山際のところの畑の所有者方だけに負担がかかってしまいます。ということ

で、補償金の問題ですとか、農業共済でいくか根本的に考えていかなきゃいけない問題な

ので、まあこれは簡単に出来るものではないのかなと思います。 
えーと、じゃ、次のスライドで最後になりますけれども、最後にといたしまして、クマ

の畑にかかる被害に伴う野生動物の保護管理は、地域住民の理解、協力は不可欠です。で、

誰もあの白鳥をね、呼び寄せようとか、ホタルを復活させようとか言うけれども、誰も文

句言わないですけれども、イノシシとかサル、それを守ろうと言うとやっぱ農家の方大反

対しますね、自分の生活かかってますから。でも、どちらもあの日本の生態系を構成する

大事な生物なんですね。でも、行政としましては、やっぱりどっちも守っていく必要があ

ると思いますので、そのためにはやっぱり地域住民の理解と協力が絶対ないとダメだと思

います。 
 

◇ 行政への提言 
１ ワイルドワイフマネジメント 
で、まあ、先ほど言いましたように、人間に好まれる生物、嫌がられる生物ありますけ

れども、どちらも生態系の一部として重要な生物です。どちらが増えすぎたり、いなくな

ってもダメです。そういう意味で、保護とか保護管理と言うことにさせていただきました。

つまり、ワイルドライフマネジメントですね。これからこの考え方が重要になっていくと

思います。 
行政の方々もあの他の仕事で手一杯、やっぱりだと思いますし、お金も予算も少ないと

言うことで、市民グループとの協働が一番あのやっていかなければならないと思いますけ

れども、市民グループレベルの活動やっぱり限界があります。で、地域の方にもね、あの、

どっか都会の自然保護団体がやっていると思われる時もありますし、で、市民グループが

んばってやっておりましても、個人の集まりで、個人の都合に左右される場合があります。

いくら頑張ってやってても、転勤でね、この地域からいなくなっちゃうとか、病気でちょ

っとこれなくなってしまうというふうにね、なってしまうと弱い。そういう意味で、地域
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住民に不安残ると思います。で、地域で、市民グループの協力が不可欠なんですけれども、

しかし、市民グループが継続性という意味でね、乏しい惜しい面があります。で、そうい

うことで、行政、保護管理システムの構築が肝要だと思います。その上で、市民グループ

の協力を仰ぐというみたいなことが出来れば一番いいと思います。 
 
２ 情報収集体制の確立 
で、保護管理システムを作っていくには、まあ情報の収集体制を確立するということで

すね。猟友会、毎回、自然保護に・・・・。どこにクマが出たか、という情報が集まるよ

うなシステムが出来ればいいと思います。で、調査会社とか、環境アセスいろんな所でや

ってますね、今、林道を造るにしても、道路一本造るにしても、ため池を改修するにして

も、周辺は自然環境調査やってます。で、クマがどこにいるとか、どこで出たとか、サル

がどこに出たとか、全部調査してデータが揃っていると思いますけれども、やっぱりあの、

振興局さんの中なんだけども、担当部署が違うえば情報が入ってこないということがある

と思いますけれども、そういった行いを何とか撤廃して、情報を集められるシステムを確

立できるような、で、被害調査と言って、それらを住民に還元していくということが大事

だと思います。 
 
３ 市民グループ、ボランティアへのバックアップ 
で、その上で、市民グループ、ボランティアのバックアップ、これが出来れば行政は最

もいいと思います。市民グループ、時間はいくらでも差し上げますけれども、お金がない。

お金がないんでね、保険にもかけられない。結構、クマの調査なんかやっていると、もし

かするとばったり出遭ってやられちゃうかもしれません。命に関わるものです。で、機材

がこういうものがあれば、もっといい調査が出来るといいことありますし、あとその調査

を、結果を集めてくれる人たちとか、機材を仕舞っておく拠点、全くありません。で、そ

ういうものがね、行政の方でバックアップしていただければ、非常に市民グループも活動

しやすくなるのではないかと思います。それなりに、行政のバックアップがあれば、市民

の方も、行政との協働事業だと言うことで、頑張る気合いも出てきますし、で、被害農家

と行政やっていくんであれば、一つ発奮して、ようしやってやるかという気になりますし、

で、被害農家ですとかその地域に、その周辺に住んでいる方々にも、行政諦めずにがんば

っているんだというアピールにもなっていくと思います。 
 

◇ 終わりに 
で、ですね、最後にこれ一つだけ言ってるんですけども、人も生物も一緒に守っていく

という気概というんですかね、それを皆さんお持ちになっていただければなあと思います。 
で、他の業務も大変でしょうけども、皆さんそういうことが出来る立場におられるわけ

ですし、そういう力が持ってらっしゃるわけですから、まあこれから野生動物と一緒に生

きていく世界が非常に必要になっていくと思いますので、人も野生動物も両方一緒に守っ

てお互いに高め合っていくという社会を目指して、守っていただきたいと思います。 
今日は、発表する時間を設けていただきまして、どうもありがとうございました。 
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「野生動物と人間との共生に向けたグランドデザイン」  

 

       講師：東京農工大学農学部野生動物保護学研究室  

                     助教授 神崎 伸夫 氏 

 

【講演内容】 

◇ はじめに～野生動物保護の考え方 

農工大の神崎と申します。よろしくお願いします。今日はこのような機会をいただきま

してどうもありがとうございます。私は今ご紹介いただきましたように、農工大学の野生

動物保護学研究室に勤めております。野生動物保護学というのは、野生動物保護は大変誤

解をされやすいというか、一見分かりやすいんですが、誤解をされやすい言葉として・・

まずですね、今日お話しする前に、最初に私が野生動物保護をどのように考えているかと

いうことからお話ししたいと思います。 

＜アニメ「風の谷のナウシカ」の間違ったメッセージの流布①＞ 

 ～人間を取り囲む環境、森林が人間のために浄化したり、人間にとっていい環境に戻し

てくれる？～ 

野生動物保護を考える前にとても良い材料があって時々使うんですけども、それが「風

の谷のナウシカ」というやつなんですけど、御覧になったことのない人いらっしゃいます。

皆さん御覧になっているということでお話していいですか。これはもう２０年位前になり

ます。宮崎駿さんが作られたアニメーションで、女性がナウシカというヒロインでして、

この時の時代性というのは、人間が戦争やら何やら環境破壊やら何やらして、そのときの

地球は、大気も土壌も汚染されていて、通常こういうマスクをしなければ生きられない世

界である。その腐った森とか何かにはこの怖い怖い動物がいてこれを守っているという設

定です。そこでナウシカが森の謎を解き明かしていく。それで解ってくることは、何かと

いうと、実は、森が何故そこまで汚染されているかというとこれは人間のせいであり、森

とかこのオームとかいう虫がその時の地球の汚染された環境を浄化してるんだというよう

なことで、それでナウシカは動物を親しく心を通じ合わせていくというお話なんですけど。 

これは、野生動物保護とか自然保護をやってますと大変問題があるアニメーションであ

る。誤ったメッセージを随分流しているんじゃないかと感じて、私は二大反野生動物保護

感化といっているんですけど。何故そういうふうに思うかというと、このナウシカの考え

ている時代性というか、時代性というよりはですね、背景、設定が大変間違っている。人

間はその大気を汚染したり何とかしたり色んなことをした。でもそれはですね、人間を取

り囲む環境、森林が人間のために浄化してまた、人間にとって良い環境に戻してくれてい

るというのは大変な思い上がりである。 
＜地球は、種の絶滅の歴史である。＞ 

～人間が生物多様性を減少させているという原因があるので、生物多様性の観点から、

人間が絶滅することは最も好ましいかもしれない。～ 

地球もこれまでも、これ、絶滅の歴史なんですけど、いま大量絶滅が起こっているとい

う話をお聞きになった方があるかもしれませんけど、歴史的に地球では何回も大量絶滅が
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起こっている。大量絶滅というのは、種の絶滅は当然起こりうるですね、種にも寿命があ

りますから、人間にも種にも寿命があるだろう。それが何番目か何とか続くんですが、そ

れがある時なくなって別な種に置き換わっていくんですが、一時期に同時期にたくさんの

種が絶滅するというのが大量絶滅っていうんですね。その大量絶滅というのは少なくとも

地球上ですごく大きなのが５回ある。 

この一つ前に何が起こったかというと恐竜の絶滅である。絶滅してその後また地球がど

うにかなって絶滅したというのを見てみますと、これはですね、絶滅と絶滅の間にいった

いどういう生物がこの地球にいたかと考えますと、それぞれいろんなタイプの種がいる。

一つ前の恐竜の時代どうだったか、恐竜はですねこの地球にいっぱいいる時代どうだった

かといいますと、今よりもかなり暑い時代だった。暑いから木はどんどん成長してってか

なり巨大なものがあった。で、成長が早いですから、もちろんそんときの木とか草本の栄

養価はそんなに高くない。高くないからこそ、高くなくてたくさん大きな植物が成長して

いたからこそ、こういうような巨大な恐竜というのが支えられていたんだと。ところがで

すね、この恐竜がおそらく最近の説で最も大きいのは地球に隕石が衝突して、それによっ

て、土とか何とか塵が地球上に大気の中にまわりまして少し前によく言われました核のフ

ィルターと同じような状態になって地球が冷えていった。塵によって太陽光が阻害されて

植物が育たなくなった。そのために恐竜食べるものがなくなって絶滅したんだ。おそらく

恐竜の絶滅のあれだろう。メキシコ辺りで巨大なクレーターが発見された。 

それはそれでいいのだが、恐竜から見ますと今の時代というのは大変過ごしにくい時代

である。ジェラシックパークで再建して何とかといっても多分恐竜は生き残れない。彼ら

を支えるだけの植物が今ありません。どういうことかといいますと、これまで地球に光合

成の生物ができて酸素ができたってことは我々にとってプラスですけど、その前の生物に

とっては、これは地球が酸化されて大気汚染が起こったわけです。これと同じように色ん

なことがあって、恐竜が絶滅してくれて、そのときにですね、地球の中では大して重要な

役割を持ってなかったほ乳類が出てくることができて、今、ほ乳類が、地球、ほ乳類の惑

星みたいになってまして、そこで人間が出てきたということです。ですから、もしですね、

このまま温暖化するにしても、核戦争が起きるにしても、そこで人間が絶滅してしまった

ら、また別の新しい生態系ができるだろう。そうすると、そこで次からどういう動物が地

球で繁栄するかどうかわかりませんけど、もしかしたら、人間が絶滅することによって、

人間が多くの生物多様性を減少させてるそうですから、生物多様性という観点からみるん

であれば最も好ましいかもしれない。 

＜野生動物保護の目的＞ 

 ～我々人類と、人類が作り上げてきた文明を支えるため～ 

野生動物保護は何のためにやってるかというと、僕は、野生動物保護のためではない、

我々人類と人類が作り上げてきた文明を支えるためにやっているんだ、というのがとても

重要な視点じゃないかと思う。それで、これ、持続不可能性、去年だか一昨年だかベスト

セラーになったやつですが、地球は儚いシステムではない。地球はそんなにみんなが恐れ

るほど弱いものではない。だけど、人間の生存を保障するためには極めて脆弱なシステム

である。ですから、地球の歴史の中で偶々今我々にとって良い環境がある。ですから、こ

の文明を支えなければならない。ここで考えている人類はどういうのかというと、多分ア
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メリカ人や日本人のようなですね、資源を使い果たそうとしているような人類ではない。

存続させるという意味では、かなり早く使い切ろうというとしているんですがそういう人

間ではない。ですから我々のライフスタイルを見直すということもどうしても入ってくる

んですけども、でも、そういうような視点を持ってかないと野生動物保護ということが非

常に分かりにくくなるということです。地球に優しいとかいうのがよく出てきますけど、

地球に優しいというのも、あれも随分いい加減なメッセージだと。そこを理解しなければ

いけないだろうなと最近僕は思います。 

＜アニメ「風の谷のナウシカ」の誤ったメッセージの流布②＞ 

～野生動物と人間は分かり合える？～ 

あと、もう一つですね、この風の谷のナウシカが送っている誤ったメッセージがあるん

ですが、映画のほうでは最後の方になります。ここが風の谷で、風の谷にいっぱい人がい

る。何とかというのが風の谷に向けて、これオームさっきの虫なんですけど、虫の大群が

押し寄せてくる。それで、これが来たら彼らの生活が駄目になるという状態です。それで

どうしたかというので、ここに出てきた二人の女性はそれぞれ別の作戦を執ります。一人

はクシャナ妃殿下、野生動物の共存だか分からなくなってきましたが、クシャナ妃殿下と

いうのは、この怪獣を復活させて、このオーム達を焼き払うとします。でもこれは失敗し

ます。で、次に何をしたかというと、これはこの風の谷のナウシカ、ナウシカというヒロ

インがですね、攻めてくるオームの前に行って特に何もせずに自分の身を投げ出すことに

よってこのオームの侵攻を止めるんですね。これはですね、推し量れるのは、彼女のよう

な純粋な心を持った人がそこに行って、これはオームが判ってくれたんだ、この風の谷が

救われたというハッピーエンドで終わるんですけれど、これも極めてまずいメッセージで

ある。で、我々は人間のためにと申し上げましたけども、このように攻め込んでくる動物

に対して、我々は心を通わせることが出来るのか。純粋な心があれば野生動物の進出が止

まってくれるのかというと、ゼッタイに止まってくれない。 

＜漫画「ワイルドライフ」の誤ったメッセージの流布＞ 

～野生動物と人間が分かり合える？～ 

で、それがですね、これはどういう風に悪影響を及ぼしているかっていうんで、最近に

なってですね、数年前なんですけど、このワイルドライフという漫画があって、これは十

年位前に、動物のお医者さんという漫画があってそれによって、獣医学とか動物を志す学

生さんが増えたことがあってですね、この次にですねワイルドライフという獣医の漫画な

んですけど、この、漫画によって動物に関係するに就こうという人が増えたというんで、

これが一昨年だかその前だかの小学館の漫画賞を取っておりましてかなり売れたものです。

これを偶々ある人からおまえは野生動物の研究をしているのにワイルドライフを知らんの

かといわれて、悔しいのでブックオフにいって買ってきました。それで読んでみたらこれ

がとんでもなかった。さっきのナウシカと同じようなことをやっている。ちょっと見にく

いんですけど、北極での話でしてこれが主人公の獣医なんですね、何をしたかというと、

ホッキョクグマが密猟者に撃たれて血が出る。それをですね彼が見守って、止血しに行く

んですね。こんなことできるもんならやってみろと言うんですけど、こういう強引なこと

は現実にはない。でもこれはですね、最終的にはこのクマが分かってくれて喜びながら山

に帰ってくれる。これもとんでもない。こういうようなふうなことで野生動物と人間は分
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かり合えるんだというようなことを思って過ごしたいと子供達が増えてくるっていうこと

は、野生動物保護にとっては、極めて難しいだろう。 

＜野生動物と人間は闘争的共存である。＞ 

それで、これは北海道大学の鈴木オサツグさんの言葉で僕がとても気に入っている言葉

があるんですが、「野生動物との共存というのは、仲良く手を取り合っての共存ではない。

闘争的な共存なんだ。我々この日本で分かり合えることはできないけども彼らを絶滅させ

ることでもいけない。でも、その中ではお互いの生息地、生息環境というのがあって、そ

こで生き延びていくためには、場合によっては戦わなければならないんだ。だから闘争的

共存なんだ。」と彼が言っていて、僕は確かにそうだろうなと思います。ですからですね、

マスコミなのか何なのか分かりませんけどメディアを通して荒らされるような野生動物の

望ましい環境を想定してはダメだと。だけど若い人たちはこういうことを思ってきている

怖さがある。 

＜環境科学の重要性、注目度が上がることによる恐ろしさ＞ 

もう一つですね、環境科学、野生動物保護学と我々が言っているのは、環境科学の一分

野なんですけど、最近になって環境科学の恐ろしさというのがありまして、僕が学生だっ

た２０世紀の後半にはですね、環境科学なんちゅうものは出てきてはいましたけど、それ

ほど注目される分野ではなく、それがですね９０年代になって一気に重要性が増してきた。

それは何故かというと、これは冷戦が終結したからで、ソ連の最後の外務大臣だったシュ

ワルナゼ外務大臣が国連総会の演説でもう冷戦はやめようと。我々はこれから環境問題に

立ち向かって行こうっていうようなメッセージを出すんですね。アメリカに呼びかけるん

です。無意味な軍拡競争は止めようと。何故そんなことを言ったかというと、もうその冷

戦の中で軍拡にソ連が耐えかねていて、これは止めようというメッセージだったんですけ

ども、でも残念ながらこの数年後にソ連が崩壊していきます。それまで冷戦によって莫大

な金を軍事費に投入してきたソ連とアメリカ、そこにはたくさんの研究者がいたんですけ

ども、冷戦がなくなると、そういう人たちが随分環境科学に流れ込んでくるんです。それ

で、目の前の一つの敵が消えて、新しい敵として設定されたというような面がありまして、

環境科学の重要性というのか、注目度は上がるようになってきたという背景の中でですね、

ですから、何か危機感を煽るようなものがあるとドドドとそこに集中するのがあるんです

けど、それが危うい場合も出てきている。 

有名なのがですねこのダイオキシン問題です。ダイオキシンは我々の致死量がどうとか

だ、死に至らせる環境ホルモンがどうだって一緒に出てきまして、これで大ブームといい

ますか、なりまして、ニュースステーションでなんか所沢の農家がどうしたということで、

これは環境省のパンフレットなんですけど、これで、日本中のですね小学校大学も含めま

して焼却炉はなくなってきますし、焼却炉の中から出てくるダイオキシンによって母乳な

り何なりが汚染されてるんだっていうのがでてきて、未だにですねすごい金を会社がかけ

続けていますし、多分こちらでも焼却場の改良などが相当なお金をかけられたんだろうと

思う。このダイオキシンの話があったときによく出てきたのは、ベドちゃんドクちゃんの

写真なんですけども、アメリカ軍が枯葉剤を使って、こういうかわいそうな子供が生まれ

てきたって、この写真を続けて見せられて我々が恐怖を感じるようになったわけです。と

ころが、実際、ダイオキシンというのを見てみますと、こっちがですねゴミ焼却場からの
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発生量というのが年々年々増えてっているにも拘わらず、摂取量を調べてみると逆に減っ

ているんだ、これは何故かっていうことを当時の横浜国立大学のナカ・・忘れました、先

生達がやった研究ですけど、そうするとダイオキシンというのは戦後の一時期に使ってい

た農薬が蓄積されてこれが入ってきていま少なくなってきている。この、ゴミ焼却場から

の発生量というのは実際は微々たるものである。摂取量を換算しますと、これはガンにか

かる比率で、何か平均的な一日摂取量を続けた集団の半数が生涯に発ガンする確率だそう

ですが、それ見ますと、酒がですね、３．いくつなんですね、空気とかコーヒーとかあり

まして、このコーヒーが小さいんでここで伸ばしてあります。レタス何々ときてダイオキ

シンはここなんですね。これは日本人がしやすいという話でしたけど、リスクとハザード

を誤解してるんだ。たしかにダイオキシンをそのまま摂取したらば、人間は死ぬ。でも、

実際それを摂取する確率はどれ位あるんだということを考えるとダイオキシンっていうの

はそれほど恐れるべきものではないんだっていうんですね。 

このリスクとハザードの分かりやすい例っていうのが、飛行機に乗ってですね、飛行機

が落ちれば死ぬ、でも飛行機が落ちる確率は少ない、だから飛行機のリスクは少ないとい

う考え方っていうのは分かりやすい一つの例だと思うんですけども、ダイオキシンという

のは、今の日本にとってはこの程度のレベルでしかなかった。ところがですね、先のベド

ちゃんドクちゃんの写真がとても強烈なので、我々はそうなのかと、それで、埼玉県所沢

の焼却場の問題があって、一気にキャンペーンが張られて、我々それがメディアに乗って、

我々がそれを恐れてですね、莫大な金をかけ続けることになっている。ですから、環境問

題に注目されたっていうことはいいことではあるとは思うんですけども、こういうような

問題が、環境ホルモンも結局、国が相当金かけて調べてどうも問題がなさそうだというこ

とになってますので、この怖さが出てきているなと、環境に関することにやっている我々

っては相当ですね気を引き締めてやらないといかんのだなというのがありまして、これま

でが前提の話ですね。 

＜守るべきもの、譲れないもの。その間をどういう線引きをするか＞ 

野生動物保護なんていいますと、一番やりやすいのはですね、こういうような、これは

小猿がフェンスに絡まって死んだか何かで、お母さんとの写真なんですけど、こういうの

を持ってきて、それで如何に可哀想かっていって、ヒューマニズムに訴えるというのが一

番やりやすいんですけど、さっきのベドちゃんドクちゃんと同じに、これによって目を曇

らされることがあるということを注意しなきゃならんだろうと。これは同じ本にありまし

て、イルカというフォークシンガーがですね、動物や植物は時々神様みたいに感じられま

せんかって言ってるんですけど、こうやってこういう話をしているのはすごく楽だと。で

もそうではなくて、実際問題として、確かにこの気持ちは分からないわけでもないですけ

ど、一方でですね、さっきも闘争的共存のところでも出ましたけど、我々は守るべきもの

があるんだ、譲れないものもある。その間でどこで線引きするかということをですね考え

ないと野生動物保護もあったもんではないいうことを考えて研究しているわけです。 

＜どういうような日本にしていくかというビジョンが必要＞ 

ですから、野生動物保護っていうのはこれ一つの事業ですんで、まず、どういうような

日本にしていくかっていうビジョンがなければならない。ビジョンがあった後にそういう

個別の事業の戦略が出てくる。その戦略っていうのは、そのそれぞれの事業にですね、ど
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ういう状態になれば成功と見なせるかということでかなり明確に設定してですね、その戦

略を実行するために戦術がある。戦術っていうのは、これは保護区を作ったりすることか

も知れないし、狩猟規制かもしれないし、エコツーリズムなんかも手段かもしれないとい

うふうにして、やっていくんですけど、ビジョンがないままやってますと、さっきのです

ね、あの、可哀想な猿みたいなところが話しで、感情に訴えてどこにいくかわからないま

ま、莫大な金を使って成功したか失敗しないかわからない状態になってしまう、というこ

とがあります。これまでがですね、話しの最初の段階でそういうようなことを考えて、野

生動物保護とか自然保護とかをやってるということです。 

 

◇ イノシシの全国分布の拡大の原因 

これからはですね、私がこれまでやってきました島根県のイノシシの研究の事例をご紹

介しまして、それで先ほど申し上げたような、グランドデザインといいますか全体像とい

うものをどう考えればいいかということです。で イノシシの話しになります。イノシシ

が全国的に分布を拡大させてまして、これは確か四国高知かどっかかと思いますけど、出

てきて被害が出て困っていると、で、あの、一昨日だか何か、今日持ってくるのを忘れた

んですけども、山で死んでる方がいてどうもイノシシにやられたらしいという記事も出ま

したし。で、あの、これはいわゆる、中山間地域だけじゃなくて、私、埼玉県民ですが、

埼玉県の新座市朝霞市っていう比較的大きな町なんですけどそこにもイノシシが現れた。

また、私、浦和市民なんでさいたま市民ですから、去年猿が出まして、どっから来たのか

分かりませんが、子供が幼稚園から貰ってきた紙に猿に注意とあって、この野生動物問題

は、中山間地域だけじゃないな、全国的に広がっています。何故、この全国的にですね、

イノシシ、イノシシだけじゃないですね、鹿もクマも猿も広がるようになってきたかとい

うことはですね、おそらく大体の説明はついているだろう。 
１ 地球温暖化による積雪量の減少 

一つは地球温暖化による積雪量の減少だと思うんですけど、これがあの、１９７８年の

当時の環境庁がやりました地球環境保全基礎調査第2回です。それでそのときのイノシシの

分布なんですけど、それ見ますと、中部から西の地域にイノシシは偏っている。この八溝

から福島にかけているところにもいますけども、北陸から東北にかけては基本的にいない

んです。これ、何故いないのか。これ自然環境研究センターの徳田さんがこういう線を書

きまして、これは、３０センチ以上の積雪が７０日間続く地域である、と、そこには、イ

ノシシは入っていかないといわれました。これはそうだろうなと思います。イノシシは足

が短いもんですから、３０センチを超えると移動が阻害されるというようなデータがあり

ますし、また特に冬の間、鼻を使ってですね、地面をこう掘りまして、地中にあります芋

とか冬眠している動物とか何とか食べますが、それが３０センチ積雪が超えるとですね阻

害されるらしいんです。また、寒い地域では地面が凍結してしまいまして、それを掘るこ

とができない。いうことで寒かったり雪が多い地域は苦手である。いうことで、こういう

ような分布の線が書けるんだろう。これがその、ポーランドで見つけた写真なんですけど、

イノシシが雪に埋まって動けなくなったという写真です。こういう風に全く動けなくなっ

てしまうんですけど、ですから今どんどん積雪量が減少、積雪が減少してまして、福島駅

降りて雪が降ってて驚きましたけど、珍しいというお話でしたけど、やはりこちらでもそ
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ういうことをお感じになってんじゃないのかと思います。雪が減って、パラパラと降る位

はイノシシにとっては大したことはありませんが、それが積雪したのが長く続くと入って

いけなくなる。それがなくなってくるっていうことはですね、イノシシはどんどん北上し

てくるんだろう。今、北陸も福井の雪の多い地域から石川から新潟にも入ってくる。東側

も岩手ですか、登っててんですよね。近い将来先まで行くだろう。青森にも行くだろうと

いうふうに思っています。こういうような積雪量の減少が一つ説明になるだろう。これは

シカとかサルにも雪が少なくなるというのが分布拡大に影響を与えています。 

２ 島根県の事例から  

① 水田の放棄～餌場の提供（ミミズ、沢ガニ、葛）、棲処の提供（ススキの繁茂） 

もう一つですね、イノシシには要因があると考えていまして、これは、私が調査してい

た中国地方でイノシシの分布がどう拡大してきたかは、やはり、自然環境保全基礎調査を

中心にやっているのですけれど、元々ですね中国山地ってあんまりイノシシいませんで、

山口側と広島と岡山の県境あたりにしかいなかったんですね。それがどんどんどんどん分

布を拡げていきまして、それで現在のあるところにべったりいるようになっている。その

過程で何があったのかということがちょっと興味ありまして、東京からは遠いのですけど、

島根県を調査地に設定して研究をしてまいりました。その急的な増加を表す一つの例とし

ていくつかあるのですが、これ、生息数のデータありませんので捕獲頭数を見てください。

イノシシの捕獲頭数の推移です。１９６０年代はですね、イノシシっていうのは島根県全

域で狩猟しても数百頭しか捕れてないんです。それが７０年に入ってから急激に捕れるよ

うになりまして、そのあと前後するんですけど、だいたい３，０００頭ぐらいになってい

る。このあとですね９０年代にまたボーンと増えて１万頭までもいってますが、１９７０

年代の立ち上がりのときに何かがあったのだろうということで、島根県の西の方ですね、

浜田というのは広島からずっと北に行ったところにある街ですが、そこに調査ステーショ

ンを構えまして、それでイノシシに、これはイノシシの環境選択にきっと何か秘密がある

のだろうと考えまして、テレメトリー調査をやってまいりました。 

その結果ですね、イノシシの移動パターンっていうのはですね、すごく気に入った場所

があって、気に入った場所は数日とか場合には数か月間居つくんですけれども、それが飽

きるのかどうなのかするとどっか移動して、また好きな場所があったらそこに移動して居

つくっていうなことをやっているというのがオスでもメスでも出てまいりました。そうし

ますと一体この気に入った場所と気に入ってない場所には一体どういう違いがあるのかと

いうのを見てみたくなりまして、14頭ぐらいつけていたんだと思うんですけど、いっぱい

気に入った場所とそうでない場所がありますと気づきましたので、そこに環境調査をかけ

てみて、何がそこにあるのかというのを見てまいりました。そうするとですね、これはイ

ノシシが気に入ったような場所がこんな環境でした。 

これは何かっていうとですね、島根県の西部、石見地方と言われている場所には典型的

な風景なんですが、かって、ここ、これ、川が流れてまして、その自然河川を利用して作

った小さな水田なんですが、その水田を放棄してしまったということですね。 いろいろ

なパターンでイノシシの好きな環境があったんですけど、すべて共通していたのは、この

水田の耕作放棄地が出てきたということですね。 

これを見ますと、ああ、なるほどなと思ったのはですね、これもともと水が豊富なとこ
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ろですから沢蟹がいますし、ほかの場所に比べるとミミズが豊富なんですね。ミミズとか

沢蟹というのは、イノシシは雑食性ですので当然自分が食べるんであります。食べられる

ようになります。あと、こういう所で放棄したらどうなるかというと、葛が入りこんで来

るんですね。あの根っこが葛湯とか作る、根っこがたんぱく質になって炭水化物が豊富で

すので、地下茎ですね。あれがイノシシにとって大好物なんですね、葛を食べにくるんで

す。また、こうなると、ススキが出てきまして、それでそのススキは、イノシシは巣を作

る動物ですので、そこで巣を作って、近くでおいしいものを食べて住んで、こういうよう

な環境ができれば確かに増えるだろう。 

② 薪炭林の放棄～餌の提供（木の実） 

さらに、島根県は大規模林業してなかったところで、場所によって入ってるんですけど、

たたら製鉄があって、そのあとずっと薪炭林の施業をしてた所で、それが変わる前に過疎

が始まってどんどん人口が瀬戸内側に流失していった所なんで、薪炭林がですね、その後、

放棄されて残っている場合が結構あって、大規模にやってなくて、どうも農家の人が自分

のところの脇でそういうような林業をしていたんじゃなかろうかと思うんですけれども。

エネルギー革命が起こるのが１９６０年頃で、それから40年位経って、そうしますと薪炭

林として使っていたクヌギとかコナラがですね実を落とし始める時期になるんですね。ピ

ークを迎え始めているんです。ですから秋になりますとそういうドングリがドンドン落ち

てきますので、これはイノシシにとってはとてもラッキーな場所である。そういうものを

食べる。 

③ 放棄された村～餌場の提供（竹の子） 

さらにですね、こういう放棄された村ですが、家がだんだん建ってなくて、棚田みたい

なところで、で、よくですね、この竹林間のすぐ近くにあるのが目立つんですけれども、

で、植物の専門家でないので先生に聞いたら、竹っていうのは自分で分布を拡大しなくて、

飛んで分布拡大することはなくて、根っこを拡げながら徐々に広がっていくらしいんです

ね。ですからここに竹林があるということは誰かが持ち込んだんだろう。たぶん農家の方

がですね、竹だか竹の子を採るために持ち込んだっていうのが、掘って、今竹林ドンドン

分布拡大しますからあるんです。そうするとそれは春にイノシシに竹の子を供給してるん

です。としますと、これはイノシシにとってはパラダイスであると、水があるし、動物種

の食い物はあるし、秋にはドングリが落ちてきて、春には竹の子が食べられ、葛が食べら

れ、どうとかって、で、人も入ってこないし、巣となる、巣を作る材料もある。こういう

のができたんで増えたのかなと。 

 

④ 水田の放棄の原因～７０年代 国の減反政策 

 ～効率の悪い中山間地の小規模な農地から捨てられいく～ 

そうして見ますとこれもっともらしい図がありまして、これがさっきのですね捕獲数の

推移です。このピンクが何かというと水田の人為改廃面積であると。この７０年代頭にで

すね、ええと、主に水田が一気に放棄されているんですね。これは何か、何故かっていう

とお分かりだと思いますけど国が減反政策を始めたからです。戦後、日本がどんどん、そ

の、食糧生産をしなきゃなんないっていうんで、５０年代にいろいろな地域の開拓を始め

ます。あんまり効率の良くないところにも補助金をかけてやっていってですね、で、日本
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の技術者・研究者も優秀でしたから増産、増産でやってきた。それがですね、ところが、

６８年に１回１００％超えちゃうんですね。７０年に２回、確か超えるんですけど、そう

しますと、今度それを維持していくコストがかかるということで、減反つまり米を作らな

いことに補助金を出そうという政策に変わったと。そうしますですね、これが、これあの、

地域によってばらつきがあるんですけども、一応それぞれ仲良くっていうか色んなところ

に割り振られてっていいますか、で、島根県もどれぐらいやりなさいよときます。 

じゃあ、どういう場所を放棄するかということを考えますと、当然ですね、中山間地域、

山間地域のですね、そこのかなり効率のよくない小規模な農地を捨てていこうと、でも、

それはイノシシの生息地と隣接する場所ですので、そういうところで放棄地ができますと

イノシシにとって願ってもない環境ができた、いうことで７０年代に一気に島根県全域で

分布拡大等起きたのかなと。イメージ的にはこういう谷があるんですね、周りにイノシシ

の生息地があって、これ放棄した水田があってというイメージなんですけど、こうやって

ですね、モザイク状に山の中に小規模なですね農地等放棄地が分布してるっていうのが今

の島根県の山の中の状況だろうな。だから、これは守りたくとも守れないだろうな、こう

いうところイノシシが入ってくる訳ですからね。すぐ近くに小規模な農地がある。この構

造を解消しないことには守りきれないんじゃないかということをですね、島根県でイノシ

シ研究をやりながら思ってまいりました。 

３ 佐賀県での事例から 

① 水田の耕作放棄地の利用 

さらにですね、同じような状況っていうのがいろんなところであるというのが分かって

まいりまして、あの、これは佐賀県なんですけど、佐賀県でイノシシの被害が多いから見

に来てくれと言われて行ったんですね。こっちが福岡県で、こっちが長崎県で、佐賀県も

元々はイノシシがいなかったです。戦前から生息している地域というのは南の方にちょっ

とあるだけだったんですけども、その佐賀県にですね、昭和４７年に福岡側からイノシシ

が入って来まして、一気に駆け抜けて長崎に入って長崎で大変な被害を出しているってい

うんですが。これ見てすごいなと思ったのはですね、福岡から佐賀に何時入ってきたかっ

ていうと昭和４７年なんですけれど、これ、１９７２年で島根県でイノシシが増え始めた

時期とほぼ一致しているんですね。そういうことはやっぱりこれも福岡側の山の中の水田

の耕作放棄とか何かがあって増えたんだろうなと。で、やっぱりこの佐賀県の中でもです

ね、イノシシに好適な環境が整っていてイノシシがこう走り抜けたんだろう。思ってです

ね、じゃあそれを調査してみようと。以前のイノシシの環境選択調査をするんですが、そ

うしましたら確かに佐賀県もイノシシが水田の耕作放棄地を好んで利用していたことが分

かったんですけど。 

② みかん園の放棄～オレンジの自由化（日本の農業政策の変化） 

もう一つですね、すごくあのイノシシが好んでいる環境がありまして、これがその佐賀

県の山の風景です。佐賀県は東西に山が走っていまして、南側に佐賀平野があって水田地

帯なんです。で、山に南斜面なもんですからそれが国のパイロット事業で全部、あの、み

かんの露地栽培をしたんです。一時期みかんがすごく収益が良いことがあって、農業基本

法の初めの方だと思うんですけど特定作物を決めてやっていこうと。佐賀のこの南斜面の

ミカン園はそれに合って、一時期はすごくうまくいったんですけど、でも農政は変わって
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いきますよね。オレンジの自由化に向かってだんだんですね、日本のみかんはカリフォル

ニアのオレンジと戦わなければならなくなってきた。そうするとですね、こういう山の中

にある露地栽培は太刀打ちできないんです。で、そのみかん園を放棄して佐賀県の人はど

んどんハウス栽培にシフトして行くんですけれど。で、この放棄された場所がどうなるか

と、そこ行ってみますと、これはもうさっき申し上げたような葛が入り込んできていると。

そこにですね、やはりイノシシは大好物なものがありますから、イノシシが入ってきてい

る。あとちょっと分からないんですけど、みかんというのは美味しくするために相当肥料

を入れて土を良くしなきゃならないらしくて、多分そのせいでミミズも豊富なんだろうな、

いうわけで、これは佐賀の場合は水田の放棄の問題とみかん園が放棄されたって事に因る

んだろうなと。ですから、かなり日本の農業政策の変化に影響を受けている。 

４ 神奈川県藤野町の事例から 
  ～山の中に餌場を作ってしまった。 

もう一つ、水田についてなんですけど、これ、あの東京でして、で、ここ八王子で、こ

の辺りなんですが、ここをですね、中央線が走ってまして、中央自動車道と中央本線が走

って、相模湖のもとに藤野町というところがあって、そこでもですね、イノシシが増えて

困るがために来いっという話がありまして行ってきたことがあるんです、で、見ていただ

くとわかるように、この藤野町っていう場所は東京にも中央道とか中央本線とか使ってア

クセスが良いですし、横浜にもですね。でも、ここ自体はもう島根以上に農業の効率が悪

い所でして、山がちで小さな畑やら何やらがある。かつ、たばこやったり家畜をやったり

蚕をやったり、色々してきてるんですけど、あんまり上手く行かないんですね。それで藤

野町の人は何を考えたかっていいますと、これは逆に、東京・横浜に近いことを活かそう

ということで、ええと「藤野園芸ランド」っていうようなですね、グリーンツーリズム的

なものを作ろうと、農家の人たちとのふれあいや農業の面白さを満喫させよう、というよ

うなので観光農業をやろうということで藤野町は計画しました。確かにこれはアイデアと

しては良かったんですけど、でも、そうすると一体都会の人は何に喜んでくれるのかとい

うとですね、この栗拾いやらですね、そのサツマイモとか山芋とかジャガイモとか何とか

っていうようなのをやって、芋掘りをやってもらって、栗拾いをやってもらおうというこ

とでそういう栽培をするんですけど。今申し上げたような、これ、イノシシの大好物なん

ですね。それで、ええと、そこでは芋掘り栗拾いとか何とかってあるんですけど、それを

することによって山の中にですね、イノシシの生息する隣接した場所にイノシシの餌場を

作ってしまうのと同じ効果があるって。それでここが攻め込まれるわけです。なかなかこ

の園芸ランドも出来なくなっていく。 

で、これもですね、この園芸ランドが何時できたかっていうと、これも１９７２年で、

何か１９７２年っていうのはイノシシと人間の関係にとって凄く大きな転換があったんじ

ゃないかと、環境庁が出来た年でもあるんですけど、○○性が高すぎませんが、で、その

時、これも日本の農業が衰退していく中での一つの変化だろうと。 

ですから、あの、農業のですね、状況がどんどん変化していく中で事態が生じるってい

うことは、農業が今後どうなっていくのかっていうことを見通さない限りですね、どうし

ようもない。勿論、あの対処療法的に被害を減らしましょうとか、動物の、狩猟して動物

の数をどっかで減らしはできますけども、でも、こういうようなとおり、今見ていただい
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たようにですね、野生動物とかイノシシの生息地をどんどん増やしている一方で、ある場

所は守ろうとしたってそれには無理があるだろう。 

 

◇ 日本の農業の将来 

じゃあ、日本の農業は今後どうなっていくのかっていうことを一つ考えなきゃならん、

と思いまして、もともと、あの、農業経済学ってやったことがないんです、なかったんで

すけど、その分野をやらなければ野生動物保護もあったもんじゃない、ということでです

ね島根県でもそういう研究もいたしました。 

１ 島根県石見町の事例から 

 ① 中山間地における被害防除対策～コストと収入の問題あり。 

これ、かって、あのＮＨＫが取り上げたＮＨＫ列島ドキュメント－イノシシに囲まれた

村、老夫婦最後の砦というのがありまして、これは島根県石見町というところでですね、

あの狭い集落がこの谷沿いに発達した、あの、水田があるような所で、ここでですね、や

っぱり、イノシシによって大半の作物が、米が採られてしまうというので、これは石見町

のタコウセ集落という所がこの谷全体というか、村全体を皆んなで囲って、これトタンで

す。それで防除すればこれは効果的であろうということでですね、やったんです。ええと、

７世帯、５か７世帯しかないとこなんですけど。それで、それをすることによって被害を

防ぐことが出来た。効率的な防除対策だということでこれ、評価されたんですけど。 

その後ですね、行ってみたら、ええと、これでは分かりませんね、あの、お爺さんお婆

さんがいてですね、もうあの、集落を取り囲むっていうのはとても出来ないと。幾らトタ

ンといえどもですね、やっぱり維持は必要で、自分が維持しなけりゃならないところがあ

るんだけども、そこに行って、行くのが大変だということですね。今はやりたい人が自分

の農地の周りに電柵を張る位にしてるっていうんで維持出来なくなった。 
聞いてみたら成程もっともだと思ったのは、この島根県の中山間地域の中っていうか、

まあ、日本の中山間地域の平均面積っていう、平均耕作地面積っては0.6とか0.7ヘクター

ルだと思うんですけど、そこで水田をやることによって幾ら年収が得られるかといわれて

いますと、大体数十万、２、３０万だろう。そうするとですね、あのそれはとっても２、

３０万しか得られないものに対してそれを守るコストがどれだけ掛けられるのかという問

題になります。 

② 中山間地で農家を続けられている理由→年金があるから。 

この、ええと、お二人の方、これはもうテレビに出たきた方でお話を聞きに行っている、

これあの10年位前なんですよこれ、この時点で７０歳代の方なんですけど、今も続けてお

られるかどうかわかりませんけども、じゃあ何故２、３０万しか稼げない所で農家が続け

られているのかというのを調べてみますと、これがもう、年金があるからだと。ですから、

これは彼らには子供がいて都会に出てるんですけども、この子供達はきっと自分の故郷に

帰りたいと思うかも知れない、もしかしたら故郷を誇りに思っているかも知れない。でも、

２、３０万しか稼げないみたいなところでは帰れない、子どもが育てられない。となると

ですね、島根県のこういうような地域、あの全部がそうではなくてですね、場所によって

は比較的効率の良いあの大都市、大都市のように大きくありません、都市に近いようなな

場所であれば、兼業として農家は残るかもしれない。でもそうじゃない山奥にあるような
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所はですね、これは、今の方達が終わった後どうなるんだろう。農業基本法は土地を集約

させて効率的農業にしてどうにかしようっていうふうにして、平野部では結構上手く行っ

たと思うんですけど、中山間地域部ではこれはどうしようもないだろうと。 

③ 島根県でのアンケート調査結果から～農業を続ける要因：生活のためではない 

これはあの、島根県全域の農家の方と言っても、これ農業指導員の方ですから若干意識

が違うと思うんですけど、何故その農業を続けていくのかをアンケートに取ったことがあ

んですけど、そうしますと、一番多かったのは自分の農地が荒れるのが嫌だからとか、あ

と、安心して作物を食べられるから、先祖代々の土地だからと。あの、収入になるからと

か、生活をしていくからよりも、人に迷惑を掛けたくないとかそういう理由の方が多いん

ですね。ですから、かなりの消極って、あの、生活のためっていうよりも消極的な理由で

やっているんだなというのが見えてまいりました。 

 またですね、これは島根県でどういうような農地、これ水田ですけども、どういうよう

な農地にイノシシが被害を発生させてるかっていう図なんですけど、これ水田面積です、

１ヘクタールを切ると一気に被害が多くなる。ですから、小規模な農地程ですね、イノシ

シの被害を受けやすいことが見えてくるんですけど、で次にですね、この自分のやってい

る耕作地面積に対して自分が農業をやる上で困っている問題は何かと、農業の将来性を阻

んでいるのは何かっという聞き方をしますと、１ヘクタール未満の農家っていうのは、最

も鳥獣害を受けているはずなのに、鳥獣害よりも農産物の価格上昇とかですね、担い手の

育成をどうにかしてくれと言うんですね。３ヘクタールを超えると初めて鳥獣害がトップ

になる、いうのが見えてまいりました。 

２ 中山間地域の農家は残らない 

 ① 国の減反政策の廃止 

そうすると、中山間地域とひとまとめにしていいかどうか、少なくとも山間地域はです

ね今の獣害があろうがあるまいが、これは今の、ええと、恐らく年金で生きておられて、

趣味的にといっちゃ失礼かも知れませんけど、その自家用として農業をやっている方たち

は残れないんじゃないか。そうしますとですね、その方たちが或る所をやって、又、隣に

やっている所がいると言いますと、先程申した上げたような放棄地と農地のモザイク構造

になりますので、これを守るには相当大変だろうと思うようになってまいりました。で、

これを、このような地域をですね、農業、農家を撤退させずに守れるのかどうかを考えた

んですけど、無理じゃないかと。これはあの、今年、減反政策が廃止されます。で、廃止

されるっていうのは、ええと、減反したことに対して補助金が出なくなるってことだけで

して、あの放棄地が減るっていうわけでなくてかえって増えるだろう。これを廃止するこ

と、今、日本は米ですら競争的な所に持ち込もうとしているんだと。で、デカップリング

で比較的その効率が悪くても守ろうと、集落単位で守ろうとしたんですけども、その直接

所得補償ですら認定農家にやっていこうというふうに変わっていましたので、そうすると

強い平野部の農家は残っているけども、中山間地域の農家は残らない。 

 ② 道州制の導入 

更にですね、いま道州制が導入されようとしています。これは、そのだれかが、大前研

一さんが、こうなるてわけではなく、一例なんですけど、たぶん市町村合併の次に道州制

が来るだろう。道州制が来るってどういうことかって言うと、単にまとまりが大きくなる
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っていう訳ではなくて、これ地方分権と一緒になっていますから、それぞれの地方が財政

を自立してやっていかなければならんと。これまでは結構その農水省がお金を持っていて

補助金を、こういう、付けてきたから維持されてきたような場所からですで、だんだん、

なくなるだろうな。で、また、これは中央部とですね辺境の場所っていうのを一杯作りだ

してくるようになれば、その中山間地域で維持できないところがたくさん出てくるだろう

なっていうのは、多分あと20年ぐらいあと長じれば、イノシシにとってパラダイス、イノ

シシだけでなく、猿にとっても、鹿にとってもパラダイスという場所が出てくるに違いな

い。 

３ 効率的な農業の事例～八郎潟村 

これにどう対応するのかを考えなきゃいかん。で、ええと、こういうことを考えてです

ね、でも農業の多面的機能っていうのがあって、どうとかで、とかいろいろと所得保障、

デカップリングの意義は何だとか思ってたんですが、多分そういうのはだめだろうなと思

うようになったのは、ええと、これは八郎潟なんですが、八郎潟に行ってまいりました。

あと、連れ合いが生協の何とかで農協ツアーというのがあって、八郎潟観光ツアーがあっ

たんで、あの、行ってきたんですけれども。それで、あの八郎潟はもともと湖だったとこ

ろを干拓して、今こんなことやろうとしたら、もう環境破壊が甚だしいといって絶対止め

られると思うんですけど、これ６０年代でしたかね、日本のモデル農村としてやりました。  

そこは整備された農村でして、大潟村がありまして、このほ場整備もしっかりされてい

る。ここに集落があって、何とかっていうのがあるんですね、で、これは、ええと５７年

ですか、オランダの技術を使って世界銀行の協力を得て大潟村を作った。全国から入植者

を選出して、それで水田がですね、今は水田、畑合わせて１５ヘクタールだと思います。

一戸当たり持ってます。中山間地域が０．６っていうことを考えますと相当大きいってい

うことが分かります。ここでやられている農業っていうのは、モデル農村というだけあっ

てですね、もう、地平線が見えるんじゃなかろうかというか農地があって、大規模な耕作

機械を入れている。で、効率的な農業をやっているのが分かりました。 

この農家の人たちが企画したツアーだったもんですから、夜はこの方たちとの交流会っ

ていうのがありまして、その人たちがリーダーで、それを見て驚いたのが、若い人たちが

多いと。で、この大潟村では後継者がいない家が１戸しかない。それで殆どの人が結婚し

てる。秋田の中では結婚するなら大潟村へ行けっていうらしいですが、若い人がいてです

ね、ちゃんと奥さんも来てて。で、このリーダーの人はですね、ええと、もともと秋田の

人だと思うんですけど、新潟○○のスキー場のインストラクターのバイトに行って東京の

お嬢さんを引っかけて大潟村に連れてきた、といっておられる。実際大潟村の人たちはい

くらぐらい農業をやって年収があるのか。一人ではない、一戸あたり３，０００万円ある

といわれてました。そうするとですね、セクハラ発言になるかもしれませんけど、ちゃん

とお金が稼げるところには女性は行くんだという気がいたします。ちゃんと嫁さんが来る

んだと。彼らは自分たちの所に誇りを持ってる。で、いろんなタイプですねそういうこと

をやって、こういうグリーンツーリズムとか何からやって、若い人がいればいろんな企画

も出てくるんだな。で、そういうところでは家族もできるんだなと。農業をこういう形に

しないとですね、ダメじゃないかということが大潟村に行って思った感想です。 
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４ 土地利用区分の明確化の必要性 

ですからこういうことを見てみますと、こういうことをいっていると農林水産省は怒る

んで、しょうがないんですけど。やれることっていうのは、こういうイメージを持ってい

るのは。主に中山間地域、かつては人間は中山間地域をどんどん開拓していったんですけ

ども、そこから今ですね、撤退を始めているのだと。 

ですから、この中がさっき言ったモザイク状態になっている、そのモザイク状態は解消

しなければならない。一方で人間の地域、この地域では我々は食べていくために生産をし

なきゃならない。ですから、その生産をしてる場所にですね、あの、イノシシや猿が来て

被害を出すようではいけない。ですから土地利用区分を相当明確にしなけりゃならない。

この配分を日本の中でどうすればいいのかということを考えるのが野生動物保護問題であ

るというふうに思うようになりました。 
ですから、ええと、もしかしたら多面的機能があるかもしれない。でもですね、それを

維持するのにどれだけのコストがかかるか、コストとかリスクとかそういうもんアセスメ

ントしなければならないと思う。ですから、守れない農地はあるんで、そこはもう諦める。

諦めようといっても、中国が今、西帯移民とかいってですね、内モンゴルの砂漠化を防ぐ

ために人をごっそり移住させてどうとかってことをやってますけど、日本はそれはできな

い。残っている方がいらっしゃる。ですから、残っている方がいらっしゃるうちは、それ

は、あの、福祉的な意味でやっていただくと。で、撤退、どうそれをうまく撤退するかっ

てことを良く考えた方が良いじゃないかというふうになる。 

５ 食糧自給率との関係 

そうすると出てくるのは、しかし、日本の食糧自給率は４０パーセントぐらい、で、ち

ょっと古いデータなんですけれど、食糧自給率、昭和４０年は７３パーセントあったのが

どんどん、こう減ってきてる、で、平成５年か何かの時点で４６パーセントで、平成１７

年は、去年ですかね４６パーセントを維持すると言ったのが、今４０パーセントですから、

最悪の基準値すら下回っているんですが、あれだけ莫大な金をかけて、このザマかってい

うと怒られますが、でも４０パーセント、これは食糧安全保障上の問題として良くないと

いうのは確かにそれはそうなんかも知れないと思うし、ええと、もし戦争が起きた場合と

かいろんなことを考えると、我々はこの４０パーセントでいいのか。農水省の説明として

はカロリー計算ですけれども我々は１９５０年代位の食生活ができるんであれば、今ある

農地、中山間地域にある全て含めて何か生産すればどうにかなるということで、中山間地

を守る必要があるんだというのをいっているですけども。 

でもですねえ、我々が考える必要があるっていうのは、あの、レジメにも書きましてけ

ど、日本の人口動態です。ええと、これも古いデータなんですけれども、２００７年にピ

ークを迎えるところが２年早くピークを迎えてしまいまして、日本は縮小社会に入った。

どこまで減っていくのかってのが分かりませんが、厚生省の人口問題研究所で当時で一番

低い値が２１００年の段階で５，０００万人なんですね。で、今は、もうちょと下がって

４，０００万人台というような数字も出て来まして、いったい、どこまで下がるかわかり

ませんけど、多分このように行くだろう。もし、４，０００万人や５，０００万人という

数字を想定するんであれば、わざわざ効率の悪いですね、農地を維持しなくてもいいんじ

ゃないか。維持しても良いんだが、維持するのに莫大な公費を投入しなくてもいいんじゃ
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ないかと。 

でこの、５，０００万とか４，０００万ていうのがなんで良さそうな数値かなと思った

と考えたかと言いますと、最近そのどういうようなビジョンを描くかっていうことで江戸

時代の研究をしているのですけど、江戸時代は日本が鎖国してましたから外からエネルギ

ーも食糧も入れてないんですね。で、徳川家康が統一してやったあと、社会は安定してど

んどん開拓などでどんどん人口が増えていくんですけど、それが１７世紀の終わりに止ま

って、あと明治が始まるまでほぼ３，５００万人なんです。ですから、当時の技術で日本

の国土で生産できる食べ物を使って、日本は３，５００万人維持できていたのに。 

そうすると全くこれから鎖国するわけでもありませんし、農業技術は随分変わっている

んだとすれば、４、５０００万というのが、我々が食べていく結構良い数字かもしれない。

それを見越してですね、日本の農地の配分をどうするかということを考えればですね、効

率が悪かろうが人が辞めようが、とにかく中山間地域を維持していかなきゃならない。そ

こで２０万しか出ないところに何百万かけて○○を追ってするのはあんまり頭が良い方法

じゃないんじゃないかと思うようになってまいりましたとか言ったら怒られてですね、農

林水産省何とか会議を首になりましてですね、お前もう来なくて良いと言われているんで

すが、そんな気がする。 

 

◇ 狩猟の必要性 

で、次にですね、じゃあ、そうやってあの農地の配分と自然地域の配分、国土の中の配

分をうまくやりさえすればどうにかなるのかというと、そういうわけでもない。というの

は、例えば、自然地域があってですね、イノシシがいるような地域があって下に農地があ

る。で、これうまく区分けできたとしてもですね、前線がこっちから下に下がってきただ

けで、やっぱりその農地と自然地域が重なる部分がある。とですね、ここではやっぱり何

かしなければならん。一つは被害防除かもしれないし、やっぱり狩猟かもしれない。で、

被害防除もですね、もしそれが単独の種のイノシシしかいないんであれば、比較的やりや

すいですが、猿もいてイノシシもいて鹿もいて熊がいてっていうと柵だけでは到底やれな

いだろう。やはり狩猟っていうのを考えていかなきゃならないということを思いまして、

今狩猟の研究というのも相当力を入れてやってます。 

１ 特定鳥獣保護管理計画の創設 

          ～狩猟者の減少に伴う効率的な野生動物の管理の必要性 

皆さんご存じだと思いますけど、日本の狩猟者はすごい勢いで減少してまして、７０年

代にピークを迎えたのがですね、どんどんどんどん減少してまして、ここでは２０万人超

えていますけど、今１６万とか１７万とか、そんな人数だったのではないかと思います。

ピークの３分の１近くまで落ち込んでしまっている。ですから、野生動物と戦うしかない。

先ほど、あの、風の谷のナウシカで怪物を復活させて焼き払おうとしましたが、何かそう

いう手段を取らなきゃならないんですが、我々はそういう手段を失いつつある。で、そう

いう過程で、環境省は、当時はまだ環境庁ですがね、この少なくなった狩猟者でもどうに

かより効率的にできるようにということで特定鳥獣保護管理計画制度というものを作りま

した。 
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① 個体数管理～狩猟期間と捕獲制限の調整 

で、あの、鳥獣保護法を改正いたしまして、それを創設いたしまして、ここで野生鳥獣

は国民の共有財産であり、科学的に野生鳥獣の管理を行っていくんだということを言って

ですね、これは新しい野生動物保護の時代が始まったのかなと思うんですが、ただ特定鳥

獣保護管理計画制度で行われていることは限られていまして、一つはこの個体数管理とい

う項目でできるのは狩猟期間とか捕獲制限を調整すること位でですね。 

② 推測環境管理～鳥獣保護区と休猟区の設定  

で、推測環境管理という項目で何をするか、何ができるかといいますと、鳥獣保護区と

か休猟区の設定をどうするか程度ぐらいのことしかできない。基本的には狩猟規制をどう

操作するかということしかできないという問題があります。 

＜成功事例～栃木県、島根県、北海道＞ 
で、果たして狩猟規制の操作だけでですね、うまく十分な捕獲圧を、コントロール圧を

かけることができるのかどうかよく分からない。よく分からないんですけど、これまで特

定鳥獣保護管理計画をやられているところで結構うまくいっている県もでてきている。 

これ栃木県なんですけど、栃木県で特定をこのあたりからはじめるんですね、その結果、

農業被害面積も林業被害面積も減るんです。で、捕獲数も減る、確かに特定計画がうまく

いった。 

これは島根県の例なんですけど、島根県も特定を初め、これ捕獲数がどんどん増えてっ

て、特定を９９年か２０００から初めてどんどん減って４分の１近くまで減らしたという

んで、これはうまくいった。 

で、これは北海道です。エゾシカの捕獲数。すごい勢いで捕獲数と被害額が増えていく

んですけど、捕獲数も頭打ちになり減り始める、被害額が減り初めるということで、今で

すね、環境省は特定計画というのは個体数コントロールの手段として有効である。これを

受けて、きっとこんなことを考えているんだろうと勝手な想像をしているんですが。勝手

なことです。 

現在の鳥獣急増というのはイレギュラーな事態である。ですから、前に沖縄でウリミバ

エという虫が発生して、それが日本の果樹栽培をどうにかしようといったときに研究者が

乗り込んでいって、あれの本州上陸を押さえたということがあったんですね。ああいうよ

うな感じで、何か分からないけれど、一時的に鳥獣が増えてしまったんだと。それで、そ

れを高い狩猟圧を数年かけて密度を落とせば、また元の状態に戻るんだと。１９５０年代

６０年代というのは狩猟者も多くて、かなり個体数を押さえていまして、そのときにです

ねカモシカが保護すべき動物だとかなんだとか言われた時代ですから、そのときは、あの、

中山間地域で農業しようとも、動物に煩わされることはなかったのですけど、おそらくそ

ういうようなところに高い狩猟圧をかければ元にもどるんだと。 

＜栃木県の特定計画の評価＞ 
で、特定計画自体は数年やって元に戻って、もし将来１０年後に同じことが起きたらば、

同じように特定計画を決めて狩猟圧をかければどうにかなるんだというふうに思っている

かも知れないと思うんですけど、ほんとにそうか。実際、あの、これまでうまくいったと

ころをちゃんと見ていかなきゃならんなと思いまして、今、栃木県と島根県については、

特定計画がなぜうまくいったかと評価をしているんですけど、栃木県はですね、おそらく
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あそこがうまくいったのは被害の発生地域が日光足尾っていう比較的東京からアクセスの

良い場所だったから、で起きたからっていうのと、昔からあそこに研究者がいてある程度

分かっていたってことがあるんだろうと思います。それだから特定計画を決めて、猟期を

拡大することによって、東京とか首都圏の狩猟者を入れることができたので高い狩猟圧を

かけることができた。 でも今、栃木県の特定計画の第４期を迎えまして、日光から塩原、

周辺地域に分布が拡大してますので、果たしてそういう地域にも県外ハンターが入ってく

れるかどうか分からないんですね。第４期はどうなるか分からないと思ってます。 

＜島根県の特定計画の評価＞ 

それと、島根県の場合、島根県では特定計画ではなくて、島根県の狩猟者が減ってたん

ですけども、今は、狩猟者が安定してるんだっていう言い方をしてて、狩猟者が安定した

上で捕獲数を特定計画によって増やすことが出来て、それによって被害を減らせたんだと

いうのが県の説明ですけど、島根県の狩猟者を見てますと、この青いのが銃のハンターで、

この茶色いのが罠のハンターで、島根県の半分近くが甲種、今盛り上がるようですかね、

ハンターになってきてるんですね。島根県の考え方としては、狩猟者がどんどん落ち込む

中で、農家にお金を出して免許を取らせようと、そのために試験回数も増やしますし、補

助金も出してどんどんするんだ。ということで、わな猟のハンターがどんどん増えてって

んです。もうすぐ追い越すんだろうなと思うんですけど。でも、これで危機感を抱えてい

るのは、わな猟の狩猟と銃猟はなかなかうまくいかないんですね。銃猟にとっては犬が重

要なんですけど、罠がそこらじゅうに仕掛けられてますと、その高い犬を獲ってしまうと

いう問題が起きてしまって、わな猟と銃猟の共存はすごく難しい。また農家で罠を始める

人たちは、地域の猟友会に入らないんですね。それで被害対策をやらなくちゃならないと

きだけ狩猟をやって、猟期は別に関心がないということになりますので、たぶんこの猟友

会とかには、そこの地域の自然とか動物に関する知見とかいろいろ蓄積されてきているの

が、これをやっていくと、１０年後、２０年後には大丈夫なのかなと。農地に近いところ

ならいいのかもしれませんけど、それ以外のところで大丈夫なのかどうかはよく分からな

いんですね。 

＜北海道の特定計画の評価＞ 

あとこれは北海道なんですけど、北海道で、これ知床で道東です、北海道でなぜあそこ

までその被害を減らすことができたかというと、同時期に赤いのは森林を囲む柵なんです

けど、北海道の人は、何千キロだか忘れましたが、万里の長城を超える長さの柵を作った

と自慢してるんですけど、ですからその林をそういう柵で囲ったからこそ被害が減ったん

で、もしかしたらそれは特定計画によって捕獲数を増やしたからじゃないかもしれない。

この辺がよく分からないんですね。評価しないと今後危ない。実際問題として、道東はど

うにかなっても、今、西部の方にもすごい勢いでシカが増え続けていて、これをどうする

のかということで頭を抱えているというのを聞きます。 
２ 狩猟学の必要性 

そうしますとですね、我々は狩猟というのはどういうものか研究しないと、これは単に

狩猟規制を緩めれば捕獲数が上がって特定計画の成果が得られるってことにはならないだ

ろうと。なぜかというと、狩猟者集団というのは人間の集団で、きっと利害関係とか経済

的背景とか地域の役割だとかがありますので、狩猟というのがどういうものであるのか、
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それに対してはちゃんと調査して、狩猟政策学といいますか、狩猟学というのを日本で作

らなければならないんだということを野生動物をやってて思うようになってまいりました。 

＜日本での狩猟学＞ 

日本に狩猟学というのはもともと無かったわけではなくて、明治の時代に日本は林学を

ドイツから入れてきているんですね。ドイツ林学というのは何かというと、もともと狩猟

学が発展して林学ができて、それを日本は真似てきてますから、日本に入ってきたときに

は狩猟学がついてきてるんですね。ですから明治時代の頭というか、かなり初期の頃も東

大と北大と宇都宮大には狩猟学研究室があったことが分かっているんですけど、それがそ

の後、野生森林鳥獣なんとか研究室に名前を変えて、それが残ってないんですよね。 

＜ドイツでの狩猟学の位置付け＞ 

ドイツでは聞いてみますと、今、日本の大学の林学部というのは農学部の中にあります

けど、ドイツでは林学部というのがあって、林学部は農学部よりはるかにエリートがいく

ところらしくて、そこでは狩猟学を徹底的に叩き込まれるというような話を聞きます。で

すから、そこではどういうことを教えているかというのは、もちろん野生動物のこととか

林学関係を教えますけど、狩猟の意義だとか、どういった狩猟をすべきなのかとか、マナ

ーはどうかとか、何とかっていう、技術的なことから社会学的なことから政策学的なとこ

ろまで、全部ちゃんと教えている。 

＜２１世紀は、狩猟学を作る必要がある。＞ 

そういうのを日本でも作らないっていうのは、どんどん減っていく中で、減るのも抑え

なきゃなりませんし、狩猟者側からも、残ってくださったとしても、この方たちが比較的

やりやすく狩猟ができ、それがマナーもよくて変な批判を受けないという形にしていかな

いことには、日本の自然も農業も保たない。そうしますと最初に設定した野生動物の保護

の目的が達成できないんです。ということで２１世紀には狩猟学を作らなければならない。

それは狩猟経済学だとか、民俗学だとか、生態学だとか、何とかだとかというようなこと

を作らなくてはならない。 

その事例をどういうことを考えてるかといいますと、狩猟の研究というのは日本にない

わけではなくて、特に東北地方、それもマタギ文化が残っていた中部東北地方、これは山

形の小国の例ですけど、後は秋田の阿仁ですとか、民俗学者がかなり入って、どういうよ

うな自然と付き合いがあったかということは相当調べ尽くされている。ですから狩猟民の

民俗学的研究はかなりあるんですよね。でもそれを全国的に拡大するのは相当難しい。 

これはもののけ姫なんですけど、これはおそらく中国地方のたたら製鉄をやっていたと

ころをイメージしているらしいんですけども、中部東北っていうのは戦う動物は主にクマ

とカモシカ、サル。だけど西日本ですと、シカ、イノシシになりますので、付き合い方が

全然違う。クマ、カモシカの方はそれほど密度が高くならないですが、シカとかイノシシ

はすごい勢いで増えていく。あと農業被害を相当出す、ということで条件が違うというわ

けで、民俗学者の力を借りて、それぞれの地域でどういう助け合いがあったかは見ていか

なくてはならない。 

３ 狩猟者生態学の研究の必要～数の変化、狩猟場の選択、流入 

さらに狩猟者生態学というのは、これを言って狩猟者に相当怒られるところあるんです

けど、俺たちを何だと思ってるんだと。でも実際きっと狩猟者の中には、なわばりという
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のがあるかもしれない。狩猟者の個体群倒壊とか言うからよく怒られるんですが、今後ど

ういうふうに数が変化していくかとか、外から入ってくるのかどうか、どういう場所を狩

猟者の方は選択しているのかとか、そういうようなことをやっていかなければならない。 

今、これ既に栃木で始めたんですけども、さっきいったですね、県内とか県外の人たち

が猟場とするところはいったいどこなのか、どれくらいの範囲の人たちが、どれくらいの

シカとかイノシシを獲っているのか、というのとですね、それから狩猟者が動ける範囲で

すね、それと実際の被害分布を重ね合わせることによって、こらから拡大していくであろ

う被害を抑えることができるのか。その狩猟者が狩猟圧をたくさんかける場所と被害が発

生する場所がずれているとしたらば、それを一致させる政策をしなければならない。その

場合にはどういうコストをかける必要があるのか、ということをやらないことには、うま

く政策になっていかないのではないのかと思って、狩猟者自身も研究もしなければならな

い。ＭＶＰっていうのも、これも大変失礼なことで、最小生存可能個体数とかいう略で、

野生動物が、保全生物学の分野で、数が小さくなってくるともうちゃんと交配できなくな

って絶滅していくというのがあって、ごめんなさい、怒らないでくださいね。何を考えた

かというと、巻き狩り何かの場合にはある程度の人数が必要である。でもその段々数が少

なくなっていくと、巻き狩りができなくなってきて、ある人は罠に変わるかもしれないし、

ある人は犬の単独猟に変わるかもしれない。という中で、数によってどういうふうにそれ

が変化していくかということを見るということが、この狩猟者数が減っていく中で必要な

んだと思う。 

４ 狩猟白書を出していく必要がある 

それで、狩猟者行動は時間がないので飛ばしますが、日本には鳥獣管見統計というのが

あって、その中で狩猟のデータはあるんですけど、それがどういうふうにまとめられてい

るか、環境白書で見てみますと、たったこれくらいしかなくて、数が落ち込んでいて大変

です。としかないんですね。でも、これはですね、農業白書に関して見れば、同じように

データを取っていて、５年ごとにですね、日本農業の構造変化と展開方向というようなこ

とを、農業経済学者がまとめてどうしてったらいいのかを分析してるんですけど、狩猟に

関しても、同じようなことをやって、狩猟白書のようなものを出して、今どういう状態で

どういう政策をしていかなければならないか、ということをやらなければならないだろう

と。 

５ 狩猟を行う上での問題点～猟銃規制 

さらに、狩猟を取り巻く環境の調査、これは狩猟を行う上での問題点は何かということ

で、猟銃の規制が厳しいということが相当分かってまいりました。でも我々の社会のコン

センサスということでは、これは神奈川県警のホームページなんですけど、「拳銃のない

安全な社会を目指して」ということで、この社会から銃をなくそうというのは相当広いコ

ンセンサスである。でも銃っていうのは、狩猟民にとって重要な手段として、果たして、

そうすると社会の中では比較的、そういう銃による犯罪は消えるかもしれないけど、野生

動物と戦う手段も同時に失っていいのか、ということを考えなければなりませんので、こ

れはリスクアセスメントですね。銃が減ることによって、社会の中で銃を使った犯罪が何

パーセント減るかもしれない。でもその代わりとして、我々が食べるものに払うコストと

か別のコスト、税金等がどれくらい上がるのかというのを見た上で、国民が選択しなけれ
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ばならないだろうというようなこともですね出していかなければならない。 

６ 狩猟経済学の研究の必要～狩猟でお金を稼ぐことができないか？ 

それから狩猟経済学ってもの、狩猟でお金を稼ぐことができないのか。ゲームの流通、

後藤さんがイノシシの研究をしてますと、ボタン鍋とか肉の流通があるもんですから、そ

ういうのがないかとか、狩猟をエコツーリズムとして位置付けられないかとか、狩猟経済

が地域経済に貢献しないかとかですね。あと狩猟の多面的価値、これは農地が多面的価値

を主張するなら、きっと狩猟にも多面的価値があるだろうということをやっていかなけれ

ばならない。 

＜フランスにおけるイノシシ猟の位置付け～お金持ちの趣味、地域経済への貢献＞ 

この中で、なぜ経済をやるかっていうと、これはフランスの雑誌で、フランスの空港と

か駅のキオスクに行きますと、こういうのが置いてありまして、サングリアってフランス

語でイノシシらしいんですけど、パッションって情熱です。「イノシシへの情熱」って雑

誌が、キオスクに、これ季刊だか月間だかで売ってるんですけど、フランス人、イノシシ

が大好きでしてですね、この中には、イノシシの生態だとか、どこに行けばイノシシが獲

れるかとか、色々なことが書いてある雑誌が出てます。一誌だけでなくて、数種類も雑誌

を見ることができます。それで実際にフランスに行って参りました。そうするとフランス

には猟区があって、そこに、フランス中からイノシシを撃ちに人が集まってくる。ＢＭＷ

とかですね、お金持ちの狩猟者が集まってくる。ここではフランスの国内で、狩猟の位置

づけはもちろん違うんですけど、お金持ちの人たちの趣味としてあって、この人たちがこ

の地域で狩猟をする、来ることによって、相当のお金を落として地域経済を維持している。

ここの猟区を管理している人にとっては、自分の猟区からイノシシが出てって周りの農家

に被害を出したりすると、それはマイナスなので、被害補償はするし、フェンスで囲いな

どしてやっていく。というようなことがあって、これも批判分かるんですけど、狩猟をツ

ーリズムの手段として使えるかもしれない。フランス人の友達に、もし、この「イノシシ

の情熱」って雑誌に、日本にいったらこれだけのイノシシが獲れるって宣伝出したら、フ

ランス人は来るかって言ったら、絶対に来るって言ってました。日本には、外国人は日本

では狩猟できませんので、三沢基地とか何とか一部のアメリカ人を除いては狩猟はできま

せんので無理ですけど。そういうふうにして狩猟の活性化を考えなければならないだろう

な、というふうに思います。 

７ 新世代クマの出現～接近遭遇、農地被害の発生確率の増加 

それでもう一つですね狩猟を考えてるときに、狩猟には個体数コントロールという意味

が目に付きやすくてあるんですけど、それ以外に、相当大きな意義があるだろうなと思っ

ているのは、今年も東北すごかったですけど、２００４年の記事なんですけども、クマが

出てきて困る。すごく多いクマが出てきて、なぜこのクマが出てくるようになったのか、

いくつかの説明がされていて、これは森林総研の岡さんだったかと思いますけど、ドング

リが不作、ブナの実が不作なときに有害駆除数が多い。山に餌が無くなるから出てくるん

だ。その凶作指数と有害駆除数の増減の間には有意な相関があるということで、山に食べ

るものが無くなったからだという説明をされてます。 

それもあるかもしれないんですけど、もう一つ、新世代クマというのが出現してきたと

いうのがあります。新世代クマというのは、もともと中山間地域が元気で、そこで狩猟が
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行われていた時代には、クマは人間を怖いものと思っていたんです。それが狩猟がなくな

ってくることによってそう思わなくなった。里近くで生まれ育ってくるやつも出てくる。

そうすると、そのクマたちは、人間を見ても敵とも思わないし、人里近くでいるもんだか

ら、すぐ近くに農地があったり何とかする。接近遭遇確率も農地に被害を出す発生確率も

増える。 

８  闘争的共存～狩猟の再生が必要（若い人の狩猟への参入の必要） 

ですから、これがさっきの自然の地域と農業地域を区分して、バッファーゾーンで狩猟

をするっていうような意味は、一つは個体数コントロールをする、もう一つは、人間にと

っても野生動物は怖いことを良く知り、野生動物にも人間が怖いことを思い知らせなけれ

ばならない。これが、闘争的共存というやつなんですけど、そのためには、やはり狩猟の

再生というか復活をしないことには、この日本で共闘はできない。 
ところがさっき見ていただいたように、数は減り続けている。減り続けているだけでは

なくて、深刻なのは高齢化です。７０年代当時は、３０代以下が半分くらいいたんですが、

今、２０代、３０代がほとんど参入しないまま高齢化が進み、平均年齢が６０歳を超える

ような地域がたくさん出てまいりまして、そうすると若い層が入ってこないで６０歳を超

えるということは、１０年後には平均年齢が７０歳、２０年後には８０歳。８０歳の人が

山に入って狩猟できるとはとても思えない。そうするとその時どうなるかということをす

ごく心配します。そうするといかに若い人たちに狩猟に参入してもらうかということを考

えなければならない。 

＜若者に狩猟の再評価をさせることが必要＞ 

ところがですね若い人たちは狩猟が嫌いで、ここでまた漫画が出てくるんですが、さっ

きの「ワイルドライフ」という漫画を見ていきますと、これも仰天することが出てきまし

て、これは設定が、神奈川の丹沢にライオンが逃げ出した。そこにそういう事態になると

地元の狩猟愛好者の団体とか専門家とか警察とか出てきて、どうにかしようとするんです

が、ここで、この漫画で狩猟者がどういうふうに描かれていたかといいますと、こいつが

その狩猟者なんですけど、「死死死死」と笑うんですよね。こいつはですね、純粋に殺し

が大好きで、いつもわざと獲物の急所を外して狙い打ち、逃げ回る動物をいたぶって殺す

んだ、というようなふうに狩猟者が描かれている。こういうのを子供たちが見て、野生動

物の研究をしたいと大学に入ってくる。これはとんでもない事態であり、こういうのをで

すねどうにかしないとならない。狩猟の再評価ですね。 

＜北海道西興部村での出猟実習～若者の意識の変化＞ 

それで考えたのは、私、野生動物保護学研究室なんて名前をやってますと、そういうよ

うな純粋な若者が来ますので、彼らにショックを与えなければならない、ということを思

いまして、これご存じですかね、北海道に西興部村（にしおこっぺむら）というのが、ち

ょうど紋別の北あたりにあるわけですけど、そこに村全体を猟区にして、そこで管理協会

を作って、この人は事務局長の伊吾田さん、この人はもともと研究者で、北大で、エゾシ

カの季節群で学位を取った人で、 ここに入って事務局長としてやっているんです。ここ

で、西興部村、この辺りですね、こういう谷沿いのところなんですが、ここで、エゾシカ

を地域の自然資源と位置付け、狩猟によって個体数管理を行い、農林被害を抑制すること。

ガイド付きの狩猟によって安全な狩猟を実現すること。入猟者の宿泊、飲食や地元ガイド
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の雇用により地域経済に寄与すること。狩猟技術を蓄積し、初心者ハンターの教育を行う

ことです。 

ということで、これは僕が考えてきた方針と似てるし、優秀な研究者であるし、１回こ

こを訪ねていこうと思いまして、行ってまいりました。そこでは、新人ハンターセミナー

に行ってきたんですけど、実際に出猟実習があって、狩猟学の講義とか何とかあって、あ

と解体実習、料理実習、懇親会とかシンポジウムとかやられているところがあります。そ

こに行くと言ったら、学生たち、現代のいかにも若者らしいこういう学生たちが自分たち

も行きたいと言うから、じゃいいよ、付いてこいよと言って、これはフランスの友達が遊

びにきたから一緒に行ったんですけど。で、行って帰りました。それで、実際に、シカの

出猟実習に行って、シカを実際に殺し、その後ですね、シカを解体し、にこにこしてます

ね。これで思ったことは、授業とか何かで、動物を殺すところとか、あと内蔵の写真にし

ましてもそれをパワーポイント等で見せると、学生は引くんですね。全員引くわけではあ

りませんけど、かなりのある程度の割合が、気持ち悪いとか何とか言うんですけど、現場

に連れて行くと全然違うんだ、ということが分かってまいりました。それでその後、殺し

たシカ肉をどう解体して食べるっていうのも、現代の若者らしいですが、やってて、これ

で重要だったのは、自分でそれを触ってみるということと、そこにいる狩猟者の人と話を

してみるということと、それの意義というものを説明者がちゃんと説明してくれる場所が

あれば、若い人でも理解するのかなと。このうちですね２人が狩猟免許取りました。１人

は銃の免許も取りました。 

今年ですね、２００５年に行ってきて、２００６年に教務委員の先生から何か１年生の

実習をやってくれというふうに言われてですね、北海道に連れて行っていいならやるよと

言ったら、いいと言ったんで、どういう実習かと言いますと、１年生にいろんな現場を見

せようというんで、だいたい農工大近郊のところに行って、それぞれの専門のところを見

せて歩いたり、日帰りくらいですね。それで、よしここに連れて行ってやろうと。でも北

海道ですから、高いんですよね。片道３万いくらしますんで。でも安売りチケット買うと

一泊付きで３万くらいですね。宿泊とかいろいろ入れて５万に抑えようということで、何

人の学生が手をあげるかなと。他のほとんどの実習はだいたいタダとか精々数千円ですの

で、５万といったらこないかなと思ったら、２５人の学生が行きたいというふうに言いま

して、それで連れて行きました。彼らもですね、彼らにはシカだけでなくて、クマも殺さ

れるところを見せて、その彼らの評価を見てみますと、狩猟に対してイメージが悪くなっ

たと言ったのは２５人中１人で、２４人は変わらないかプラスに働いたと。今集計中です

けど、半分の人が狩猟免許を取ることを考え始めている。これは、野生動物に興味がある

というバイアスがかかってますが、それでも、野生動物の保護とか愛護を志望して大学に

入ってきたやつを現場に連れて行って、これだけ変えられるのかというのを今回研究して

きました。こういうような仕組みを作っていかないとだめかなということを研究として考

えている。 

 

◇ 捕食者の復活～オオカミの再評価 

その後、最後にもう一つ、これもお話をすると嫌われる余計なことを言いますが、じゃ、

農地と自然地域の配分を考えて狩猟を復活させればどうにかなるのかというと、やっぱり
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それだけではだめだと。一つは、これは尾瀬にシカが入り込んでいったという話なんです

けど、もうこの湿原があと何年保つか分からないという話があったりなかったりっていう

んで、そこに狩猟者を入れるかどうか、今年、戦場ヶ原でやってましたから、いるのかも

しれないと思いましたけど、ああいうところにですね、山の高標高地域でアクセスが非常

に難しいところに、これからも計画的に狩猟圧をかけていけるかどうかというのが分から

ないという場合にはですね、日本人の狩猟者がやれる場所とやれない場所があるんだろう

と。 

① 有蹄類の個体数コントロールの効果 

イノシシ、サルは比較的日本の狩猟者でもどうにかなるんですけど、シカに関しては、

こいつは農業被害だけではなくて、林業被害も出して、尾瀬のような自然地域にも被害を

出すんですよ。今、東京のですね奥多摩とか秩父にシカが増えすぎまして、あそこの水源

林が駄目になって土壌が流出し始めていて、もしかしたら１０年後に首都圏できれいな水

が飲めなくなるかもしれないというので、狩猟しようとしてるんですけど、奥多摩、秩父

の山の急傾斜というのはすごいもんでして、たまたまあそこにかつての林業労働者の人た

ちが残ってくれているから、どうにか今やってるんですけど、その人たちも、もう６０、

７０ですので、このまま続けていけるとは思えない。ということを考えた場合に、やっぱ

り、レジメには書きましたけど、捕食者復活という選択肢を考えなければならない。オオ

カミを再評価しなければならないんだと。 

で、オオカミが動物をコントロールできるかできないかという議論はいくらかあるんで

すけど、シカに関しては、これポーランドでやられた研究で、死体を見てみたところ、一

体死因が何だったのかと。これは赤シカというシカが３分の２の死因がオオカミによって

食われたもの、残りの１０％がリンクスって大ヤマネコによって食われたもの。シカに関

して、これも常にではなくて、ある条件下においては、シカに関してはコントロール能力

があるという話だったんですが、僕がポーランドに行ったときに、じゃイノシシはどうか、

これポーランドでイノシシの個体数が大きく変動していく中で、オオカミが影響を与えら

れたかどうかというので、オオカミの変動という面でいうと、丁度ですね、動きが逆転す

るんです。で、オオカミの密度が高いときに、イノシシが減り始めるという関係が見えて

きますので、あのような寒い地域ですね、多分、一定の少ない密度に動物が放されていれ

ば、ある程度、有蹄類の個体数をコントロールする効果はあるだろうというふうに思いま

す。そうするとオオカミを再導入することで、もちろん人間の社会、日本人の社会はリス

クを負います。１年に１人、２人、死ぬことがあるかもしれないんですが、ただですね、

山の上の方、我々がアクセスできないような地域、かつては１０年ごとに大雪が降って、

そこでシカがクラッシュしたかもしれませんけど、今後、それがもし見込めないんだとし

たらば、そこのシカをどうするのか、ということを考えた場合に肉食獣にやってもらうし

かないんじゃないか、というのが個体数コントロールの視点から一つ。 
② 豚コレラの拡散防止の効果 

あとこれは飛ばしますが、もう一つオオカミの重要性を考えてまして、これが黒いとこ

ろが一番最初に言った今のイノシシの分布なんですが、イノシシが北陸、東北にいなかっ

たかというといたんですね。この石川とか八戸までイノシシは分布してるってことは分か

ってるんです。八戸では、安藤昌益がいた時代に、イノシシによる被害で３，０００人の
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餓死者が出たってイノシシ饑餓死ってことがあって、それが記録に残ってますから、青森

の先っぽまでイノシシがいたはずだと。これが後、ここからいなくなっていく。東北の最

後の記録が１９００年の頭だったと思うんですけど、なぜそれがいなくなったのかという

ので、一番今有力なのが、豚コレラが発生することによって、東北から一掃されたんだと

いうんですね。 

それで、それを考えますと、僕は丁度ポーランドにいた時期に、同じようにヨーロッパ

で豚コレラが発生していて、まだ抑え切れていないんですが、これスロバキアの例で、こ

れがポーランドでスロバキア、ウクライナなんですけど、これ豚コレラの発生地点なんで

すけど、この緑の分布がオオカミの分布地域なんです。 オオカミの分布地域では豚コレ

ラが発生してないんです。これはどういうことかっていいますと、オオカミもやっぱりイ

ノシシが怖いので強い個体は獲れない。病気の個体とか何かは獲ってくるんですね。そう

すると、こういうような場所では病気になった個体は一気にやられる。オオカミに殺され

る。ところが、オオカミがいない地域がどうなるかっていいますと、これは当時の東北、

北陸、日本と同じだと思いますけど、かなり冬が厳しいところで、山の中でイノシシが死

ぬ。冬はイノシシにとってあまり食べ物がない時期ですから、そこに死体があればイノシ

シはそれを食べるんですね。その死体を食べることによって豚コレラに感染して、それが

広がっていくんじゃないか。 

１９００年代頭の東北地方というか本州には既にもう、本州にはってか、日本には、オ

オカミは絶滅していなかった。１９０４年でしたかね、日本からはオオカミの最後の記録

が残るのは４年で。豚コレラが大発生した頃には多分オオカミはいなかったんですね。東

北、北陸はかなり寒くて、冬の餌として死体に頼っていたので、一気にそれが広がったの

ではなかろうかと。西日本は死体に頼らなくてもよかったので、豚コレラは発生しました

けど、絶滅までには至らなかったということを考えますと、果たして、この野生動物に病

気が発生した場合に、日本の狩猟者で抑えられるかどうか。 

これは、英語ですみません。ドイツで豚コレラが抑え切れなくてという論文なんですけ

ど、ドイツで何にをしようとしてるかというと、豚コレラが発生した地域のイノシシを狩

猟によって殺そうとしているんですね。で、最も高い捕獲圧をかけられるのは、ドライブ

何とか法っていうので、ある森林を囲って、犬を入れて追い出して、出てきたやつを端か

ら撃っていくという方法が一番いい。だけども、それをやると撃ち殺せなかったやつが広

がっていって、豚コレラをさらに別の場所に持っていってしまう。しょうがないので、上

からイノシシを餌付けして、待ち伏せておいて撃つという方法を入れたんだと。そうする

と数が稼げない、というので発生してから相当経つんですけど、まだ問題を抱えているん

です。 

日本は豚コレラは一応絶滅したことにはなっているんですけど、これ平成１６年に、鹿

児島で豚なんですけど、豚コレラを疑う事例が出た。これはそれ以上広がっているわけじ

ゃないですし、ダイオキシンと同じように危機感を煽るつもりもないですけど、でも、今

の鶏インフルエンザみたいに、もしこういうことが起こって、それが野生動物に広がった

場合とか、病気が人畜共通伝染病がもし広がってしまった場合、その動物を我々は排除し

なければならないのだけれど、それが減少していく狩猟者でできるのかどうかというと難

しいだろうなと。 
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◇ まとめ 

～自然地域と人間地域の明確な区分、バッファゾーンでの狩猟、自然地域での捕食者の復

活 

そうすると、これでグランドデザインの最後のまとめとなりますが、農地があり自然地

域があり狩猟を復活させる。自然地域は、そこでは捕食者というのが重要になってくるん

です。ただ、じゃ、補食者がいれば狩猟者が要らないんじゃないか、というふうにお考え

もあるかもしれませんので、そうではないということを言いたいんですが、今その捕食者

がシカとかイノシシの数をコントロールできるできないというのは、いっぱい事例がある

んです。できた場合とできない場合と。それをまとめてみると、捕食者に対して一定以上

の重量以上、数が多い場所ではコントロールなんてできないんです。草食獣のほうが増加

率が大きいですから、捕食者が食べられるよりも多くなってしまい、そこからどんどん逃

げて増えていってしまう。だからある密度以下だったらば、ちゃんとコントロールできる

んだ、というのがまとめなんですけど。 

そうすると、今のシカの状態、例えば日光とか知床にオオカミを入れたところで、シカ

の密度が平方キロ２０頭とかなんとか高すぎますのでとてもコントロールできない。です

からそれは狩猟者がある程度に抑えなければならない。抑えれば、後はある程度は任せて

いける。でもまた増えるかもしれない。その時には、落とさなければならないですし、今

度、オオカミ自体が人間の地域に出てくるかもしれない。それは殺さなければならないと

いうことがあって。 

ですから、一番、人と方向が合ってというか、良さそうなイメージというのは、自然地

域があり、人間地域があり、かなり明確に区分されていて、バッファーゾーンでは狩猟が

行われていて、自然地域には捕食者が復活されていること、というのがもっともらしいか

な、というのが今、僕の現時点での結論です。以上です。ありがとうございました。 
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「野生動物被害管理の現状と課題」 
 

         講師：独立行政法人森林総合研究所 野生動物研究領域 
野生動物管理担当チーム長 岡  輝樹 氏 

 
【講演内容】 
Ⅰ はじめに 
 地域連携室の方からは効果的な追い上げ技術についての話をという話を最初に伺ったん

ですけども、恥ずかしながら、私、追い上げ自体２回位しか経験がありませんでどのよう

な話をしようかと思って色々と考えるんですけども、皆様の野生動物との共生に関する研

究会、ここに少しでもお役に立てるような話しで進めさせていただきたいと思います。御

期待に添えるかどうかちょっと不安なんですけども、ちょっとお時間をいただいてお付き

合いできればと思います。 
今日は、先ほど御紹介いただきましたが、野生動物被害管理の現状と課題こういったタ

イトルでお話を進めさせていただきます。内容としましては、どんな話をしようかと思っ

たんですけれども、まず、一番最初にその根本的なところからもう一度振り返ってみよう

ではないかと思います。何故自然を大切にしなければいけないのか、こういった話から進

めていきます。で、私たちがやっている、皆様方にも御協力いただいている野生生物管理

あるいは被害管理とはいったいどういうことなのかっていうのを振り返ろうと、実際に私

はですね昨年の夏まで盛岡にいまして、東北のツキノワグマの保護管理対策ですね、それ

からニホンジカの対策、それからサルも少し関わりましたが、そんなことをやってまいり

ましたので、それらの中から被害管理の今の現状、それから課題についてお話をさせてい

ただこうと思います。最後に私たちが今進めていること、これは皆様にも御協力をお願い

したいことがで出てくるとは思いますが、こういった内容で進めさせていただきます。 
 
Ⅱ なぜ自然を大切にしなければいけないか 
一番最初に、どうして自然を大切にしなければいけないのか、これは良く聞かれる質問

ではあるんですけれども、皆様方に、これ、うまく答えることが出来る方もいらっしゃる、

私よりもはるかに説明ができるのではないかと思っておりますが、１９９３年にですね、

それまでの公害防止基本法こういったものを全部ひっくるめてですね環境基本法というの

が環境省から出されています。その環境省のその環境基本法の第１条の中にですね、現在

及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献する。

このためにこういった法律を作ったんだというふうに述べてあります。 
つまりどうして自然を守んなきゃいけないのかっていうのはですね、まず、ここなんで

すね。自然の恵み、自然の恵みを私たちの子孫に残さなければいけない。つまり私たち自

身、人間のためだ、これがまず基本です。 
じゃその自然の恵みっていうのはいったい何なのか、幾つか挙げていただければいいん

ですけれども、まずですね、生物資源としての自然の恵みというのがある、２つめに生態

系サービスと呼ばれる一連の事象、３つめが快適さ、なんですね。大きくこの３つに分類
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できるんですけども。 
１ 自然の恵み－快適さ   
まずその、一番最後の快適さが一番簡単なんでこれを先に説明しますが、いわゆる森を

見てあるいは滝を水が流れ落ちるのを見て、あっ、すごいな、自然はすごいなと思う心の

安らぎ、こういったものを求める。あるいは、最近、流行ってますがレクリェーションと

して、山の中を歩いていく、ハイキングしたり、ま、ピクニックをしたり、あるいは鳥を

観察したり、写真を撮ったり、こういったレクリェーションとしての自然の恵みというの

もあるわけですね。で、又これ日本よりも海外の方で今盛んなんですけど、エコツーリズ

ムいわゆる山の中歩いて、鳥の声を聞いたり、それから動物に出会ったり、こういった形

で自然に親しもうとする。そういったその自然の恵みを自分たちの快適さのために利用し

ようとする、こういった運動、まあ、動きが盛んになってきてます。 
２ 自然の恵み－生物資源 
そういった自然の恵み以外にですね。あと２つ挙げました。その生物資源というのと生

態系サービスといわれるやつなんですけど、この生物資源というのはいったいどういうも

のなのかっていうのを幾つか分類して示してみますと、まずですね、たとえば、だいぶ日

本では少なくなりましたが裏山からナラの木を伐ってきて炭にして自分たちの燃料として

使う、あるいは採油、果物、それから狩猟としての肉ですね、まあ、世界人口のおおよそ

８０パーセントがその動植物から得られる伝統的な薬、これを利用しているというふうに

言われています。つまりこの点において自然の恵みなければ、我々の生活は成り立っては

いかない。もう一つは、大事なのはタンパク源です。要するに狩猟によって動物を自分た

ちで捕ってですね、それらを我々の食糧にする、あるいはしてきたわけですね。商業取引

されるもの、これらも自然の恵みの一つです。籐があったり毛皮があったり薬用植物、魚

介類こういったのもすべてその生物資源としての自然の恵み。 
で、又大事なのはですね、よく時々どっかのセールスがこういった薬が開発されたとか

ってニュースになりますけど、生き物が、色々な種類の生き物がいることで、その中から

新たな遺伝子資源の供給源が見つかることがあります。あるいはそれを使って新しい薬品

を作ることができる。私の友達もファイザーとかですね、色んな製薬会社に勤めている連

中が時々熱帯に行って土だけ持って帰るんですね。土を持って帰ってその中にいるまだ見

つかってまだよく分かっていないその微生物が作り出すというものを薬に使えないかと、

こういった形で生物資源というのを我々人間は搾取をしていたわけです。 
で、先ほどその薬が出来るんだ、その生き物を残しておくことでもしかしたら薬が開発

されるかもしれないという話しをしましたが、セイヨウイチイっていう植物があります。

これは北米に沢山植わっている植物なんですけれども、アメリカには米松というアメリカ

マツと呼ばれる木があってですね、それが非常に有用なんですね。それに比べてこのセイ

ヨウイチイっていうのは成長が遅いですし、あの非常にあの無意味なもの、無用なものと

最初は価値がないものとして、どんどんどんどん伐られていったんですね。ところが樹皮

あるいは枝のほうからタキソールという物質が検出されて、それが非常に特に女性のガン

の治療薬として非常に価値が高いものだということが分かった。こういったことから、無

価値な生き物がですね、いずれその薬へと換えられるってことも十分今までのところであ

るわけです。 
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クマです。どうしてクマ残さなけりゃいけないんだっていうのは良く聞かれることなん

ですけど、別にこれを説明しても納得して貰えるわけじゃないんですが、例えばクマでも

こんなことが考えられるだろうと、で、今ですね、横軸に月が取ってありますが半年寝て

ます。１１月頃から５月頃までおよそ半年の間寝てるんですね。この間、飲まず食わず、

何も飲みませんし何も食べません、何も出しません。尿、一切なしなんですね。で、こう

いったクマの特徴をですね、近い将来例えば、寝たきりの人、人間が半年も寝てたら床擦

れを起こして仕方がないですよね、あるいは筋肉がどんどんどんどん衰えていって仕方が

ないですよね。そんなことがクマの場合一切ありません。もうあの冬眠６か月を終えて出

てきた頃には普通に動けるわけですね。体の中にその特殊な生理機構が備わっている。あ

るいは食べなくとも済むような生理機構も備わっている。で、こういった形で寝たきりの

人や、例えば骨粗鬆症に悩む人なんかに役立つ薬というものが今から作れるかもしれない、

という話しはすることはあるんですけど、でも被害を受けている人たちにとっては、でも

半年は起きているでしょ、そりゃそうですね。半年は起きている、半年起きている間に加

害するんです。この加害はやっぱりいらんと言われてしまう。特にクマの場合は人身被害

を持つことがありますからこの点についても非常にあの、外の動物以上に、あの人たちに

とって神経質になってしまうんですけども、地元のその被害を受けている人たちに言わせ

るとですねどうしてもこういう形で、なるんですね。実際に皆さんもこういったことを聞

いたことがあるんじゃないかと思いますが。 
３ 自然の恵み－生態系サービス 
今、生物資源としての自然の恵みについてちょっと紹介してきたんですけれども、その

動物の存在が意味することっていうのはですね、生物資源という価値だけではないんです

ね。ここが本当は大切なんだというのを示していきたいと思いますけども、それは、先ほ

ど自然の恵みと挙げた中の３つあったやつの真ん中です。生態系サービス、こういう形で、

言葉でまとめられるんですけどこれいったいどんなことが入っているのかというとですね、

例えば植物の働き、続いて持ってることができるであろう、あるいは洪水や干ばつに対す

る緩衝作用、これも自然の恵みなしでは大雨が降ってらすぐに洪水になるし、日照りが続

けばすぐに干ばつになるし、ということで、これも自然の恵みの一つだろう。あるいは、

気候を調節する作用、廃棄物をきれいにしてくれる作用、こういったものをすべて我々は

ポンと棄てればその自然の中でそれらが浄化されていく。あるいはそうですねえ、たとえ

ば指標生物と呼ばれている、その、ある種、毒に弱い生き物とかいますけど、こういった

連中をモニタリングしていくことでですね、いったい今環境地区にどんな有害物が溜まっ

ているのか、あるいはその動物を使ってどの位蓄積されているのかというのを探っていく

ことができるわけですね。で、こうした自然の恵み、先ほどから挙げてきたその 3 つがあ
るんですけど、中々その生物資源を除いてはお金にちょっと換算するのが難しいんですね、

自然の恵みというのは。ある人がですね、生物資源というのは直接的な経済価値を持って

いるものだと言いました。動物その肉を売れば肉を売ってそのままお金になりますし、薬

になったとしても薬のお金にして経済的な価値は出てくるわけですね。 
ところがその下の快適さということと生態系サービスというのは、お金には中々換算し

づらいですね。これらのことを間接的な経済価値という言い方をしています。お金に換算

しづらいと言ったんですけれども、特にその生態系サービスが中々お金に換算しづらいん
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ですが、ある人がこの生態系サービスについてですねその経済的価値を試算してみました。

これどういうやり方をするかというと、先ほど例えば浄化機能という話をしましたが、浄

化機能っていうのは、自然に頼らなくとも、もしかしたら私たちがプラントを作って１つ

の大きな工場を作ればそこで浄化作用を行うことが出来るかも知れないってなことですね。

そのために作らなきゃいけないその建設費、あるいは研究開発費、そういったものを含め

てお金に換えてみようとしたわけですね。あるいは物質循環にしてみても植物に頼らなく

とも我々が作れるかも知れない、工場で。そこの部分をお金に換算してみよう。するとで

すね、資源的価値、最初の生物資源としての価値がおおよそ年間１４０兆円、地球上の生

き物によって生み出されているのに対して生態系サービスっていうのはその１０倍強これ

だけのその価値を持っているっていうわけなんですね。で、要するにその資源的価値より

もはるかにその生態系サービスっていうのは純経済的価値が高いものだということができ

ます。ということは逆にいうとどういうことになるかというと、生態系サービスこれが地

球上から失われていくと、もう、いっさい取り返しがつかなくなってくるということです。

ここのところをまず、どうして、自然の恵みを残していかなければいけないか、守ってい

かなければいけないのかというところで御理解をいただきたいところであります。 
で、最後に、常に考えているんですけども、日本は果たして、先進国と言われてますが

果たして富んでいるんだろうか。どれくらい日本が経済的に裕福なのかというのを示す値

にその国内総生産、ＧＤＰこれがありますけれども、実はこのＧＤＰっていうのは日本の

国の中で行われているすべての経済活動が含まれてしまっているわけですよね。これが何

故ここが問題になるのというと、実は破壊的な影響を持つ活動、どういうことかというと、

例えば何かあるいは石油の流出事故が起きる、石油流出を、それを解決するために例えば

色んな船が出たり、オイルフェンスを張ったりってそういう活動すべてお金に、ＧＤＰに

どんどんどんどん換算されて入ってくるわけですね。あるいは湾岸戦争、戦争に対して協

力をした。湾岸戦争自体は地球上の自然を破壊しているのにもかかわらず、そこに対して

つぎ込んだお金というのがやはりＧＤＰに換算される。この部分を全部ひっくるめて、Ｇ

ＤＰを見ることでその日本が富んでいるかどうか判断しちゃいけないんじゃないか。経済

学者はですね、今そのほかのＧＤＰを含めて、国民所得勘定どれくらい日本が富んでいる

かっていうあるいはどれくらい・・・が富んでいるかという計算を、実は自然資源が損失

したときにはその分マイナスしなけりゃいけないんじゃないかこういう取組みも実は行わ

れ始めているようです。ですからこういうことを考えると、果たして私たち日本人は本当

に裕福なんだろうかということになってくるわけですね。 
 
Ⅲ 野生動物管理、被害管理とは 
ちょっと話を別の視点に進めていきたいと思いますけれども、私たちがこの皆様もです

が野生生物管理あるいは被害管理というのにまあ携わっているわけですけれども、この野

生生物管理あるいは被害管理はいったいどんなもんなのだろうか、それからその歴史はど

うなってきたのかっていうのをここで振り返っておきたいと思います。 
１ 野生動物の現状 
去年のツキノワグマが非常に沢山出てきて皆様も大変だったんではないかと思います

けど、こういった現象、日本の色んなところでここ３０年ですね、色んなところで野生動
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物が問題を起こしています。 
ある一部地域では人間・・、特に農林業ですね、これに強く依存するようになった動物

というのがあります。例えば鳥も含めてですねクマなんかもこのたぐいに入ってきます。

それから開発環境に適応した動物、こういった延長ですね。それと天敵がいなくなった動

物、ま、オオカミを放せということもありますけれども、イノシシ、シカにもこういった

延長で天敵がいないことで活動を増加させてきているだろうと言われています。それから

ペットなどで・・・されて逃げ出した、もしくはペットなどで最後まで飼わないで棄てら

れた。こういった動物、主がないまま海岸に住むネコ、こういったものが色んなところで

問題を起こしてきている。 
(1) 日本の野生動物の階層バランスの崩壊 
ここ３０年の間に日本の野生動物層というのは、その、野生動物の色んな種類のものが

どの位いるかといったそういったひとまとまりを指しますけど、この中のバランスが崩れ

てきているのは確かです。実際に崩れて来た野生動物がですね、その、どんな影響を及ぼ

すのか。農林水産業への悪影響、それから人間社会への悪影響ですね、それから他の野生

動物への影響こういったのを考えていかなければいけないんです。 
① 外来種の影響 
で、他の野生動物の影響というのは、朝鮮イタチが朝鮮から入ってくることによって日

本のイタチをどんどんどんどん駆逐してしまう。あるいは日本にいるイタチそのものを色

んなところに持っていきますことで、例えば、・・・島、三宅島とかですね、こういったと

ころで放すことでそこにいる本来からいる鳥をですね、やっつけてしまうとかですね、あ

るいはミンクが、これがオコジョを排斥してしまう。あるいは南西諸島の方でハブをその

駆除するためにマングースを導入したら、ハブではなくてアマミノクロウサギとかヤンバ

ルクイナとか、こういったものを襲ってしまった。こういった形で他の野生動物への影響

ってのはある。台湾リスこれがどんどん増えて、今、日本リスを脅かそうとしているとか

ですね、色んな問題があるわけです。 
② イノシシの分布拡大の問題 
あるいはイノシシ、イノシシが今問題になっているのはどんどんどんどん分布を拡大さ

せているということです。これが暖冬が続くことと関係があるのかどうかというのはいま

一つ良く分かっていないんですが、雪があるところではやっていけないので、基本的に今

宮城までで止まってはいるんですね。ただ、福島県さんではかなりの被害が出ていると伺

ってますけれども、このイノシシもですね、非常に今分布を拡大しています。図を御覧い

ただくとですね、まず、その、橙色で地図中に示してある部分というのが、１９８０年頃

から２０００年までの間に分布を拡大した地域ですね。これを見ていただきますとですね、

橙色の地域がちょっと拡がっている箇所が、何箇所かにあるのがお分かりいただけると思

うんですが、これ北関東ですね、それから九州、あるいは四国のこの辺りにも拡がってき

ていますが、こういったところです。北陸、香川、九州北部、関東、房総半島、いずれに

してもその今イノシシがどんどんどんどん平野部へと進出してきています。こいつを何と

かして拡大を阻止しなければいけないなという話がイノシシの研究センターによって進め

られています。 
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２ ワイルドライフマネジメント 
で、こういった形で日本の動物層がちょっと崩れてきちゃうという話をしましたら、そ

もそも、その野生生物管理あるいはワイルドライフマネジメントと呼ばれる言葉はですね、

こういうふうに定義できるんですね。野生生物の個体群と生息地を管理することを通して

その動物あるいは生物の個体群の存続や保全を図る、その先が大切なんですけども人間と

の軋轢を調整することを目標とする研究や技術の体系というふうに定義されます。 
特にこの人間とのその軋轢を調整するっていうところについて、これはですね、まさに

その被害管理、野生生物管理の中の被害管理に相当するわけです。人間との軋轢の調整っ

ていうのは一体何なのかっていうとですね。野生生物が持っているその負の価値を減らす。

例えば、それは加害するということですよね。農作物に対する被害がある。あるいは人間

に対する被害がある。それらは当然、負の価値であろうと、それを減らしながらその資源

としての価値、先ほどの生物資源の話しをしましたけれども、自然の恵みとしての生物資

源の価値を高める、ことを目指してやっていくその科学あるいはその実践というふうにい

うことができるかと思います。被害管理における対象というのは、まずその被害を与えて

いる野生動物そのものですね、これについてはここに挙げましたように個体数調整、要す

るにこれは捕っちまうということですけれど、あるいは行動制御、行動制御というのは田

畑に網を張ったり電気柵を設けたり、こういったその行動を制御する方法によって野生動

物を管理していこうという試みのことですね。  
それから２番目の被害管理の対象というのは、その被害発生場所の立地環境、どんなと

ころで被害が起こっているのかということ、それから、どんなところで被害が起こってい

るかというのを良く見ていこうと、それを管理の対象としよう。 
もう一つはその野生動物が例えば山から下りてきたんであれば野生動物の本来の生息

環境を見直していこう。いわゆる生息地管理と呼ばれる内容ですけれども、こういったも

のも管理の対象としなければ被害は減っていかない。具体的には農地整備であるとか、最

近山の中で、山の中でといいますか、色んなＮＧＯの団体の皆様も木を植えるということ

が・・・いて、あるいは行政の方々も木を植えたりですね、あるいはクマにとって役に立

つような森を造っていこうという働きもあるようですけども、こういったものも被害管理

の対象になります。 
これが一番難しいんですけど、被害管理の対象、人間も管理の対象です。それは被害を

受けている人間もそうですし、被害管理を行う行政側の人間もそうですし、当然これに関

わっている研究者も後者のほう被害管理を行う人間に入るわけですね。特に一番やっぱり

難しいなと私が思うのは、被害を受けている人間に、受けている方たちにそういった知識

や技術の普及っていうのはなかなか行き届かない。ここに一番の問題点があるかなと思っ

ています。 
 
３ 日本での被害管理の歴史 
(1) 鳥獣保護法の制定（１９１８年） 
さて、じゃあ日本でその被害管理っていうのはどんなふうにして行われてきたのかとい

う話をしますが、動物に関する法律っていうのは日本にあまり昔からないんですけども、

いわゆる１９１８年に鳥獣保護及び狩猟に関する法律というのが動いて、出来てですね、
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鳥獣保護法、鳥獣保護法と呼ばれて、これを元にして、動物の保護管理あるいは特鳥管理

といいますかやられてきました。ここの中にはその番殖（はんしょく）とか、有害鳥獣駆

除及び危険予防を図り以てというような文章が書いてありますけども、これいったい何の

ためかというと、有害鳥獣の駆除これはお分かりいただけると思うんですが、その前の番

殖というのは今の漢字の繁殖ではなくて、つがい、番という字書いてありますね、これど

んなことというと、狩猟主体のヤマドリの繁殖ですね、繁殖させて山に放ってそいつを狩

猟していこうとこの辺りがちょっと組み込まれているんですけど、こういった形で取り扱

われてきたんだ。 
で、全体的に何をやっているかというとですね、害を与える動物が出たらまずは個体数

調整だと、個体数調整っていうのは要するに駆除なんですね。そこから駆除していって被

害がなくなるまで捕ってしまえと、こういった考え方で行われてきたのが非常に多いわけ

です。地域からの一掃あるいはその根絶を目指してどんどんどんどん被害が起きれば動物

を捕ってきた。これが昔のタイプのその鳥獣保護法に従ったものですね。 
ところがそれが失敗にあたるというような話が実はカモシカで示されました。こちらの

グラフを御覧いただくと赤い色が被害面積ですね。それから緑で示しているのが捕獲頭数

で１９７８年から長野県ではカモシカの捕獲、有害動物としての捕獲が始まりました。こ

こからですね、７８年から捕獲が始まりましたのでその捕獲が始まると同時に黄色で示さ

れたのは生息密度なんですけど、密度は下がっていきます。それから被害面積がどんどん

どんどん減っていきます。これでゼロになれば問題がなかったんでしょうが、その後です

ね、どんどんどんどん生息密度が下がっていきます、１平方キロメートル当たりに０．５

頭しかいない状況まで下がったのにかかわらず、この赤で示した被害面積というのはいく

らか上昇傾向にある。つまりとにかくですね動物たちがゼロになるまでは、この被害面積

はゼロにならないということです。ここのところは非常に難しい。だから、できるだけ被

害を減らしたいんだけど、動物をゼロにするわけにはいかない。ここのところが一番難し

いところなんですね。 
(2) 鳥獣保護法の改正（２００２年） 
２００２年に鳥獣保護法は改正されます。その中ではですね、最近はやりの生物多様性

の確保とかですね、農林水産業の健全な発達に寄与することを通じてという文章が連なっ

ておりますが、ここではですね、先ほどの被害が出たときの駆除へという動きからだいぶ

変わってきました。どういうふうに取り組むかってのが指定されているんですけど、経済

的基準と保全学的基準のチェック決定的な状況を作っていこう。どういうことか。経済的

な基準で考えれば、害があってはいけませんね、害は出来るだけ少なくして被害は出来る

だけ少なくして、保全学的な基準でいけば動物は出来るだけ残さなければいけない。数が

多い方が残っていく可能性は高いだろう。害を減らしながら動物の数を維持しながらこの

２つを調停させて前に進めていかなきゃいけない。実際にその例えば被害を受けている方

には動物がいなくならないと実は害はなくならないんですよ、でも動物たちはどうしても

残さなきゃいけないという説明をしなければいけない。それから自然保護団体には全部を

全部残しちゃいけないんですよ。動物たちその悪い動物ってのも当然いるわけです。どん

どんどんどんその人間が、人間を作り出したといえば作り出したものなんですけども人間

の生活に依存して人間に害を与えている動物をそのまますべて残すわけにはいかない。捕
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らなきゃいけない動物もあるんですよっていう説明はしなきゃいけない。こういったとこ

ろで非常に難しい問題が起こっているわけです。 
４ 特定鳥獣保護管理計画制度の創設 
特定鳥獣保護管理計画制度っていうのはですね、それと前後して環境省によって進めら

れています。要するに数が非常に増えたとか、数が非常に減ったとかという動物がいる場

合はですね都道府県知事が鳥獣保護管理計画というのを定めることができる。各県はその

管理計画に従って、話を、保護管理を進めていきなさいというふうに言われています。こ

れちょっと保護管理っていうのは、多分、言葉としては思い浮かばないかなと思っている

んですが、あんまり保護にはなっていないんですよね。管理計画だけでもいいかもしれな

いんですが。 
その特定鳥獣保護管理計画ではですね、一番最初にそのあるその対象となる動物がいた

らですね、その動物の個体がどこに住んでいるのかってのを把握しなさいと、それからど

れくらいの頭数がいるかっていうのを把握しなさい、いうふうにいわれるんです。ここが

出発点ですね。ここを出発点にして個体数調整計画を作る、どれくらい年間捕獲していく

のか、どこにその動物たちの生息地を置いていくのか、といった目標を設定して、実際に

目標とする生息数に向けて、個体数を捕ったり、個体を捕ったり、あるいは生息地の導入

を行ったりする。で、これだけではなくてその結果としてゴールとして出てきたその生息

数というのが正しかったかどうか、アプローチの手段が正しかったかどうかっていうのを

モニタリングする。・・・・・といって、もしかして捕りすぎだったらその個体数の調整計

画も駆除個体数、駆除できる年間の捕獲数というのを少なくするし、まだまだその目的、

必要とする生息数に達していないようであれば年間の捕獲数を増やすとか、こういった形

でフィードバックとして進めていこうというのが保護管理計画の中身です。 
ここで一番大変なことというのはですね、フィードバック管理、まずは分かってないこ

とが多すぎるんです動物のその行動にしてもそうですし、動物の数自体これもちょっと、

後でお話ししますけれども、分かってないことが多過ぎるので、管理計画を立てるのは非

常に難しい。難しいんだけれども、今ある知見を利用してとりあえず仮説を立てよう、こ

の仮説を基にして管理計画を立てて、実際にその行っていく、実施していく管理自体をで

すね検証実験と呼びます。検証実験と見なしておいて最後に判断をして、その検証実験の

結果、管理がうまくいったか、いかなかったか、いまくいかなかったら何故なのかという

のを、もう一回最初の仮説に戻ろうと、これをどんどんどんどん繰り返していくことで鳥

獣保護管理計画を策定した県はある種の、いくつかのその種の動物の管理を進めていると

いうわけです。で、実際には９９年にその管理計画案が出てですね２００４年３月現在で

３７道府県、で、５７計画が挙がっています。これは福島県さんは今クマかなんかサルを

やっておりますね。この図の中に、古いんで抜けておりますけど申し訳ありませんが、で、

それぞれ、まあ、ここに挙がってますけれども、課題としてはですね、このモニタリング

手法が十分に確立していないこと、それから専門的知識を有する職員の確保が非常に難し

い、あるいは予算の確保が難しいっていうのが挙げられています。またですね、計画の中

で、県が作り上げるその計画の中で、市町村の果たす役割がいったいどこにあるのってい

うのが非常に課題として今問題となっているところですね。 
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(1) 鳥獣保護管理計画の問題点～生息数の把握～ 
今、その鳥獣保護管理計画っていうのを、お話をしてきたわけですけども、これの、私

が思っている一番の問題はですね、環境省から示されたときにそのスタート地点に生息数

を把握しなさいっていうのがあるんですね。どの位の数か把握しなさいって、これが一番

の難点でして、実はここが分かんない問題なんだから、分かんないものでその先になかな

か進まないというのがかなりあります。で、実際にこれは仮説として立ち上げて進めてい

って後で検証するって、さっきのフィードバックを持ってくるしかないんですけど、それ

にしても例えばですね本来ならば環境省がサルならばどうやって数を調べなさい、あるい

はシカならばこうやって、クマならばこうやって調べなさいっていうのを言ってくれれば

いいですけども、なかなかそこ言わないまま数を調べなさいだけなので結構苦労するんで

すね。実際にその個体数調整で問題となるのはその何頭捕れば減るのか、多いんだったら

ですよ多いんだったら何頭捕れば減るのかということです。理論的には簡単なんですね、

自然に増える分よりも自然死亡と捕獲による死亡を足して、こっちの方が大きければ個体

数は減っていくはずだ。じゃあこの橙色で示した捕獲死亡率、我々が管理をして個体数を

減らしていくときの捕獲死亡率っていうのはメスを捕らなきゃ意味がないですから、その

メスの生息頭数分のメスの捕獲頭数になるんですけど、実はこのメスの生息頭数、当然こ

こが分からないんですよね、生息頭数が分からないとどれくらい捕ればいいのか、果たし

て捕ってこの数は適正なのかどうか、個体群の維持のために役立つのかどうか、実際なの

かどうか一切分からないわけです。結局ですね野生生物の数は良くわからんのです。我々

も色んな形で個体数を観察しようとしていますけれども、良く分からんのです。で、・・・

ていう程度で不確実という言い方をしますけれども、・・・ていう情報っていうのは一定で

は大丈夫ですね増えたり減ったりする、不確実は確実ではないと、ですから、実際にこの

何百何十何頭という話しをするわけにも当然いかないし、当然、幅を持った形で答えるし

かないんですけどその幅自体も正しいかどうかってのはよくわからない。 
それから、野生生物のその数を算定するいくつかの方法はありますけども、どの方法を

取っても前提が多いです。これはこの個体群はここだけに生息していると仮定をしようと

かですね、あるいはこの間に死亡はないはずだと仮定しようとかですね、その前提が非常

に多い、前提が非常に多いんでまあ管理をしながらその事実に反するものがあればそれを

消去していってできるだけ実際に近い形で持って行くしかないだろうということで、今い

くつかの方法を進めているんですが。 
① シカの個体数の把握に苦慮する自治体 
ア 岩手県の例 
ここからですね、個体数の推定についてちょっと悩んでいる県の話を紹介しようと思い

ますが、岩手県です、五葉山、岩手県五葉山にシカが生息していてですね、五葉山のシカ

は保護地域として残していきながら、外に出て行くシカを阻止しようというふうに動いて

いるわけですが、９３年にヘリコプター調査を行いました。上から見て１００メートルの

幅で総延長約１，６００キロメートルを目視で確認をして数を数えたというやり方をとっ

て個体数を算定しています。で、９３年、ここですけども、そのときに５，４００頭プラ

スマイナス９００頭という値で発表しました。この後４年間かけてですね、７，３００頭

捕獲しました。これはギリギリの数字です。数が多いじゃないかと思われるかもしれませ
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んが、年間生まれる子供の数で増えていることを考えるとですね、まあ、７，３００とい

うのはなくはないですね。なくもないんですけど、３，９００から４年後に４，０００頭

前後に抑えることができた。その後ですねやっぱり３年間ぐらい、６，０００頭さらに捕

獲します。６，０００頭捕獲してもう１回数を計り直すと４，３５０、合わないんですよ

ね、計算がね、全然、これはさすがに説明ができない。このグラフで、申し遅れましたが、

あの赤の斜線の入っているところっていうのはメスの有害駆除個体数ですね、それから青

の斜線がオスの有害駆除個体数、上の塗りつぶしになっている青はオスで狩猟です、それ

から赤が狩猟されたメスです。１９９１年からですね、どうしてもやはり被害が減らない

のでメスの狩猟、ハンターさんにとってはメスを捕まえても自慢にならないので、あれが

欲しいんです、トロフィーが欲しいんですよね、だからオスをどんどん捕まえていたんで

すけども、メスも捕ってくれというのをお願いしてですね、メスも狩猟に加えました。そ

れによって個体数はだんだん減ってきたように見えるんですけれども、ここでの問題は、

実際に捕獲している頭数と推定している頭数が合わないということです。 
イ 北海道の例 
北海道もやっぱり同じような感じでそのエゾシカの被害に悩まされているわけなんで

すけど、北海道はですね、縦軸に捕獲頭数を取ってスケールは万頭で示されているんです

が、横軸に年が取ってありますが、１９９４年に北海道ではですね、およそ道東で１２万

頭いるだろうというふうに推定をしました。この推定のやり方も岩手県と似ていてですね、

ヘリコプター調査をやって、推定密度に全生息地の面積をかけてさらに年間１２パーセン

トから１８パーセント位は個体が増えるだろうと、新たに入ってくるだろうと仮定をして

進めました。この後ですね、この１９９４年のおよそ１２万頭という数を基にして、コン

ピュータ上で実際にどれくらい捕っていった、どれくらい減っていくのかを見るわけなん

ですけれども、実際に年間捕っている数をシュミレーションの中に組み込んでいくと段々

青いのが短くなってくるんですね。で、最後には１９９９年、２０００年、２０００年の

段階では既にオスがコンピュータ上でいなくなっている。じゃあ目の前に見えている角を

持っているものは何なんだ、まだまだものすごく沢山いるじゃないか。ということでその

北海道は悩んでですね、理屈としては、年間２．４万頭位まで増えるはずで、オス成獣が

２万から４万頭いたはずなんですね、計算上は。だけど２万頭以上５年間捕獲したにもか

かわらず、これならばオスがいないはずなんだけども、まだまだオスがいる。じゃあ９４

年の時点で発表した１２万頭という数は、間違っていたんじゃないか。この後北海道は、

２０００年に数を変えます。１２万頭とすると個体数が減少するはずであったんだけども

恐らくその１９９４年に推定した１２万頭というのは非常に過小評価だったんだろうと説

明をしました。これ私は中々素晴らしい思い切った説明の仕方だと思うんですけども、説

明責任、間違っていたことを間違っていましたって、実際にはこういうところが考えらま

すと説明するっていうのは(北海)道として非常に大事な姿勢だと思っております。 
今、シカの話しをしてきました。個体数を実際に推定するのは非常に難しい。実際にそ

れを使って管理計画を立てて実施していくのも非常に困難が伴うわけですけれども。 
② クマの個体数の把握方法の違い 
今度はツキノワグマ、去年大騒ぎをしたツキノワグマについて紹介させていただきたい

と思います。日本に生息しているツキノワグマはおよそ１０，０００から１５，０００頭
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というふうに言われています。これは各県が発表している、うちには何頭いますよという

数字を足し合わせたものなんですけれども、最大で見積もってもですね１５，０００、去

年捕獲したツキノワグマの数が５，０００、これはどう見てもこの数からいうと３分の１

捕る。あるいは少なければ半分捕ってるんですね、半分捕ってしまっているっていうのは、

これはクマは大丈夫なのかっていうのが心配になりつつある。私が心配じゃなくて保護を

主張する人たちの間で心配になっているわけですね。ただ１５，０００というのはよく分

からない数字なんです。何がわからないかというと各県がですね、やり方が全く違うわけ

ですね。推計の方法が全く違うのでそれを足し合わせて１５，０００といっても、全然数

字自体そんなに意味がない。ただ、意味がないんですれけれども、各県が発表している数

値というものがありますし、それを足すこと自体がいけないことではないため、足されて

いますけれども、この１５，０００という数字が実は曖昧だったんだろうというふうに今

では言われていますが、それどういうことなんだっていうと、県によって個体数の推定方

法が違うっていいました。 
例えば I 県ではうちに生息しているクマは１，１０２頭を中心にバラツキをもって報告

をしています。お隣の県Ａ県ではですね１，２１６頭というふうな形で発表しました。こ

ういったのをどんどん重ねていって最終的に１５，０００というデータを出しているんで

すけれども、これパッと見てですね、Ｉ県とＡ県の方には大体同じ位のツキノワグマが生

息しているんですねと見えるんですけど、Ｉ県の方のやり方は、区画をいくつかに分けて

その区画の中に痕跡があれば、クマの痕跡ですね、クマの痕跡があったらいくつ痕跡があ

ってもその区画には１頭いるというふうに仮定をしました。Ａ県の方では痕跡が５個あっ

たらそこの区画には５頭いると仮定をして通知を出しているわけです。これ当然両方どち

らかの県のやり方に合わせるとですね、例えば痕跡あり、いくら痕跡があっても１頭生息

していると見なしたときに、この方法でやっているところで例えばお隣のその痕跡数を頭

数と見なすやり方をするとどれくらい数字が変わってくるのかというと、１，１０２頭と

発表していてもこんなやり方でやれば１，６００を超えるわけですね。あるいは痕跡の有

無は全く考慮しないとすると８００以下まで減ってしまう。隣のＡ県の方に合わせるとＡ

県は痕跡数を頭数と見なすことで１，２１６頭と出しました。これをＩ県の方に持って行

って計算し直すと７００以下になる。痕跡を考慮しないとＡ県には５００頭以下しか住ん

でいない。とってもですね、現在の個体数の推定方法というのは、非常に弱い脆いもので

すね。ですからこの脆いものを全部ひっくるめて合わせて１５，０００という数を出して

その１５，０００の中で５，０００頭捕ったことを色々考えても実は仕方がないことでは

あります。結局その動物の数なんて分からないんじゃないか、確かに分からないんですけ

ども。 
③ 個体数の把握の方法 
ア 科学的に信頼度の高い推定方法の導入 
盛岡のさんさ踊りの新聞記事です。盛岡の人口は２９万人です。さんさ踊りに３２万人。

盛岡市の人口を遙かに上回る数字が出てます。人の数だって実はよく分からないはず、動

物の数どころではないですね。で、分かんない分かんないという話しをしてきましたけど

も２つの道があります。一つは今までやっていたその個体数の推定方法を使いながら、科

学的により信頼度が高い推定方法にできないかということです。これが実際にそのＩ県の



 
 
2007/02/26 第７回野生動物との共生に関する研究会 

 124 

方でやっていますが、Ｉ県のやり方というのは、区画の中に痕跡があったらいくつ痕跡が

あっても１、そこには１頭いると数えます。でも痕跡が多ければ実はもうちょっと、１で

はないはずです。もうちょっと沢山のクマがいるはずということで、痕跡数がですね、い

ったい何頭示しているのかっていうのをＤＮＡの体識別の技術を使って評価しようとした

わけです。こういう形で科学的に信頼度の高い推定方法を導入していくことによって少し

でも実際に近いものに近づけようじゃないかというわけですね。 
イ 個体数のレベルの指標の導入 
もう一つは絶対数というのはもう分からんと、絶対数というのは放っておいて、個体数

のレベルの指標、これを導入しようではないかという試みです。今大きく分けてこの２つ

の道で・・・つつあるんですけども、例えば後者のやつ、個体数指標というのは、先ほど

紹介したですね、道東のエゾシカ、北海道が取り入れています。北海道のそのエゾシカの

保護管理計画の中でですね、黄色で示したようなその相対的個体数指数の増減に応じて調

整する、こういうこと、こんなやり方でその捕獲圧を決めていく。何頭捕るのかっていう

のを決めていこうというのを、北海道は行ってきています。で、これはどういうことかと

いいますとですね、横軸に年が、１９９０年から２０００年まで取ってありますが、縦軸

には色々な個体数指数ってのを取ります。一つはその一番上に見るようなヘリコプターセ

ンサスによる指数ですね。それからライトセンサスっていうのは、ご存じだと思いますけ

ども、夜、光を当てて目の数を数えるっていうやつですね、それから捕獲数、あるいは人

が１日に目撃した数、あるいはその被害額、こういったものを全部、ここに７つあります

けど、その７つの指標をひっくるめて、今どっちへ向かっているのか、個体数が増えつつ

あるのか減りつつあるのかを判断しようとしたのが、この道東のエゾシカの管理計画の中

で取り入れられている個体数調整のための考え方ですね。実際に非常に、その目標水準の

２５パーセント以上だったら例えばメス中心の捕獲で対処しようと、あるいは大発生、単

純に増えているようだったら緊急減少措置を取ろうと、あるいは豪雪、これでどんどんシ

カは死ぬんですけど、豪雪の翌年とか下限水準の５パーセント以下になったら禁猟の措置

を取ろうと、こういうふうなその４段階に分けて対応しようとしてきました。で、これを

実際に今すすめているところですね。 
(2) 順応的管理の大切さ 
こういった形でその保護管理計画を進めていく中でその一番大切なことというのはで

すね、先ほどフィードバック管理という言葉を出しましたけれども、そのフィードバック

管理を含めて順応的管理と呼ばれている言葉があります。これは、その一番上から見ると

管理なんですけど、継続調査によって状態変化に応じて方策方法などを変えていく。減り

すぎていれば増やすようにするし、増えているようであれば減るようにする。こういった

整理をしていこう。それとあくまでも個体数は分からないというのに、個体数は非常に安

心できる数字を求められないということからですね、モデルとか仮説を常に見直しながら

管理していこうじゃないかと、で、管理そのものを直接の検証実験と見なしていこうとい

うふうに考えられているわけです。つまり１回管理計画を決めてそれを実施していく中で

常にそのモニタリングというのをやっていかないとダメだということです。モニタリング

をして、それから今までやってきた政策が正しかったのかどうかというのを、確認を常に

とりながら前に進めていこうと、いうのが保護管理計画の実施にあたって必要な順応的管
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理の考え方になります。まずそのおおよそのところ、その基本的な話しだったんですけど

も、ここで１回何か質問がございましたら・・  
(3) ツキノワグマの被害管理の現状 
① 生態的な特徴 
 そうしましたら今度はツキノワグマについてですね、被害管理をどういうふうして行わ

れているのかというのを、ちらっと紹介させていただこうと思います。で、クマの問題と

いうのは２００１年に東北地方で大騒ぎをします。クマの異常出没とかで問題が２００４

年には北陸、石川、富山、福井の辺りでたくさん出ましたし、２００６年には全国的に非

常にそのクマの問題がクローズアップされたんですけども、やっぱりですね、そのクマが

どうしてこんなに問題を起こすのかっていうとですね、ほかの動物でもやっぱり食物に惹

かれているのは間違いない、それはサルでもイノシシでもそうなんですけど、クマの場合

ですね、自分の体が大きいことと、それから食物のその要求性がめちゃくちゃ高いことか

らですね、ほかの動物に遠慮しないですね、そこに一番の原因があるんじゃないかなとい

うふうに思います。非常に食物に対して貪欲で、臆病だ臆病だと言われてますけど、食べ

物が目の前にあったら銃を持っている人間は気にならない。そういった動物なんですね、

何でそんなふうな動物なのかっというのは、実は、彼らの体と関係しているという話をま

ず先にしていきたいと思いますが、 
クマのグループっていうのは分類ではですね食肉目クマ科に属すわけなんですけども、

食肉目という名前からお分かりのとおりですね、元々は肉食動物を祖先に持つんですね。

で、これ頭骨なんですけど、これ何の動物かお分かりになりますか、動物が何を食べてい

るのかっていうのは歯を見ると大体分かるってのがお分かりかと思いますけども、これは

肉食動物ですね、これライオンです。肉食のネコ目のトップに君臨しているやつですが、

ここにオオカミの頭骨の絵を示しましたけれども、肉食動物の特徴はここの歯です。肉を

裂くための歯、列肉歯と呼ばれていますけども、これがちょうど山なりに植わっていると

いうことです。これによって肉を引きちぎり、だからこの歯を見ただけでもうこいつは肉

食だろうというのは当然分かるわけです。 
一方で草食動物っていうのはどんな体の造りをしているのかっていうとですね、これは

お分かりになると思うんですけど、臼歯一番奧の歯ですね、一番奧の歯が非常にすり鉢状

になっていて植物を擦りつぶすのに非常に適している。腸の長さが体長の２０から２５倍

ぐらいあります。それから例えば、牛とか羊とかラクダとかキリンとか常に１回入れたや

つを口の中に戻してきてモグモグやってますね。これによって胃の中で飼っているその微

生物にもう一度栄養を吸収してもらうといった反芻胃という特別な胃を持っています。あ

るいは馬とかウサギなんかはですね、反芻胃ではなくて結腸とかあるいは盲腸を異常に進

化させてですね、この中に生息している微生物によって草からの、植物からのエネルギー

を確保しようとしている。こういった形で特別に発達した器官を持っているわけです。 
で、一方で肉食動物のほうは先ほどお見せしたような裂肉歯が非常に発達していて尖っ

ていて、それによって肉が切り裂けるようにできている。それから植物食の動物に比べて

圧倒的にエネルギー効率が高いです。少し食べただけで十分に体内に取り入れることがで

きる肉食なので、腸の長さは体長の５、６倍しかありません。圧倒的にその草食動物に比

べて簡単な消化管をもってるわけですね。 
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で、じゃあクマはどうなのか、ここにヒグマの頭骨を示しましたけれども、先ほど御紹

介した裂肉歯がどこにあるかというと、これです。ほとんど肉を噛み切るような形であり

ません。草食動物の臼歯に近い形をとっています。山の部分が非常になだらかというか、

平坦な構造をもっているんですけども、こういった形で歯はだいぶ変わって来たんですね、

歯はだいぶ変わってきたんですけどもなんでそうなふうにして裂肉歯がなくなっていくか

というと食べ物は肉を食べないからです。これはツキノワグマの場合ですけれども、横軸

に月が取ってあって、縦軸にどれぐらいその食べ物をその時期に摂り入れているかという

のが示してあります。春は草本類の柔組織って書いてありますけど、要するに山菜のたぐ

いですね。それから６月頃には木イチゴとか山桜の実を取っ替え引っ替え食べる、あるい

はミズキを食べる、で秋になるとコナラとかミズナラを、コナラ、ミズナラ全部ブナです

ね、こういったものをゴソッと食べるわけです。で、夏の時期はある一定のその食べ物に

固執して食べるっていうよりも、色んなところを探しながらですね実が生っているのを

次々に取っ替え引っ替え食べているのに対して、秋になるとほとんど動かなくなります。

動かなくなって沢山落ちているところでため食いをするとドカ食いをするという特徴を持

っています。それぞれ夏の時期の食べ方を探索型と、あるいは秋の時期の食べ方を飽食型

と呼んでますけれども、こういった感じで今見て、描いてんのを見て分かるとおりあの動

物の方がいいんですね、当然、で、一応雑食性と呼びます、雑食性と言われているのは、

その虫、蟻なんですね、蟻の中に結構甘い、中に、体に蜜を溜め込んでいる連中とかです

ね、こういった連中を石をひっくり返して、こう、食べたりするので、一応動物食も出来

てると言えますから、完全なる植物食とは言えない、言えないので雑食性となってますけ

ど、非常に植物に偏った雑食性です。 
それで、じゃあ、クマの消化器官はどうなっているのかというと肉食動物なんですね、

やっぱりね。腸の長さは体長の５、６倍しかありません。それから草食動物に見られた反

芻胃とか結腸とか盲腸とかそういった発達した特殊な器官、植物を消化するための特殊な

器官っていうのは一切持っていません。非常に単純な、いわゆる肉食動物の消化器官を持

っている。ということですね。ということは、そのクマというのは身体が肉食であるにも

かかわらず、植物を食べているってことになります。ですから、どういうことかっていう

と、沢山食べなきゃ生きていけないってことです。植物から得られるそのエネルギーをで

すね十分に吸収することができないんで、クマとしてはどんどんどんどん食べてどんどん

どんどん出すしかない。出した中にもかなりのエネルギーがあるに違いないんだけどもそ

のエネルギーを吸収する力はクマにはありません。ですから、まあ、圧倒的に沢山の食べ

物を必要とする。しかも体がでかい、食べなきゃやっていけないってわけですね。 
で、このクマの仲間というのは、食肉目の中でもちょっと変わっています。食肉類のそ

の祖先となる動物からですね、肉食なので狩りをしようと、狩りに必要な形態、つまり速

く走れるように、あるいは遠くまで飛べるように、跳びかかれるようにしようとした連中、

あるいはコヨーテなどの社会性を持つことで、社会で、群れによって狩りをしようとした

連中、こういった形で進化していった部分ってのがいわゆるあの普通の食肉類の王道です

よね。で、これに対して、クマは何をしたかというと、肉に頼ってたんじゃちょっとやっ

ていけそうにないので周りにあるもの何でも食べられるようにしてしまえと、で、アイテ

ムを拡大していくわけです。食べられるものと食べることができるアイテムを拡大してい
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く。で、拡大していったのがクマなんですね。  
クマと非常に近縁なもっとその、ま、進化したといっていいのかどうか判りませんけれ

ども、指が６本になるぐらいの進化をしてしまったのがパンダの仲間ですよね。笹をうま

く使って食べられる。で、こういった、その食肉類の祖先から、食べ物をいかにして得る

のかっていうのを、もとにですね進化が起こってきてるわけなんですが、まあクマの場合

は食物の対象を拡大することによって適応してきたわけです。 
でさらにですね、クマの場合、その食べ物について、食べ物についてですね、究極の選

択をしています。それが実は冬ごもりなんですね。これはどういうことか、食べ物がない

ときには寝てしまえ、大変単純な考え方だと思いますけれども非常にこれはクマ、あのク

マにとって、生き物にとってですね、食べ物がないときに寝てしまうっていうのは非常に

都合が良いです。無理して探すと、無理して、無理して探してもほとんど冬場は手に入り

ませんから。で、その間、寝てしまうのだったら、その冬を難なく過ごすことができるわ

けですね。で、こういったまあ冬ごもりなんですけれども、実はこの冬ごもりに関してク

マがもう一つ特徴を持っています。それは、冬ごもりの期間中にメスは子供を産むという

ことです。大体１月から２月にかけてその冬ごもりしている穴の中で子供を産みます。で、

例えばシカの場合はですね、秋口に交尾をして、一冬越して出産が、５月ぐらい４月から

５月６月いう辺りです。これは、理屈としてはですね、非常にあの単純で、４月５月６月

つまり柔らかい草があって、母親が十分に栄養を補給できるはずだというのを見越して、

この時期に産めば乳を与えられる、ってなんですね。ところが一方でクマの方は、その１

月２月、１月２月に出産する。１月２月に出産するんですがやっぱり乳を与え育てなきゃ

いけないんですけども、この件においてもメスグマとしては、秋のうちに食物を十分に確

保して自分のエネルギーを持っておかなければ乳が与えられない。で、この点についても、

クマとしては、そのクマにとってはその秋に食べるものってのは非常に重要な役割を持つ

ことになります。 
さらにですね、クマは面白い特徴を持ってるんですけれども、大体そのシカの場合とそ

のクマの場合とそんなにその妊娠期間、この絵で示してですね、この長さですけども、こ

の横の長さそんなに変わらないですけども、シカの場合その産まれた子供が大体５、６キ

ロあるんですね。５、６キロあるんですが、クマの場合はこれだけしかありません。成長

が遅いという話ではないです。成長はあの哺乳動物ほとんど皆同じなので、あの成長が遅

いっていう話ではないんですけれども、これ一体何が起こっているかというとですね、夏

にその交尾をしたあとで受精卵ができます。受精卵ができるんですけれども、その受精卵

がそのまま子宮壁にくっつかないのね。着床しないで子宮の中をふわふわふわふわ動き回

ってるんですね。で子宮の壁にくっつかないってことは子宮から栄養をもらわないってい

うことで、当然、発生は進みません。途中の段階で止まってます。どのぐらいまで止まっ

てるかっていうとこの辺りに止まっています。大体１０月１１月ぐらいまでは発生しない

で、このまま止まってるんですね。ここで、メスグマ、その子供を持っているメスグマが

十分にこの時期に栄養を確保できれば、初めて子宮に着床します。それによっておよそ１

か月ちょいの間、その子宮からの栄養をもらって、母親からの栄養を貰い育って、２００

から３００グラムに達した段階でもう生まれてしまう。こういう特徴持つわけですね。 
ですから、いかにそのメスグマにとって、つまり、クマの個体を維持するためにですね
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一番重要な、その繁殖のこの時期の食べ物はこの点でも非常に重要になってくるというこ

とは、お分かりいただけるかというふうに思います。まあこういった、あの特徴があるん

ですが、今言ったですね、着床しないでその数か月はふらふらしてますよっていうのを着

床遅延、あるいは遅延着床と呼んでますがこれもそのクマに見られるあの特徴的な繁殖能

力といったやつですかね、というわけです。 
で、一回ちょっとまとめますけれども、その食肉目に属するけれどもその植物とか果実

なんかを食うしかない。食肉目に属するということはですね、消化系はあくまでもその肉

食動物のまま、なもんで、オスにしてもメスにしても非常に広い範囲を動き回って餌を、

食べ物を確保するしかないわけですね。それで人里に近くにくれば美味しそうな食べ物あ

るからどうしてもそこに引き寄せられてしまうと。でまあ、それだけ食べ物にはもうあの

目がないといいますか、そういった動物だということです。 
で、ここで知りましたけど行動圏、非常に広い行動圏、これだけの大きな行動圏持つの

は他にないんですけれども、こういった広い行動圏持つことからですね、クマはそのアン

ブレラ種と呼ばれています。特に東北地方ではそのクマが生息していることで、そのクマ

が動き回る範囲、あるいは４００平方キロあるいは１００平方キロかも知れませんが、そ

の範囲の中には立派な生態系があるんだろうと考えられると、いうわけです。で、ここの

アンブレラ種っていうのは、その、非常に広い生息地を必要とする種なんですけども、実

はそのクマについてしっかりとその考えていくことで、他の、そのクマだけではなくてカ

モシカにしてもそうですし、シカにしてもサルにしてもその地域の自然はどうなっている

のか、あるいはその地域のその環境はどうなっているのか、について考えることになり、

まさに一番最初にあのお話ししたその自然の恵みを、その生態系サービスのところを考え

ていくことになるというわけです。で、まあ例えば東北地方なんかではあのツキノワグマ

ってのはアンブレラ種として見ていこうという地域が沢山あるんですね。こういう、こう

いう意味です、同僚がクマたちの森へという本を書いていますけれどもそれらの挿絵です。

クマが抱えている傘の下にまあいろんな動物たちがいるということですね。 
② クマが人里に出没する原因 
さて話を進めていきます。問題はですね、いよいよその被害管理の方に、ま、実態とい

いますか、に入っていくんですけれども、じゃなぜ人里域に出没するのかっていうのを考

えていかなきゃいけないわけですよね。で、２００４年に北陸地方を中心に西日本で大騒

ぎしたときに、結構マスコミがいろんなニュースを流します。で、ニュースを聞くたびに

理由が違うっていうのは僕はあの時初めて経験したんですけれども、どうしても・・・、

色んな人が色んな理由を言うんですね。幾つかその挙がったやつっていうのは、例えば山

の不作なんだ、あのナラ、ナラの集団枯死が起きてるのかとかですねえ、えーといやいや

そうじゃなくて人里周辺が魅力的だから、とかですね、猛暑だったから、あるいは、そん

なことじゃなくてもっとはるか昔のその奥山開発が行われて奧山が荒廃してるんだってい

う人もいましたし、あるいは台風の上陸が非常に多かったのが２００４年でしたから、台

風の襲来によって実がなった枝が落とされたとかですね、そういった、まあ番組を見るた

びにその理由が違うというような状況が非常に続いたわけですね。だからこうして挙げら

れるその出没の理由として幾つか考えられるものはですね、実は大きく分けるとですね、

一つはその山の不作がらみのものと、もう一つはその里についている里グマの問題、この
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二つに分けられるように気が付きます。 
ア 里グマ（ゴミグマ） 
実はこのところがポイントに、被害管理のポイントになっているんですけれども、どう

して人里域に出るのかっていうのを、簡単にもうまとめるとですね、まずは元々住んでい

た適地から追放されてしまった。これは多分間違いないです。元々あったブナ林をどんど

んどんどん伐採してそこに針葉樹を植えていく。針葉樹はクマにとって餌を供給する森で

はありません。隠れ場所は供給するかも知れないけども、餌を供給してくれませんのでそ

れによってクマはそこに住めなくなって出て行く、わけですね。どんどんどんどん動き回

らざるを得なくなる。動き回って行く過程の中で、２番目です、人里域に誘引される。で、

一方クマは、動き回るクマは人里域に出て行くところで、人里の方では人的な圧力、動物、

野生動物に対する人的な圧力が、いなくなって、それをずっとやってきたのは、人間です

から、その人間の圧力が少なくなることで、人里に入りやすくなる。入りやすくなる上に

まさにそこには、非常にあの美味しい食べ物が転がってるわけですね。ゴミ処理が不適切

であったり、あるいは廃果した林檎ですね、林檎をそのまま、何でしたっけ、果樹園の中

に放り出していたりですね、そういったことをしてあったり、あるいは誰も関わらないと

ころでその農作物が作られている。で、こういったその魅力的なものに引きつけられるの

ではないか、っていうのがまず一つ考えられることであります。 
で、これらをですね、まあ、人によっていろいろな呼び方がありますけれども、こうい

った理由によって起こっているクマ問題っていうのを、里グマ問題とかですね、あるいは

特に夏、長野県の軽井沢ではゴミ箱に付いてるってことから、ゴミクマ問題というふうに

あの呼ばれています。で、こういった問題をまずは解決していかなきゃいけないっていう

のが一つですね。 
イ 山グマ 
で、まあ里グマ問題、ゴミクマ問題ですが、ただ２００１年、２００４年、それから昨

年２００６年、異常に出没する、異常に出没して問題となる年があるのも事実なんです。

で、これはですね、横軸に年をとって縦軸にその東北地方、すいません福島県入ってない

ですけど、東北地方５県におけるその有害駆除数の、これ何で入ってないかというとです

ね、あの、私が論文を書いてたときに、ちょっと、ブナの豊凶について、東北森林管理局

がモニタリングしてきてたんですよね。でその時に、東北森林管理局の管轄ではないんで

す福島は。福島県は森林管理局は関東なんですよね。なもんで、福島県さんのデータがそ

の時点でなかったので、こうなってます。とあのちょっと言っておきます。ただ農政局は

東北ですよね。その辺がよく分からないところでありますが、こういう形でですね、何が、

何をここで見ていただきたいかというと、ここ変動、駆除数っては確かに変動してるんで

すが、ぼんぼんぼんぼん山が時々ぼんと上がるんですよね。 
で、もしその里グマ、あるいはゴミクマだけの問題なのであれば、この変動は説明はで

きない。大きく変動する。年々徐々に徐々に増えてきましたよということであれば、それ

は里が問題になってますよね、あるいはゴミクマの問題を解決しなきゃいけませんよね。

それだけで話が済むんですけども、実はあの変動っていうのはですね、里グマの話だけで

は当然説明ができない。ここが問題なんですね。で、じゃあ実際にその大量出没は一体何

が原因になってるかっていうと、このクマじゃないんですよ。このクマも当然関係はある
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んでしょうが、そのこのクマだけではなくて、やっぱり山なんですね。まだまだそのクマ

が依存している山が残っているということです。で、山のほうで、その例えば私が示した

やつはそのドングリ、ブナの実なんですけども、不作等による自然変動があって、いわゆ

るこいつを山グマと呼べばですね、大量出没の時に問題になっているのは、この二つの合

わさりなんですね。特に下から山のほうから降りてくるクマが、異常に数が多いのも事実

です。で、実際にその時々、いやー、とっても人慣れしてるクマなんだよっていうような

ニュースなったりもしますけど、そういったクマはおそらくその里グマ、ゴミグマ、里に

慣れてるクマなのかも知れませんが、この二つが合わさって実は大量出没ってのが起こっ

てるんではないかというふうに言われてます。ただ、いろいろ努力はしてるんですけども、

色んな部所とその大量出没したクマを調べることによって、そいつがどこから来たのかま

では未だ判断ができてはいません。ただ、おそらく、そのこうして計算上はですね、計算

上はその大量出没のときの７割から８割方が山から出ているやつです。 
じゃあ二つの被害対策を取らなきゃいけなくなりますが、今、クマは二種類いましたの

で、一つはですね、里グマ、ゴミクマをどうするかという問題です。里に付いているクマ、

あるいはゴミに付いているクマってのどうするか。アイヌの人々は悪い山の神って言いま

した。ウェンカムイ。でこれはもう、そういうことですね。それともう一つはその大量出

没時にどうするか。要するに山のほうから降りてきているクマによって事が起こされるに

違いない、その、山からのクマ、山の良い神、キンムカムイっていいますから、このクマ

達に対してどういう対策を取っていくかってのを考えなきゃいけない。で、何が問題かっ

ていうと先程１５，０００っていう全体の、日本全体のその生息数は当てにならないと言

いましたが、それにその５，０００頭捕って殺してしまうっていうのは、簡単な話はない

わけです。要するにこの時期に、まあ非常に駆除圧が高くなってるのは事実でしょう。 
 
Ⅴ クマダスの取組み 
実はこの山から沢山出てくる大量出没時の対策として、ま、今、クマダス、クマダスっ

てのはあのアメダス、アメダスから来てるんですけれども、後でちょっと紹介しますが、

クマの出没注意報というのをその幾つかの県が実際にやり始めているわけですね。で、そ

の今のクマダスの話をちょっと紹介しますけれども、要するにクマのその人里出没とです

ね、ブナの豊凶との間に関係がありそうだっていうのを私はその２００４年にあの発表し

たわけなんですが、これ秋田の例です。左側の軸は有害駆除数です。有害駆除数ってのは

多ければ人里に出てきているクマが多い、人里への出没を表す指数だと思ってください。

それから右側の軸、水色で示してあるのがブナの凶作指数、これは高ければ高いほどえと

ブナが凶作、つまり成らないわけですね、で、ゼロに近ければブナがとても良くなってい

ると。実が沢山付いているということです。で、この二つのですね、大学の示した駆除数

と、それから水色で示すその凶作指数の繋がりっていうのを見ると、もうなんかこれ秋田

は非常に綺麗に行くんですけれども、ブナの実生りが悪いときには、有害駆除数は非常に

多くなってますし、ブナの実生りが良いときには、有害駆除数は、ま、非常に低くなると

いう傾向にあることがお分かりいただけるかと思います。 
で、まずですね、因果関係がよく分からないんです、説明できないんですねえ。で、説

明できなくても説明できたら、なんか、結構あの新聞にも載るかなと思っているんですけ
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れども、何が説明できないかというと、これは秋田県の有害駆除、どれ位、今、里に出る

かっていう数を、月別に見たものです。横軸に月が取ってありますが、夏に出ますね。福

島県からもその傾向はあるんではないかと私は思っていますけれども、夏に沢山捕られる

んです。で、これ山形なんですけれども、夏なんです。夏ですよね。夏に沢山捕獲される、

つまりクマは夏に人里に沢山出てくるんですよね。こういうことです、で、先程私が示し

たあの関係を示すブナなんですけども、右側先程あの紹介したやつですけど、ブナとかコ

ナラとかミズナラにクマが依存するのは、実は秋以降です。１０月、１１月。ということ

は、私が最初に示したブナの実と、クマのその出方の関係っていうのは、ブナ堅果の凶作

かどうかっていうのは、最終的にその実が付くか付かないかっていうのは、秋ですね。で

もそれに先駆けて、夏に、既にその年、出没が頻繁に起こってしまう。時間的に逆なんで

すよ。時間的に逆なんでちょっと因果関係が説明がしづらくて困ってはいるんですけれど

も、まよく分からないんですけど、よく分からないんですけど、今までその１７年、１８

年って見てくるとですね、やっぱり凶作から豊作へブナが向かった場合には有害駆除数は

確かに減ってるんです。豊作から凶作へと向かえば有害駆除数は確かに増えている。傾向

は、東北地方の岩手県の北上を除いて全ての地域になります。で、特に増えるか減るかだ

けについて見れば全ての地域で見えますし、密接な関係からの強い関係が相関が見られる

ところでは、ブナがどれぐらいあの豊作になるかっていう、どれくらい凶作になりそうか

っていうことから、年間どれくらいの数が捕られそうかっていうところまで、計算ができ

る位の関係が見られます。で、いずれその因果関係ははっきり実は判っていないんですけ

れども、とりあえず、そのブナの豊凶っていうのは、これまでの経験から見ると指標には

なりそうなんです。で、こいつ使わない手はないだろうですね、 
１９９５年これはあの東北森林管理局の協力をを元にして、うちのほうで、私たちの方

でまとめたやつなんですけど、これが調査されてるブナの公共のモニタリングサイトです。

大体３００ポイント位行われて、で、行われているんですけれども、４段階に分けていま

す。丸の大きいのが、あの、豊作ですね。それから下に小さくなるにしたがって、並作、

凶作、その下が不結実、赤で、赤でですね。黒、黒い点ですか。不結実、結実しなかった、

実が生らなかったというやつですけれども、これをちょっと御覧いただきますとですね、

１９９５年は、東北地方全体的に大豊作だったっていうことがお分かりいただけると思い

ます。で、９６年そんなに生らないですね。で、この年に、クマが沢山やっぱり出ていま

す、９６年。２０００年、２０００年も９５年の次に東北地方で大豊作になった年です。

で、ここは記憶に新しいところでありますが、２００１年にあたると生らなくてですね、

で、２００１年に東北地方を中心にしてクマの大量出没の騒ぎが起きているわけですね。

ていうことは、実はブナっていうのはその大豊作を１回起こすとですね、自分の体、ま、

こういう言い方をしていいのかどうかわかりませんけど、自分のその体の中で翌年も花を

付けて実を付けるという力は残っていないわけですね。そういうふうに言われていますが、

大豊作の翌年は必ず実が付かないんです。実が付かないことは、大豊作の翌年には沢山出

る可能性があるんです、クマが。実が付きませんから。もし関係しているんであれば。で、

実際にその１９９６年と２００１年には、あのクマ、実際出たんですね、そしてそれぞれ

の前年には非常に大豊作。で、こいつを使おう、こいつを使って、クマ出没注意報のシス

テムを、あの、岩手県のほうで立ち上げました。で、名前がクマダス、クマダスの名称は
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あんまり良くないかな、クマを出すように見えちゃって、ようなので変えようかなと思っ

てるんですけど、いわゆるこれ、先程話しましたけれども、アメダスから来てますが。 
１ 岩手県での取組み 
さっき、あの、御覧いただいたブナ林のモニタリングサイトの、公共のモニタリングで

すけれども、あれはあのブナの、ブナの種(タネ)ってことで、種です。で、まあこういっ
たそのクマダス、岩手県としてはですね、東北森林管理局のデータとそれから独自に行っ

たその公共調査の結果をもとに、その２００５年が確実に大豊作であったということを見

つけました。で、これをもとにその秋には色々話し合ってですね、３月２０日、まだクマ

がその冬眠している冬ごもりしている最中に今年は出ますよと、いうのを発表したわけで

す。で、岩手県でその出没注意報を出すに当たってこだわったことっていうのは、間違っ

ちゃいけない、間違ったら県民の皆さんから信じて貰えない。次に発表する内容は信じて

貰えなくなってしまうだろう、ということで、とにかく大量出没となりそうな時に限って

出そう。毎年出してもしょうがない。というか、出そうなんだけども、注意が必要なんだ

けども、そこは敢えて出さない。沢山出るときには、あの、出そうと。それで、あまり出

没しない状況、こういう言い方も止めよう。で、間違ったらきちんと訂正しよう、間違っ

たときにはその理由を説明しないと、また間違うんじゃないかなと思われますから、そこ

はあのきちんと訂正をして理由を付けて訂正をしよう。ただ、間違うと本当はまずかった

んですよね、ちょっと理由が分からないので。先程申し上げたとおり、因果関係がはっき

りしてませんから、ちょっと弱いところでも、ですが、まあ、これにこだわって、３月の

２０日にその今年は夏から秋にかけて人里域に過ごすクマがはるかに多いですよというの

と、それから、昨年大豊作でしたから、子連れグマが沢山出ますよと、出産ラッシュ、ラ

ッシュを向こう(クマのこと)迎えてるはずなんで、沢山出ますよ。でこの２件については、
岩手県が取りまとめてきた過去の被害情報あるいは、齢査定、あの歯から年が判るんです

が、あの有害駆除した個体の齢査定の結果から、実際にその大豊作の翌年には生まれてく

る個体が多いってことが分かってますんで、これを元に、この２つを出したわけですね。 
目的としては一つです。人身被害、これはあの残念なことに非常に人身被害が多い県が

ありまして、この２００１年の大発生、大量出没のときに、２４人の方が被害に遭われて

いる。でこれを減らそうと。で本当はここで、農作物被害の軽減ってのに持ってきたいと

ころではあるんですけれども、今年大量に出るから農作物被害がないようにしましょうと

いっても、何を実際にすればいいのかってのはまだまだ難しいところではあります。注意

報をそちらに、あの、向けるのは難しい、だから取りあえずは、人身被害を減らそう。で、

人身被害自体はですねえ、やっぱ人間が気をつけることで、本当にできるだけゼロに近づ

けることは可能じゃないかって思ってるんですけれど、なかなかこれがうまくいかないっ

てのが残念なところであります。 
実際に出された注意報です。実際に出された注意報で、しかもこれは県民の皆様に理解

していただけるようなかたちで、今までどんなところで事故が起こってきたかってのを、

４パターンに分けてですね、イラスト付きで紹介をしました。こんなところにでも、とこ

ろへ、クマが出る可能性がありますよ、あるいはその生ゴミの適正処理、廃棄農産物の適

正処理、これもお願いをしました。それで、実際に県の方が・・のところに出かけていっ

てですね、問題があるところでは、例えばリンゴはこういうふうにして捨てましょうとか
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ですね、そういう話もしてきました。で、こういった取組みの外にですね、例えば藪や茂

みを減らすことも、クマ対策ですよと。突然その河川敷の脇のその林の中からクマが飛び

出してきて、事故に遭ったって２００１年にありましたので、こういったところもあの除

草作業も、大事じゃないですかってのをいろいろと言ってきたわけですね。それから、岩

手で多いのはですね、やっぱりデントコーンとか、スイートコーンとか背丈の高いあの作

物を植えているところで、クマがその畑の真ん中で食べている。で、クマとしてはあの山

に近い方から入ってくる、人は道路側からこう入ってって中で鉢合わせっていうケースが

非常に目立ちましたので、あのおそらく見えませんけれども十分注意をしましょうという

かたちで、大きく４点過去の例に則って県民に周知を図ったわけです。で、実際にはその

ままメディアを通してでやってとかですね、あるいは農協関係あるいは森林組合関係ある

いはあの市町村から・・・こういったところを通じてですね、今年は出ますよと、いうの

を３月２０日から、ま、順番に少しずつですね、取り組んできたわけです。 
最初、最初やっぱ出が悪くて、出が悪くって言いますか、あの岩手県としては、あるい

はそれに関わった私たちは、何か当たって欲しいような、当たって貰いたくないような、

非常に複雑な気持ちだったんですが、なかなか出なかったんですが、１か月後にこういう

ニュースが飛び込んできました。これは何ですか。これは何ですかと言われても、私も説

明ができないんですけども、クマが出てくるっていうのはこういう事ですかって言われた

んですけども、こういうことではありません。ただ、これは非常に珍しい写真で、一体こ

れはなんなのか、いまだに説明ができてません。１頭だけ、２番のクマが大きいです。あ

とは皆同じ大きさなんですね。ツキノワグマおよそ大体産んでも２頭多くて３頭と言われ

てたんですけども、もしかしたら、これは５頭くらい。近縁のその北米のアメリカクロク

マでは５頭という記録もありますので、こういったのも実はあるかもしれないですけど、

いずれこれが大量出没ではありません。 
実際、どうなったか、クマダス、注意を出してですね、今年夏から秋にかけて実際に過

去最高となりました。騒ぎとなったのは皆様ご存じのとおりです。それから、子連れグマ

の出が今年は多いので気を付けてくださいよという話もしました。実際、人身被害は１５

件起こりました。１５件１４人、１５件ですか。一応やりました。特に何を評価しなけれ

ばいけないかと言うとですね、人里に出てくる可能性があるから注意しましょうという発

表をしましたから、人里での人身被害が減ってくれればいいんですが、それは減りました。

ただ山の中で増えちゃったんですね。山の中では、実際の・・量が増えてしまっていて、

それでちょっと数が今一つ減らないんですけども、山の中は入る人がどうにかしてくれる

と思いますが、そういうことがありました。実際に評価できるんではないかなというふう

に思ってます。 
２ クマダスの全国的な取組み 
色んなところでですね、今、このクマダスというのが、要するに、ブナの豊凶、あるい

は他のミズナラとか、コナラとかそういった堅果類の豊凶を基にした、クマの出没予測と

いうのが行われるようになってます。その先駆け、その技術のですね、特に何が問題かと

言うと、その豊凶のデータというのが、東北地方では結構その昔からあるんですけども、

他の地域でないところが多いんですよね。そこはちょっと整備しようじゃないかというこ

とで、うちの方の、このプロジェクトで、２００５年からですね、ブナの豊凶、先程東北
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地方を見ていただきましたが範囲を広げました。西日本近くまで、まだまだ点数が足りな

いんですけども、広げています。これ２００５年のデータです。赤い点で示されているの

が豊作の場所ですから、２００５年というのは確かに日本全域のクマの森でブナがよく生

っていたということですね。ということは逆に言うと、２００６年は非常に生りが悪かっ

たはずだというのは間違いありません。それがおそらく去年の大騒ぎの原因の一つになっ

ていることは、確かだと思われます。 
各県、いろんなところでやってます。例えば、北陸は、２００４年、２００５年あたり

からやってますね。石川県、あるいは富山県、あるいは長野県、いろんなところで始まっ

たんですけど、問題は各県ともに裏付けを持っていなかったということです。いくつかの

県は、それまで研究者がいくつかの場所で実際に調べてきて、関係がありそうだと言って

いるっていうことはあるんですけども、県として、非常に広範囲に長期的にやってきた例

はなかなかないんですね。 
で、２００６年のこれは８月ですかね、１回、ある県でクマダスの出没注意報が失敗す

るんです。その県はですね、２００４年以降、その堅果類の調査と色んなクマにとっての

食べ物というのを調べてきました。堅果類については、ブナ生ってないし、ミズナラ生っ

てないし、コナラも生ってませんよ、という言い方をしたんですが、この県、いろいろ取

り組んで、他の植物、例えばマタタビとか、ウワミズザクラなんかが、非常に今年はいい

んで、２００４年よりも沢山は出ませんよ、というのを言ってしまったんですね。 
岩手県のこだわりを思い出してください。出ませんよというのは出してはいけない。実

はここにある問題は、クマダス自体全国で統一する必要があるんじゃないかと思ってます

けれども。 
何が問題かというと、異常発生の恐れはないと考えられますと発表したことも事実であ

りますが、マタタビやウワミズザクラに目をとらわれてしまったんですね。クマの出没に

ついて考える、県全域のクマの出没について考える、そうすると、それのキーとなる食べ

物というのは、全域に棲んでいるクマにとってかなり影響する食べ物、例えば、広範囲に

非常に沢山あることはあるとか、あるいは大きく量的に変動するものだとか、マタタビの

林とかマタタビの森というのは当然ないわけで、生っていたとしてもそれは県全域のクマ

に影響するほど、生ったり生らなかったりするものではないだろう、そこにとらわれてし

まった。実際にこれを発表した１か月後くらいから急速に有害駆除部隊それからクマに伴

う被害が増加して、これを最終的には取り消さざるを得なくなったんですね。しかもその

後で今度は注意報を出したんです。一回失敗すると、今年たくさん出ますからということ

で。そうすると、県民の方たちは、どれを信じていいか分からないわけです。ですから、

じゃあですね確かに裏付けのないクマダスは危険なんですけども。 
いまの場合、例えば東北で見てきたように、ブナに注目すれば良かったのかというとそ

うでもないんです。ブナに注目してたら、今年沢山出ますよと言えたかも知れないんです

が、問題は、そのブナに注目する理由を持っていないということです、ここは。つまり裏

付けがないと、結局間違ったときにその理由が説明できない。ですから、各県、いろんな

ところで始まりましたが、おそらく５年、６年ぐらいは、ちょっとデータを取って、何が

関係しているのか、出没と何が関わっているのか、大量出没を説明する山の要因はその地

域にとっては何なのかというのを調べていく必要が実はあります。ただ、やり始めないと
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それは前に進みません。 
３ クマダスの裏付けの模索 
で、その裏付け、全国いろいろな形で、出没が起こっている、その要因については、関

係者のプロジェクトで私たちの方でも探ってますが、始まったばかりなので、なかなかど

ういうふうにいくのかというのは見当が付きませんが。で、一応ですね、別の意味で、せ

っかく皆さんに注目していただいて、豊凶モニタリングが始まりました、クマの出没に向

けて、豊凶モニタリングが始まったんで、全国へ拡張可能かってのを別の視点から見てみ

ることにしたんですね。どうしたかというと、先程御覧いただいたですね、東北地方の有

害駆除数の変動パターンを示してますが、先程変動、こう、上に行ったり下がったりして

ますよということで紹介したんですけども、よく見ていただきますと、例えば、１９９６

年、この年、あるいは９９年、２００１年、あの隣の県同士で、隣の県同士というか、近

い県、近隣の県で、有害駆除数が増える時には同じように増えてるということにお気付き

いただけるかと思いますが、つまりですね、結構同調するんです。あんたのところでも多

いんですかという状況ですね。これを逆に日本全国ちょっと調べたろうと。もしその山

の・・・と非常に広い範囲、県境のレベルを超えた要因によって駆除数が変動しているの

であれば、駆除数変動パターンというのは隣の県同士で似るはずなんです。離れた地域で

は、もしかしたらずれてくるかも知れない、というのを見たんですね。 
それで、これちょっと有害駆除数を縦軸に取って、横軸に年が取ってあります。例えば、

新潟、群馬、山梨、長野っていうのは、変動パターンがこうやって山の位置が似るんです

ね。あるいは福島、栃木、宮城っていうのは、同じような形で上下をします。数は違いま

すが。同じように上下をしている。これを分けてみました。グループ分けすると、例えば

ここに線を引くとですね、近い、ひとまとまりにこうなってなるところは、非常にパター

ンが似てますってところですけれども、この黄色い線のところでいくつかのグループに分

けると、まずここに一つあります。一個、二個、三個、四個、大きく分けて、駆除数の変

動パターンというのですね、４グループにちゃんときれいに分類できるんですね。一個一

個見ていくと、ここの部分が、兵庫以西の西日本が非常に駆除数のパターンが似てますし、

石川、福井とですね、それから山梨、長野、関東甲信越、群馬、新潟、ここは福島ですね、

福島、栃木、宮城、南東北、北関東っていいますか、このあたりが変動パターンが非常に

似ています。で、東北地方という形になって、おおよそ、こちらが西日本、こちらが東日

本という形に、実はクマの有害駆除数の変動パターンというのは分けられる。分けられる

ということは、他の地方でも、おそらく、県境のレベルを超えた要因がクマの出没に関わ

っているに違いない。実際に、どのように、大きく東日本と西日本というのは、こういう

形で、去年の秋、新潟、長野の県境あたりで区分できてですね、色も同じところが大体同

じ程度の、同じような感じですが、これは福島県ですけども、福島、宮城、この下の栃木

県、この辺りと非常に出没パターンが似ている。似ているので、もし、こういった形で豊

凶調査を続けるのであれば、福島としては、宮城あるいは栃木あたりと連携をしていくっ

ていうのも一つの方法かもしれないというわけです。こういう形で今、広域的な管理、広

域的な保護管理というのは言われてますから、そのときの一つの見方が、駆除数の変動パ

ターンから読み取れるというわけです。 
実際に、このクマの出没注意報というのは、今後いろんなところで進んでいくはずでは
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あるんですけれども、やはり問題はその増加、増えますよと言ったときに、一体何が出来

るのかということなんですね。実際に今年出した県は、岩手、秋田、長野それから北陸で

ちょっと出しているんですけども、実際どんなことをして、どんな問題があったのか、ど

んな効果があったのかっていうのを、他の県に対して発信していく必要があるだろうと思

います。例えば、ブナに依存しているのだったら、理論的にはですね前の年の秋には既に

分かるんですね。前の年の秋に分かったと同時に、予算計上に動けないかというわけです。

それによって、例えば、緊急対策注意報を作るとかですね、こういったことも実はできる

かも知れないなというふうには思ってます。ただ、問題は、やはり農作物被害にいかにこ

れを利用していくのか、農作物被害を減らすためにいかに利用するか。それを、農作物被

害を減らさないと有害駆除数は減らないですね。今年、岩手でも出したにもかかわらず、

やはり史上最大の最悪のその捕獲数になってしまった。どうしても、そのところで減らせ

ないと、実際の保護管理には向かっていかないだろうと思います。 
４ 岩手県でのクマダスの評価 
で、じゃあ岩手県で出されたクマダス成功したんだろうか。今、いいところだけ話をし

てきましたが、成功したようでもあります。成功したようでもありますが、先程お見せし

たですね、ここ、大きく４つのグループに分けられるますという話をしましたが、実はこ

このところだけ浮いていることにお気付きでしょうか。これを境に上が西日本で、下が東

日本の一群、二群、三群ですが、これは何かというと、実は岩手県でも、この北上側、岩

手県で大体３分の２持ってるんですけど、その３分の２の北上の地域で岩手県の駆除数の

変動パターンは、どこにも入らないんです。で、何が起こっているかというと、岐阜と静

岡と北上と京都と４つの地域が入っているんですが、岐阜と静岡は、ほとんどのこのツキ

ノワグマの駆除数のほとんどを、林業被害を軽減させるために山の中でクマを捕ってます。

里ではありません。つまり、里での出没指数では元々なかったんですね。京都も、ほぼ半

分を山の中で捕ってます。で、北上側は確かに人里で捕っています、でも他のグループに

は入らないんですね。ここが、実はえらく問題なところで、ここが岩手県の大きな悩みで

す。岩手県は２つのユニットで管理してます。奥羽山系側の個体群と北上側の個体群。で、

北上側の個体数の方が圧倒的に多いんです。圧倒的に多い方の個体群に対して、今、実は

問題があるんですね。ブナとその有害駆除数の関係を北上だけにしてみると、先程の秋田

のところ思い出していただければと思うんですけども、これ関係がないんですよ。で、北

上の高地にはあまりブナがないんじゃないかということで、ミズナラのデータもうちの方

にあったので、ミズナラのデータも見たんですけど、山がなんか一致しないんですね。で、

北上は、こういった山の豊凶では異常な大量出没が分からないところなんじゃないか、と

いうのが一番の悩み。で、他のデータもそれを支持しているんですけども、 
これはですね、有害駆除された個体について、先程、私、歯を取って分析して正確な年

齢を調べているという話をしましたが、齢査定をして、その個体は何歳だったのか、性別

は何だったのかというのを示したやつです。左側が岩手県の奥羽山系側の個体群で、横軸

に年が取ってあって、縦軸は何個体駆除されたか取ってあるんですけども、水色で示した

のがオスです。ピンクで示したのがメスなんですね。奥羽山系側を見ますと非常に若いオ

スが多く出没している、里に出没して駆除されているってことにお気付きいただけると思

いますが、これに対して北上側を見ると、若いメスも結構沢山出没して駆除されている。
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で、日本全国でいろんなところで齢査定行われたその結果を見るとですね、ほぼほとんど

のところが左の奥羽山系側のタイプです。つまり若いオスというのは好奇心が非常の旺盛

だ、あるいは、あまり人が怖くないという意見もありますけども、動き回る。ここからど

んどんどんどん出てきて駆除されるんだけども、右側の北上側というのは説明出来ないん

ですね。なんでこんなに若いメスが沢山出るのか。仮説としてはこれです。北上山系側で

は、クマの生息域が人の生活域にシフトしてきているのではないか。人の生活域とクマの

生息域が重なってきちゃっているのではないか。モデルで書くと、奥羽山系側では、黄色

で示されたクマの生息域と人の生活域が一応は分かれているんだ。で、若いオスが出るこ

とによって捕まる。人里の方で駆除される。北上側はこうではなくて、おそらく真ん中の

ところが一切、その真ん中のところっていっても模式図ですが、クマの生息域に棲めない

ところがあるのではないか。で、実際そこにいた奴がこうやって出てきて、この人の生活

域と重ねてしまっているのではないか。これを生息地のドーナッツ化と言いますけれども、

こういうことが起こっているのではないかというふうに残念ながら予測されるわけです。

それが、北上川。ご存じだと思いますが、畜産振興で山のそのなだらかな丘陵部分という

のは、ほとんど昔放牧に使われていた。あるいは、火入れなどが行われていた。昔からそ

の人の圧力というのを受けてきた地域ですね。それによって長い年月をかけて、北上の山

からクマが出されてしまったんじゃないか、というふうに考えられます。実際に発信器な

んかを付けてクマを追跡しますと、もうほとんど里の中にいるというか、裏山に潜んでい

て、夕暮れとか朝方に動き回っているんですね。ちょっと分からないですが、そういうこ

とが起こっているのかも知れない。 
じゃ、北上側では何をしなければならないかというと、この先程申し上げた二通りのク

マがいるといるといった中の、里グマとかゴミクマ問題の解決をどうするかっていうのを

やっていかないと解決はしないんです。 
で、実際にやらなきゃいけないことは分かるんですけど、例えばそれは生息適地から追

放されたことについては、生息適地を回復させなければいけない、これはむちゃくちゃ時

間がかかるわけですね。例えば、ブナなんか植えてから５０年、７０年と待たないとダメ

だし。で、一方、人里域に誘引されたほうについては、獣害に強い集落づくり、まさに皆

様が取りかかろうとなさっているところ、これが一番効くんです。この部分を解決してい

く必要が実はある。で、それを岩手県としては、敢えてあくまでもその県全体として発表

するしかないですから、発表の段階では、今年沢山出ます、特に奥羽山系ではという書き

方でしか出来なかったんですけども、実は北上側の問題を解決しないと、岩手県のクマダ

スは完結しません。 
 

Ⅵ 野生動物を山に返す場合の問題点 
実際にはですね、これはサルを例に挙げてますけれども、いま農作物の魅力というんで

上のシーソーですが、里にどんどんどんどんどんどん出てきている野生動物、これらを山

にいかに帰すか、二通りの問題がありますよ。  
それは一つは、里の方でしっかりとした防御対策を取ってサルが餌を採れないようにし

てしまう。もう一つは山の方の食べ物を充実させると、この二つによってシーソーはこう

いう形に斜めから水平あるいは山の方に固まって、固めてくれるようになるんですね。こ
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の形に持って行けるだろうというのは理屈ではあります。ただ、なかなかここは上手く行

かない。 
で、山の方の食べ物を確保する、山の方に戻すために林野庁、あの獣害とはあんまり関

係なかったんですけど、例えばこういう試みも行っています。緑の回廊プロジェクト。で、

日本全国で今１７くらいですかね。赤で示したところがいわゆる国有林を使ってそのいわ

ゆる、持っている生物遺伝資源保存林とかですね。あるいは、公園なんかを繋いでいこう

というやつ、試みなんではあるんですけれど、いかんせんこれ、机の上で作ったやつでし

て、なかなかその現場を確認していないんですよね、北上なんか確かにこの部分に回廊と

して設定された地域はあるんですけど、実際に回廊の中に入っていくと、ブナは少なくて、

カンバ（樺）、タブとか牧草地みたいになってたりするわけです。 
で、私たちがですねクマがどういったところに分布してるのかって、回廊は果たしてそ

の意味を持っているのかっていうところを探るために、その、ここにリンゴのトラップを

置いてですね、ワイヤーとバラ線をこういうふうに張ってクマの痕跡を探ろうとしました。

で、回廊がちゃんと意味をなしているのかどうか探ろうとしたわけですけどもこういった

形でクマが訪れてですね、リンゴに向かって入っていこうとします。バラ線なんてあまり

気になりません。毛がゴソッて取れるんで、ここからあの、ＤＮＡの分析も行ったりする

んですが。これをちょっと御覧いただきたいのはですね、各個体がいろいろ採れました。

１８個体を識別しましてどこを動いているのかってのを見るとですね、このピンクで示し

た楕円はちょうど回廊の区域なんですけど、回廊の中にほとんどクマいないんですよね。

バッテンがついてますが、これはあの、りんごのトラップを仕掛けたにもかかわらず、ク

マが一切来なかった地域で、回廊の中ほとんどいません。回廊の外だけです。ちょっとこ

れは回廊として膨らませるのは問題があるんじゃないかっていうことで、東北森林管理局

にですね、岩手県がクマを放獣するときに、国有林の中に回廊の中に放させてくださいっ

て、緑の回廊のそのキースピーシーズにツキノワグマがなってるわけですから、大体あれ

幅が２キロというのはツキノワグマの行動圏から来てますから、そのキーとなる種が、こ

こに、里で捕られてしまいました。で、それをすべて殺すわけにはいかないので放させて

くださいっていう話は一応言って、森林環境部の方も考えてはいただいてはいるんですけ

れども、なかなかうまくちょっと「うん」という返事がいただけないんですね。で一応、

放すときにせめて国有林に向けて放すかという努力を、向こう側が国有林なんですけど、

ここらが国有林なんですが、なかなかうまくいきません。 
 
Ⅶ まとめ 
１ 被害対策がうまくいかない原因 
実際にその被害防止技術についてチラッと話をして終わりたいと思いますけれども、そ

の行動制御、動物の行動制御するための障壁というのは、大きく分けてその物理的な障壁

と心理的な障壁があるわけなんですけれども、いろんなところでですね、こういった網が

張ってあったり、電柵が張ってあったりするわけですね。これはサルですね。メスザルに

発信器付けてるんで、どこにいるのかってのを順々には知ることができるって技術ですが。 
① 心理的な要因 
実はその被害管理を研究している研究者の間でやっぱり言われていることは、まず今の
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防除技術でもちろん可能なんです。可能なんですけど中々うまくいかない。中々うまくい

かないのは実はですね、やっぱり地域住民の方の中に獣害対策は当然余分な仕事だという

意識があるに違いない。それは間違いないと思いますね。で、何をやってもうまくいかな

いので徒労感、無力感が募って結局は行政任せになるし、うまくいかなければ行政不信を

生み出してしまう。こういったその動機付け、目標・・あるいは喪失ってところも被害防

止していく上での制限要因であろうというふうに言われています。 
② 地域的な要因 
もう一つはその地域的な要因です、例えば特別なそんなことはやりたくないので、負の

協調性が生まれて結局被害に遭っても囲いを作らない。これどういうことかというと囲い

を自分の所で作っちゃたからうちに来たんだと言われたくない。そのへんも問題で、地域

を挙げて話を盛り上げていかなきゃいけないだろうというふうに思っています。実際に必

要な、そのことはですね、地域ぐるみ各個人ではなくて地域ぐるみで集落の環境整備をし

ていかなきゃいけないということなんですね。で、実際にその行政の方でこういう方針で

いきますからというかたちで地域の住民の方にやって貰うという話しをいま、多分、地域

住民の中で話を盛り上げていって上にあげていって行政の方にその外的支援をいただくっ

てかたちの方が、地域ぐるみの集落環境を整備していく上では私は非常に有効な手段かな

というふうに思っています。 
２ 獣害情報を加味した営農システムの開発研究 
今うちの方でですね、この里グマとかゴミクマとか、その、いわゆる里に住んでいる野

生動物イノシシとかサルとかもそうですけれども、こういった奴らによる被害軽減を目指

して、そのＧＩＳ情報を使ってですね、どんなところへ出ているとかですね、使ってハザ

ードマップを作り上げていく。これからどういうふうにまちづくり、あるいは地域のその、

地域づくりをしていくと、獣害防止をその導けるようなまちにしていけるのかっていうの

を研究しているところであります。 
で、実際にですね、どこへ私たちが向かおうとしているかというと、ハザードマップ自

体はいろんなところで試みが行われているんですけど、これが多分ちょっと皆さんに紹介

しておきたいところなんですが。あの日立さんと一部話をしているところなんですが。あ

の営農システム自体をちょっと、営農システムを考えたときに、獣害を取り入れてやって

みないかということですね。いくつかの所でまあ、市あるいは町単位あるいは集落単位で

行われていることではあるんですけども、一個一個の圃場についての情報とか土壌情報、

特に作付けとかですね、どこで・・・の利益とか土壌の成分ですね、こういったのを一つ

一つの圃場について記録していくそういったそのシステムが開発されています。これもう

別にあるんですけれども、で、こういったことを基にして情報を管理しよう。 
もう一つは衛星画像を用いて導入し、資源を活用、支援する。あるいはこれどういうこ

とかというと、その衛星からですね、そのどれくらい実がなっているのかというのかとほ

ぼ分かるんですね。それによってどの辺りが刈り入れに適している、どの辺りが非常に良

く成長しているっていうのも分かる。そこから市あるいは地域全体でそのどういった形で

刈り入れをすればいいのか考えていこう。あるいはその病害虫の情報なんかも素早く診断

できるようになっています。どこでどういう病気が起こっているのかっていうのが各農家

からも一目瞭然でネットにアクセスすればその情報を手に入れることが出来る。あるいは、



 
 
2007/02/26 第７回野生動物との共生に関する研究会 

 140 

各農家の情報の単位・・に農作業に・・情報を取り入れて、どこの処にどういった形で施

肥が行われているのかってのも情報としてまとめることができる。こういったシステムが

あるんですけど。これにですね、実は各圃場について野生動物の被害情報を管理している。

被害・・とか発生場所とかどういった被害を受けたのかあるいは防止対策は何を取ってい

るのかということをあの記録していって、実際に被害が起こっている場所と起こっていな

い場所とで比較をしてどんな手法が被害状況、被害の軽減に役立つのかっていうのを考え

ていこうという、まあ、これはソフトウェアですかシステムなんですけど、システムを今

最終的には私たちのそのプロジェクトの出口にしようかなというふうに思っています。こ

のことを解決していかないとその被害管理最終的には成り立っていかないかなというふう

に思ってます。 
というところでちょっと時間をオーバーしてしまい申し訳ありませんでしたが、以上で終

わります。 


